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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

回次 第18期 第19期 第20期 第21期 第22期

決算年月 2021年３月 2022年３月 2023年３月 2024年３月 2025年３月

収益 (百万円) 1,602,485 2,100,752 2,479,840 2,414,649 2,509,714

税引前利益 (百万円) 37,420 117,295 155,036 125,498 135,300

当期純利益
(親会社の所有者に帰属）

(百万円) 27,001 82,332 111,247 100,765 110,636

当期包括利益
(親会社の所有者に帰属）

(百万円) 59,111 142,429 138,434 168,317 103,239

親会社の所有者に帰属
する持分

(百万円) 619,111 728,012 837,713 924,076 968,956

総資産額 (百万円) 2,300,115 2,661,680 2,660,843 2,886,873 3,087,252

１株当たり親会社
所有者帰属持分

(円) 2,581.58 3,153.90 3,629.34 4,238.81 4,595.93

基本的１株当たり利益
(親会社の所有者に帰属)

(円) 112.53 352.65 481.94 450.97 513.74

希薄化後１株当たり利益
(親会社の所有者に帰属)

(円) 112.53 352.65 － 450.97 513.74

親会社所有者帰属
持分比率

(％) 26.9 27.4 31.5 32.0 31.4

親会社所有者帰属持分
当期純利益率

(％) 4.5 12.2 14.2 11.4 11.7

株価収益率 (倍) 13.9 5.7 5.7 8.8 6.4

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 84,972 65,084 171,639 112,187 △16,688

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △35,676 △138,819 29,157 12,429 △94,106

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △40,621 46,898 △230,367 △186,523 106,388

現金及び現金同等物
の期末残高

(百万円) 287,597 271,651 247,286 196,275 192,299

従業員数
(名)

19,463
〔4,678〕

20,673 20,669 22,819 25,118
〔外、平均臨時雇用者数〕 〔4,940〕 〔5,754〕 〔4,996〕 〔5,547〕

(注) １ 国際会計基準(以下「IFRS会計基準」という。)により連結財務諸表を作成しております。

２ 収益には、消費税等は含まれておりません。

３ 2021年10月１日付にて、株式併合（普通株式５株を１株に併合）を実施いたしました。第18期（2021年３月

期）の期首に株式併合が行われたと仮定し、１株当たり親会社所有者帰属持分、基本的１株当たり利益（親

会社の所有者に帰属）及び希薄化後１株当たり利益（親会社の所有者に帰属）を算定しております。

４ 従業員数は就業人員数を表示しております。

５ 第20期（2023年３月期）の希薄化後１株当たり利益（親会社の所有者に帰属）については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。
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(2) 提出会社の経営指標等

回次 第18期 第19期 第20期 第21期 第22期

決算年月 2021年３月 2022年３月 2023年３月 2024年３月 2025年３月

収益 (百万円) － 678,262 763,373 568,742 627,625

売上高 (百万円) 2,334,428 － － － －

経常利益 (百万円) 35,345 55,543 91,799 77,155 68,656

当期純利益 (百万円) 39,462 50,389 81,927 80,888 72,993

資本金 (百万円) 160,339 160,339 160,339 160,339 160,339

発行済株式総数 (株)
普通株式 普通株式 普通株式 普通株式 普通株式
1,251,499,501 250,299,900 250,299,900 225,000,000 225,000,000

純資産額 (百万円) 420,405 460,636 481,583 493,734 505,807

総資産額 (百万円) 1,500,259 1,683,267 1,588,873 1,688,744 1,845,911

１株当たり純資産額 (円) 1,753.01 1,995.57 2,086.43 2,264.80 2,399.13

１株当たり配当額
(うち、１株当たり
中間配当額)

(円)
(円)

普通株式 普通株式 普通株式 普通株式 普通株式
10.00 106.00 130.00 135.00 150.00

(5.00) (45.00) (65.00) (65.00) (75.00)

１株当たり当期純利益 (円) 164.46 215.83 354.92 362.01 338.94

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) － － － － －

自己資本比率 (％) 28.0 27.4 30.3 29.2 27.4

自己資本利益率 (％) 9.7 11.4 17.4 16.6 14.6

株価収益率 (倍) 9.5 9.3 7.8 11.0 9.7

配当性向 (％) 30.4 49.1 36.6 37.3 44.3

従業員数
〔外、平均臨時雇用者数〕

(名)
2,099
〔124〕

2,073
〔88〕

2,027
〔70〕

2,035
〔61〕

2,049
〔59〕

株主総利回り (％) 126.8 171.1 240.1 347.1 303.4

(比較指標：配当込みTOPIX) (％) (142.1) (145.0) (153.4) (210.2) (213.4)

最高株価 (円) 330
2,129
(369)

2,863 4,122 4,408

最低株価 (円) 221
1,591
(299)

1,835 2,715 2,714

(注) １ 第19期（2022年３月期）より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を

適用し損益計算書上の表示科目を「売上高」から「収益」へ変更しております。

２ 収益及び売上高には、消費税等は含まれておりません。

３ 2021年10月１日付にて株式併合（普通株式５株を１株に併合）を実施いたしました。第18期（2021年３月

期）の期首に株式併合が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定しており

ます。

４ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

５ 2021年10月１日付にて株式併合（普通株式５株を１株に併合）を実施いたしました。第19期（2022年3月

期）の１株当たり配当額は、株式併合後の株式数に基づく中間配当額45円00銭と期末配当額61円00銭の合計

金額106円00銭を記載しております。株式併合前の中間配当額は９円00銭であります。

６ 従業員数は就業人員数を表示しております。

７ 最高株価及び最低株価は、2022年４月３日以前は東京証券取引所市場第一部、2022年４月４日以降は東京証

券取引所プライム市場におけるものであります。第19期（2022年３月期）の株価につきましては、株式併合

後の最高株価及び最低株価を記載しており、株式併合前の最高株価及び最低株価を括弧内に記載しておりま

す。
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２ 【沿革】

当社の設立以降の沿革は、以下のとおりであります。

2003年４月 ニチメン株式会社（注１）と日商岩井株式会社（注２）が共同して両社の株式との株式移転

により、ニチメン・日商岩井ホールディングス株式会社として当社を設立

普通株式を東京証券取引所及び大阪証券取引所に上場

2004年４月 当社子会社のニチメン株式会社と日商岩井株式会社が合併し、商号を双日株式会社とする

2004年７月 商号を双日ホールディングス株式会社と変更

2005年10月 当社子会社の旧双日株式会社を合併し、当社の商号を双日株式会社と変更

2006年８月 当社子会社の双日都市開発株式会社を合併

2006年10月 当社子会社のグローバル・ケミカル・ホールディングス株式会社及びその子会社の双日ケミ

カル株式会社を合併

2012年７月 本社を東京都千代田区内幸町に移転

2015年４月 当社子会社の双日プラネット・ホールディングス株式会社を合併

2022年４月 東京証券取引所の市場区分の見直しにより市場第一部からプライム市場へ移行

(注) １ ニチメン株式会社の前身である日本綿花株式会社は1892年に設立され、綿花の輸入商として営業を

開始し、その後1943年に日綿實業株式会社、1982年にニチメン株式会社へと商号を変更しました。

２ 日商岩井株式会社は1968年に日商株式会社と岩井産業株式会社が合併して発足しましたが、日商株

式会社の前身である鈴木商店は1874年に鈴木岩治郎が洋糖引取商として創業しました。その後、金

融恐慌期の1927年に破綻しましたが、翌年の1928年に旧鈴木商店の高畑誠一らが、後継会社として

日商株式会社を設立しました。また、岩井産業株式会社の前身である岩井商店は、1862年に岩井文

助が雑貨舶来商として創業した岩井文助商店の暖簾を引き継いで、1896年に創業しました。その後、

1943年に岩井産業株式会社へと商号を変更しました。

なお、設立に至るまでの経緯は以下のとおりであります。

2002年12月 ニチメン株式会社と日商岩井株式会社は、株主総会及び関係官庁の承認を前提として、株式

移転により共同で持株会社を設立し、両社の経営を統合することにつき基本合意書を締結い

たしました。

2003年１月 ニチメン株式会社と日商岩井株式会社は、株主総会及び関係官庁の承認を前提として、株式

移転契約書を締結することを取締役会で決議し、同契約書を締結いたしました。また、両社

は臨時株主総会に付議すべき株式移転に関する議案を取締役会で決議いたしました。

2003年２月 ニチメン株式会社と日商岩井株式会社の臨時株主総会において、両社が株式移転により共同

で当社を設立し、その完全子会社となることにつき、承認決議されました。
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３ 【事業の内容】

当社グループは、総合商社として、物品の売買及び貿易業をはじめ、国内及び海外における各種製品の製造・販売

やサービスの提供、各種プロジェクトの企画・調整、各種事業分野への投資、並びに金融活動などグローバルに多角

的な事業を行っております。当企業集団にてかかる事業を推進する連結対象会社は、連結子会社346社、持分法適用会

社123社の計469社（うち、当社が直接連結経理処理を実施している連結対象会社は、連結子会社175社、持分法適用会

社72社の計247社）から構成されております。

当社グループは、2024年４月１日付にて「航空産業・交通プロジェクト」、「インフラ・ヘルスケア」の一部事業

領域を再編し、「航空・社会インフラ」、「エネルギー・ヘルスケア」、「その他」へ変更しております。

当社グループの事業区分ごとの主な取扱商品又はサービス・事業の内容及び主な関係会社は以下のとおりでありま

す。

2025年３月31日現在

セグメントの名称
主要取扱商品又はサービス・事業

の内容
主要関係会社 （連結区分）

自動車 完成車トレーディング、組立製
造・卸売事業、小売事業、品質
検査事業、販売金融、デジタル
技術を取り入れた販売及びサー
ビス事業

・双日オートグループジャパン㈱（子）
・Albert Automotive Holdings Pty Ltd（子）

連結子会社 47社
持分法適用会社 5社

・Sojitz de Puerto Rico Corporation（子）

・SILABA MOTORS, S.A.（子）

航空・社会インフラ 航空事業（民間機・防衛関連機
器代理店及び販売、ビジネスジ
ェット、中古機・パーツアウ
ト)、交通・社会インフラ事業
（交通プロジェクト、空港・港
湾等社会インフラ）、産業・都
市インフラ事業（工業団地、住
宅、オフィス、スマートシティ、
データセンター）、船舶事業
（新造船、中古船、傭船、不定
期船、自社船保有）

・双日エアロスペース㈱（子）
・㈱ジャプコン（子）

・Phenix Jet International, LLC（子）

・Long Duc Investment Co., Ltd.（子）

・PT. Puradelta Lestari Tbk（持）

連結子会社 39社
持分法適用会社 14社

エネルギー・
ヘルスケア

再生可能エネルギー事業（IPPイ
ンフラ投資、電力小売事業、関
連サービス事業）、ガス火力発
電事業（IPP・IWPPインフラ投
資）、省エネルギーサービス事
業、エネルギー事業（石油・ガ
ス、LNG事業）、原子力関連事業
（原子燃料、関連機器）、ICTイ
ンフラ事業（通信タワー）、ヘ
ルスケア事業（病院PPP、民間医
療事業、医療周辺サービス、ヘ
ルスケア新興技術）、産業機械
事業、軸受事業、四輪・二輪部
品事業、自動車製造設備事業、
舶用機械事業、電力エネルギ
ー・プラント事業

・双日マシナリー㈱（子）
・Starwind Offshore GmbH（子）

・Sojitz Global Investment B.V.（子）

・Ellis Air Group Pty Ltd（子）

・CLIMATECH GROUP HOLDINGS PTY LTD（子）

・双日ミライパワー㈱（子）

・Sojitz Hospital PPP Investment B.V.（子）

・SOJITZ HEALTHCARE AUSTRALIA PTY LTD（子）

・Qualitas Medical Limited（持）

・エルエヌジージャパン㈱（持）

連結子会社 73社
持分法適用会社 33社

金属・資源・リサイクル 石炭、鉄鉱石、合金鉄（ニッケ
ル、クロム、ニオブ等）及び鉱
石、アルミナ、アルミ、銅、貴
金属、窯業・鉱産物、コークス、
炭素製品、鉄鋼関連事業、資源
リサイクル事業

・双日ジェクト㈱（子）
・Sojitz Development Pty Ltd （子）

・Sojitz Resources (Australia) Pty. Ltd.（子）

・㈱メタルワン（持）

連結子会社 20社
持分法適用会社 12社

・Japan Alumina Associates (Australia) Pty. Ltd.
（持）
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セグメントの名称
主要取扱商品又はサービス・事業

の内容
主要関係会社 （連結区分）

化学 有機化学品、無機化学品、機能
化学品、精密化学品、工業塩、
ヘルスケア・天産品、レアアー
ス、汎用樹脂、高機能樹脂、環
境対応樹脂、工業用・食品用包
装資材、高機能フィルム・シー
ト、プラスチック成形機、その
他合成樹脂製品、液晶・光学部
品・プリント基板等電子材料、
産業資材用繊維原料及び製品

・双日プラネット㈱（子）
・プラマテルズ㈱（子）

・PT. Kaltim Methanol Industri（子）

連結子会社 19社
持分法適用会社 9社

生活産業・
アグリビジネス

穀物、小麦粉、油糧・飼料原料、
菓子、菓子原料、その他各種食
品原料、化成肥料、建設資材、
輸入原木、製材・合板・集成材
等木材製品、住宅建材、チップ
植林、製紙、脱炭素（バイオマ
ス・カーボンクレジット）、農
業・地域創生

・双日建材㈱（子）
・Thai Central Chemical Public Co., Ltd.（子）

・Saigon Paper Corporation（子）

・Atlas Fertilizer Corporation（子）

連結子会社 24社
持分法適用会社 16社

リテール・
コンシューマーサービス

食品・消費財流通事業、コンビ
ニエンスストア事業、外食事業、
商業施設運営事業、不動産開
発・分譲・賃貸・管理運営事業
（住宅、オフィス等）、砂糖及
び糖化原料、小麦粉、穀類、油
脂、澱粉、乳製品、農産加工品
及び農産原料、畜肉原料及び畜
肉加工品、家禽肉加工品、水産
加工品及び水産原料、その他各
種食品及び原料、輸入煙草、
綿・化合繊織物、各種ニット生
地・製品、衣料製品、寝具及び
寝装品、物資製品、衛生材料

・双日食料㈱（子）
・マリンフーズ㈱（子）

・トライ産業㈱（子）

・DaiTanViet Joint Stock Company（子）

・双日ファッション㈱（子）

・双日インフィニティ㈱（子）

・双日ライフワン㈱（子）

・双日ロイヤルインフライトケイタリング㈱（子）

・ロイヤルホールディングス㈱（持） （注１）

・㈱JALUX（持）

・フジ日本㈱（持） （注１,２）

連結子会社 33社
持分法適用会社 24社

その他 職能サービス、国内地域法人、
物流サービス事業、保険サービ
ス事業、ネットワークサービス
事業、クラウドサービス・デー
タセンター事業

・双日九州㈱（子）

・双日テックイノベーション㈱（子） （注３）

・双日ロジスティクス㈱（子）

・双日インシュアランス㈱（子）

・双日ツーリスト㈱（子）

連結子会社 21社
持分法適用会社 3社

・双日シェアードサービス㈱（子）

・㈱双日総合研究所（子）

・さくらインターネット㈱（持） （注１）

海外現地法人 複数の商品を取扱う総合商社で
あり、世界の主要拠点において
当社と同様に多種多様な活動を
行っております。

セグメント情報では、取扱商品
の類似性に基づいてそれぞれの
事業区分に含めております。

・双日米国会社（子）
・双日欧州会社(BV)(子)

・双日欧州トレードホールディングス(子)

・双日アジア会社（子）

連結子会社 70社
持分法適用会社 7社

・双日中国会社（子）

(注) １ 関係会社のうち、2025年３月31日現在、国内証券市場に公開している会社は以下のとおりです。

・ロイヤルホールディングス㈱（東証プライム、福証本則）

・フジ日本㈱（東証スタンダード）

・さくらインターネット㈱（東証プライム）

２ 2024年10月１日を以って、フジ日本精糖㈱は、フジ日本㈱に社名変更いたしました。

３ 2024年７月１日を以って、日商エレクトロニクス㈱は、双日テックイノベーション㈱に社名変更

いたしました。
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４ 【関係会社の状況】

(1) 連結子会社

2025年３月31日現在

セグメント
の名称

会社名 所在地
資本金又は
出資金
(百万円)

議決権
の所有
割合
(％)
(注2)

関係内容

役員の
兼任等
(人)

融資 営業上の取引
設備の
賃貸借

自動車

双日オートグループジャ
パン㈱

東京都渋谷区 100 100.0 10 有 商品の販売先であります。
土地
建物

Albert Automotive
Holdings Pty Ltd

豪州・
メルボルン

AUD
146,742

千
100.0 4 無 － －

Sojitz de Puerto Rico
Corporation

プエルトリコ・
カターニョ

USD
7,000

千
100.0 3 無 商品の販売先であります。 －

SILABA MOTORS, S.A.
パナマ・
パナマ

USD
4,710

千
100.0 4 無 － －

その他 43社

航空・社会
インフラ

双日エアロスペース㈱ 東京都千代田区 1,410 100.0 7 無 商品の販売先であります。 建物

㈱ジャプコン 岡山市南区 3 100.0 4 無 － －

Phenix Jet
International, LLC

米国・
ハガニア

USD
650
千

75.0
(75.0)

1 無 － －

Long Duc Investment
Co., Ltd.

ベトナム・
ロンタイン

VND
216,672

百万

88.0
(88.0)

2 無
テナント紹介業務の委託元
であります。

－

その他 35社

エネルギー・
ヘルスケア

双日マシナリー㈱ 東京都千代田区 1,480 100.0 10 無 － 建物

Orchid Wind Power GmbH
(注1)

ドイツ・
デュッセルドル
フ

EUR
580,530

千
100.0 1 無 － －

Starwind Offshore GmbH
(注1)

ドイツ・
デュッセルドル
フ

EUR
859,935

千
100.0 1 無 － －

Sojitz Global
Investment B.V.

オランダ・
アムステルダム

USD
37
千

100.0 2 無
当社出資先への取締役派遣
業務の委託先であります。

－

Sojitz Energy Solution
Australia Pty Ltd
(注1)

豪州・
シドニー

AUD
185,477

千
100.0 2 無 － －

Ellis Air Group Pty
Ltd (注1)

豪州・
メルボルン

AUD
201,548

千

91.7
(91.7)

3 無 － －

CLIMATECH GROUP
HOLDINGS PTY LTD

豪州・
コガラ

AUD
10,970

千

70.0
(70.0)

1 無 － －

双日ミライパワー㈱ 東京都千代田区 10 100.0 3 無 － 建物

Sojitz Hospital PPP
Investment B.V. (注1)

オランダ・
アムステルダム

24,570 100.0 2 無 － －

SOJITZ HEALTHCARE
AUSTRALIA PTY LTD

豪州・
シドニー

AUD
60,177

千
100.0 2 無 － －

その他 63社

金属・資源・
リサイクル

双日ジェクト㈱ 東京都港区 460 100.0 6 無
商品販売業務の委託先であ
ります。

－

Sojitz Development Pty
Ltd

豪州・
ブリスベン

AUD
111,500

千
100.0 5 有 － －

Sojitz Resources
(Australia) Pty. Ltd.
(注1)

豪州・
パース

AUD
237,841

千

100.0
(3.3)

2 無 － －

その他 17社

化学

双日プラネット㈱ 東京都千代田区 3,000 100.0 6 無
原材料の供給並びにその製
品の一部を販売しておりま
す。

建物

プラマテルズ㈱ 東京都品川区 793
100.0

(100.0)
9 無

原材料の供給先でありま
す。

－

PT. Kaltim Methanol
Industri

インドネシア・
ジャカルタ

USD
10,374

千
85.0 6 無 商品の仕入先であります。 －

その他 16社
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セグメント
の名称

会社名 所在地
資本金又は
出資金
(百万円)

議決権
の所有
割合
(％)
(注2)

関係内容

役員の
兼任等
(人)

融資 営業上の取引
設備の
賃貸借

生活産業・
アグリビジネス

双日建材㈱ 東京都千代田区 1,039 100.0 7 無 商品の販売先であります。 建物

Thai Central Chemical
Public Co., Ltd.

タイ・
バンコク

THB
1,754,142

千

97.9
(49.1)

8 無 － －

Saigon Paper
Corporation

ベトナム・
フーミー

VND
2,081,890

百万
97.7 6 無 － －

Atlas Fertilizer
Corporation

フィリピン・
マニラ

PHP
465,034

千
100.0 6 無

原材料の供給先でありま
す。

－

その他 20社

リテール・
コンシューマー
サービス

双日食料㈱ 東京都港区 412 100.0 10 無
商品の販売及び仕入先であ
ります。

建物

マリンフーズ㈱ 東京都港区 1,833 100.0 7 無 － －

トライ産業㈱ 静岡市清水区 67 100.0 8 無 商品の販売先であります。 －

DaiTanViet Joint Stock
Company

ベトナム・
ホーチミン

VND
250,500

百万
100.0 7 無 － －

双日ファッション㈱ 大阪市中央区 200 100.0 7 無 － －

双日インフィニティ㈱ 東京都港区 100 100.0 5 無
商品販売業務の委託先であ
ります。

－

双日ライフワン㈱ 東京都港区 324 100.0 7 無
不動産管理業務の委託先で
あります。

建物

双日ロイヤルインフライ
トケイタリング㈱

大阪府泉南市 100 60.0 3 有 － －

その他 25社

その他

双日九州㈱ 福岡市中央区 500 100.0 5 無 商品の販売先であります。 －

双日テックイノベーショ
ン㈱ (注3)

東京都千代田区 5,000 100.0 7 無
システム関連業務の委託先
であります。

建物

双日ロジスティクス㈱ 東京都千代田区 100 100.0 4 無
物流関連業務の委託先であ
ります。

建物

双日インシュアランス㈱ 東京都千代田区 200 100.0 5 無
損害保険の取次先でありま
す。

建物

双日ツーリスト㈱ 東京都千代田区 30 100.0 4 有
業務渡航等に関する取次先
であります。

建物

双日シェアードサービス
㈱

東京都千代田区 60 100.0 5 無
職能業務の委託先でありま
す。

建物

㈱双日総合研究所 東京都千代田区 41 100.0 4 無
調査・研究・開発業務の委
託先であります。

建物

その他 14社

海外現地法人

双日米国会社 (注1)
米国・
ニューヨーク

USD
337,937

千
100.0 6 無

商品の販売及び仕入先であ
ります。

－

双日欧州会社（BV）
オランダ・
アムステルダム

EUR
64,010

千
100.0 3 無

欧州地域における職能業務
の委託先であります。

－

双日欧州トレードホール
ディングス

ドイツ・
デュッセルドル
フ

EUR
42,099

千
100.0 3 無 － －

双日アジア会社 (注1)
シンガポール・
シンガポール

USD
136,507

千
100.0 3 無

商品の販売及び仕入先であ
ります。

－

双日中国会社
中国・
北京

USD
60,000

千
100.0 5 無 商品の販売先であります。 －

その他 65社

(注) １ 特定子会社に該当します。また、上記記載会社以外では、海外現地法人の双日欧州会社、双日米国会社

傘下のSojitz Energy Services LLCが特定子会社に該当します。

２ 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合であります。

３ 2024年７月１日を以って、日商エレクトロニクス㈱は、双日テックイノベーション㈱に社名変更

いたしました。
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(2) 持分法適用会社

2025年３月31日現在

セグメント
の名称

会社名 所在地
資本金又は
出資金
(百万円)

議決権の
所有割合
(％)
(注3)

関係内容

役員の
兼任等
(人)

融資 営業上の取引
設備の
賃貸借

自動車 5社

航空・社会
インフラ

PT. Puradelta
Lestari Tbk

インドネシア・
ジャカルタ

IDR
4,819,811

百万
25.0 3 無 － －

その他 13社

エネルギー・
ヘルスケア

Qualitas Medical
Limited

シンガポール・
シンガポール

SGD
317,780

千
21.3 1 無 － －

エルエヌジージャパン㈱ 東京都千代田区 22,142 50.0 4 無 － －

その他 31社

金属・資源・
リサイクル

㈱メタルワン 東京都千代田区 100,000 40.0 8 無 － －

Japan Alumina
Associates (Australia)
Pty Ltd

豪州・
パース

AUD
224,480

千
50.0 1 無 商品の仕入先であります。 －

その他 10社

化学 9社

生活産業・
アグリビジネス

16社

リテール・
コンシューマー
サービス

ロイヤルホール
ディングス㈱ (注1,2)

福岡市博多区 17,830 19.9 3 無 － －

㈱JALUX 東京都港区 2,558 22.2 5 無 － －

SJフューチャー
ホールディングス㈱
(注4)

東京都品川区 100 49.5 2 無 － －

フジ日本㈱ (注1,5) 東京都中央区 1,524
33.4
(1.6)

4 無 － －

その他 20社

その他

さくらインターネット㈱
(注1)

大阪市北区 11,283 26.4 5 無 － －

その他 2社

海外現地法人 7社

(注) １ 有価証券報告書を提出しております。

２ 持分は100分の20未満でありますが、実質的な影響力を持っているため持分法適用会社としております。

３ 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合であります。

４ SJフューチャーホールディングス㈱については、㈱JALUXの議決権を48.1％所有しております。

５ 2024年10月１日を以って、フジ日本精糖㈱は、フジ日本㈱に社名変更いたしました。
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５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

2025年３月31日現在

セグメントの名称 従業員数(名)

自動車 5,446 [1,131]

航空・社会インフラ 1,252 [70]

エネルギー・ヘルスケア 3,234 [486]

金属・資源・リサイクル 861 [80]

化学 1,601 [157]

生活産業・アグリビジネス 3,823 [1,388]

リテール・コンシューマーサービス 5,982 [1,732]

その他 2,919 [503]

合計 25,118 [5,547]

(注) 従業員数は就業人員数(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの

出向者を含む。)であり、臨時従業員数は[ ]内に年間平均雇用人員数を外数で記載しております。

(2) 提出会社の状況

2025年３月31日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円)

2,486 41.0 15.0 12,742,594

上記従業員数に海外支店・海外駐在員事務所の現地社員71名及び受入出向者32名を加え、海外現地法人及び事業会

社への出向者540名を除いた提出会社の就業人員数は2,049名であり、セグメント別内訳は下記のとおりであります。

セグメントの名称 従業員数(名)

自動車 109 [2]

航空・社会インフラ 143 [3]

エネルギー・ヘルスケア 169 [3]

金属・資源・リサイクル 188 [4]

化学 206 [1]

生活産業・アグリビジネス 135 [4]

リテール・コンシューマーサービス 113 [1]

その他 986 [41]

合計 2,049 [59]

(注) １ 臨時従業員数は[ ]内に年間平均雇用人員数を外数で記載しております。

２ 平均年間給与額には、賞与、超過勤務手当、基準外給与を含んでおります。

(3) 労働組合の状況

労使関係について特に記載すべき事項はありません。
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(4) 女性活躍推進法等に基づく「女性管理職比率」、「男性の育児休業取得率」及び「男女の賃金の差異」

提出会社 （単位 ％）

管理職(注1)に

占める

女性労働者

割合

男性の育児休業等

取得率

（取得者/対象者）

男女の賃金の差異(注4)

全従業員 正社員 非正社員(注5)

双日㈱ 6.8

法定(注2) 96.1 (49/51)

59.2 59.4 54.8

実質(注3) 100.0 (51/51)

連結会社 （単位 ％）

管理職(注1)に

占める

女性労働者

割合

男性の育児休業等

取得率

（取得者/対象者）

男女の賃金の差異(注4)

全従業員 正社員 非正社員(注5)

300人超

マリンフーズ㈱ 1.8

法定(注2)

57.1 (8/14) 58.5 63.9 75.0

双日テックイノベーション㈱ 6.3 100.0 (15/15) 79.0 77.9 108.4

双日ライフワン㈱ 9.0 100.0 (4/4) 99.4 64.4 102.2

双日ロイヤルインフライトケイ

タリング㈱
5.6 85.7 (6/7) 61.0 77.9 81.3

双日インフィニティ㈱ 0.0 100.0 (1/1) 56.4 76.3 66.0

双日マシナリー㈱ 3.7 20.0 (1/5) 71.3 69.4 58.1

双日建材㈱ 1.2 88.9 (8/9) 58.9 58.9 50.5

101人～300人

双日食料㈱ 2.4

法定(注2)

100.0 (5/5) 61.6 61.3 37.7

双日オートグループ大阪㈱ 9.4 50.0 (3/6) 75.6 70.8 69.5

双日プラネット㈱ 5.1 80.0 (4/5) 58.6 58.8 47.6

トライ産業㈱ 0.0 0.0 (0/1) 52.8 53.3 50.7

双日エアロスペース㈱ 0.0 125.0 (5/4) 61.0 64.3 28.8

双日オートグループ東京㈱ 6.7 0.0 (0/3) 62.8 71.7 74.5

双日オートグループジャパン㈱ 6.7 ‐ (0/0) 58.2 57.9 70.5

釧路丸水㈱ 42.9 ‐ (0/0) 59.8 73.4 59.8

双日シェアードサービス㈱ 33.3 ‐ (0/0) 106.7 101.9 87.3

双日商業開発㈱ 17.6 0.0 (0/2) 71.6 86.8 71.9

双日ロジスティクス㈱ 31.3 ‐ (0/0) 76.3 82.3 62.6

(注) １ 労働基準法第41条第２号で定める監督もしくは管理の地位にある者
２ アに対するイの割合

ア 2024年度中に子が出生した男性社員の数
イ 2024年度中に出生後１年に満たない子を養育する目的で初めて育児休業等を取得した男性社員の数
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号）の規
定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」（平
成３年労働省令第25号）第71条の６第１号における育児休業などの取得割合を算出したもので、イには
2023年度に子が出生した男性社員の数を含みます。

３ ウに対するエの割合
ウ 2024年度中に子が出生した男性社員の数
エ ウのうち、2024年度中に初めて育児休業等を取得した者と、2025年度において子の出生後１年以内に初

めて育児休業等の取得を計画していることが確認できた者の合計
４ 男性社員の年間平均賃金に対する女性社員の年間平均賃金の割合
５ 有期雇用契約から無期雇用契約に転換した個別に雇用契約を締結する社員（契約社員）を含む
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◆ 当社（提出会社）における男女の賃金の差異の要因について

全従業員 正社員
非正社員

(定年再雇用等)総合職 事務職

賃金差異 59.2% 59.4% 70.9% - 54.8%

人員数
(人)

男性 1,680 1,579 1,579 - 101

女性 806 756 397 359 50

合計 2,486 2,335 1,976 359 151

当社の正社員は総合職と事務職で構成されています。総合職は基幹業務において主体的に役割を担い、事務職は総

合職を補佐し事務処理業務全般を担う職種です。また、非正社員は主に定年再雇用社員です。当社では、それぞれ

の職種ごとに役割等級制度を採用し、年齢や性別を問わず、本人の資質や能力、取り組み意欲に応じて役割が決定

されています。職務の内容や異動の範囲などが同じ役割等級では性別の違いによる賃金の差はありません（時間外

勤務などの変動要因によるものを除く）が、賃金に差異が生じている主な要因は以下のとおりです。

① 当社では総合職において管理職層で女性社員の割合が低いことが挙げられます。現在、人材戦略の重要施策とし

て、女性活躍推進に取り組んでいます。2030年代に全社員に占める女性社員比率50％程度、女性課長比率を50％程

度にすることを目指し、新卒及びキャリア採用における女性総合職社員の採用増加に加えて、仕事と育児の両立環

境の整備、各世代層のパイプライン形成と経験の蓄積やキャリア意識の醸成を積極的に進めています。今後は管理

職層の女性社員増加により、この要因による男女の賃金の差異は縮小していくと考えています。

各世代層のパイプライン形成については、「1) 人材戦略基本方針①「自らの意思で挑戦・成長し続ける多様な個」

● 女性活躍推進(41ページ)」をご参照ください。

② 総合職とは役割が異なる事務職において全員が女性社員（2025年３月31日現在）となっていることも、男女の賃

金の差異の要因です。当社は事務職を多様な働き方の１つの形態と位置づけ、今後も採用を継続していく方針で

す。事務職は、性別に関わりなく選択可能な職種ですが、新卒採用・キャリア採用共に応募者は女性となっている

ことから、今後も男女の賃金の差異への影響は発生すると考えています。一方、当社では、総合職と事務職との間

で相互に職種転換を可能とする制度を設けており、男女共に入社後に社員個人のキャリア・働き方に応じた職種転

換が可能となっています。

③ 非正社員は、主に定年再雇用制度に基づき定年退職後（60歳定年制）に再雇用された社員、及び役員退任後に有

期雇用社員として再雇用された社員です。定年再雇用者に対する賃金は、定年後に担う職種と役割・責任に基づき

設定される役割等級に準じて決定されますが、定年前までの業務内容や経験に基づいた役割・責任に応じた設定と

なるため、非正社員での男女の賃金の差異に影響しています。

◆ 男女の賃金の差異の過去５年間の推移

男女の賃金の差異 人数

全従業員 正社員 内、総合職 非正社員 全従業員 正社員 内、総合職 非正社員

2024年度 59.2% 59.4% 70.9% 54.8% 2,486 2,335 1,976 151

2023年度 58.2% 58.6% 70.3% 61.4% 2,513 2,346 1,977 167

2022年度 57.3% 58.0% 70.1% 52.0% 2,523 2,350 1,978 173

2021年度 58.6% 58.8% 72.0% 57.6% 2,558 2,380 1,999 178

2020年度 55.4% 56.3% 67.7% 50.2% 2,551 2,390 2,017 161

2019年度 55.3% 56.8% 67.8% 44.7% 2,460 2,313 1,997 147
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第２ 【事業の状況】

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

(1) 会社の経営の基本方針

当社は、双日グループ企業理念、双日グループスローガンを掲げ、企業理念にある「豊かな未来」の創造に向け、

当社グループの事業基盤拡充や持続的成長などの「双日が得る価値」と、国・地域経済の発展や人権・環境配慮な

どの「社会が得る価値」の２つの価値の実現と最大化に取り組んでいます。

（双日グループ企業理念）

双日グループ双日グループ双日グループ双日グループ双日グループははははは、、、、、誠実な心で世界を結誠実な心で世界を結誠実な心で世界を結誠実な心で世界を結誠実な心で世界を結びびびびび、、、、、
新たな価値と豊かな未来新たな価値と豊かな未来新たな価値と豊かな未来新たな価値と豊かな未来新たな価値と豊かな未来を創造しまを創造しまを創造しまを創造しまを創造しますすすすす。。。。。

(双日グループスローガン)

NNNNNeeeeewwwww wwwwwaaaaayyyyy,,,,, NNNNNeeeeewwwww vvvvvaaaaallllluuuuueeeee

（双日の価値創造モデル）
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「豊かな未来」の創造、「２つの価値」の実現に向けて、当社では人材を最も重要な経営資源と考え、「人財」

と表記し、価値創造モデルの中心に据えています。世界中のニーズを把握し、価値を生み出す人財力を高めていく

ことが、双日の価値創造の源泉です。

実効性の高い戦略と充実したコーポレート・ガバナンスのもと、常に新しい発想を持ち、トレーディング・権益

投資・事業投資を通じた機能を発揮して、将来を見据え、外部環境の目まぐるしい変化やニーズの多様化に先駆け

たスピード感あるビジネスを展開しています。

また、世界各国に広がる事業拠点やパートナーシップ、それぞれの地域で長年にわたり育んできたお客様との信

頼関係やブランド力など、築き上げてきた確固たる事業基盤が、当社の持続的な成長を支えています。

当社が創造した価値は、「社会が得る価値」として還元され、ステークホルダーからの信頼獲得につながりま

す。また、創造した価値は、「双日が得る価値」として、当社の人材基盤やビジネスノウハウといった各事業基盤

を拡充するものとして還元され、当社の競争力強化や新たなビジネスチャンスの増加につながります。

また、このような企業理念のもと、2030年における「目指す姿」として「事業や人材を創造し続ける総合商社」

を掲げており、総合商社としての使命である、必要なモノ・サービスを必要なところに届けつつ、マーケットニー

ズや社会課題に応える事業や人といった価値を創造し続けることにより、持続的な企業価値向上を実現していま

す。
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(2) 「中期経営計画2026」の進捗状況

① 「中期経営計画2026 - Set for Next Stage -」について

当社は2030年の目指す姿として、「事業や人材を創造し続ける総合商社」を掲げており、Next Stageとして当期

利益2,000億円と時価総額2兆円に成長させることをターゲットとしております。本中計は、このNext Stageを見据

えて、成長基盤と人的資本の強化に取り組む中期経営計画と位置づけています。Next Stageに到達するためのキー

メッセージとなる「双日らしい成長ストーリー」の実現に向け、成長基盤と人材への積極投資を行っていきます。

本中計の具体的な定量目標として３点を掲げています。一つ目は、将来の成長に向けて、財務規律を堅持した上

で6,000億円の投資を実行します。二つ目に、３ヶ年平均で当社が認識する株主資本コスト９～10％を超過する

ROE12％超・当期利益1,200億円超をそれぞれ確保し、企業価値と株主価値の向上を図ります。三つ目に、基礎的営

業キャッシュ・フローの３割程度を株主還元に充当します。

(注) １ 基礎的営業キャッシュ・フロー：会計上の営業キャッシュ・フローから運転資金増減等を控除したもの

２ 株主資本DOE：支払配当÷株主資本

３ 株主資本：その他の資本の構成要素を除外した前期末自己資本
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双日らしい成長ストーリーの実現並びに定量目標の達成のためには、当社の独自性や強みをさらに磨き上げ、競

争優位を生み出すことが不可欠です。既存領域を核としてさらに磨き上げると共に、多数の事業である「点」を繋

ぎ合わせ、掛け合わせることによって事業と収益の「カタマリ」構築を進めてまいります。また、全ての事業領域

に必要不可欠な要素として「DX（デジタルトランスフォーメーション）」と「GX（グリーントランスフォーメーシ

ョン）」領域を全社横断的に強化しています。

加えて、収益力の強化・競争優位の源泉として、継続して人的資本・ヒトの魅力（ちから）を強化してまいりま

す。多様なスキル・経験を持つ自立した個の確立や、個の力を最大化する組織・カルチャーの組成に向けてヒトへ

の投資を積極的に進めています。

② 成長基盤の強化

「中期経営計画2026」の初年度では、双日の競争優位を活かせる新規投資の拡大と既存事業の磨きこみにより、

双日らしい成長ストーリーの実現に向けた取り組みを進めております。

－新規投資の拡大－

豪州インフラ事業においては、豪州最大級のインフラ開発企業の買収を決定しております。新たな機能を獲得

し、大規模プロジェクトを一貫して手がけると共に、Next Stageに向けたポートフォリオ変革を進めています。

エネルギー需要の拡大や脱炭素社会の実現に対応する省エネルギーサービス事業においては、前中計に続き米

国・豪州で既存事業の拡充を狙いとしたボルトオン投資を実行することで、着実に収益のカタマリを構築してい

ます。今後は、他成長市場へのスピーディーな面展開も視野に、収益のカタマリをさらに拡大していきます。

持続可能なサプライチェーンの構築を目指す水産事業においては、過去からの上流・中流での取り組みに、新

たな投資により獲得した米国での小売機能を掛け合わせ、バリューチェーンの拡大を通じた収益のカタマリ化に

取り組んでいます。今後はグループ間の更なる協業推進により、原料調達力や販売力を一層高めていきます。

－既存事業を磨く－

化学事業においては、広範なネットワークと提案力・実行力を武器に、収益力の拡大に取り組んでおります。

引き続き新規投資による事業領域の獲得・拡大と併せ、収益力を拡大させていきます。

東南アジアの肥料事業においては、現地における長年の事業経営を通じて得たトップクラスの市場シェア、高

い販売力に更なる磨きをかけることに加え、後述のとおりDX活用による新たな事業領域にも挑戦しております。

また、賃貸マンション事業や船舶事業においては、ベストオーナーとなりうる外部パートナーへ既存事業の一

部をシェアアウトしつつ、双日の強みである機能の提供を継続することで、パートナーと共に事業を成長させ規

模感を拡大し、持続的な成長を図る体制を整備しました。

他事業セグメントにおいても双日らしい成長ストーリーを実行することで、Next Stageに向けて加速度的な成長

を実現します。

③ 本部別の成長戦略

＜自動車＞

自動車販売を中核とした既存事業の強みを活かし、持続的な成長を目指す戦略を展開しています。既に知見や実

績のある領域の拡大を基盤に、「グローバル・ニッチトップ」「ドミナント」「バリューチェーン」の３つを成長

戦略のキーワードとして、独自性による競争優位のあるビジネスモデルを追求します。これにより持続的な成長を

実現すると共に、社会課題やニーズに対してソリューションや価値を提供し、豊かなモビリティ社会の実現へ寄与

していきます。

＜航空・社会インフラ＞

航空・船舶・鉄道の３大輸送手段における長年の経験と豊富な知見を梯子に、変化する顧客やマーケットニーズ

を的確に捉え、オペレーションの最適化、ライフサイクル全般を見据えた周辺サービス事業といった新たな価値を

提供してまいります。当社機能の先鋭化・多角化を推し進め、各事業を面として紡ぎ、社内外との共創を通じて、

社会的な共感力と訴求力が高い事業を創出していきます。
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＜エネルギー・ヘルスケア＞

エネルギー及びヘルスケア領域において、脱炭素、人口増加、高齢化などの社会課題解決に対応し、従来の「ア

セット型」インフラビジネスに加え、顧客へのサービス・ソリューション提供を行う「事業型ビジネス」を構築し、

収益機会及び規模の拡大を目指します。また、投資先企業の顧客基盤・人脈やパートナー企業を通じたローカルネ

ットワークを拡充し、当社の有形・無形の資産を活用することで双日ならではの競争優位を構築し、新たな価値を

創造していきます。

＜金属・資源・リサイクル＞

既存の上流権益投資・トレーディング事業に加え、社会ニーズに応じた新たな価値を提供する新規事業の創出・

推進に取り組んでいます。脱炭素の推進、高品位資源・グリーン素材・リサイクル原料の供給、重要鉱物のサプラ

イチェーンの強化、デジタル化などを通じ、既存事業のビジネスモデルを変革することで、さらなる安定的な資源

の供給体制を構築し、持続可能な社会の実現に向けて貢献していきます。

＜化学＞

国内外の化学業界でパラダイムシフトが進む中、市場ニーズの変化を先読みし迅速かつ柔軟に対応することでト

レードの強靭化を図ります。また、知見ある領域での事業投融資を進めるとともに、脱炭素社会、カーボンニュー

トラルの実現といった次世代の市場ニーズに対応可能な環境対応事業への投資を推進していきます。

＜生活産業・アグリビジネス＞

継続成長が期待できるアジアの新興国を中心に、肥料・アグリビジネス事業、食料・飼料畜産事業、林産・バイ

オマス事業などの既存事業をさらに強化していきます。東南アジアでトップクラスの市場シェアを保有する肥料事

業においては、デジタルを組み合わせることで新たなビジネスを構築、収益の拡大を進めています。また、ベトナ

ムで取り組む畜産・食肉加工事業では、肥育から食肉加工、販売までの一貫体制を構築し、同国の食文化の発展に

寄与するとともに収益化を図っていきます。

＜リテール・コンシューマーサービス＞

消費者との接点を多く持つことを強みとし、世界中の人々の「生活の豊かさ」と「利便性」を高めることを目標

に、多様な事業を展開し続けています。小売から卸・流通、食品加工まで幅広く事業を行っているベトナムでは、

DX投資によるサプライチェーンの効率化に取り組み、新たな価値を創出していきます。水産事業では、寿司種とマ

グロに強みを持つ複数の事業会社の調達・販売シナジーを創出し、北米の寿司市場を中心に海外売上の拡大に挑戦

していきます。

④ DX

１) "Digital-in-All"の実現に向けて

当社は全ての事業とデジタルの一体化を前提とした"Digital-in-All"を掲げ、デジタル技術の徹底的な活用を経

営戦略の中心として据えています。「中期経営計画2026」では、以下３つの柱を通じ、双日らしい成長ストーリー

の実現による価値創造を図ります。

(a) デジタルビジネスの収益化

双日テックイノベーション、さくらインターネット、AIスタートアップ企業などのデジタルパートナーとの共創

(b) 既存ビジネスの価値向上・競争力強化

当社の独自性・強みに基づき蓄積してきた７営業本部の事業基盤とデジタルの掛け合わせによるビジネスの深化
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(c) データ・AI活用のためのデジタル基盤の整備・構築

また、上記の推進役を担うデジタル人材育成について、「中期経営計画2026」の３ヶ年で応用レベルは総合職の

50％（約1,000人）、うちエキスパートは10％（約200人）の育成を目指しています。初年度を終えた2025年３月末

時点では、いずれも進捗率は約50％弱と順調に進んでいます。なお、これまでは、主に双日本社にてデジタル人材

育成を進めてまいりましたが、応用基礎コースのグループ会社への展開も開始しており、グループ全体でのデジタ

ルリテラシーの底上げとDXを牽引する人材の育成を進めています。

２) 双日らしい成長ストーリー実現のために取り組んでいるDX事例

(a) 成長市場への面展開

当社に知見があり、成長が期待できる市場にて、関連性のある事業・領域に集中的に事業創出を行うことで、

点から線に、線から面に展開し、市場ニーズ・成長を取り込みます。例えばベトナムにおいては、小売店の受発

注管理やキャッシュレス決済サービスなどを手掛けるSaaS企業へ出資し、ベトナム小売事業者向けにデジタル取

引アプリケーション（ECO）を提供します。これにより、販売/流通在庫データをシームレスに連携し、営業/物流

業務の効率性とコストを改善すると同時に、多様なトランザクションデータを活用し、マーケティング支援など

の新たな価値提供を推進しています。タイの化成肥料製造会社であるThai Central Chemical Co. Ltdを肥料事業

からアグリプラットフォーム事業への拡大を目指すアグリビジネス事業では、農業シミュレーションモデルを活

用し、天候・苗・土壌データから単収を最大化するための施肥設計を行うプログラムを大学の研究機関とともに

開発しました。同プログラムに当社が有する農家データを蓄積・活用することで双日独自のメソッドを構築して

います。また、土壌の衛星画像をAI解析することによって、土壌成分や病害非感染農地を把握するシステムにつ

いて研究中で、これらを組み合わせることで農家の営農を支援するための総合的なサービス提供を実現し、さら

にオフテイクまで繋げたプラットフォームを目指しています。

(b) ビジネスモデルの変革・深化

マーケットインの徹底により、社会ニーズに合わせた様々なビジネス変革に取り組んでいます。例えば、化学

事業では化学物質データ、取引実績、業界ニュースなどの膨大な外部情報を蓄積し、情報同士の関係性をグラフ

構造で表現する技術（Graph-RAG）を用いることで、生成AIがより文脈に即した高精度な出力を実現する取組を行

っています。これにより、パラダイムシフトが化学製造フローの複雑な構造に与える連鎖的な影響を予見し、新

たなビジネスチャンスへと繋げていきます。

(c) バリューチェーンの事業領域拡大

幅広い業界での知見・接点を活かし、付加価値の高い領域に積極展開することで、自らの事業ポートフォリオ

を変革し、事業価値の最大化を図っています。例えば、本マグロの養殖事業において、デジタルツインやAI画像

解析、IoT技術を活用し、本マグロの遊泳シミュレーションによる尾数カウントや満腹状態を判断するシステムを

開発中です。また、赤潮を予測するアプリを開発し、環境変動に迅速に対応できる体制を整えています。これら

の取組により、迅速な経営判断やコスト削減、生産性向上など、養殖事業における経営管理高度化を推進してい

ます。また、自動車販売事業では中古車スキャナーの開発を進めており、デジタルスキャン技術によって中古車

を画像データ化しAI解析することにより、中古車の傷の状態などを正確に把握することが可能となります。この

車体情報を価格予測モデルで分析することで、より透明性の高い車両査定の自動化・均一化を行い、これを基軸

とした中古車の流通プラットフォームを構築していきます。

これらの取組が評価され、当社はDX銘柄2023、DX注目企業2024に引き続き、DX銘柄2025に選定されました。今後

も"Digital-in-All"による価値創造の取り組みを推進します。
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⑤ GX

GXに関しては、2050年に向けた長期ビジョン「サステナビリティ チャレンジ」での脱炭素目標に向けた取り組み

を加速させています。この目標は、単に既存事業の温室効果ガス排出量を減らしていくだけではなく、時代の変化

に合わせたソリューションを創造し、脱炭素社会の実現と当社の収益拡大を目指すものです。その実現に向けて、

新エネルギー・脱炭素の領域における技術革新や社会への普及速度を注視し、当社としてどのような機能・知見を

発揮できるかを見極め、そのステージに合ったソリューションを創造・提供していきます。

2024年度においては、ターコイズ水素に関する製造技術を開発する企業との協業を一層強化し、同社の技術を活

用した国内外でのプロジェクトの組成を加速させるべく、追加投資を実行しています。そのほか、バイオ燃料事業

や森林カーボンクレジットを活用したオフセットソリューションの取り組みを推進しています。今後も引き続きGX

に資する事業に積極的に資源配分することで、脱炭素社会の実現と当社の企業価値向上の両立を目指します。

（詳細は「第２ サステナビリティに関する考え方及び取組 ② 気候変動対応」を参照）

⑥ 人的資本の強化

「中期経営計画2026」では、当社グループの人材戦略基本方針として、双日らしい成長ストーリーの実現に向け

た「事業創出力」と「事業経営力」の強化に取り組んでおります。多様な人材の強化とミドルマネジメントの強化

を進め、機動的な人材配置により持続的に事業創出と経営ができる人材を育成します。

人的資本の強化を支える土台として、「双日らしいカルチャー」、「Digital-in-All」、「データを活用した対

話」により、挑戦や思考の柔軟さといった双日らしい独自の風土・文化を深化させ、事業創出力、事業経営力の最

大化を図っていきます。

（詳細は「第２ サステナビリティに関する考え方及び取組 (2)人材戦略に関する基本方針」を参照）

(3) キャッシュフロー・マネジメント

基礎的営業キャッシュ・フローと資産入替を原資に、さらなる成長に向けた成長・ヒト投資と株主還元を実行し

ます。基礎的営業キャッシュ・フローの７割程度を成長・ヒト投資に、３割程度を株主還元に充当します。

これを踏まえ、2024年度の実績は以下のとおりとなりました。
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(4) 剰余金の配当等の決定に関する方針

「中期経営計画2026」期間累計の基礎的営業キャッシュ・フローの３割程度を株主還元する方針です。

① 配当

・安定的かつ継続的な配当を行うため株主資本DOE4.5％を配当方針とし、業績変動や株価・為替による影響を最小

限に抑える

・当期純利益による株主資本の積み上げが、株主還元による株主資本の減少幅を上回る限りにおいて、累進的に増

配となる配当方針

② 自己株式取得

・キャッシュフロー・マネジメント方針に基づき、「中期経営計画2026」期間を通じて機動的に自己株式取得を実

施

この方針に基づき、当期の期末配当金につきましては、１株当たり75円とします。1株当たり75円の中間配当を実

施していますので、当期の年間配当金は１株当たり150円となります。

また、当期においては、2024年４月１日～2024年４月５日の期間中に自己株式773,200株を3,041,588,400円にて、

2024年10月１日～2025年３月24日の期間中に自己株式6,500,000株を20,927,075,900円にて、それぞれ取得しまし

た。加えて、2025年５月１日に公表の通り、2025年５月２日～2025年７月31日に100億円または2,800,000株を上限

とする自己株式取得を決定しました。

なお、当社は2024年６月18日開催の第21回定時株主総会において、会社法第459条第１項の規定に基づき、剰余金

の配当を取締役会決議により行うことを可能とするよう定款変更しています。
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２ 【サステナビリティに関する考え方及び取組】

(1) サステナビリティに関する基本方針

① サステナビリティに関する考え方

双日グループにとってのサステナビリティとは、「双日グループ企業理念」に基づき、ステークホルダーと共に

事業を通じた「２つの価値（双日が得る価値と社会が得る価値）」の最大化を図り、当社グループと社会の持続的

な成長を目指すことです。

この「２つの価値」の最大化に向けて、当社は中長期的に取り組むべき「マテリアリティ（サステナビリティ重

要課題）」を定めました。このマテリアリティの策定にあたってはパリ協定や持続可能な開発目標（SDGs）などを

参照し、当社グループと社会の持続的な成長のために対処すべき普遍的な課題として「人権」「環境」「資源」

「地域社会」「人材」「ガバナンス」を抽出、設定しました。

このマテリアリティの中から、優先的に取り組むテーマを特定し2050年に向けた長期ビジョンとして「脱炭素社

会実現への挑戦」と「サプライチェーンを含む人権尊重」の２本柱からなる「サステナビリティ チャレンジ」を策

定しました。この長期ビジョンは中期経営計画をはじめとする成長戦略を策定する上での基盤にもなっています。

当社は、ステークホルダーとの対話などを通じ、当社グループにとってのリスクと機会の把握に努め、脱炭素社

会実現に向けた対策や人権関連方針などの各種個別方針を策定しています。また、それらを「中期経営計画2026」

にも反映し、具体的なアクションにつなげています。当社グループは2018年８月にTCFD（気候関連財務情報開示タ

スクフォース）の最終提言に賛同し、そのフレームワークを活用して積極的な情報開示と透明性向上に努めていま

す。
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ガバナンス

当社は、取締役会、経営会議、サステナビリティ委員会といった会議体から構成するガバナンス体制を敷いて

います。サステナビリティ委員会は社長CEOが委員長を務め、年に４回以上開催されています。

サステナビリティ委員会では、サステナビリティに関する方針や考え方の整理、サステナビリティ推進体制の

構築、リスクと機会の特定・評価、指標や目標の策定、機会を始めとする各取り組み状況のモニタリングなどを

行っています。また、執行役員の中から、サステナビリティ全般を管掌する担当役員が任命されており、IR・サ

ステナビリティ推進部が事務局としてサステナビリティ委員会の執行の実務を担っています。

サステナビリティ委員会の活動については、取締役会による監督が適切に図られる体制となっており、サステ

ナビリティ委員会における活動や検討・協議された方針、課題などは、定期的に経営会議及び取締役会に付議・

報告されます。

経営会議は社長CEOが議長を務め、原則毎月２回開催され、サステナビリティに関する全社方針や戦略などの重

要事項の審議・決裁を行うほか、サステナビリティ委員会の活動報告を受けて、必要に応じてサステナビリティ

委員会に対応の指示を行っています。取締役会はこれらのプロセスを定期的に監督しています。

当社は、サステナビリティ委員会を軸として、企業の社会的側面における姿勢や活動に対する社会からの期待

や要請に応えるべく、横断的に連携して、サステナビリティ関連活動を推進しています。

＜サステナビリティ推進・実行体制図＞

＜2024年度サステナビリティ関連の会議体における主な承認・報告事項＞

取締役会 ２回/年
・「中期経営計画2026」におけるサステナビリティの取り
組みについて
・2024年度におけるサステナビリティの取り組みについて

サステナビリティ
委員会

４回/年

・気候変動対応
・人権の取り組みについて
・自然資本（生物多様性・水リスク）／TNFD開示
・環境マネジメントシステム（環境ISO14001）
・サステナビリティ情報開示
・外部からのESG評価
・ステークホルダーダイアログについて
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＜ステークホルダーダイアログの開催＞

当社は、サステナビリティ経営を推進するにあたり、さまざまなステークホルダーとの対話を行い、外部か

らの意見と視点を尊重した事業活動を実践することが重要と考えています。そのため、サステナビリティ課題

について大学教授、投資家、NGO等の社外有識者と、双方向に対話する場として、2018年より毎年ステークホル

ダーダイアログを開催しています。

テーマ
2025年3月期
サステナビリティ経営における脱炭素事業の「機会」の整理・追求

有識者
工藤拓毅 氏 （一般財団法人 日本エネルギー経済研究所）
高村ゆかり 氏 （東京大学未来ビジョン研究センター教授）
三瓶裕喜 氏 （アストナリング・アドバイザー合同会社代表）

双日側出席者 社内・社外取締役

当社は、「中期経営計画2026」における成長戦略にて、GX（グリーン・トランスフォーメーション）を掲げ

ており、ネットゼロ社会の実現に向けた「機会」を捉え、サステナビリティ経営と成長戦略の両面から企業価

値向上を図るべく、主に、以下観点から有識者のみなさまと議論いたしました。

● 企業の成長フェーズを踏まえたサステナビリティ（気候変動）への向き合い

● 投資家の視点や、当社における脱炭素事業やサステナビリティ全般への取り組みに対する評価

＜参考＞

過去に開催したステークホルダーダイアログのテーマ

ステークホルダーとの関わり｜理念・長期ビジョン・方針｜サステナビリティ｜双日株式会社

https://www.sojitz.com/jp/sustainability/policy/stkholder/

リスク管理

IR・サステナビリティ推進部は、社内外の動向の把握、ステークホルダーとのコミュニケーション、外部専門

家（弁護士や投資家等）や有識者からの助言・指摘等を通じて、当社グループにおけるサステナビリティに関す

るリスクの識別・特定・評価に関する情報を収集し、サステナビリティ委員会に報告しています。サステナビリ

ティ委員会は、それらの報告を受けて、当社グループにおけるサステナビリティに関するリスクを特定・評価し、

対応方針を検討・議論しています。

また、サステナビリティに関するリスクについては、「環境・気候変動リスク」、「人権リスク」を当社グル

ープが認識するリスクとして特定しており、必要なリスク対応については、内部統制委員会が全社的リスク管理

の枠組みの中で、その他のリスクと併せて対応状況のモニタリング、改善施策の協議、各担当部署への指示を行

い、その結果については、定期的に経営会議、取締役会、監査等委員会に報告しています。加えて、当社グルー

プの個別の投融資案件を審議する投融資審議会での審議過程において、サステナビリティに関するリスクの特定

と評価を行っています。環境・社会に関するリスクについては、「第２ 事業の状況 ３ 事業等のリスク (2)」

個別のリスクについて ⑧環境・気候変動リスク(53ページ) ⑨人権リスク（54ページ）を併せてご参照くださ

い。
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② 気候変動対応

戦略

脱炭素社会実現への挑戦

当社は、再生可能エネルギー事業やトランジション期間を支える事業である「エッセンシャルインフラ」及び

「エネルギー・素材ソリューション」を注力分野として掲げています。その戦略の基盤となるのが、脱炭素ロー

ドマップです。このロードマップでは、「技術・社会動向の見立て」を年代ごとに想定し、それに対応した当社

の新エネルギー・脱炭素プロジェクトや事業を具体的に記載しています。技術動向は常に変化しているため、リ

スクと機会を定期的に見直し、対応方針を更新しながら、自社の持続可能な成長と脱炭素社会の実現に貢献して

いきます。

脱炭素ロードマップにおける当社の考え方は以下のとおりです。

■ 脱炭素社会に向けた年代ごとの技術や社会動向を「機会」と捉えています。

■ 再生可能エネルギーの利用は今後も拡大し、将来的には余剰再エネ電力を活用したグリーン水素の利用が

見込まれますが、脱炭素社会への移行には、再生可能エネルギーの普及に伴う不安定さを補完し、需給を

下支えするトランジション期間が必要です。当社は、高効率のガス火力発電や省エネルギーサービス事業

を推進することで、トランジション事業を通じて脱炭素社会への移行を事業機会につなげていきます。

■ 一方で、バイオ燃料・合成燃料、クリーン水素やアンモニア等の新エネルギーは、脱炭素社会に向けた中

長期的な技術革新及び燃料転換の中心的な役割を担うものとして位置づけていますが、2050年のカーボン

ニュートラル実現に向けて、技術開発・社会実装を進めていくことが不可欠です。

■ また、新エネルギー・脱炭素領域では、技術成熟度の違いや、収益化の時期も異なるため、それらの実情

を踏まえながら、当社の強みを活かしたバリューチェーン構築やソリューション提供を目指すべく、最適

な資源配分のポートフォリオを見極めながら推進していきます。

＜脱炭素ロードマップ＞

1) シナリオ分析

● 移行リスク

外部調査、内部分析も踏まえ、「リスク」と「機会」が、当社グループの経営戦略、事業活動、財務計画に

対する影響がより大きいと考えられる事業分野について随時シナリオ分析を行い、財務への影響を分析してい

ます。具体的には、GHG排出量の多いリスクのある箇所（サプライチェーン上のGHG排出量分析図（26ペー

ジ））の中で、特に影響が大きいと考えられる石炭権益事業と発電事業における移行リスクについてシナリオ

分析を行いました。
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＜シナリオ分析＞

リスリスリスリスリス
ククククク

リスクリスクリスクリスクリスク 機会機会機会機会機会

石
炭
権
益
事
業

・分析手法
1.5℃シナリオを前提として、2050年までの石炭需要と価格見通
しを想定し、当社保有資産の財務影響を分析。

・財務影響
一部資産に一定程度影響はあるものの、原料炭の需要は維持され
ると見込んでおり、財務影響は限定的。

当社グループの分析において、再生可能エネルギーの需給増

加が見込まれています。当社は、再生可能エネルギー事業や

脱炭素事業に加え、トランジション期間に必要な事業として

高効率ガス火力発電や省エネサービス事業も推進していま

す。脱炭素社会への移行を事業機会と捉え、脱炭素ロードマ

ップに基づいて対応していきます。発
電
事
業

・分析手法
1.5℃シナリオを前提として、炭素価格と需給変動の影響を踏ま
え、当社保有資産の財務影響を分析。

・財務影響
炭素価格や需給変動の影響を受ける当社保有の発電所は限られて
おり、財務影響は限定的。

● 物理的リスク

気候変動が抑制できず温暖化が進行した場合の物理的リスクについては、特に海岸洪水や河岸洪水などの水

リスク（急性リスク）に注目して分析を行っています。具体的には、世界資源研究所（World Resources

Institute）が提供する水リスク分析ツール「Aqueduct」の評価において、「Extremely High」及び「High」と

された地点に所在する事業・資産（製造・加工工場などの非オフィス）が水リスクにさらされていると考え、

その2025年３月末現在の有形固定資産額（リース資産は除く）を財務影響額として分析しました。その結果、

東南アジア地域を中心に、一部の事業拠点における海岸洪水・河岸洪水の水リスクが高いことを確認し、財務

影響のある資産（有形固定資産）の額は約290億円になると算定しました。

2) Scope1、Scope2の削減

当社は、GHG排出の削減は脱炭素社会実現に向けた当社グループの責務であると考えています。そのため、当社

グループはGHG排出（Scope1とScope2）の削減を加速し、脱炭素社会への耐性を高めると共に、この社会移行を新

たな機会と捉え、幅広い分野におけるビジネスを進めていきます。2021年３月には、「サステナビリティ チャレ

ンジ」を実践すべく脱炭素対応方針を策定し、Scope1とScope2の削減目標（後述）を設定しました。

中計2026では、Scope1とScope2の削減目標の達成に向けて、当社グループにおける脱炭素推進施策の実行と、

それを後押しする仕組みを作りました。今後も脱炭素社会の実現に向けた取り組みの拡大を推進していきます。

3) Scope3、Scope4（削減貢献量）の計測と把握

脱炭素社会の実現には、当社グループのGHG排出（Scope1とScope2）削減に加えて、サプライチェーン全体の

GHG排出（Scope3）削減が必要であると考えています。また、Scope3の多い産業とそのサプライチェーン上の工程

においては現在または将来的に排出削減のストレスがかかる可能性が高いと考えています。一方で、当社は、国

内外のネットワークを活用し、多岐にわたる分野で事業を展開していることから、Scope3の計測と把握は非常に

複雑で困難です。その中で、外部専門家を起用して、当社のサプライチェーンにおいてScope3の多い箇所を、ま

ずは特定しました。その結果、2021年３月期より当社グループへの影響が特に大きいと考えられた発電、製鉄分

野から計測、その後順次計測セクターを拡大し、2024年３月期において全セクターの把握を実施完了しました。

その結果を示したものが26ページの＜サプライチェーン上のGHG排出量分析図（Scope3、Scope4（削減貢献

量））2025年３月期速報値ベース）＞です。一方で、Scope3が多い所はGHG削減貢献を行う新たな事業創出の機会

のある箇所でもあると捉え、削減貢献事業を推進し、その削減貢献量をScope4として定義し、計測と把握を行っ

ています。

＜参考＞

当社グループの2024年３月期におけるカテゴリー別Scope3の全量データ

https://www.sojitz.com/jp/sustainability/sojitz_esg/e/data/

2025年３月期の実績値は、追って当社ウェブサイト及び統合報告書にて開示予定です。
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リスクリスクリスクリスクリスク
（（（（（SSSSScccccooooopppppeeeee33333）））））

GHG排出が多い箇所ほど一般的にはGHG排出削減のストレスが高まり、移行リスクとして、
脱炭素に向けた規制の強化、政策の変更、市場における需給の変化、技術革新による代替
の脅威にさらされやすくなります。

機会機会機会機会機会
（（（（（SSSSScccccooooopppppeeeee44444（（（（（削減貢献削減貢献削減貢献削減貢献削減貢献

量量量量量））））））））））

当社グループは、脱炭素または低炭素のエネルギー事業、省エネルギーサービス事業、循
環型製品・サービス事業を通じて既存・競合他社の製品・サービスに代替するか、新たに
創出された市場やセグメントで優位な位置を獲得することによる収益化を目指します。

＜サプライチェーン上のGHG排出量分析図（Scope3、Scope4(削減貢献量)） 2025年３月期（速報値ベース）＞

横軸に当社グループが関わる「GHG排出が多い産業」を、縦軸に「サプライチェーンの各工程」を配置し、当社

にとってのリスクと機会を定性・定量的に分析・特定しています。

（下図の発電・製鉄セクターのScope3、Scope4（削減貢献量）は、有価証券報告書提出日現在の速報値）

リスク（Scope3）：GHG排出が多い箇所ほど、濃いオレンジ色で示しています。一般的に「GHG排出削減の圧力」

や「代替される脅威」にさらされやすくなります。

機会（Scope4（削減貢献量））：最下段は代替となる新規事業の機会であり、当社は削減貢献量として積み上げ

ていきます。

なお、WBCSDのガイダンス（注）に基づき、削減貢献量は、当社の脱炭素目標及びその進捗の排出量と相殺してお

りません。

(注) World Business Council for Sustainable Development（持続可能な発展のための世界経済人会議)で公表

された削減貢献量ガイダンスを指す。

(注) １ 2025年3月期データ（速報値ベース）。GHGプロトコルが定める、Scope3の15カテゴリーを簡略化して作成しています。

＜詳細＞

カテゴリー別

https://www.sojitz.com/jp/sustainability/sojitz_esg/e/data/

２ Scope4（削減貢献量）の計算方法：(IEAが公表する2023年の世界火力発電原単位（843g/kWh）-当社発電原単位)×発電量
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指標と目標

当社は、前項で説明した当社グループの気候変動における移行リスクとその機会を評価及び管理するための指

標と目標を脱炭素対応方針として設定しています。2025年３月期における進捗は、Scope1とScope2で４割程度削

減、一般炭権益はすでに９割程度削減を達成しています。Scope1とScope2の削減目標の達成に向けて、当社グル

ープは脱炭素推進施策を策定し、事業会社での脱炭素に向けた取り組み（再エネ・省エネなど）を促進する仕組

みを整備しました。

また、サプライチェーン上のGHG排出量（Scope3）については全セクターの計測を完了しました。Scope3は当社

にとって「リスク」であると同時に、サプライチェーン全体での削減貢献による新たな事業創出の「機会」であ

ると捉え、自社の成長と紐づけた取り組みを推進すると共に、これらの取り組みを通じて削減貢献したGHG排出量

（Scope4）を積み上げることで、事業を通じた社会課題の解決を自社の強みと収益機会につなげていきます。今

後も、脱炭素社会の実現に向けた取り組みを推進していきます。

＜脱炭素方針と進捗状況＞

＜Scope1、Scope2排出量の推移（2020年度以降の新規事業を含む総量）＞

22222000002222200000年度年度年度年度年度 22222000002222211111年度年度年度年度年度 22222000002222222222年度年度年度年度年度 22222000002222233333年度年度年度年度年度
22222000002222244444年度年度年度年度年度
（（（（（速報速報速報速報速報値値値値値）））））

SSSSScccccooooopppppeeeee11111
(((((都市ガスなどの燃料使用都市ガスなどの燃料使用都市ガスなどの燃料使用都市ガスなどの燃料使用都市ガスなどの燃料使用によるCO2直接排出)によるCO2直接排出)によるCO2直接排出)によるCO2直接排出)によるCO2直接排出)

72万t-CO2 72万t-CO2 75万t-CO2 58万t-CO2 53万t-CO2

SSSSScccccooooopppppeeeee11111
(((((エネルギー起源CO2以エネルギー起源CO2以エネルギー起源CO2以エネルギー起源CO2以エネルギー起源CO2以外のGHG排出(注))外のGHG排出(注))外のGHG排出(注))外のGHG排出(注))外のGHG排出(注))

‐ ‐ ‐ ‐ 計測中

SSSSScccccooooopppppeeeee22222
(((((購入した電気購入した電気購入した電気購入した電気購入した電気・・・・・熱の使用に伴うCO2間熱の使用に伴うCO2間熱の使用に伴うCO2間熱の使用に伴うCO2間熱の使用に伴うCO2間接排出)接排出)接排出)接排出)接排出)

21万t-CO2 22万t-CO2 21万t-CO2 20万t-CO2 18万t-CO2

合計合計合計合計合計 93万t-CO2 94万t-CO2 96万t-CO2 78万t-CO2 71万t-CO2

(注) 集計対象範囲の見直しの結果、過年度数値をリステートしています。
エネルギー起源CO2とは、石炭・石油・天然ガスなどの化石燃料を燃焼する際に排出される二酸化炭素を指し
ます。
現在当社の脱炭素方針における削減目標はCO2を対象としています。
なお、上記の目標は、現時点の将来見通しに基づいたものであり、社会動向や技術革新の状況の変化に応じ
て柔軟に見直しを行います。また、2024年度のScope1、Scope2排出量は現時点の集計値（速報）であり、第
三者保証を取得した数値については当社ウェブサイト及び統合報告書にて開示いたします。
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③ サプライチェーンを含む人権尊重

当社グループはグローバルに様々な事業を展開していますが、その事業に関わるサプライチェーン上のどの国・

地域においても人権尊重に努めるべく、人権リスクの把握及び低減を図っています。「国際人権章典」及び国際労

働機関（ILO）の「労働における基本的原則及び権利に関する宣言」を支持し、国連の「ビジネスと人権に関する指

導原則」に則って人権尊重の対応を行っています。

対応にあたっては、ステークホルダーとの対話を行いながら「方針の策定・共有」「リスク評価」「改善・救

済」「実績開示」というプロセスを踏んでいます。各プロセスの取り組み内容は、外部動向及び内部環境などを踏

まえ、定期的に見直し、改善を図っています。また、リスク評価やグリーバンスメカニズムを中心として、一連の

プロセスで改善すべき点が判明した場合は、速やかに是正を行っています。

戦略

当社グループは、「国連グローバル・コンパクト」の10の原則などを踏まえて、「双日グループ人権方針」や

「双日グループ サプライチェーンCSR行動指針」などの方針を策定するとともに、定期的に見直し、必要に応じ

て改定を行っています。

また、サプライチェーン上の人権尊重においては、事業現場における認識と理解が重要であると考えていま

す。そこで、グループ内でセミナーやeラーニングを実施するとともに、グループ各社の経営陣とIR・サステナビ

リティ推進部（サステナビリティ委員会事務局）間の対話を通じ、方針や取り組みの周知及び現場の対応状況の

確認を行い、人権尊重意識の徹底と理解の浸透を図っています。また、取引先に対しても当社の方針を周知し、

理解と実践を求めています。

＜人権リスクセミナー＞

2025年２月に、弁護士の大村恵実氏を招聘し、『「ビジネスと人権」の経営課題と対応』と題し、本部長向け勉

強会を開催しました。営業本部及び職能組織の担当本部長15名が参加し、高リスク事業分野の留意点や日本企業が

直面する取引先の人権課題などにつき受講しました。なお、同勉強会は、役職員約2,000名も動画で受講していま

す。
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リスク管理

1) 新規事業投融資におけるリスク管理

新規投融資を行う際は、各事業分野における人権リスクの課題や対応のポイントに基づき、申請部署において

強制労働、児童労働、先住民族への影響など想定されるリスクを洗い出し、対応策を策定しています。必要な場

合はデュー・ディリジェンスを行い、人権リスクの洗い出しと対応策に漏れが無いように確認しています。

2) 既存事業及びサプライチェーンにおけるリスク管理

● 高リスク事業分野の特定

サプライチェーンを含む人権課題は様々であるため、特に人権対応が強く求められる事業分野を分析した上

で、優先順位を付けて取り組むことが重要であると考えています。そのリスクベースアプローチの観点から、

英国NGO「ビジネスと人権リソースセンター」が有する人権リスクの発生事例データベースをもとに、当社グル

ープの事業の中でも特にリスクが高い高リスク事業分野を特定すると共に、サプライチェーン全体において一

般的にどの工程で人権リスクが発生しやすいか、分析・確認をしています。高リスク事業分野は、最新の発生

事例データベース、当社グループにおける事業環境・状況、外部専門家の意見などを踏まえ、定期的に見直し

を行っています。

● リスク評価

リスク評価を効果的に行うため、高リスク事業分野における課題や対応のポイントを整理し、グループ内に

周知しています。高リスク事業分野の事業を行う組織は、取引先に対してアンケート、ヒアリング、現地訪問

などを行いながら対応状況を調査します。調査結果は、IR・サステナビリティ推進部と各組織の年次での対話

にて共有し、重大な課題が発見された場合に備えて、現地訪問などによる調査体制を整備しています。対話や

ヒアリングで得られた気づきや、外部専門家の意見も取り入れ、課題や対応のポイントを随時更新していま

す。

● 現地訪問による調査

当社グループは、人権リスクを調査・確認するために、必要に応じて個々の取引や事業において取引や事業

が行われている現場に赴き、調査を行っています。

例えば、木材の調達（輸入）について、合法性の確認、環境への配慮、社会への配慮の３本柱からなる木材

調達方針を定めており、年次調査にてトレーサビリティ及び環境・社会配慮等について確認しています。年次

調査では、必要に応じて、現地訪問による調査や、懸念サプライヤーに対して外部専門家の関与する詳細デュ

ー・ディリジェンスも実施しています。2024年度は現地訪問による調査をインドネシアで４件、中国で４件、

マレーシアで３件、タイで１件、ベトナムで９件行いました。
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また、2024年12月には水産品の調達方針を策定しましたが、これに基づき2025年度からリスク評価を開始し、

2026年度以降、現地デュー・ディリジェンスを行う予定です。

● 外国人技能実習生に対する人権尊重

当社では一部のグループ会社において外国人技能実習生を受け入れていますが、当該グループ会社に対して

は、2022年度より毎年アンケート調査を実施して関連法令の遵守の確認に加え、受入現場を訪問して労働現場

を確認し、経営層、及び技能実習生と対話を実施することで、技能実習生の労働・生活環境を把握し、問題が

ないことの確認と同時にリスクの低減に努めています。

技能実習生を受け入れている当社グループ会社は、人権尊重に配慮するとともに、日本語学習の機会の提供、

旅行やレクリエーションを開催するなど、技能実習生との円滑なコミュニケーションを意識した取組を行って

います。

また、グループ会社間での情報交換会や、外部専門家による講演の開催、受入れに当たっての課題などに関

する意見交換を行うなど、グループ内での意識向上を図っています。

● 改善・救済

リスク評価において問題が発見された場合、事実を確認の上、取引先などの関連するステークホルダーに問

題の改善対応を求めます。

2024年度の高リスク事業分野に対するリスク評価においては、重大な問題がないことを確認しました。

一連のリスク管理体制は毎年見直しを行っており、リスク評価の過程で見つかった課題や外部専門家の意見

を、社内制度へ反映するなど改善を重ねています。

＜グリーバンスメカニズム＞

サプライチェーン上の負の影響を早期に発見し、是正・救済を行うため、当社サプライチェーン上を含む全

てのステークホルダーの方から人権に関する苦情やお問い合わせを受け付ける体制を整備しています。

(注) １ 事実が確認できない場合は、その旨
を通報者へフィードバックした上で、
必要に応じて調査を継続いたしま
す。

２ 必要な期間をおいても、その改善
対応がなされない場合は、取引を見
直すことも含めて対応いたします。



― 31 ―

指標と目標

1) 木材調達

当社グループの人権に関するリスク評価において、高リスク事業分野の一つである木材分野においては木材調

達方針を策定しています。2024年３月には改定を行い、森林破壊のない（注１）サプライチェーンの構築を目指

すことを掲げました。その方針に基づき、海外から調達（輸入）する木材については、原産地までのトレーサビ

リティと、環境・社会（人権）へ配慮した森林管理の適切性に応じて以下の４つのレベルに分けて評価し、調達

比率を指標とした目標を定めています。

レベルA：認証材（注２）

レベルB：トレーサビリティに加え、認証以外で環境・社会（人権）に配慮した森林管理の適切性を検証済みの

木材

レベルC：トレーサビリティが確保されている木材

レベルD：トレーサビリティの確保が不十分な木材

(注) １ 自然林転換及び保護価値の高い森林の毀損がないことを指します。

自然林転換とは、2020年12月31日より後に、自然林が人工林や森林以外の土地利用に転換されるこ

とを指します。

２ FSC(R)、PEFCなどによる認証木材

2025年度目標 2025年度までに、レベルA及びレベルBの取扱いを100％にします。

＜各レベルでの調達比率推移＞

(注) １ 2020年度以降はレベルAを認証材のみとしております（2024年度のレベルA比率は18％）。

２ 上表における調達比率は、WWFジャパンの「林産物調達チェックリスト」を用いて当社が実施した評価に

基づいて決定した［レベルごとの木材（輸入材）の調達金額]÷[調査対象とした木材（輸入材）総調達金

額]で算定しています。また2024年度調査対象結果は、前年度の2023年度における木材調達金額を基に算

出しています。なお、2020年度より第三者保証を取得しています。

上表のとおり、2024年度には2025年度目標（レベルA+B材 100％）を前倒しで達成しました。今後もこれを維持す

るために、取引開始前の調査、年次調査、現地詳細デュー・ディリジェンス、認証材の取扱量拡大、サプライヤー

への認証取得の奨励、需要家を巻き込んだ環境配慮材の取扱推進などに取り組んでいきます。
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＜詳細＞

当社グループの木材調達方針

https://www.sojitz.com/jp/csr/supply/lumber/

2）水産品調達

当社グループは、水産品の生産・調達・加工・販売を、日本のみならずアジア、米国などにおいてグローバル

に展開しています。近年では、米国にて寿司テイクアウトチェーンや寿司レストラン運営会社を設立するなど、

より消費者に近いリテール領域に注力し、サプライチェーンを拡大しています。その過程で、持続可能で責任あ

る水産品の調達を実現するため、当社及び当社グループの水産事業会社を対象とした、水産品調達方針を2024年

12月に定めました。

本方針では、サプライチェーンにおけるIUU（違法、無報告、無規制）漁業の排除に努めることや、トレーサビ

リティ確保に努めること等を掲げています。

特にマグロ類について、調達・養殖・加工・販売活動をグローバルに行っており、持続可能なサプライチェー

ンの実現に対して一定の影響力を有し、重要な役割を担っていることを踏まえ、以下の目標を掲げています。

目標 ＜マグロ類の調達における目標＞

・当社グループが調達するサプライヤーに対し、本方針に基づくリスク評価を実施します。

（2025年度開始）

・当社グループが調達するサプライヤーに対し現地デュー・ディリジェンスを実施すること

で、サプライチェーン上のリスクや課題を関連するサプライヤーとも共有し、改善策を検

討・実施します。（2026年度開始）

＜詳細＞

水産品調達方針

https://www.sojitz.com/jp/sustainability/policy/marine/

④ 自然資本・生物多様性への対応

● 生物多様性の基本的な考え方

当社グループは、事業活動において食料資源、水産資源、林産資源の取り扱いや資源開発、工場建設などを

行っておりますが、これらの活動は森林、海洋、河川といった生態系に影響を与える可能性があります。また、

事業活動・社会活動は自然資本に依存していることから、自然資本を棄損するとその恩恵を受けられなくなり、

持続的な活動ができなくなる可能性があります。当社グループは、総合商社として広い地域で多岐にわたる事

業を行っており、一部の事業においては直接的に自然資本を活用しているため、自然資本を尊重し、その恩恵

を受け続ける必要があります。また、昨今の国際的な関心の高まりとともに、当社に対するステークホルダー

の皆様の期待も高まっていることもあり、当社グループの持続的な事業活動及び企業価値向上には、生物多様

性への配慮が欠かせません。双日グループはマテリアリティ（サステナビリティ重要課題）として「環境」と

「資源」を定め、事業を通じた地球環境への貢献により、「社会課題の解決」を「自社の強み」に変え、事業

基盤の拡充及び成長につなげていくことを目指しています。さらに、環境方針において、生物多様性への対応

や事業に関わる環境負荷の最小化を掲げています。特に木材や水産品については、分野別のガイドラインを参

照しながら考え方を整理し、個別の調達方針を策定しており、これらの方針に基づき、自然資本に配慮し、生

物多様性の維持・保全を進めていきます。
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戦略

当社グループは木材製品を取り扱う企業として、木材及び木材製品の合法性と環境及び社会への配慮を確保し、

持続可能な社会の実現に貢献することが求められています。当社ではその重要性を強く認識し、合法性や環境・

社会配慮を柱とする木材調達方針を制定しています。当社グループには約1,500社の木材関連の仕入先があります

が、その中でも特に原産地のカントリーリスクが高い国や、仕入金額が大きい仕入先の木材を特定しています。

特定した木材に対して、原産地までのトレーサビリティと環境・社会への配慮を確認するために、WWFジャパンの

『林産物調達チェックリスト』を採用しています。このチェックリストをカスタマイズして活用し、環境及び社

会に配慮した適切な森林管理を確認しています。

上記取り組みに加えて、2024年度は、TNFD（注）ガイダンスを参照し、下図の手順に従って当社事業における

自然への依存と影響を確認しました。

(注) Taskforce on Nature-related Financial Disclosuresの略。国連開発計画(UNDP)などによって設立された

「自然関連財務情報開示タスクフォース」の略称であり、企業が投資家や市場に対して自然に関連するリ

スクや機会等を開示するためのフレームワークを策定しています。

● 自然への依存と影響の重要度が高い事業・分析対象を特定

TNFDのガイダンスを参照し、分析ツールのひとつであるENCORE（注）を活用し、まずは世の中一般の事業が

自然資本にどのように依存し、また、どのような影響を及ぼす可能性があるかを確認しました。その結果、

ENCOREで依存・影響の重要度が高いと評価されている25事業を特定し、さらに「依存」「影響」ともに水に関

する項目のスコアが一般的に高い傾向を確認しました。特定した事業のうち、当社が注力領域として掲げてい

る水産バリューチェーン（マグロの養殖を行う双日ツナファーム鷹島、水産品加工を行うマリンフーズとトラ

イ産業など）をTNFDのLEAP(Locate、Evaluate、Assess、Prepare)アプローチによる分析の対象としました。

(注) 民間企業による自然関連の依存や影響の大きさを把握することを目的に、国連環境計画・自然資本金融同盟（UNEP-NCFA）など

が共同開発した分析ツール

＜詳細＞

ENCOREを用いた当社ポートフォリオにおける概観分析図及びその抜粋（依存・影響ヒートマップ）

https://www.sojitz.com/jp/sustainability/sojitz_esg/e/biodiversity/
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● 水産バリューチェーンのLEAP分析を実施

Locate 自然との接点の発見

双日ツナファーム鷹島の自社養殖、上流の飼料・種苗調達、及び下流のトライ産業やマリンフーズといった

国内加工工程を対象とし、生物多様性や生態系サービスの質の低下につながるリスクが大きい箇所を優先地域

として特定し、各地域の特徴を整理しています。

Evaluate （自然との依存・影響の診断）

Locateで特定した優先地域について、リスク要素や分析ポイントを洗い出しました。さらにそれらポイント

について、まずは自社養殖である双日ツナファーム鷹島における自然の状態の確認や規制の調査、及び事業会

社へのヒアリングによる実態把握を実施しました。

Assess （重要なリスク・機会の評価）

以上を踏まえ、TNFDのセクター別ガイダンスに沿ったリスク・機会の洗い出しを実施した結果、重要性が高

いと評価されたリスク・機会と当社グループの取り組みは次のとおりです。

想定される主なリスク・機会 双日グループの取り組み

リスク ・海水温の上昇及び赤潮発生に伴う製品の品質低

下、死亡率の増加

・脱走魚による生態系の劣化と経済的損失

・餌の食べ残しによる水質汚染による養殖適地の変

化 など

・IBAT(注)による対象地点周辺の調査

・水温、塩分などのデータ収集と分析

・赤潮の発生予測アプリの開発

・AIを活用したマグロの尾数把握

・生簀網の定期検査

・給餌量や出荷タイミングの最適化機会 ・生態系への影響を軽減する技術への投資

(注) Integrated Biodiversity Assessment Tool(IBAT): IUCNレッドリスト、保護地域、生物多様性上重要地域（KBA）などのデータベー

スへのアクセスが可能な地理空間データを提供するツール。

Prepare （対応と報告の準備）

双日ツナファーム鷹島では、飼育にICTを積極的に導入し、「国立研究開発法人海洋研究開発機構

（JAMSTEC）」との産学連携によるスマート養殖システムの構築を進めています。また、国立大学法人九州大学

と赤潮の発生予測アプリの開発及び実証を開始しました。これらの技術を双日ツナファーム鷹島に限らず、他

の養殖場が抱える課題の解決にも活用し、サステナブルな海洋資源の保全に取り組んでいます。
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今後は、LEAPアプローチによる分析を通じて得た知見を個別事業の運営に活用していくとともに、分析対象

を上流の飼料・種苗調達、及び下流のトライ産業やマリンフーズといった加工工程に拡大します。また引き続

き、自然資本（生物多様性・水リスク）を注視し、事業ポートフォリオに対する依存・影響を見極めていきま

す。

● その他取り組み

当社グループは鉱山などの上流資源の開発や採掘に当たって、自然資本の毀損や生態系への影響を想定した

適切な環境・社会影響評価、管理やモニタリング計画に加え、閉山計画も含めた事業計画を策定し、国や地方

自治体の定める法令の順守や必要な許認可取得を通じ、環境保全に配慮した活動を行っています。

開発段階では対象地域の生物多様性への影響を最小限に抑えるように環境負荷の低減に努めながら進め、操

業段階への移行後では採掘域内に流れる小川の水流を維持すべく移転工事を実施するなど、定期的な環境影響

のモニタリングと共に万が一に備えた防止策なども十分に講じた上で活動しています。終掘後のリハビリテー

ションにおいては、閉山を待たず採掘活動と並行しながら植林や緑化活動をすべての鉱山において徹底するこ

とで、自然資本の毀損リスクの顕在化や拡大の未然防止を図り、環境負荷の低減と環境保全を進めています。

具体的には、豪州に保有するグレゴリー炭鉱や、ミティオ・ダウンズ・サウス炭鉱の露天掘操業では、採掘

の為に剥がした表土を別の場所で一時保存し、採掘終了に併せて再度その表土で覆い被せながら再緑化を行う

ことで、採掘前の状態に回復させる取り組みを行っております。さらに、両炭鉱の敷地内や周辺地域において、

開発・操業活動で影響を受けかねないライチョウバトやキンググラスなどの希少動植物の生息区域を関連法令

に則って確保し、かつ承認された計画通りの保全活動を行っています。
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指標と目標

2004年に制定した双日グループ環境方針において、気候変動防止に向けたCO2をはじめとする温室効果ガスの削

減、生物多様性への対応など、事業にかかわる環境負荷の最小化に取り組むことを掲げています。以下について

は、個別の指標と目標を定めています。

・木材調達

③サプライチェーンを含む人権尊重の指標と目標をご参照ください。

・水産事業

上述の評価結果を踏まえて、必要に応じて、追加の分析や指標と目標を検討していきます。

＜参考＞

生物多様性

https://www.sojitz.com/jp/sustainability/sojitz_esg/e/biodiversity/

（ご参考） 外部評価の推移

当社グループの事業を通じた当社のサステナビリティ課題解決の取り組みは、外部評価機関にも継続的に高く

評価されています。2024年度は前年度に引き続いて、S&P Global Sustainability Award（サステナビリティ格

付）において、Trading Companies & Distributorsセクターにおいて「Top 1％」に選定されました。

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

FTSE Blossom Japan

Index
選定 選定 選定 選定 選定

FTSE Blossom Japan

Sector Relative Index
－ － 選定 選定 選定

MSCIジャパンESGセレクト・

リーダーズ指数
－ － － 選定 選定

MSCI日本株女性活躍指数

（WIN）
選定 選定 選定 選定 選定

CDP（気候変動） A- A- A- A- B(注)

CDP（フォレスト） B B B B B

(注) CDPでは、企業からの申請に基づきスコアアピールの制度が設けられており、当社は2024年度気候変動スコア

「B」に対して現在アピールを行っています。本スコアは見直しの結果、変更される可能性があります。

＜参考＞

サステナビリティ全般に関する取り組み

Sojitz ESG Book

https://www.sojitz.com/jp/sustainability/sojitz_esg/
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(2) 人材戦略に関する基本方針

全社方針として掲げる2030年の目指す姿「事業や人材を創造し続ける総合商社」の実現に向け、価値創造の源泉

である多様性と自律性を備えた個の成長を、組織の成長、会社の成長につなげています。

「中期経営計画2026」を支える人材戦略

「中期経営計画2026」の人材戦略では、当社グループの人材戦略基本方針として、双日らしい成長ストーリーの

実現に向けた「事業創出力」と「事業経営力」の強化を目指します。

「中期経営計画2026」基本方針に掲げるNext Stage（当期利益2,000億円、ROE15％超）に向けた基盤の確立には、

強みある事業群への進化、高い収益性の確保が不可欠であり、既存事業の拡大と新規事業投資を通じたグループの

拡大、ネットワーク活用による共創の促進を中心に「グループ・グローバルへの取り組み」を強化していきます。

自らの意思で挑戦・成長し続ける多様な個の強化とそれを組織力向上につなげるミドルマネジメントの強化、環境

変化を先読みした機動的な人材配置・抜擢の加速により、「事業創出できる」「事業経営できる」ヒト（組織・人

材）を持続的に創出していきます。

持続的な価値創造に向けた「事業基盤」と「人的資本」の強化を支える土台として、「双日らしいカルチャー」

の醸成、「Digital-in-All」の実践、「データを活用した対話」の浸透により、新たな事業創出や生産性向上につ

なげ、当社スローガン"New way, New value"を体現していきます。挑戦や思考の柔軟さといった双日らしい独自の

風土・文化を深化させ、社員が徹底的に対話することを通じて、事業創造につなげていきます。

2030年の目指す姿の実現に向け、Next Stageを実現していくために重要なのは人材のギアチェンジです。社員一

人ひとりがどこよりも挑戦・成長できる環境を目指して、報酬の引き上げを含む人事制度（役割等級・評価など）

の見直しを実施し、新たな人事制度を2024年４月から導入しています。双日らしい成長ストーリーを実現するヒト

の魅力（ちから）を強化し、社員一人ひとりの成長が、組織の成長・活性化につながり、会社の成長・企業価値向

上を実現させるという当社らしい人的資本経営を加速させていきます。

(注) １ ミドルマネジメント：対話を通じて個の力を組織力に変える本社課長(及び候補)、海外・グループ会社キーポジション(及び候補)

を対象とするもの

２ 人材マネジメント： 人材の計画的な育成を通じて事業創出(Value creation)・事業経営(Value up)につなげる
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ガバナンス

商社にとって価値創造の中核であり最も重要な資本は「人材」です。自ら変革し新たな価値を創造し続けられ

る「個」の集団を形成し、価値創造につなげる「人的資本経営」を次の実行体制のもとで推進しています。

人的資本経営の実行体制として、取締役会で経営視点で方針を議論し、重要な人事事項は、社長が議長を務め

る人事審議会で審議・決裁しています。具体的な取り組みである人材KPIの進捗状況や人事施策の効果・課題など

は経営会議と取締役会で定期的に議論・決定しながら進めています。

リスクの早期発見・対処のため、コンプライアンスホットラインや社内目安箱の設置に加え、エンゲージメン

トサーベイや360度サーベイなどからも現場の意見を吸い上げ、モニタリングする体制を整え、持続的な企業価値

向上の推進力を高めていきます。

＜人的資本経営 実行体制図＞
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リスク管理

人的資本価値の毀損「リスク」と、価値向上のための「機会」という「攻めと守り」の両面から各重要課題に

アプローチすることによって、企業価値向上につなげています。また、2030年の目指す姿の体現に向け、足元の

課題のみならず、将来を見据えて今着手すべき課題に対しても取り組みを開始しています。
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指標と目標

1) 人材KPI（動的）

2030年の目指す姿に向けて双日らしい成長ストーリーを実現するためには、「事業創出力」と「事業経営力」

を備えるとともに、"Digital-in-All"を実践できるヒト（組織・人材）の育成・強化が必要となることから、人

材KPIを設定し、各種施策の効果を測っていきます。

具体的には、「事業創出力」「事業経営力」の向上に向けた「双日らしいカルチャーの醸成（挑戦指数、風通

し指数）」、「多様な人材活躍（女性総合職 海外・国内出向経験割合、海外グループ会社CxO（現地人材）比率、

デジタル応用人材）」に取り組んでいきます。また、一部KPIでは、定期的に実施しているエンゲージメントサー

ベイ（注）の回答率を用いることで社員の声を定点観測し施策につなげていきます。

(注) 2025年3月期の数値は現時点の集計値であり、第三者保証を取得した数値については当社ウェブサイト及び統合報

告書で開示いたします。

人材KPI（項目） 詳細 目標値

挑戦指数

風通し指数

社員一人ひとりの個性や能力を最大限に活かし、多様な個の力を競争力に変え、新しい価値を生み出

す企業風土の醸成が重要と考えています。意欲と能力のある社員の挑戦を応援する環境と、意見を自

由に言い合える風通しの良さを当社らしい企業文化へと昇華させるべく、「挑戦指数」と「風通し指

数」をKPIに置き、エンゲージメントサーベイの積極肯定回答率（注）を使用しています。

(注) 回答選択肢６択のうち「①とてもそう思う」「②そう思う」の回答割合

70％以上

女性総合職

海外・国内出向

経験割合

（トレーニー含む）

女性活躍推進行動計画では、2030年代までに、男女間の差がなく適所適材の人材登用が実現している

状態を目標に掲げています。当社の管理職に求められる現場での経験や成長意欲の向上を促すため、

ライフイベントを迎える前に国内外の拠点や事業会社へトレーニー派遣を行う「キャリアの早回し」

を継続します。また、より重い責任を伴うミッション遂行や、意思決定に関与するなど質の高い経験

を積むことができる出向・駐在経験を促すべく、「駐在・出向経験割合」をKPIに加えました。

25％以上

(60％以上)

海外グループ会社CxO

（現地人材）比率

マーケットインによる持続的な事業の成長と創出を目指し、各国・地域に精通した現地人材を海外グ

ループ会社の経営幹部（CxO）ポジションに積極的に登用します。
60％以上

デジタル応用人材

（エキスパート人材）

当社の経営戦略で掲げる"Digital-in-All"を実現するため、多様な事業にデジタルの力を掛け合わ

せ、既存ビジネスの価値向上や変革、新たなデジタルビジネスの創出につなげていきます。現場でデ

ジタルの導入・活用をリードできるデジタル応用人材（エキスパート人材）の育成と事業への実装を

進めていきます。

総合職

50％以上

(総合職

10％以上)

＜参考＞

エンゲージメントサーベイ

https://www.sojitz.com/jp/sustainability/sojitz_esg/s/human_resources/
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戦略

Next Stageに向けた「中期経営計画2026」における当社グループの人材戦略基本方針として、「自らの意思で

挑戦・成長し続ける多様な個」「多様な個の力を最大化するミドルマネジメントの強化」「環境変化を先読みし

た機動的な人材配置・抜擢」の３点を掲げています。

1) 人材戦略基本方針①「自らの意思で挑戦・成長し続ける多様な個」

「多様性を競争力に」をテーマに、人材の多様性を、変化の激しい市場環境に対応し、常にスピード感をもっ

て事業創造できる組織の力へと変えることで、「事業や人材を創造し続ける総合商社」を目指しています。ジェ

ンダー、現地人材、高い専門性を持つキャリア採用者など、多様な人材の獲得と活躍機会の提供を積極的かつ継

続的に行いながら、それぞれの特性や能力を最大限に活かせる職場環境整備、マネジメント層の教育など様々な

取り組みを実施しています。

● 女性活躍推進

組織の意思決定に関わる女性社員を増やすため、ダイバーシティマネジメントを担う組織を中心に人材パイ

プライン拡張や、ライフイベントを見越した「キャリアを止めない」環境作りに取り組んでいます。2030年代

には男女間の差がなく適所適材が実現している状態を目指します。

多様性をイノベーションの創出といった競争力につなげていくために、女性活躍推進を人材戦略の最重要テ

ーマの１つと位置づけています。「中期経営計画2026」の最終年度には課長に占める女性の比率を20％程度と

し、2030年代には、これを50％程度へ引き上げていきます。2016年度以降、女性の採用人数を増やしてきた結

果、すでに20代の社員比率は約半数を女性が占めている中、パイプライン形成に向けて、成長機会の提供やキ

ャリア支援に取り組んでいます。

将来、意思決定を担う人材を育成するための施策として、2021年度から「キャリアの早回し」として、ライ

フイベントと重なりにくいタイミングで若手社員を国内外の事業会社にトレーニーとして派遣し、挑戦の機会

を提供しています。さらに、管理職に求められるミッション遂行や意思決定など難易度の高い経験を積むこと

を目的に、2024年度から「駐在・出向経験割合」を新たなKPIに設定し、国内外の事業会社において役員などを

担う女性社員を増やしています。

2024年７月には、人材パイプライン強化のために、会長を含む経営と現場が一体となり施策を議論、提案を

行う会議として「女性活躍推進コミッティ」を創設しました。社外有識者を招聘し、「ワークとライフの両立

の難しさ」などの女性活躍を巡る課題や施策を多角的に議論しています。また、自らの意思で挑戦・成長する

意欲のある社員の活躍を後押しするために、女性執行役員が主催するラウンドテーブルを開催し、社長も参加

して、女性社員との直接対話を行いました。また、女性活躍推進を含む人材施策の進捗は取締役会や経営会議

に報告しています。

女性活躍推進コミッティの様子 女性執行役員ラウンドテーブルの様子
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－ 女性課長比率は、2026年度20％程度とした目標に対し、2025年３月31日現在で10％

－ 女性総合職の新卒採用比率は2018年度以降継続して30％以上を維持 （2025年度入社：40％）

－ （ご参考）女性総合職の海外・国内出向経験割合については、人材KPI（40ページ）をご参照ください。

－ （ご参考）取締役11名のうち４名が女性取締役（2025年3月31日現在で女性取締役比率：36％）

－ （ご参考）女性執行役員は３名、うち１名は取締役 専務執行役員（2025年３月31日現在で女性役員比率：18

％）

これらの女性活躍の取り組みにより、当社は女性活躍推進に優れた上場企業として「なでしこ銘柄2025」に選定

されました（2017年３月以降、８度目）。

＜参考＞

双日、「なでしこ銘柄」に8回目の選定 ～女性活躍をさらなる競争力に

https://www.sojitz.com/jp/news/article/topics-20250324.html

ジェンダーに関わらず仕事と育児を両立することについて、職場全体が理解・応援できる環境を整えること

は、女性がライフイベントを経てもキャリアを中断することなく活躍できる企業風土醸成のために重要であり、

男性社員を含めた育児休暇取得率100％の維持を目指しています。その中で、業務効率化やチームマネジメント

力の強化に向けた取り組み、早期復職支援や両立支援策の推進により、社員のキャリア形成を支援していま

す。

男性の育児休業取得率については、「第１ 企業の概況 ５ 従業員の状況 (4) 女性活躍推進法等に基づく

「女性管理職比率」、「男性の育児休業取得率」及び「男女の賃金の差異」（11ページ）をご参照ください。



― 43 ―

● ビジネスへのデジタル実装に向けたデジタル人材育成

当社は社内外のパートナーと共にデジタルを活用することで、ビジネスモデルや業務プロセスの変革を実践

できるデジタル人材を育成するため、スキル分野・スキルレベルの設計と研修カリキュラムの独自開発を行い

ました。既に、入門・基礎による全社員のリテラシーレベルの底上げが完了し、上位の応用人材も「中期経営

計画2023」の目標であった300人の育成を24年３月末時点に達成(実績：321人、そのうちエキスパート：60人)

しました。これらのデジタル人材（注）を活用することで、鉱物取引における価格最適化、水産事業会社の商

品販売戦略などのデータ分析や、本マグロ養殖事業のデジタルツインによる尾数推定方法の特許出願など、ビ

ジネス課題への実践を着実に進めています。また、エキスパートとなった管理職を営業本部・コーポレートの

各組織内のデジタル専門部隊のマネジメントに抜擢し、"Digital-in-All"の実現に向けて強固な体制を築いて

います。

「中期経営計画2026」においては、全社のデジタルリテラシーの更新・底上げを継続しつつ、応用人材の研

修カリキュラムの強化と育成人数のさらなる拡大を進めていきます。応用基礎では、データとテクノロジーを

ビジネスモデルにどのように組み入れるかを構想するためにビジネスアーキテクチャ研修（約20時間程度）を

24年８月に新設しました。応用人材は全総合職の50％程度（約1,000名）、そのうち全総合職の10％程度（約

200名）はエキスパートとして育成することで、全組織に応用人材が配置され、同人材を基軸とした全社レベル

での"Digital-in-All"の実現を目指します。詳細は17～18ページをご参照ください。

(注) 当社ではデジタル人材の育成において、独自の５段階レベル（入門、基礎、応用基礎、エキスパート、

ソートリーダー）と２つのスキル分野（データ分析、ビジネスデザイン）を設定しています。

＜参考＞

DX戦略

https://www.sojitz.com/jp/corporate/strategy/dx/

● キャリア採用者の活躍

当社では、経営人材、DXなどの専門人材、ジェンダー、現地人材などの多様性強化に向けたキャリア採用に

注力しています。2025年３月末現在で、管理職ポストにおけるキャリア採用者の割合は24％、役員ポストにお

いては39％を占めています。なお、2024年度の採用に占めるキャリア採用者の比率は26％でした。今後も、年

間の新規採用者数の30～40％程度をキャリア採用者としていく予定です。また、2030年代の女性社員・課長職

比率目標を50％程度に引き上げたことを踏まえ、新卒・キャリアともに女性の採用目標も50％へ引き上げまし

た。キャリア入社の活躍としては、2025年４月に営業本部で初の部長職に女性キャリア採用者が就任しまし

た。また、社外から迎えた専務執行役員 CDO 兼 CIO 兼 デジタル推進担当本部長は、2024年6月に取締役に就

任しており、今後も他社で培った経験を経営や現場との対話に活かし、双日グループの新規事業の創出と事業

モデルの変革につながるデジタルの実装を加速していきます。

● 現地人材の活躍

海外事業会社を起点に現地ネットワークに入り込み、事業領域の拡大や新規事業の創出につなげるため、現

地人材のCxOポストをさらに拡大し、2022年３月末に40％だった海外事業会社の現地人材CxO比率が、2025年３

月末現在で48％となりました（注）。2025年度までに50％と設定していた目標値を、「中期経営計画2026」で

は60％に引き上げ、さらなる現地化を目指しています。域内での意見交換/情報共有によるマーケットイン・事

業機会発掘の強化、共創と共有を推進するための海外地域における取り組みとして、海外事業会社CxOで構成す

るアドバイザリーボードを米国で開催しており、当時の社長も参加し、米州の事業会社のCxOと今後の成長戦略

に関して積極的に議論しました。2024年度は他地域でも同様の会議が拡大しており、このような交流を通じ、

当社グループが持つ多種多様な事業と掛け合わさることにより、事業拡大につなげ、グループ力強化を目指し

ています。

(注) 2024年度の数値は現時点の集計値であり、第三者保証を取得した数値については当社ウェブサイト及び

統合報告書にて開示いたします。
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● トレーニー制度

当社では、400社を超えるグループ会社を通じて多様なビジネスを展開しており、それぞれの事業会社の経営

を担う人材の育成は重要な課題です。将来の経営人材の育成・確保のため、トレーニー制度を設け、若手社員

を国内外へ派遣しています。2020年度からは所属部署とは異なる分野の事業会社に社員をトレーニーとして派

遣する制度を開始しました。社員が新たな経験を通じて、多角的な視野を身に付け、知識や人脈に加え社員の

幅出しのきっかけとなる成長の機会となっています。また、エンゲージメントサーベイの結果から、女性は20

代のうちに海外を経験することで、30代以降、海外経験に対する意欲が低下しづらくなることがわかったこと

から、「キャリアの早回し」を促す派遣も行っています。2024年度は18ヶ国に派遣した海外トレーニーのうち

47％が女性社員です。今後も活躍の場を広げる機会を提供し、社員一人ひとりのさらなる成長を後押ししま

す。

＜参考＞

女性総合職海外・国内経験割合について（人材KPI）統合報告書2024 51ページ

http://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/sojitz-doc/pdf/jp/ir_202405/reports/annual/ar2024j_all.pdf

● 発想×双日プロジェクト（通称：Hassojitzプロジェクト）

当社における「さらなる成長」を考え、未来構想力や戦略的思考を定着させるべく、2019年に新規事業創出

プロジェクト「発想×双日プロジェクト」を開始しました。第１回目に社長賞を受賞した「ワイヤレス充電」

案件は、2023年３月より公道での実証実験を開始しています。開始から６年目となる2024年度は「先を読み、

新たなKATI（カチ）を共に創る」をテーマに、外部の有識者やアルムナイメンバーとのディスカッションを行

い、発想を起点とした事業創出力の強化を継続（発想の実現に主眼を置き実施）しています。Hassojitzプロジ

ェクトでは起業家精神の醸成と自律的に事業創出ができる人材の育成を促進しています。

＜参考＞

ワイヤレス充電事業

https://www.sojitz.com/jp/newway_newvalue/article/nwnv_post_11.html

● 多様な個の力を競争力に変える企業風土・文化醸成

当社グループの価値創造の源泉である人材同士の活発なタテ・ヨコ・ナナメのコミュニケーションは、多角

的な意見・情報共有（風通し）による意思決定の質向上、自由な発想や組み合わせによるイノベーション創出、

目標達成に向けた挑戦・貢献意欲・組織エンゲージメント向上など、会社・組織の成長と発展に重要な役割を

果たすと考えています。

多様性と自律性を備える「個」それぞれが当社らしさを考え、行動に変えていくことが人的資本経営の先に

あるべき姿と考え、2023年４月、全社を巻き込んだ対話型プロジェクト“双日らしさの追求プロジェクト”を

立ち上げました。社内外へのヒアリングを通じた現状認識、全組織から選抜されたコアメンバーによるワーク

ショップや経営陣とのラウンドテーブルで意見交換・議論を繰り返し、将来と現在、会社と個人などの観点か

ら、当社らしさやありたい姿を言語化しています。2030年の目指す姿の実現について社員一人ひとりが“自分

ごと”として言語化することにより、社員の日々の行動と経営目標の方向性を合致させ、挑戦意欲を高め人材

の力が会社の力につながるよう、全社をあげて取り組んでいます。

● 双日アルムナイ

＜詳細＞

双日アルムナイ活動内容

https://sojitz-alumni.com/page

● 多様なキャリアプラン実現に向けた支援（双日プロフェッショナルシェア株式会社）

＜詳細＞

双日プロフェッショナルシェア

https://www.sojitz.com/jp/corporate/strategy/jinzai/
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2) 人材戦略基本方針②「多様な個の力を最大化するミドルマネジメントの強化」

多様性と自律性を備える「個」の成長（Will/Can）を組織と会社の成長（Shall）、企業価値向上につなげるた

めには、経営層と現場社員の結節点・橋渡し役として戦略遂行とエンゲージメント向上を担うミドルマネジメン

ト層の強化が不可欠と考えています。

● ミドルマネジメントの強化による組織力向上

当社の価値創造の源泉である人材の力を最大化するため、対話を通じて社員の力を引き出し組織力の向上に

つなげるマネジメント力の強化が重要であると考えています。エンゲージメントサーベイ結果（2024年度回答

率99％）を分析し、部課長の中で最も現場に近い課長職が組織エンゲージメントに大きな影響を与えることが

わかりました。組織エンゲージメント向上においては、部長職と比べて課長職の影響力が高いため、課長職を

中心としたミドルマネジメント層の強化に取り組んでいます。

また対話力の高い課長職の組織は、「風通し」「挑戦意欲」「成長実感」が高い傾向にあることがデータか

ら明らかになりました。当社におけるミドルマネジメントの強化は「対話力向上が最重要」と位置づけ、研修

の実施など強化施策を実行しています。今後、対話の質をより向上させ、組織の統率力向上、「事業創出力・

事業経営力」の強化につなげます。

＜参考＞

統合報告書2024＞双日らしい人的資本経営の追求＞組織力向上につなげるミドルマネジメントの強化

https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/sojitz-doc/pdf/jp/ir_202405/reports/annual/ar2024j_all.pdf

● 活躍し続けられる人材育成（研修プログラム）

＜詳細＞

研修プログラム

https://www.sojitz.com/jp/sustainability/sojitz_esg/s/human_resources/
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3) 人材戦略基本方針③「環境変化を先読みした機動的な人材配置・抜擢」

テクノロジーの発展や地政学リスクなどの著しい環境変化や多様な顧客ニーズに対応し続けるため、機動的か

つ計画的な人材配置や育成・抜擢を行い、2030年の目指す姿の実現に向け事業創出力と事業経営力を高めていき

ます。

● 多様な経験機会による人材育成（ジョブローテーション制度、社内公募制度）

＜詳細＞

ジョブローテーション制度、社内公募制度

https://www.sojitz.com/jp/sustainability/sojitz_esg/s/human_resources/

● 機動的・計画的な人材配置や育成を支える人材の可視化

「個」と「組織」の強化をさらに進めるべく、人材データを活用（データサイエンス）しています。エンゲ

ージメントサーベイや360度サーベイなど、定期的に実施する全社サーベイや人事データを多角的・多面的に分

析しデータドリブンな人材戦略の遂行につなげています。また、全社でタレントマネジメントシステムを活用

し、タテ・ヨコ・ナナメの対話促進、適所適材の実現、公正・公平な評価フィードバック、社員の成長を可視

化するなど、社員個人と組織をデータでつなぎ、人的資本経営の基盤を充実させていきます。また24年度から

管理職向けに実施しているアセスメント結果を用いて、事業本部ごとにキーポジションの人材を見える化し、

経営と議論を開始しました。

4) 多様な人材の活躍を支える制度・取り組み

当社グループの成長は社員と共にあると考え、多様な価値観やキャリア志向を持つ全ての社員が、挑戦・成長

を積み重ねることで、高いモチベーションを維持しながら自律的に働き続けられる環境を整えていきます。

● グループ全体で企業価値向上を加速させる取り組み（従業員持株会・株式の付与）

当社は、グループ全体で持続的な企業価値向上及び株価上昇に向けた意識醸成を企図し、株主への利益還元

だけではなく、当社を支える社員への株式の付与を通じて社員一人ひとりの会社への帰属意識と企業価値向上

に向けたモチベーションを高めていきます。2023年５月には、従業員持株会の会員である社員に対して、特別

報酬として１人あたり100株を付与しました。2025年３月現在で、当社における社員の持株会加入率は90％程度

となり、収益の拡大による資金の循環を人や事業の成長につなげるべく、グループ全体で企業価値向上に向け

た取り組みを加速させていきます。「中期経営計画2026」の数値目標を双日グループ一丸となって達成した際

は、社員に対して特別報酬を付与する予定です。

● 健康経営

当社グループにとって最大の資本である社員とその家族が心身共に健康であり、社員が働きやすさと働きが

いを持てる健全な職場環境づくりは、会社の重要な責任の１つと考え、『双日グループ健康憲章 “Sojitz

Healthy Value”宣言』を策定しています（2018年３月）。疾病の未然予防・健康増進に加え、仕事と治療の両

立を図るべく、健康推進担当の組織体制を強化し、各健康関連施策を実施しています。2022年度に策定した健

康経営戦略マップをもとにフィジカルヘルス対策/メンタルヘルス対策/女性の健康対策を主軸として健康施策

を実行し、それらの取り組みが評価され、「健康経営銘柄」に２年連続３度目の選定を受けています。定期健

康診断の一次受診率100％を継続しつつ、疾病の早期発見・予防を目指し、2023年度まで二次健診受診率を人材

KPIとして定め、目標の70％を上回る77％まで向上しました。2024年度以降は、引き続き社内でのモニタリング

を継続し、84％となっています。

＜参考＞

Sojitz ESG BOOK 労働安全衛生（「双日グループ健康憲章」）

https://www.sojitz.com/jp/sustainability/sojitz_esg/s/health/

健康経営戦略マップ

https://www.sojitz.com/pdf/jp/sustainability/sojitz_esg/s/health/strategymap.pdf
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フィジカルヘルス対策では、健康に対する社員の意識と行動の変容を促すことを目的に、2023年度に引き続

き、「双日健康フェス」を開催しました。2024年度は「睡眠」をメインテーマとし、「睡眠×運動」、「睡眠

×食事」など睡眠に関するセミナー、その他体力測定会など10種類の施策を実施し、社長を含む経営層も参加

しました。

双日健康フェスの様子

メンタルヘルス対策では、精神科産業医をはじめ、社内・社外カウンセラーなど複数の相談窓口を設置し、

メンタル不調者の早期発見・早期治療に取り組んでいます。所属長が産業医からアドバイスを受け、不調者の

ケアや職場復帰を支援するなど、産業保健スタッフと所属組織が連携して行っています。ストレスチェックの

組織分析の結果、課題のある組織に対しフィードバックを実施していますが、これらの組織はエンゲージメン

トサーベイの積極肯定回答率が低いという傾向も見られ、働く環境の改善に取り組んでいます。加えて、国内

と比較して負荷のかかりやすい海外勤務者に対しては、毎月ヘルスチェックを実施する事で、自身の健康状態

を振り返り、必要に応じて産業医や外部相談窓口に相談する機会とし、早期発見や発症予防につなげていま

す。
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女性の健康対策については、2022年４月以降、子宮頸がん・乳がん検診の対象の全年齢への拡大、社内診療

室への婦人科嘱託医の配置、不妊治療に関わる相談窓口の設置、外部企業と契約し、医師や専門家による女性

の健康に関するオンラインセミナーの配信など、施策を強化しています。不妊治療と仕事との両立の難しさな

ど、本人のみならず、所属組織の理解を深める事に加え、女性社員が自身の健康やキャリア形成についてのリ

テラシーを向上させることを目的としたセミナーを実施するなど、一人ひとりの社員が活躍できる環境整備を

進めています。

エンゲージメントサーベイの結果から、「健康施策に対する社員の満足度」、「社員のヘルスリテラシー」

に対する肯定回答率（注）も上昇しており、着実に健康経営が社内に浸透しています。今後も健康経営を推進

し、社員一人ひとりが心身健康な状態を維持し、誰もが挑戦を当たり前にする環境づくりを進めていきます。

(注) 回答選択肢６択のうち、「①とてもそう思う」「②そう思う」「③どちらかといえばそう思う」の回答

割合

＜多様な人材の活躍を支える主な制度・取り組み一覧＞
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３ 【事業等のリスク】

（１） 当社グループのリスク管理

① リスク管理の考え方

当社グループは、総合商社としてグローバルかつ多角的に事業を行っており、展開する事業の性質上、様々

なリスクに晒されております。

このため、リスクを「事業戦略及びビジネス目標の達成に影響を与える不確実性」と定義し、経営環境の多

面的な分析とリスクの把握、戦略的対応を通じて企業価値向上に資するよう、全社的リスク管理の高度化に取

り組んでおります。また、リスクの重要性を評価のうえ、適切かつ合理的な方法でリスク管理を推進していま

す。

② 全社的リスク管理体制

当社グループが取り組む全社的リスク管理においては、社長・CFOがメンバーを務める「内部統制委員会」

（事務局：内部統制統括部）が、各種社内委員会（88ページ）とも連携しながら、方針の協議と策定、業務執

行組織（第１線及び第２線）が実行するリスク管理の状況の全体俯瞰とモニタリング、並びに関係先への指示

など、その枠組みを有効に機能させる主体となります。

また、監査部は第３線として独立した立場で、第１線・第２線が運用しているリスク管理についての客観的

な検証を行います。

これらを踏まえ、内部統制委員会は、経営会議・取締役会・監査等委員会に対して、全社的リスク管理の状

況について定期的に報告を行います。

全社的リスク管理体制の概要は下図のとおりです。

図1：全社的リスク管理の体制
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全社的リスク管理のプロセス

当社グループにおける全社的リスク管理のプロセスは以下となっております。

図2：全社的リスク管理のプロセス

当社グループでは、第１線（営業本部など）・第２線（コーポレート）の各部署において、外部環境、経営

戦略、業務プロセスなど、将来予想によるものも含めて網羅的にリスクを検討、識別しています。識別された

リスクについては、影響度と発生可能性による２軸評価によって重要度を測定し、内部統制委員会における協

議と取締役会への報告を経て、リスク対応方針を決定しています。

このリスク対応方針に沿って、第１線（営業本部など）では、業務執行におけるリスクについての自律的コ

ントロールを行う一方、第２線（コーポレート）では、担当するリスクに関連して経常的に実施する管理業務

のほか、第１線への支援やモニタリング、PDCA管理も含めた継続的レビューを行います。第１線及び第２線が

行うリスク管理活動については、内部統制委員会がモニタリングし、リスクの重要度に応じて有効性評価を実

施したうえで、経営会議・取締役会・監査等委員会に報告を行います。

昨今の外部環境や事業領域の変化を踏まえ、個々のリスクをサプライチェーン全体で捉え、突発的なリスク

発現時の影響度合いの把握や、機動的な対応を通じた、レジリエンス（回復力）強化に取り組んでおります。

地政学リスク、災害リスクそれぞれについては想定するシナリオを策定し、営業本部・コーポレートとの対話

並びに経営会議での議論を通じて、リスク発現時の対応策などを確認しております。また、不正なアクセスや

サイバー攻撃への対策の強化にも重点的に取り組んでおります。

さらに、リスク・リターンを踏まえた事業投資マネジメントを行うことで、当社グループのバランスシート

の劣化を防ぎ、企業価値の維持・向上につなげております。

（２） 個別のリスクについて

当社グループの事業に関しては以下のようなものがあります。

このほか、当社グループ資産が晒されるリスクを「リスクアセット」として計測管理し、この結果をリスクに

対する収益性や、財務の健全性を維持するための指標として活用し、リスクをコントロールしています。リスク

アセットは自己資本の１倍以内に収めることを目標としており、2025年３月末のリスクアセットは自己資本の0.7

倍であります。

なお、将来事項に関する記述につきましては、当期末現在において入手可能な情報に基づく当社の判断、一定

の前提又は仮定のもとでの予測などであります。

① マクロ経済環境の変化によるリスク

当社グループは、グローバルにビジネスを展開し、事業活動は多岐にわたっており、当社グループの業績は、

日本及び関係各国の政治経済状況や世界経済全体の影響を受けます。そのため、世界的あるいは特定地域にお

ける経済動向は、当社グループの経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
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② カントリーリスク

当社グループは、カントリーリスク発現時の損失の発生を最小化するためには、特定の国・地域に対するエ

クスポージャーの集中を避ける必要があると考えております。また、カントリーリスクが大きい国との取り組

みでは、貿易保険などを活用し案件ごとにカントリーリスクヘッジ策を講じることを原則としております。

カントリーリスクの管理にあたっては、各国・地域ごとにカントリーリスクの大きさに応じて客観的な手法

に基づく９段階の国格付けを付与すると共に、国格付けと国の経済規模に応じてネットエクスポージャー（エ

クスポージャーの総額から貿易保険などのカントリーリスクヘッジを差し引いたもの）の上限枠を設定し、

各々の国のネットエクスポージャーを上限枠内に抑制しております。

しかしながら、これらのリスク管理やヘッジを行っていても、当社グループの取引先所在国や当社グループ

が事業活動を行う国の政治・経済・法制度・社会情勢の変化によって計画どおりの事業活動を行えない可能性

や損失発生の可能性を完全に排除することはできません。このような場合には、当社グループの経営成績及び

財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

③ 地政学リスク

当社グループは、グローバルにビジネスを展開しており、特定国・地域における社会的、政治的、軍事的な

緊張の高まりにより、従業員、物資、資本、情報などの経営資源が危険に晒されたり、貿易・投資、その他の

自由な経済活動が阻害されたりする可能性があります。

こうした地政学リスクの高まりによる不確実な情勢に対応するため、特定国・地域における取引内容やビジ

ネスへの影響を確認するとともに、調査・分析及び研修を通じて、有事の際に適切な対応がとれるよう努めて

おります。また、安全保障貿易管理委員会を中心に各国の外交政策、制裁措置、武力紛争などの外部環境変化

へ柔軟に対応しております。

しかしながら、全ての地政学リスクを回避することは困難であり、経営資源に影響を与える事象が発生した

場合には当社グループの経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

④ 市場リスク

当社グループは、貿易業や事業投資を通じた外貨建の取引などに伴う為替変動リスク、資金の調達や運用な

どに伴う金利変動リスク、営業活動における売買契約・在庫商品などに伴う商品価格変動リスク並びに上場有

価証券の保有などに伴う価格変動リスクなどの市場リスクに晒されております。当社グループは、これらの市

場リスクを商品の売買残高などの資産・負債のマッチングや先物為替予約取引、商品先物・先渡取引、金利ス

ワップ取引などのヘッジ取引によって極小化することを基本方針としております。

１)為替リスク

当社グループは、外貨建の輸出入取引・外国間取引を主要な事業活動として行っており、その収益・費用な

どは主に外国通貨による受払いとして発生する一方、当社グループの連結決算上の報告通貨が日本円であるこ

とから、外国通貨の対日本円での為替変動リスクに晒されております。この為替変動リスクに伴う損失の発生

又は拡大を未然に防ぐために、先物為替予約などのヘッジ策を講じておりますが、これらの対応を行っても為

替変動リスクを完全に回避できる保証はなく、予期せぬ市場の変動により当社グループの経営成績及び財政状

態に悪影響を及ぼす可能性があります。また、海外の事業会社からの受取配当金、海外連結子会社・持分法適

用関連会社の損益の多くが外貨建であり、日本円に換算する際の為替変動リスクを負っています。さらに、当

社グループは、海外に多くの現地法人・事業会社などを保有しており、財務諸表を日本円に換算する際の為替

変動により、当社グループの経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。なお、為替の収益感

応度（米ドルのみ）は、１円/米ドル変動すると、売上総利益で年間８億円程度、当期純利益（当社株主帰属）

で年間３億円程度、自己資本で20億円程度の影響があります。
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２)金利リスク

当社グループは、営業債権などによる信用供与・有価証券投資・固定資産取得などのため金融機関からの借

入又は社債発行などを通じて資金調達を行っております。資産・負債を金利感応度の有無により分類し、金利

感応度のある資産と負債との差額を金利ミスマッチ金額と捉え、固定・変動調達比率を調整することで金利変

動リスクを管理しておりますが、金利変動リスクを完全に回避できるものではなく、金利水準の急上昇による

調達コスト増大が当社グループの経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。なお、2025年３

月末の当社グループの有利子負債残高は１兆864億73百万円であり、平均利率につきましては、短期借入金は

3.35％、１年内返済予定の長期借入金は2.43％、長期借入金（１年内返済予定のものを除く）は1.80％となっ

ております。

３）商品価格リスク

当社グループは、総合商社として様々な事業分野において多岐にわたる商品を取り扱っており、相場変動な

どによる商品価格変動リスクにさらされております。取扱い商品については、社内組織単位ごとにポジション

（ロング・ショート）限度額と最大損失額を設定の上、ポジション・損失管理を行うと共に、損切りルール

（評価額を含む損失額が最大損失額の90％に抵触した場合、最大損失額の範囲内に収めるべく速やかにポジシ

ョンを解消するルール）を設定し運用しておりますが、これらの対応を行ってもリスクを完全に回避できる保

証はなく、予期せぬ市場の変動などにより当社グループの経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があ

ります。なお、各商品ポジションに関しては、モニタリングの上、本部別に増減内容の分析を行うなど、適正

水準にコントロールするための施策を行っております。

４）上場有価証券の価格リスク

当社グループは、市場性のある有価証券を保有しております。保有する上場株式については、受取配当金や

関連する収益が資本コスト（WACC）を上回っているかを定量的に検証するとともに、当社企業価値の向上に寄

与しているかといった定性面についても精査し、個別銘柄ごとの保有意義見直しを継続していく方針です。

保有上場株式の株価が大幅に下落した場合、有価証券の公正価値の変動によって、当社グループの経営成績

及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑤ 信用リスク

当社グループは、多様な商取引を行う中で国内外の取引先に対し信用供与を行っております。これらの商取

引においては、販売先の業績不振や経営破綻などにより、当社の債権が回収できないリスクが存在します。

これらのリスクについて、取引先に対し11段階の信用格付けを付与し、当該格付や当社が負うリスクの類型

により取引先ごとに取引限度を設定し、債権残並びに契約残を設定された限度の範囲内でコントロールしてお

ります。また、定期的に取引先信用状況やサプライチェーン全体を俯瞰し取引条件を見直し、かつ取引先の信

用状況やその変化に応じ、担保・保証の取得や保険の付保など保全措置を講じ、信用リスクが顕在化した場合

に、予想される損失の軽減にも努めております。さらに、債権査定制度を導入し、回収に懸念のある債権につ

いては、当該取引先の信用状況、債権回収実績、保全内容などを基に回収可能性について査定を行い、回収が

難しいと判断する債権額を算定し適時に貸倒引当金を計上しております。

また仕入先において、経営不振などにより仕入契約どおりに当社商品供給がなされない場合、当社グループ

が主契約者として販売先に販売契約の義務を果たせず、契約履行責任を問われるなどのリスクも存在します。

しかしながら、こうした信用リスクの管理を行った場合でもリスクを完全に回避できる保証はなく、取引先

の破綻などにより債権の回収不能などの事象が発生した場合には当社グループの経営成績及び財政状態に悪影

響を及ぼす可能性があります。

⑥ 事業投資リスク

当社グループは、様々な事業領域において事業投資を行っております。事業投資は、事業計画どおりに収益

獲得ができないリスク、投下資本回収リスク、事業撤退時に損失が発生するリスクが存在します。事業投資か

ら発生する損失の予防と抑制を目的として、当社グループは事業投資案件の実行の判断時、また投資実行後の

管理や撤退に関して事業投資基準を設けて、管理しております。
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新規事業投資案件の実行時においては、取り組み意義やキャッシュ・フロー計画を含めた事業計画を厳格に

評価しております。特に収益性の評価に関しては内部収益率（IRR）を指標とし、これに対しハードルレートを

設定した上で、これを上回る案件を取り上げることとしており、事業投資実行の判断において、当社グループ

の株主価値を向上させ、かつリスクに見合う収益が得られる案件を選別する仕組みを構築しております。

実行済の事業投資案件については、毎年、モニタリング・撤退該否判定として、ROIC（Return on Invested

Capital）や、キャッシュリターンベースでのROICであるCROIC（Cash-Return on Invested Capital）が資本コ

ストを超えているかを測定し、定期的に事業性を評価しながらそれぞれの事業の問題点を早期に把握し、適時

適切に改善策の実行、あるいは撤退を進めることで当社グループのバランスシートの劣化を防ぎ、企業価値の

維持・向上につなげております。モニタリング・撤退該否判定に関する概要は下図のとおりです。

図：モニタリング・撤退該否判定

このように、事業投資の実行時、実行後の仕組みを整備しておりますが、期待どおりの収益が上がらないリ

スクや事業計画を達成できないリスクを完全に回避することは困難であり、想定どおりに事業が進まない場合、

当社グループが保有するのれん及び固定資産などの価値が毀損し、減損損失が発生する、又は当該事業からの

撤退などに伴い損失が発生する可能性があります。これらの場合において、当社グループの経営成績及び財政

状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑦ 資金調達リスク

当社グループは、事業資金を金融機関からの借入金又は社債発行などにより調達しております。金融機関と

の取引関係の維持、一定の長期調達比率の確保などによる安定的な資金調達を行っておりますが、金融市場の

混乱や格付会社による当社グループの信用格付けの大幅な引下げなどの事態が生じた場合には、資金調達が制

約されると共に、調達コストが増加するなどにより、当社グループの経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす

可能性があります。

⑧ 環境・気候変動リスク

当社グループの事業活動及びサプライチェーンにおいて、環境・気候変動などにかかわる問題が発生した場

合、又は環境団体を含む様々な主体から環境にかかわる問題に関与していると批判を受けた場合に、当社グル

ープの社会的評価の低下、事業活動の停止・中止、訴訟や損害賠償などの負担、サプライチェーンからの除外

などが生じるリスクがあります。

また、気候変動を抑制できずに温暖化が進行した場合に、当社事業の収益や資産価値に影響を及ぼす可能性

のあるリスクとして、気候変動抑止のために法規制が強化されるなどの移行リスクと、気温上昇により洪水な

どの災害が発生し、被害が生じる物理的リスクがあります。

当社グループは、６つのマテリアリティのうち環境・人権を優先的に取り組むテーマとして長期ビジョン

「サステナビリティ チャレンジ」を策定し、環境・気候変動への対応の一環として脱炭素社会への実現に取り

組んでおります。

（詳細は「第２ 事業の状況 ２ サステナビリティに関する考え方及び取組 (1)サステナビリティに関する基本

方針 リスク管理（23ページ）」を併せてご参照ください。)
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⑨ 人権リスク

当社グループは、グローバルに事業を展開しており、事業活動とそのサプライチェーンは多岐・広範にわた

っております。当社グループの事業活動及びサプライチェーンにおいて、労働安全衛生、人権などにかかわる

問題が発生した場合、又は人権保護団体などから労働安全衛生、人権などにかかわる問題に関与していると批

判を受けた場合に、事業活動の停止・中止、被害・損害の補償、訴訟や損害賠償などの負担が発生するリスク、

当社グループがサプライチェーンから外される、又は当社グループの社会的評価に悪影響を及ぼすリスクがあ

ります。

当社グループは、６つのマテリアリティのうち環境・人権を優先的に取り組むテーマとして長期ビジョン

「サステナビリティ チャレンジ」を策定し、人権方針や人権にかかわる個別方針を策定・実行するなどサプラ

イチェーンを含む人権尊重に取り組んでおります。

（詳細は「第２ 事業の状況 ２ サステナビリティに関する考え方及び取組 (1)サステナビリティに関する基本

方針 リスク管理（23ページ）」を併せてご参照ください。)

⑩ コンプライアンスリスク

当社グループは、様々な事業領域で活動を行っており、事業活動に関連する法令・規制は、会社法、税法、

汚職など腐敗行為防止のための諸法令、ハラスメント防止のための諸法令、独占禁止法、関税法、外為法を含

む貿易関連諸法令や化学品規制などを含む各種業界法など広範囲にわたっております。これらの国内外の法

令・規制を遵守するため、当社グループではコンプライアンスプログラムを制定し、コンプライアンス委員会

を設け、グループ全役職員にコンプライアンスマインドを浸透・定着させるための取り組みを、全社をあげて

実施しております。また、安全保障貿易管理委員会を中心とした安全保障貿易に関する実行体制の整備・運用

にも取り組んでおります。しかしながら、このような取り組みによっても事業活動におけるコンプライアンス

リスクを完全に排除することはできるものではなく、関係する法律や規制の大幅な変更、予期しない解釈の適

用などが当社グループの経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑪ 法務リスク

事業活動に関連して、当社グループが国内又は海外において訴訟、仲裁などの法的手続きの被告又は当事者

となることがあります。訴訟などには不確実性が伴い、その可能性の程度や時期、結果を現時点で予測するこ

とはできませんが、当社グループの経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑫ システムリスク

コンピュータシステムの品質不良や運用トラブルによるビジネス遂行の支障や損失、並びにITリソースやシ

ステムの統合管理の不十分さなどによるシステムリスクが存在します。

当社グループは、システムを適切に保守・運用するため、チーフ・インフォメーション・オフィサー（CIO）

を中心とした管理体制を構築しております。重要な情報システムやネットワーク設備について、これらの機器

設備を二重化するなど障害対策を施すと共に、グループ全体のIT資産・脆弱性の一元的な管理を行い、システ

ムの安定運用を図っております。

このように総合的なシステムの強化と事故防止に努めておりますが、予期できない自然災害や障害を原因と

して情報通信システムが不稼働の状態に陥る可能性は排除できません。

なお、本社含めグループ連結会社でシステムリスクが顕在化した際には、予想される損失については、保険

の付保による軽減に努めております。しかしながら、被害の規模によっては当社グループの経営成績及び財政

状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
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⑬ 情報セキュリティリスク

不正なアクセスやサイバー攻撃、情報資産（紙媒体を含む）の管理ミスなどによる情報の漏洩、改ざん、破

壊、紛失などにより、損失を被り、社会的評価が悪影響を受ける情報セキュリティリスクが存在します。

当社グループは、情報資産を適切に保護・管理するため、各種規程を整備し、チーフ・インフォメーショ

ン・セキュリティ・オフィサー（CISO）を議長とする情報・ITシステムセキュリティ委員会を中心とした管理

体制を構築し、情報セキュリティに係る体制を強化しております。

ファイアウォールによる外部からの不正アクセスの防止、システムの脆弱性を悪用するウイルス対策、暗号

化技術の採用などによる情報漏洩対策の強化にも努めております。

その他、グループ全体のセキュリティガバナンス強化に重点的に取り組んでおり、サイバー攻撃を早期に検

知し影響を抑え込むソフトウエアの導入、不審メールに対する訓練など、セキュリティ対策をグループ全体に

展開しております。

また、定期的なセキュリティリスクアセスメントを通じて当社グループが抱えるセキュリティ上の課題・リ

スクを可視化し、優先度をつけた中長期的なセキュリティ対策を実施しております。

このように総合的な情報セキュリティの強化と事故防止に努めておりますが、近年急増しているサイバー攻

撃やコンピュータへの不正アクセスなどにより、個人情報を含めた重要な情報資産が漏洩又は毀損する可能性

は排除できません。なお、本社含めグループ連結会社でセキュリティリスクが顕在化した際には、対応にかか

る費用や取引先・顧客への補償費用といった予想される損失については、保険の付保による軽減に努めており

ます。しかしながら、被害の規模によっては当社グループの経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性が

あります。

⑭ 災害等リスク

地震、風水害などの自然災害や感染症の大規模な流行により事務所・設備・従業員とその家族などに被害が

発生し、当社グループに直接的又は間接的な影響を与える可能性があります。災害対策マニュアル並びに感染

症マニュアルの作成、防災訓練、従業員の安否確認システムの整備、事業継続計画（BCP）の策定などの対策を

講じております。

大規模な災害時における取引上のサプライチェーン維持の取り組みとして、代替取引先・代替商品の検討を

行い取引継続の強靭化に取り組むと共に、保険の付保を行うなどして被災した場合の損害の低減を講じており

ます。

しかしながら、被害を完全に回避できるものではなく、サプライチェーン寸断により当社グループの経営成

績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑮ 人的資本リスク

当社グループは、人材を会社の資本、価値の源泉と捉え、価値創造できる人材を輩出し続ける人的資本経営

を推進しており、経営戦略・事業戦略の実現に向けた人材の確保・育成に努めております。人材確保に関して

は、多様性の推進、イノベーションの創出、機能強化を目指し、M&Aやデジタル人材など専門性の高い人材の獲

得に注力するなど、人材ポートフォリオを意識した採用を推進しています。また、キャリア採用の強化を通じ

て、当社社員の年齢構成の適正化を図るほか、新卒・キャリア採用ともに女性比率の目標を設定し、ジェンダ

ーに関わらず適材適所で活躍できる環境の整備に取り組んでいます。

人材育成に関しては、「自らの意思で挑戦・成長し続ける多様な個」、「多様な個の力を最大化するミドル

マネジメントの強化」、「環境変化を先読みした機動的な人材配置・抜擢」を重点テーマと置き、経営人材、

デジタル人材、外国人人材など、事業戦略の実現に必要となる人材の育成を強化しています。重要テーマにつ

いては人材KPIを設定し、進捗や効果を定量的にモニタリングする体制を整備しています。

このように人材戦略に基づいた様々な取り組みを行っていても、高齢化に伴う労働人口の減少や、人材の流

動化により必要な資質・能力を有した人材の確保・育成が十分にできない場合、事業計画の進捗に遅れが生じ

る可能性があります。

人的資本リスクについては、「第２ 事業の状況 ２ サステナビリティに関する考え方及び取組 (2) 人材戦

略に関する基本方針 リスク管理（39ページ）」を併せてご参照ください。
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⑯ 品質に関するリスク

当社グループは、総合商社として様々な事業を展開しています。近時、事業領域が拡大・多様化するなか、

製造業やサービス業への進出も増加しています。それに伴い、品質管理体制強化の目的で、全社共通の品質管

理基本方針である「双日グループ・品質管理ポリシー」を制定し、現場での自律的、主体的な品質管理を推進

しております。また、全社横断組織として品質管理委員会を設置し、事業現場で提供するモノ・サービスの品

質管理状況を網羅的にモニタリングする体制を整えております。体制の概要は下図のとおりです。

図：品質管理モニタリング体制図

また、個々の事業においては、品質に起因したリスク発現に対して、事業特性も考慮しながら、顧客対応を

実践しており、品質管理委員会では、その実践状況を議論・研究し、成果や気付きを全社に共有の上、他事業

への応用・品質改善につなげる取り組みをしております。とりわけトレード事業においては、個々の商流のサ

プライチェーン全体を見据えた品質起因のリスクの洗い出しとリスク対応の点検を行っております。

しかしながら、品質問題の発生を完全に抑制することは困難であり、当該問題により生じた損害について、

当社グループが責任を負う可能性があります。このような場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に

悪影響を及ぼす可能性があります。

⑰ レピュテーションリスク

当社グループにおいて、製品やサービスの品質問題、コンプライアンス違反、情報漏洩やセキュリティ侵害

などの事象が発現した場合に、発生した事実はもとより、情報開示の適時性や開示内容の客観性などの不備不

足により、ステークホルダーからの当社グループへの信用やブランド価値が毀損する可能性があります。

対外発信においては、開示における透明性・適時性・公平性などを確認し、一貫性のある適切な発信が行わ

れるよう努めていますが、報道やSNSなどの情報により、当社グループの経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼ

す可能性があります。

また、当社グループのウェブサイト・SNSは、システムの脆弱性に起因する掲載情報の改ざんリスクや収集し

た個人情報の流出リスクに晒されております。システムの脆弱性に関しては、上記⑬の「情報セキュリティリ

スク」に記載のとおり、可能な限りの安全対策に努め、運用に関しては、グループ共通のSNS運用ポリシーや運

用規程を定め、当社グループからの適切な情報発信を行う体制を整えておりますが、このように情報発信内容

と運用における対策をもちましても、運用に起因する批判・非難の集中や意図しない著作権・商標権・肖像権

の侵害、取引先や顧客に限らない第三者による外部サイトやSNSに当社グループを特定しての投稿が為されるケ

ースもあり得ます。情報の真贋によらず、その内容と発信媒体あるいは時期により影響度は異なり、それを事

前に予測することはできないものの、当社グループの経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性がありま

す。
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４ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析)

(1) 当連結会計年度の経営成績の分析

当連結会計年度は、日本を除く各国中銀が金融引き締めから緩和に転じ始めました。一方、ロシアによるウクラ

イナ侵攻の長期化、予断を許さない状況が続く中東情勢、中国における景気の低迷に加え、2025年１月以降、米国

の新政権の政策変更など、地政学的な不確実性が増しています。

当社グループがビジネスを展開する地域を概観すると、米国ではFRBが2024年９月～12月において３回、計1.0％

の利下げを実施し、政策金利は4.25～4.5％になっています。消費・雇用は堅調に推移していますが、関税政策を含

む新政権の政策変更に伴い、今後の経済環境は不透明感が強まっています。

EU経済圏では、個人消費は底堅く推移していますが、製造業の不振が長期化しており、低成長が続いています。

ECBは2025年３月にインフレ圧力の鈍化と景気指標の下振れを受け、５会合連続の利下げを行い、政策金利は2.65％

となっています。

中国は、内需の低迷や不動産不況が課題であるものの、2024年後半からの金融緩和策などにより、2024年1～12月

の実質GDP成長率は政府目標の+5.0％前後を達成しました。一方で、米中の貿易摩擦は激化する方向にあり、先行き

は不透明な状況となっています。

ベトナムでは、米国などへの輸出が経済成長をけん引し、2024年１月～12月の実質GDP成長率は前年比+7.09％と

大幅に上昇しました。2025年初めも輸出は増加傾向にありますが、米国新政権の保護主義的政策の影響が懸念され

ます。

インドでは、民間消費や輸出が好調で、景気は堅調に推移しています。足元のインフレ率は中央銀行が想定範囲

内とする２～６％で推移しています。また、中央銀行は2025年２月に政策金利を6.5％から6.25％に約５年ぶりに引

き下げ、景気を下支えする方針を示しています。

日本では、日銀が2024年７月に続いて2025年１月にも利上げを行い、政策金利を0.5％程度としました。国内の景

気は緩やかに回復していますが、米国新政権の政策変更による影響には注視していく必要があります。

当期の当社グループの業績につきましては、次のとおりであります。

収益は、米国電気設備工事事業会社の取得及び米国省エネルギーサービス事業会社の取引増加によるエネルギ

ー・ヘルスケアでの増収に加え、パナマ自動車販売事業会社の前期取得による自動車での増収などにより、2兆

5,097億14百万円と前期比3.9％の増収となりました。

売上総利益は、米国省エネルギーサービス事業会社の取引増加及び米国電気設備工事事業会社の取得によるエネ

ルギー・ヘルスケアでの増益に加え、ベトナム業務用食品卸売事業会社の前期取得、冷凍マグロ加工販売事業会社

の利益率改善によるリテール・コンシューマーサービスでの増益により、前期比208億38百万円増益の3,467億93百

万円となりました。

税引前利益は、売上総利益の増益に加え、資産入れ替えに伴うその他の収益・費用の増加などにより、前期比98

億2百万円増益の1,353億円となりました。

当期純利益は、税引前利益1,353億円から、法人所得税費用211億1百万円を控除した結果、当期純利益は前期比

111億39百万円増益の1,141億99百万円となりました。また、親会社の所有者に帰属する当期純利益は前期比98億71

百万円増益の、1,106億36百万円となりました。

当期包括利益は、当期純利益にFVTOCIの金融資産や在外営業活動体の換算差額などを計上した結果、当期包括利

益は前期比668億40百万円減少し、1,064億43百万円となりました。また、親会社の所有者に帰属する当期包括利益

は前期比650億78百万円減少し、1,032億39百万円となりました。
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連結純損益計算書

（単位：億円）

2024/3期
実績

2025/3期
実績

前期比
増減

主な増減内容等

収益 24,146 25,097 951
エネルギー・ヘルスケア +391、自動車 +299、
化学 +273、航空・社会インフラ +221

売上総利益 3,260 3,468 208
エネルギー・ヘルスケア +95、リテール・コン
シューマーサービス +79、化学 +55、金属・資
源・リサイクル △124

販売費及び
一般管理費

△2,415 △2,699 △284 連結子会社の新規取得及び為替による増加 等

その他の収益・費用 32 123 91

当期:船舶事業一部売却益、関係会社の公募増
資による持分変動益、海外工業団地売却益 等
前期:冷凍マグロ加工販売会社の負ののれん、
国内太陽光発電事業売却 等

金融収益・費用 △58 △35 23

持分法による
投資損益

436 496 60 台湾洋上風力発電事業、アルミナ精錬事業 等

税引前利益 1,255 1,353 98

当期純利益 1,008 1,106 98

基礎的収益力(注) 1,217 1,227 10

主な一過性損益 △25 45 70

非資源 △29 31 60
当期：関係会社の公募増資による持分変動益、
海外工業団地売却益 等

資源 4 14 10

(注) 基礎的収益力＝売上総利益＋販売費及び一般管理費（貸倒引当金繰入・貸倒償却を除く）＋金利収支

＋受取配当金＋持分法による投資損益

(注) 販売費及び一般管理費のうち貸倒引当金繰入・貸倒償却金額は、前期比 △2億円（△2→△4）

(2) 資本の財源と資金の流動性及び調達状況について

① 財政状態

当期末の資産合計は、連結子会社の新規取得などにより、前期末比2,003億79百万円増加の3兆872億52百万円と

なりました。

負債合計は、新規調達による有利子負債の増加などにより、前期末比1,483億91百万円増加の2兆796億36百万円

となりました。

資本のうち親会社の所有者に帰属する持分合計は、配当金の支払いや、自己株式の取得があったものの、当期

純利益の積み上がりなどにより、前期末比448億80百万円増加の9,689億56百万円となりました。

この結果、当期末の自己資本比率は31.4％となりました。また、有利子負債総額から現金及び現金同等物、及

び定期預金を差し引いたネット有利子負債は前期末比1,900億円増加の8,872億90百万円となり、ネット有利子負

債倍率は0.92倍となりました。

(注) 自己資本比率及びネット有利子負債倍率の算出には、親会社の所有者に帰属する持分を使用しております。

また、有利子負債総額にはリース負債を含めておりません。
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連結貸借対照表

（単位：億円）

2024/3末
実績

2025/3末
実績

前期末比
増減

主な増減内容等

資産（流動/非流動） 28,869 30,873 2,004

営業債権及びその他の債権（流動）
・連結子会社の新規取得及び煙草取引による増
加

有形/無形/投資不動産
・連結子会社の新規取得による増加

持分法投資及びその他の投資
・持分法による投資損益及び新規投資による増
加

現金及び現金同等物 1,963 1,923 △40

営業債権及び
その他の債権（流動）

8,270 8,998 728

棚卸資産 2,883 2,759 △124

のれん 1,326 1,513 187

有形/無形資産/
投資不動産

3,365 3,818 453

持分法投資及び
その他の投資

7,470 7,768 298

その他 3,592 4,094 502

負債（流動/非流動） 19,313 20,797 1,484
営業債務及びその他の債務（流動）
・前期末日における休日影響の反動による減少

社債及び借入金
・新規調達による増加

自己資本
・当期純利益(1,106)
・配当支払(△317)
・自己株式の取得(△240)

営業債務及び
その他の債務（流動）

6,631 5,965 △666

社債及び借入金 9,067 10,864 1,797

その他 3,615 3,968 353

資本 9,556 10,076 520

自己資本(注) 9,241 9,690 449

(注) 自己資本は、資本のうち「当社株主に帰属する持分」とする

② キャッシュ・フロー

当期のキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは166億88百万円の支出、投資活動に

よるキャッシュ・フローは941億6百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローは1,063億88百万円の収入と

なりました。これに現金及び現金同等物に係る換算差額を調整した結果、当期末における現金及び現金同等物の

残高は1,922億99百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当期の営業活動による資金は、営業収入や配当収入があったものの、一時的な運転資金の増加などにより166

億88百万円の支出となりました。前期比では1,288億75百万円の支出増加となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当期の投資活動による資金は、米国電気設備工事事業会社への出資や有形固定資産の取得などにより941億6

百万円の支出となりました。前期比では1,065億35百万円の支出増加となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当期の財務活動による資金は、配当金の支払い及び自己株式の取得などの支出があったものの、借入金によ

る調達などにより1,063億88百万円の収入となりました。前期比では2,929億11百万円の収入増加となりまし

た。
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③ 資金の流動性と資金調達について

当社グループは、資金調達構造の安定性維持・向上を財務戦略の基本方針とし、一定水準の長期調達比率の維

持や、経済・金融環境の変化に備えた十分な手元流動性の確保により、安定した財務基盤の維持に努め、当期末

の流動比率は159.8％、長期調達比率は81.6％となりました。

また、資金調達の機動性及び流動性確保の補完機能を高めるため、円貨1,000億円（未使用）及び25.75億米ド

ル（11.54億米ドル使用）の長期コミットメントライン契約を有しております。

(3) セグメント情報

セグメント別の成長戦略、及び経営成績に係る変動要因の分析については以下のとおりです。

当社グループは、2024年４月１日付にて「航空産業・交通プロジェクト」、「インフラ・ヘルスケア」の一部

事業領域を再編し、「航空・社会インフラ」、「エネルギー・ヘルスケア」、「その他」へ変更しております。

自動車

（単位：億円）

2024/3期
実績

2025/3期
実績

前期比
増減

主な増減内容等

売上総利益 602 655 53
パナマ自動車販売事業からの収益貢献があ
る一方、豪州中古車販売事業の不振等によ
り当期純利益は減益

持分法投資損益 11 7 △4

当期純利益 23 16 △7

航空・社会インフラ

（単位：億円）

2024/3期
実績

2025/3期
実績

前期比
増減

主な増減内容等

売上総利益 213 263 50
防衛関連や航空機関連取引の増加に加え、
海外工業団地の売却や船舶事業の一部売却
に伴う利益等により当期純利益は増益

持分法投資損益 42 44 2

当期純利益 61 123 62

エネルギー・ヘルスケア

（単位：億円）

2024/3期
実績

2025/3期
実績

前期比
増減

主な増減内容等

売上総利益 314 409 95

省エネ・ESCO事業の収益拡大やLNG事業会社
の収益貢献等により当期純利益は増益

持分法投資損益 164 226 62

当期純利益 140 224 84

金属・資源・リサイクル

（単位：億円）

2024/3期
実績

2025/3期
実績

前期比
増減

主な増減内容等

売上総利益 483 359 △124

石炭事業の市況下落及び販売数量減少等に
より当期純利益は減益

持分法投資損益 191 176 △15

当期純利益 435 292 △143
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化学

（単位：億円）

2024/3期
実績

2025/3期
実績

前期比
増減

主な増減内容等

売上総利益 597 652 55 海外地域トレードを中心とした堅調な収益
伸長や工業塩関連での配当収益、前期にお
ける一過性損失の反動等により当期純利益
は増益

持分法投資損益 △2 △5 △3

当期純利益 148 200 52

生活産業・アグリビジネス

（単位：億円）

2024/3期
実績

2025/3期
実績

前期比
増減

主な増減内容等

売上総利益 341 351 10
海外肥料事業は販売数量増加等により堅調
に推移した一方、ベトナム製紙事業の減損
計上等により当期純利益は減益

持分法投資損益 9 12 3

当期純利益 75 64 △11

リテール・コンシューマーサービス

（単位：億円）

2024/3期
実績

2025/3期
実績

前期比
増減

主な増減内容等

売上総利益 573 652 79 ベトナム業務用食品卸売事業の収益貢献や、
水産事業や国内リテール事業が伸長した一
方、前期の負ののれんや商業施設の売却の
反動等により当期純利益は減益

持分法投資損益 20 26 6

当期純利益 131 114 △17

(4) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

IFRS会計基準に準拠した連結財務諸表の作成において、経営者は会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費

用の報告額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定を用いております。実際の結果はこれらの見積りと異なる場合が

あります。

見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直しております。会計上の見積りの見直しによる影響は、見積りを

見直した会計期間及び将来の会計期間において認識しております。

当社グループの連結財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重大なものは以下のとお

りであります。

① 金融商品の公正価値

当社グループは、資産又は負債の公正価値を測定する際に、入手可能な限り、市場の観察可能なデータを用い

ております。公正価値の具体的な算定方法は次のとおりであります。

(a) 資本性金融商品

上場株式については、取引所の価格によっております。非上場株式については、割引将来キャッシュ・フロー

に基づく評価技法、類似会社の市場価格に基づく評価技法、純資産価値に基づく評価技法、その他の評価技法を

用いて算定しております。非上場株式の公正価値測定に当たっては、割引率、評価倍率等の観察可能でないイン

プットを利用しており、必要に応じて一定の非流動性ディスカウント、非支配持分ディスカウントを加味してお

ります。非上場株式の公正価値の評価方針及び手続の決定はコーポレートにおいて行っており、評価モデルを含

む公正価値測定については、個々の株式の事業内容、事業計画の入手可否及び類似上場企業等を定期的に確認し、

その妥当性を検証しております。
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(b) デリバティブ金融資産及びデリバティブ金融負債

通貨関連デリバティブ

為替予約取引、直物為替先渡取引、通貨オプション取引及び通貨スワップ取引については、期末日の先物為

替相場に基づき算出しております。

金利関連デリバティブ

金利スワップについては、将来キャッシュ・フローを満期日までの期間及び信用リスクを加味した利率で割

り引いた現在価値により算定しております。

商品関連デリバティブ

商品先物取引については、期末日現在の取引所の最終価格により算定しております。商品先渡取引、商品オ

プション取引及び商品スワップ取引については、一般に公表されている期末指標価格に基づいて算定しており

ます。また、電力関連デリバティブについては発電量や価格見通しを踏まえた将来キャッシュ・フローの割引

現在価値により算定しております。

② 非金融資産の減損

当社グループは期末日において、資産が減損している可能性を示す兆候があるか否かを判定し、減損の兆候が

存在する場合には当該資産の回収可能価額を見積っております。のれん及び耐用年数の確定できない無形資産に

ついては毎期、さらに減損の兆候がある場合には都度、減損テストを実施しております。個別資産又は資金生成

単位の帳簿価額が回収可能価額を超過する場合には、当該資産を回収可能価額まで減額し、減損損失を認識して

おります。

回収可能価額は、個別資産又は資金生成単位の処分コスト控除後の公正価値と使用価値のいずれか高い金額と

しております。公正価値は市場参加者間の秩序ある取引において成立し得る価格を合理的に見積もって算定して

おります。使用価値は、貨幣の時間価値及び個別資産又は資金生成単位に固有のリスクに関する現在の市場の評

価を反映した税引前の割引率を用いて、見積将来キャッシュ・フローを割引いて算定しております。将来キャッ

シュ・フロー見積りにあたって利用する事業計画は原則として５年を限度としております。なお、当社グループ

は、使用価値及び公正価値の算定上の複雑さに応じて外部専門家を適宜利用しております。

過年度にのれん以外の資産について認識した減損損失については、期末日において、認識した減損損失がもは

や存在しない又は減少している可能性を示す兆候があるか否かを判定しております。このような兆候が存在する

場合には、回収可能価額の見積りを行い、当該回収可能価額が資産の帳簿価額を上回る場合には、帳簿価額を回

収可能価額まで増額し、減損損失の戻入れを認識しております。のれんについて認識した減損損失は、以後の期

間において戻入れておりません。

なお、持分法適用会社に対する投資の帳簿価額の一部を構成するのれんは区分して認識しないため、個別に減

損テストを実施しておりません。持分法適用会社に対する投資が減損している可能性が示唆されている場合には、

投資全体の帳簿価額について回収可能価額を帳簿価額と比較することにより単一の資産として減損テストを行っ

ております。

当社グループでは、固定資産の減損会計等の会計上の見積りについて、連結財務諸表作成時において入手可能

な情報に基づき実施しております。

③ 引当金

引当金は、過去の事象の結果として現在の債務(法的債務又は推定的債務)を有しており、当該債務を決済する

ために経済的便益を有する資源の流出が生じる可能性が高く、当該債務の金額について信頼性のある見積りが可

能である場合に認識しております。

貨幣の時間的価値の影響に重要性がある場合、当該負債に特有のリスクを反映させた現在の税引前の割引率を

用いて割引いた金額で引当金を計上しております。
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④ 確定給付制度債務の測定

確定給付制度は、確定拠出制度以外の退職給付制度であります。確定給付制度債務は、制度ごとに区別して、

従業員が過年度及び当年度において提供したサービスの対価として獲得した将来給付額を見積り、当該金額を現

在価値に割り引くことによって算定しております。制度資産の公正価値は当該算定結果から差し引いておりま

す。

割引率は、当社グループの確定給付制度債務と概ね同じ満期日を有するもので、かつ支払見込給付と同じ通貨

建ての、主として報告日における信用格付けAAの債券の利回りであります。

過去勤務費用は、即時に純損益で認識しております。

当社グループは、確定給付制度から生じるすべての確定給付負債（資産）の純額の再測定を即時にその他の包

括利益で認識しており、直ちに利益剰余金に振り替えております。

⑤ 繰延税金資産の回収可能性

繰延税金資産及び繰延税金負債は、資産及び負債の帳簿価額と税務基準額との差額である一時差異、税務上の

繰越欠損金及び繰越税額控除について認識しており、期末日における法定税率又は実質的法定税率、及び税法に

基づいて、資産が実現する期又は負債が決済される期に適用されると予想される税率又は税法で算定しておりま

す。

繰延税金資産は、将来減算一時差異、税務上の繰越欠損金及び繰越税額控除のうち、将来課税所得に対して利

用できる可能性が高いものに限り認識しております。繰延税金資産の帳簿価額は期末日において再検討しており、

繰延税金資産の便益を実現させるだけの十分な課税所得を稼得する可能性が高くなくなった範囲で繰延税金資産

の帳簿価額を減額しております。

(目標とする経営指標の達成状況等)

「第２ 事業の状況 １ 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (2) 「中期経営計画2026」の進捗状況(15

～19ページ)」をご参照ください。

(販売、仕入及び成約の状況)

① 販売の状況

「(１) 当連結会計年度の経営成績の分析」及び「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 注記5 セグメント

情報」をご参照下さい。

② 仕入の状況

仕入は販売と概ね連動しているため、記載は省略しております。

③ 成約の状況

成約は販売と概ね連動しているため、記載は省略しております。

(注) 将来情報に関するご注意

本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断す

る一定の前提に基づいており、業績を確約するものではありません。実際の業績等は、内外主要市場の経済状況や為替

相場の変動など様々な要因により大きく異なる可能性があります。重要な変更事象等が発生した場合は、適時開示等に

てお知らせします。

５ 【重要な契約等】

一部の銀行借入等に係る契約では、財務制限条項により連結純資産水準等の一定の財務内容の維持が求められてお

りますが、「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正す

る内閣府令」附則第３条第４項により、当該契約に係る記載を省略しております。

６ 【研究開発活動】

特記事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

(1) 提出会社

当連結会計年度において、重要な設備投資及び設備の除却、売却等はありません。

(2) 国内子会社

当連結会計年度において、重要な設備投資及び設備の除却、売却等はありません。

(3) 在外子会社

当連結会計年度において、連結範囲の変更により以下の設備が新たに当社グループの主要な設備となりました。

セグメントの
名称

会社名 設備の内容 所在地
土地
面積
(千㎡)

土地 建物
使用権
資産

投資不動産 その他

帳簿価額
(百万円)

帳簿価額
(百万円)

帳簿価額
(百万円)

帳簿価額
(百万円)

帳簿価額
(百万円)

エネルギー・
ヘルスケア

LBS Digital
Infrastructure
Corp.

通信タワー
フィリピン・
カガヤン州他

－ － － 2,636 － 8,790

(注) 帳簿価額は当連結会計年度末のものです。
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２ 【主要な設備の状況】

当社グループ(当社及び連結子会社)の2025年３月31日現在における主要な設備は以下のとおりであります。

(1) 提出会社

セグメントの
名称

事業所名 設備の内容 所在地
従業
員数
(人)

土地
面積
(千㎡)

土地 建物
使用権
資産

投資不動産
その他
（注）

帳簿価額
(百万円)

帳簿価額
(百万円)

帳簿価額
(百万円)

帳簿価額
(百万円)

帳簿価額
(百万円)

その他 東京本社 本社オフィス 東京都千代田区 1,832 － － 1,278 27,186 － 409

その他 関西支社 支社オフィス
大阪府大阪市
北区

65 － － 146 1,284 － 9

リテール・
コンシューマ
ーサービス

西神中央SC 商業施設
兵庫県神戸市
西区

－ － － － － 2,315 －

(注) 「その他」には、構築物、器具備品、無形資産が含まれております。

(2) 国内子会社

セグメントの
名称

会社名 設備の内容 所在地
従業
員数
(人)

土地
面積
(千㎡)

土地 建物
使用権
資産

投資不動産
その他
（注１）

帳簿価額
(百万円)

帳簿価額
(百万円)

帳簿価額
(百万円)

帳簿価額
(百万円)

帳簿価額
(百万円)

エネルギー・
ヘルスケア

未来創電
上三緒㈱

太陽光発電所 福岡県飯塚市 － － － － 226 － 2,963

化学
エヌアイ
ケミカル㈱

タンク設備
千葉県千葉市
美浜区

28 57 2,096 286 10 42 1,993

生活産業・
アグリビジネス

双日五島開発
㈱

リゾート
ホテル

長崎県五島市 1 16 84 1,839 25 － 300

リテール・
コンシューマ
ーサービス

第一紡績㈱
（注２）

物流センター
岐阜県羽島郡
笠松町

42 74 1,969 148 － 375 22

マリンフーズ
㈱

本社オフィス
及び工場

東京都港区他 936 86 1,571 1,439 1,013 － 2,018

(注) １ 「その他」には、構築物、器具備品、機械装置、車両運搬具、無形資産が含まれております。

２ 2025年５月１日を以って、第一紡績㈱は双日ロジテック㈱に社名変更しております。
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(3) 在外子会社

セグメントの
名称

会社名 設備の内容 所在地
従業
員数
(人)

土地
面積
(千㎡)

土地 建物
使用権
資産

投資不動産
その他
（注）

帳簿価額
(百万円)

帳簿価額
(百万円)

帳簿価額
(百万円)

帳簿価額
(百万円)

帳簿価額
(百万円)

自動車

Sojitz

Automotive

Group,Inc.

展示場
米国・
カリフォルニア

443 148 2,458 4,202 11,095 － 11,054

Albert

Automotive

Holdings Pty

Ltd

店舗及び
本社オフィス
等

豪州・
ビクトリア州他

273 83 － 350 3,779 － 4,543

PREMIUM

PROPERTIES

INTERNATIONAL,

S.A.

展示場
パナマ・
パナマ

－ 104 11,444 3,254 － － 347

航空・社会
インフラ

Sojitz
Transit &
Railway
Canada Inc.

自社工場
カナダ・
モントリオール
他

583 137 2,125 1,326 381 － 2,242

Southwest
Rail
Industries,
Inc.

貨車
米国・
テキサス

－ － － 36 － － 24,516

Long Duc
Investment
Pte. Ltd.

工業団地
インフラ設備
等

ベトナム・
ドンナイ省

54 － － 107 202 2,671 1,115

PT. SDI
PROPERTIES
INDONESIA

賃貸住宅等
インドネシア・
ブカシ

60 11 902 2,482 2 － 111

エネルギー・
ヘルスケア

Sojitz Energy
Development
Ltd.

石油ガス権益
及び関連設備

イギリス領・
北海

－ － － － － － 6,530

S4 Chile SpA 太陽光発電所
チリ共和国・
タラパカ州

－ 3,000 － － 218 － 19,928

LBS Digital
Infrastructure
Corp.

通信タワー
フィリピン・
カガヤン州他

76 － － － 2,636 － 8,790

金属・資源・
リサイクル

Sojitz
Resources
(Australia)
Pty.Ltd.

ボーキサイト
権益及びアル
ミナ精製設備

豪州・
ワースレー

－ 4,513 217 － 3,459 － 12,117

Sojitz
Development
Pty Ltd

炭鉱権益
及び関連設備

豪州・
グレゴリー他

－ 164,212 570 886 882 － 43,614

化学
PT.Kaltim
Methanol
Industri

本社オフィス
及び工場

インドネシア・
ジャカルタ

224 － － 8 176 － 1,243

生活産業・
アグリビジネス

Thai Central
Chemical
Public
Co.,Ltd.

本社オフィス
及び工場

タイ・
バンコク

880 376 1,290 1,098 227 128 6,410

Saigon Paper
Corporation

本社オフィス
及び工場

ベトナム・
ホーチミン

1,074 － － 49 431 － 12,459

リテール・
コンシューマ
ーサービス

KHANH VINH
CORPORATION
LIMITED
LIABILITY
COMPANY

倉庫等
ベトナム・
ロンアン省

163 － － 5 3,130 － 382

その他 双日米国会社
本社オフィス
等

米国・
ニューヨーク

84 － － 127 1,488 － 314

(注) 「その他」には、構築物、器具備品、機械装置、車両運搬具、無形資産が含まれております。

３ 【設備の新設、除却等の計画】

該当事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 500,000,000

計 500,000,000

② 【発行済株式】

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(2025年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2025年６月16日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 225,000,000 225,000,000
東京証券取引所
プライム市場

当社の発行済株式は全て
完全議決権株式であり、
かつ、権利内容が同一の
株式であります。
単元株式数は100株であ
ります。

計 225,000,000 225,000,000 － －

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2021年10月１日
(注１)

△1,001,199,601 250,299,900 － 160,339 － 152,160

2023年４月７日
(注２)

△15,299,900 235,000,000 － 160,339 － 152,160

2023年９月29日
(注３)

△10,000,000 225,000,000 － 160,339 － 152,160

(注) １ 2021年10月１日付で普通株式５株を１株に併合する株式併合を実施したため、

発行済株式総数が1,001,199,601株減少しております。

２ 2023年３月31日開催の取締役会決議に基づき、2023年４月７日付で自己株式を消却したため、

発行済株式数が15,299,900株減少しております。

３ 2023年９月22日開催の取締役会決議に基づき、2023年９月29日付で自己株式を消却したため、

発行済株式数が10,000,000株減少しております。

(5) 【所有者別状況】

2025年３月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況

(株)
政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数
(人)

－ 77 43 1,108 407 239 140,066 141,940 －

所有株式数
(単元)

－ 717,738 133,406 77,360 469,142 558 826,125 2,224,329 2,567,100

所有株式数
の割合(％)

－ 32.27 6.00 3.48 21.08 0.03 37.14 100.00 －

(注) １ 自己株式12,850,211株は「個人その他」の欄に128,502単元、「単元未満株式の状況」の欄に11株を含めて

記載しております。

２ 株式会社証券保管振替機構名義の株式480株は「その他の法人」の欄に４単元、「単元未満株式の状況」の

欄に80株を含めて記載しております。
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(6) 【大株主の状況】

2025年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の

総数に対する
所有株式数の
割合(％)

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託
口)(注２)

東京都港区赤坂一丁目８－１ 39,663 18.70

株式会社日本カストディ銀行（信託口)(注２) 東京都中央区晴海一丁目８－12 15,557 7.33

日本証券金融株式会社
東京都中央区日本橋茅場町一丁目２－
10

4,290 2.02

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目９－２ 3,977 1.87

野村信託銀行株式会社（投信口)(注２) 東京都千代田区大手町二丁目２－２ 3,631 1.71

ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＡＮＤ
ＴＲＵＳＴ ＣＯＭＰＡＮＹ ５０５００１
（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部）

ONE CONGRESS STREET, SUITE 1,
BOSTON, MASSACHUSETTS
（東京都港区港南二丁目15－１）

3,088 1.46

ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＡＮＤ
ＴＲＵＳＴ ＣＯＭＰＡＮＹ ５０５１０３
（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部）

ONE CONGRESS STREET, SUITE 1,
BOSTON, MASSACHUSETTS
（東京都港区港南二丁目15－１）

2,853 1.35

ＪＰモルガン証券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目７－３ 2,771 1.31

ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＷＥＳＴ
ＣＬＩＥＮＴ － ＴＲＥＡＴＹ ５０５２３４
（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部）

1776 HERITAGE DRIVE,
NORTH QUINCY,
MA 02171, USA
（東京都港区港南二丁目15－１）

2,702 1.27

ＴＨＥ ＢＡＮＫ ＯＦ ＮＥＷ ＹＯＲＫ
ＭＥＬＬＯＮ １４００４４
（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部）

240 GREENWICH STREET,
NEW YORK, NY 10286, USA
（東京都港区港南二丁目15－１）

1,761 0.83

計 － 80,293 37.85

(注) １ 所有株式数は千株未満を切り捨て、発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は小

数点第３位以下を四捨五入して表示しております。

２ 上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 39,463千株

株式会社日本カストディ銀行 15,540千株

野村信託銀行株式会社 3,631千株

３ 各株主の持株数につきましては信託口等をまとめて集計しておりません。

４ 2025年４月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、株式会社 三菱ＵＦ

Ｊフィナンシャル・グループ及びその共同保有者が2025年４月14日現在で以下の株式を所有している旨が記

載されているものの、当社として2025年３月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上

記大株主の状況には含めておりません。
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なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数の
割合(％)

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４－５ 5,540 2.46

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社 東京都港区東新橋一丁目９－１ 3,454 1.54
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2025年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式(自己株式等) － － －

議決権制限株式(その他) － － －

完全議決権株式(自己株式等)

（自己保有株式）
普通株式 12,850,200

－ 単元株式数：100株

（相互保有株式）
普通株式 40,000

－ 単元株式数：100株

完全議決権株式(その他)
普通株式

2,095,427 単元株式数：100株
209,542,700

単元未満株式
普通株式

－ １単元(100株)未満の株式
2,567,100

発行済株式総数 225,000,000 － －

総株主の議決権 － 2,095,427 －

(注) １ 役員報酬BIP信託にかかる信託口が所有する当社株式が、「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式に

1,320,500株（議決権13,205個）含まれております。

２ 単元未満株式に含まれる自己株式及び役員報酬BIP信託に係る信託口が所有する当社株式は下記のとおりで

あります。

双日株式会社 11株

役員報酬BIP信託口 ４株

３ 株式会社証券保管振替機構名義の失念登録の株式を「完全議決権株式(その他)」に400株（議決権４個）、

「単元未満株式」の欄に80株を含めて記載しております。

② 【自己株式等】

2025年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

双日株式会社 (自己保有株式)
東京都千代田区内幸町
二丁目１－１

12,850,200 ― 12,850,200 5.71

フジ日本株式会社 東京都中央区日本橋兜町
６－７

40,000 ― 40,000 0.02
(相互保有株式)

計 － 12,890,200 ― 12,890,200 5.73

(注) １ 上記の自己保有株式及び自己保有の単元未満株式11株のほか、役員報酬BIP信託にかかる信託口が所有する

当社株式1,320,504株を連結財務諸表上、自己株式として処理しております。

２ 2024年９月27日開催の取締役会決議に基づき、2024年10月１日から2025年３月24日までの期間に自己株式

6,500,000株を取得しております。
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(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】

取締役などに対する業績連動型株式報酬等の報酬制度

2024年６月18日開催の第21回定時株主総会において、当社は、取締役及び執行役員（社外取締役、監査等委員

である取締役及び国内非居住者を除き、以下「取締役など」という。）を対象に、当社の中長期的な業績の向上

と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、会社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の

高い役員報酬制度として、業績連動型株式報酬等の報酬制度（以下「本制度」という。）の継続及び一部改定を

決議いたしました。本制度は取締役などの会社業績への中長期的な貢献をその累計の職務執行期間に応じて評価

することを目的としており、取締役などの退任後に交付などをされる株式総数などが最終確定することを企図し

ております。

(a) 制度の概要

本制度は、役員報酬BIP（Board Incentive Plan）信託（以下「BIP信託」という。）を用いた株式報酬制度

です。BIP信託は、欧米の業績連動型株式報酬（Performance Share）及び譲渡制限付株式報酬（Restricted

Stock）と同様に、役位や業績指標の達成度などに応じて当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭（以

下「当社株式など」という。）並びに当社株式などに生じる配当金を取締役などに交付及び給付する仕組みで

す。

(b) 取締役などに取得させる予定の株式の総額

2018年８月７日に1,727,600株、689百万円をBIP信託口が取得しております。

また、2021年10月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を実施後、2021年12月１日に700,100

株、1,342百万円、2024年８月21日付で538,300株、2,006百万円をBIP信託口が取得しております。

なお、当事業年度末の当該信託内の株式の数及び帳簿価額は、それぞれ1,320,504株及び3,525百万円です。

(c) 本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

取締役などのうち退任などの交付条件を満たす者。
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２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】会社法第155条第３号及び会社法第155条第７号並びに会社法第155条第８号による普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

取締役会（2024年２月22日）での決議状況
（取得期間2024年２月26日～2024年４月30日）

4,000,000 16,000,000,000

当事業年度前における取得自己株式 3,226,800 12,596,293,900

当事業年度における取得自己株式 773,200 3,041,588,400

残存決議株式の総数及び価額の総額 － －

当事業年度の末日現在の未行使割合（％） － －

当期間における取得自己株式 － －

提出日現在の未行使割合（％） － －

(注) 2024年２月22日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得は、2024年４月５日の自己株式取得をもって、

終了しております。

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

取締役会（2024年９月27日）での決議状況
（取得期間2024年10月１日～2025年３月31日）

6,500,000 25,000,000,000

当事業年度前における取得自己株式 － －

当事業年度における取得自己株式 6,500,000 20,927,075,900

残存決議株式の総数及び価額の総額 － －

当事業年度の末日現在の未行使割合（％） － －

当期間における取得自己株式 － －

提出日現在の未行使割合（％） － －

(注) 2024年９月27日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得は、2025年３月24日の自己株式取得をもって、

終了しております。

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

取締役会（2025年５月1日）での決議状況
（取得期間2025年５月２日～2025年７月31日）

2,800,000 10,000,000,000

当事業年度前における取得自己株式 － －

当事業年度における取得自己株式 － －

残存決議株式の総数及び価額の総額 2,800,000 10,000,000,000

当事業年度の末日現在の未行使割合（％） 100.00 100.00

当期間における取得自己株式 982,500 3,480,093,594

提出日現在の未行使割合（％） 64.91 65.20
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(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数(株) 価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式 5,770 21,274,768

当期間における取得自己株式 801 2,747,874

(注) 当期間における取得自己株式には、2025年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株の買取りに

よる株式数は含めておりません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分
当事業年度 当期間

株式数(株) 処分価額の総額(円) 株式数(株) 処分価額の総額(円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

－ － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、株式交付、会社
分割に係る移転を行った取得自己
株式

－ － － －

その他（単元未満株式の買増請求
による売渡による減少）

510 1,792,560 80 237,320

その他（業績連動型株式報酬制度
の継続及び一部改定に伴う第三者
割当）

538,300 2,006,244,100 － －

保有自己株式数 12,850,211 － 13,833,432 －

(注) １ 当期間における保有自己株式には、2025年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株の買取りに

よる株式数は含めておりません。

２ 当事業年度及び当期間における保有自己株式数には、役員報酬BIP信託に係る信託口が所有する当社株式は

含まれておりません。
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３ 【配当政策】

当社は、安定的かつ継続的に配当を行うと共に、内部留保の拡充と有効活用によって企業競争力と株主価値を向上

させることを基本方針とし、経営の最重要課題の１つと位置づけております。

この基本方針のもと、「中期経営計画2026」においては、中計期間３ヶ年累計の基礎的営業キャッシュ・フロー

（注１）の３割程度を株主還元に充当します。また、株主資本DOE（注２）4.5％を基本とする累進的な配当方針とし

ております。

(注) １ 基礎的営業キャッシュ・フロー：会計上の営業キャッシュ・フローから運転資金増減等を控除したもの

２ 株主資本DOE：支払配当 ÷ 株主資本

３ 株主資本：その他の資本の構成要素を除外した前期末自己資本

(1) 当期末の配当

上記基本方針及び当期の決算を踏まえた自己資本の状況などを総合的に勘案し、以下のとおりとします。

①配当財産の種類

金銭

②株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき75円、総額159億11百万円

なお、2024年12月２日に１株当たり75円の中間配当金をお支払いしておりますので、１株当たりの年間配当は

150円、年間配当総額は323億10百万円となります。

③剰余金の配当の効力が生じる日

2025年６月２日

（注）基準日が当事業年度に属する取締役会決議による剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

2024年５月１日
16,398 75.00

取締役会決議

2025年５月１日
15,911 75.00

取締役会決議

(2) 次期の配当

当社は、会社法第459条第１項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会の決議によって行うことを可能とする

旨、定款に定めております。

2026年３月期の中間配当は、配当基準日である2025年９月30日時点の発行済普通株式に対し、１株当たり82円50

銭とすることを、2025年５月１日開催の取締役会にて決議しております。当該中間配当の配当総額は、17,271百

万円（効力発生日：2025年12月１日）の見込みです。詳細については、同日に公表しました「剰余金の配当

（2025年３月期期末配当及び2026年３月期中間配当）に関するお知らせ」をご参照ください。
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４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① 基本的な考え方

当社は、「双日グループ企業理念」（「双日グループは、誠実な心で世界を結び、新たな価値と豊かな未来を

創造します」）に加え、「2030年双日の目指す姿」（「事業や人材を創造し続ける総合商社」）に基づき、中長

期にわたる企業価値の向上を図っております。

この実現に向け、コーポレート・ガバナンスの充実が経営の重要課題であるとの認識のもと、株主をはじめと

するステークホルダーに対する経営責任と説明責任を果たすことを含め、健全性、透明性、効率性の高い経営体

制の確立に努めております。このような考えのもと、当社は、2020年６月より、取締役会議長を独立社外取締役

とし、また、指名・報酬委員会につき独立社外取締役が過半数を占める構成としました。さらに、2023年６月か

らは、取締役会の過半数を独立社外取締役とし、2024年６月には、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員

を取締役会の構成員とすることで取締役会の監督機能を強化すると共に取締役会から業務執行取締役への権限委

任を進めることで意思決定の迅速化を図るべく監査等委員会設置会社へ移行するなど、経営の透明性確保とコー

ポレート・ガバナンス体制の強化を図ってまいりました。

このような体制のもと、経営判断の質とスピードを高め、絶え間なく変化し続ける事業環境のもとで当社グル

ープの企業価値向上を図ってまいります。

＜コーポレート・ガバナンス体制図（定時株主総会終結時点（2025年６月18日））＞

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

1) 経営及び業務執行体制

当社では、「経営の監督及び意思決定」と「業務執行」の分離による権限と責任の明確化及び業務執行の迅速

化を実現するため、執行役員制度を導入しております。

取締役会は、当社グループ経営に係る基本方針と最重要案件の審議、決議を行う最高意思決定機関であると共

に、業務執行機関からの重要事項の付議、定例報告などを通じて業務の執行状況の監督を行っております。

業務執行機関としては、当社グループの経営及び執行に係る重要事項を全社的視野並びに中長期的な観点で審

議、決裁する経営会議を設置し、最高経営責任者である社長が議長を務めております。加えて、社長管下には、

重要な投融資案件を審議・決裁する投融資審議会、重要な人事事項を審議・決裁する人事審議会、組織横断的な

視点で取り組むべき事項を推進する社内委員会を設置しております。

なお、急速な経営環境の変化に迅速かつ適切に対応し、経営に対する責任を明確にするため、取締役（監査等

委員である取締役を除く。）と執行役員の任期を１年としております。



― 77 ―

2) 経営に対する監視・監督体制

当社では、取締役会の業務執行に対する監督機能の強化と客観的かつ多様な視点から適切な助言・提言を受け

ることを目的に、取締役会の過半数を独立社外取締役とし、取締役会の議長を独立社外取締役としています。

また、当社は監査等委員会設置会社であり、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員が取締役会の構成員

となります。これにより、取締役会における議論に監査結果を反映させることが可能となり、取締役会の監督機

能の一層の強化を図ります。

加えて、取締役会の諮問機関である指名委員会、報酬委員会についても、その過半数を独立社外取締役とし、

委員長を独立社外取締役とすることにより、取締役の選任、報酬に関する妥当性、透明性を確保しております。

③ 会社の機関

1) 取締役会

最高意思決定機関として、当社グループ経営に係る基本方針と最重要案件の審議・決議を行うと共に、業務執

行機関からの重要事項の付議、定例報告などを通じて業務の執行状況の監督を行っております。また、社外取締

役は、業務執行取締役及び当社執行体制全般に対する監督、当社ガバナンス体制全般への意見具申を行っており

ます。

● 取締役の選任方針

広範で多岐にわたる事業を行う総合商社における適切な意思決定・経営監督の実現のため、取締役の選任にお

いては、ジェンダー、年齢、国際性等の多様性を考慮し、社内及び社外それぞれから豊富な経験、高い見識、高

度な専門性を有する者を複数選任することとしております。

● 取締役の選任手続き

上記選任方針に基づき、取締役会の諮問機関である指名委員会の審議結果を踏まえ、取締役会が個々の候補の

実績並びに取締役としての資質について審議の上決議し、株主総会に付議しております。

● 取締役会の構成

当社は、定款において取締役の員数を12名以内（うち監査等委員である取締役は５名以内）と定めています。

有価証券報告書提出日現在の取締役会は取締役計11名で構成されております。取締役会の構成の内訳は次のと

おりであり、取締役会の監督機能の強化による透明性の高い経営の実現を図っております。

当社は2025年６月18日開催予定の第22回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員であ

る取締役を除く。）７名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が

原案どおり承認可決された場合においても同様に、取締役会の構成の内訳は以下のとおりとなる予定です。なお、

以下記載の表は、当該定時株主総会でかかる議案が承認可決された場合の人員構成であり、株主総会の直後に開

催が予定される取締役会及び監査等委員会の決議事項の内容を含めて記載しております。

＜構成の内訳＞

・独立社外取締役は、11名中６名（過半数）

・取締役（監査等委員である取締役を除く。）は７名（うち３名は独立社外取締役）、監査等委員である取締役

は４名（うち３名は独立社外取締役）

・女性取締役は、11名中４名（36.4％）

・取締役会の議長は、独立社外取締役
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(注) ◎：委員長

氏名 役職等 指名委員会 報酬委員会

監査等委員

でない取締役

藤本 昌義 業務執行取締役 ― ―

植村 幸祐 業務執行取締役 〇 〇

渋谷 誠 業務執行取締役 ― ―

荒川 朋美 業務執行取締役 ― ―

亀岡 剛 独立社外取締役 ／ 取締役会議長 〇 〇

朱 殷卿 独立社外取締役 〇 ◎

定塚 由美子 独立社外取締役 ◎ 〇

監査等委員

である取締役

真鍋 佳樹 取締役（常勤監査等委員・委員長） ― ―

小久江 晴子 独立社外取締役（監査等委員） ― ―

鈴木 智子 独立社外取締役（監査等委員） ― ―

武田 和彦 独立社外取締役（監査等委員） ― ―

● スキルマトリックス

当社経営戦略の実践にあたり、当社取締役会には、執行による迅速かつ果敢な意思決定を支援し、的確に業務

執行を監督することが求められます。

そのため取締役会として、国際情勢・経済・文化などに関する知見と、多様性を受容し対話できるグローバル

な視点が重要と考えます。加えて、経営戦略や施策の策定・遂行に関する知見、持続的な成長に向け、機会を創

出するM&Aや投融資・金融・デジタルトランスフォーメーションの知見、事業価値を高める事業経営の経験が重要

と考えています。

また、事業基盤を強固にするためのリスクマネジメント、法務、財務・会計、人事、内部統制、さらには脱炭

素社会の実現、人権などの社会課題の解決を一層推し進めるための環境・社会に関する専門性が必要と考えま

す。

氏名
グロー

バル
企業経営

法務・リス

クマネジメ

ント

事業投資

・M＆A

財務・

会計

人事戦略

・人材マネ

ジメント

内部統制
環境・

社会
デジタル

藤本 昌義 ● ● ● ●

植村 幸祐 ● ● ● ●

渋谷 誠 ● ● ● ●

荒川 朋美 ● ● ● ●

亀岡 剛 ● ● ● ●

朱 殷卿 ● ● ● ●

定塚 由美子 ● ● ● ●

真鍋 佳樹 ● ● ● ●

小久江 晴子 ● ● ● ●

鈴木 智子 ● ● ● ●

武田 和彦 ● ● ● ●

(注) １ 取締役会に必要とされるスキル、キャリア、専門性は、事業環境の変化及び経営方針の変更に応じて見直し

ていきます。

２ 経営の監督にあたり、各役員の知見から特に注視すべき分野に●印をつけています。
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＜スキルの選定主旨＞

グローバル 当社は、多様な事業をグローバルに展開しており、海外での事業経営経験等から得られ

る、国際情勢・経済・文化に関する見識が重要と考えています。

企業経営 当社は、国内外の事業会社・海外拠点の経営経験や、本社での業務執行経験等から得ら

れる、事業経営やコーポレート・ガバナンスに関する知見が重要と考えています。

法務・リスクマネジメ

ント

当社は、業務執行に伴う重要なリスクを予見し、適切な契約行為やリスクマネジメント

が取られているかを監督するための知見が重要と考えています。

事業投資・M＆A 当社は、経営戦略、ガバナンス方針、社会・環境への影響等を俯瞰し、事業投資やM&A

の経営判断・監督をするための知見が重要と考えています。

財務・会計 当社は、持続的な成長・企業価値向上・財務基盤強化に向け、財務・会計・税務の分野

における専門的な知見が重要と考えています。

人事戦略・人材マネジ

メント

当社は、「事業や人材を創造し続ける総合商社」の実現に向け、人的資本強化と組織文

化向上への持続的な取り組みに関する知見が重要と考えています。

内部統制 当社は、業務執行への監視・確認・牽制機能や、適切な法規対応、運用、改善が行われ

ているかを監督する専門的な知見が重要と考えています。

環境・社会 当社は、事業拡充や持続的成長などの「双日が得る価値」と、地域経済発展や環境保全

などの「社会が得る価値」といった『２つの価値』の創造を図っており、その実現に向

け、世界的な環境問題や社会課題への知見が重要と考えています。

デジタル 当社は、"Digital-in-All"を掲げ全てのビジネスにデジタル技術を活用することを目指

します。ビジネスモデルの変革や創出などの「攻め」のDXと、効率化やセキュリティ強

化などの「守り」のDXを監督するデジタルの知見が重要と考えています。

● 2024年度における取締役会の活動状況

当社は、取締役会を毎月１回開催するほか必要に応じて随時開催しています。2024年度の取締役会の出席状況

は以下のとおりでした。

氏名 取締役会 出席率

監査等委員

でない取締役

藤本 昌義 15回中15回 100％

植村 幸祐 (注１) 11回中11回 100％

渋谷 誠 (注１) 11回中11回 100％

荒川 朋美 (注１) 11回中11回 100％

亀岡 剛 15回中15回 100％

齋木 尚子 (注２) 15回中15回 100％

朱 殷卿 15回中15回 100％

監査等委員

である取締役

真鍋 佳樹 15回中15回 100％

山本 員裕 (注１、２) 11回中11回 100％

小久江 晴子 15回中15回 100％

鈴木 智子 (注１) 11回中11回 100％

(注) １ 植村幸祐氏、渋谷誠氏、荒川朋美氏、山本員裕氏及び鈴木智子氏は、2024年６月18日の取締役就任後に開

催された取締役会11回全てに出席しております。なお、山本員裕氏は、監査等委員会設置会社への移行前

は当社の監査役に就任しており、2024年度において移行前の期間に開催された取締役会４回のうち４回出

席しております。

２ 齋木尚子氏は、2025年６月18日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定です。また、山本員裕

氏は、2025年６月18日開催予定の定時株主総会終結の時をもって辞任予定です。
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● 取締役会での審議内容など

当社は、法令・定款によるほか、取締役会規程を定め、経営方針・経営計画や重要な人事などの当社グループ

経営に係る基本事項・重要事項並びに定量面より重要性の高い投融資案件などの業務執行に係る重要事項に関し

て、取締役会で審議・決議しております。取締役会決議事項を除く業務執行に関しては、各事案の内容・規模・

重要性・リスクなどに応じて、最高経営責任者である社長、その管下の業務執行機関である経営会議・投融資審

議会・人事審議会などにおいて、審議・決裁しております。

当社は、2024年６月に監査等委員会設置会社へ移行したことにより、取締役会から業務執行取締役への権限委

任を進めました。また、取締役会におけるモニタリングのための議論を効果的・効率的なものとするため、従来

の報告事項を体系的に整理し、関連議案を統合するなど見直しを行いました。

当社では、これら重要議案に関する取締役会での審議時間をしっかりと確保するべく、期初に取締役会の年間

スケジュールを確定し、議案数や開催時間の平準化に努めています。

＜2024年度取締役会における主な審議内容＞

成長戦略、投融資
「中期経営計画2026」の策定、進捗報告

豪州インフラ開発企業の買収、その他投融資案件 等

決算、業績進捗 決算関連、予算関連、四半期毎の業績進捗報告 等

サステナビリティ、

人事、ガバナンス

サステナビリティの取組報告、人事施策の進捗報告、

取締役会実効性評価、取締役会年間計画、指名・報酬委員会活動報告 等

内部統制、監査
内部統制システムの整備・運用状況報告（コンプライアンス委員会、安全保障貿易管理委

員会、その他各種委員会報告を含む）、内部監査報告 等

DX・システム
DX推進活動報告（DX各種施策の取組状況、デジタル人材育成、AIガバナンス等）、

サイバー攻撃対応 等

その他 役員人事・報酬 等

2024年度は、「中期経営計画2026」及び監査等委員会設置会社への移行初年度であり、新たな取締役会体制の

もと、中期経営計画の進捗状況や新規投融資案件の検討に関し、活発な議論を行いました。総審議時間に占める

割合でも、「成長戦略、投融資」に関する割合が最も多いという結果になりました（グラフ①）。

また、当社では、取締役会への付議を予定する投融資案件につき、取締役会での審議を充実させるため、付議

予定月の前月等に、取締役会の議事外で、全取締役の出席のもと立案部門より案件を説明する機会を設け、事前

に十分な情報共有を図っています。加えて、各営業本部や主要海外拠点から、中計期間におけるアクションプラ

ン、注力領域、課題と打ち手等につき報告する場も設けております。こういった議事外での報告を含めると、

「成長戦略、投融資」に割いた時間は全体の50％超となりました（グラフ②）。
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●取締役の支援体制・情報共有体制

当社は、取締役がその機能や役割を適切に果たせるよう、以下を実施しております。

・取締役を補佐する専属組織として取締役会業務室を設置し、専任スタッフ５名（有価証券報告書提出日現在）

を中心に、取締役に対して適時適切な情報提供、報告及び連絡などを実施。

・取締役会開催にあたっては、取締役が議案内容について理解を深められるよう、事前説明会の概ね５営業日前

までに資料を配布して十分な検討時間を確保。また、取締役会の２営業日前までに議案の事前説明会を設け、

議案に関する十分な情報を提供。

・新任取締役に対しては、中期経営計画、DX推進活動、内部統制・リスク管理体制、IRやサステナビリティの取

り組みに関するレクチャーを、就任時に各業務執行部門より実施。加えて、外部弁護士による、取締役や監査

等委員の職務・責任などに関するレクチャーも実施。

・取締役が最新のマクロ経済情勢についての理解を深められるよう、当社シンクタンク子会社による月例説明会

を実施。加えて、その他の必要な情報についても、継続的に情報提供。

・外部機関において開催されるセミナーなどへの参加機会を必要に応じて提供。

加えて、社外取締役に対して以下のような情報提供・共有の機会を設けることにより、社外取締役の当社事業

についての理解を深め、また、取締役間のコミュニケーション・相互理解を促進し、取締役会での建設的な議論

の促進につなげております。

・業務執行取締役・社外取締役間の情報共有セッション（原則、毎月実施）

・全取締役によるオフサイトミーティング（２回／年）

・社外取締役会議（１回／年）

・監査等委員と監査等委員ではない社外取締役間の意見交換会（２回／年）

・社外取締役による事業所訪問（２回／年）

・サマーセッション（１泊２日役員合宿）へのオブザーバー参加（１回／年）

・経営会議や投融資審議会の資料の共有

・証券アナリストによるレポート・社内報などの共有

・投融資審議会にオブザーバーとして参加する機会を提供
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● 取締役会の実効性に関する分析・評価

当社は、取締役会の機能向上を図るため、毎年、取締役会の実効性評価を行っております。2024年度は、監査

等委員会設置会社への移行を機に取締役会のより一層の機能向上を図るため、独立した第三者機関（ボードルー

ム・レビュー・ジャパン株式会社）を起用し、分析・評価を実施しました。

2024年度の評価方法とその結果、及び同結果を踏まえた2025年度の取組方針は以下のとおりです。

１．評価方法

対象者 取締役全員（11名）

実施方法 ・第三者機関から全取締役に対してアンケート（匿名／５段階選択式／各設問に自由記述

欄あり）を送付し、当該機関が回答を回収・集計。

・アンケートの回答結果を踏まえ、第三者機関が全取締役に対し、個別インタビューを実

施。

・第三者機関による最終報告の内容を踏まえ、課題や今後の取組方針について取締役会に

て審議。

・取締役会での審議を踏まえ、次年度におけるアジェンダセッティングや各種施策等の方

針を決定。

アンケート項目 １. 中長期的な経営の課題とリスク

２. 取締役会の役割・機能

３. 取締役会の規模・構成

４. 取締役会の運営状況

５. 指名委員会の構成・役割、運営状況

６. 報酬委員会の構成・役割、運営状況

７. 監査等委員会の構成・役割、運営状況

８. 社外取締役に対する支援体制

９. 昨年の評価における課題への対応

10. 投資家・株主との関係

11. 当社のガバナンス体制・取締役会の実効性全般

12. 自己評価

インタビュー項

目

アンケートにおける評点及び自由記述欄のコメントから把握された課題にフォーカスして

実施。

２．実効性評価結果

アンケート及び個別インタビュー結果を踏まえ取締役会で議論した結果、当社取締役会における実効性は確保

されていることを確認しました。

(1) 評価された事項

アンケート・個別インタビューを通じて、総じて高い評価であった点は、以下のとおりでした。

1) 監査等委員会設置会社への移行関連

・監査等委員会設置会社への移行に伴う執行への権限委任による議題数の減少及び報告事項の整理統合によ

り、経営判断のスピード化及び取締役会における議論の質の向上を一定程度図ることができた。

・監査等委員会は、初年度としては順調な滑り出しであり、適切な運営と構成のもと適切な議論がなされてい

る。

2) 取締役会の規模・構成

・適切な規模・構成割合であり、スキルマトリックスの観点からもバランスの取れたメンバー構成となってい

る。
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3) 取締役会の運営

・取締役会は適切な運営（開催頻度・時間、議題、資料、説明等）のもと、執行側から情報の提示・共有が適

切になされている。

・取締役会ではオープンで活発な議論がなされており、社外取締役からは、社内の他会議体での議論とは異な

る、企業価値向上に資する観点からの意見や指摘がある。

・事前ブリーフィングや議事外での意見交換が活発に行われるため、取締役会でどのような議論をすべきか準

備が整った状態で取締役会本番を迎えられる。

・議長による取締役会前の論点整理や当日の議事運営が、取締役会の議論の質の向上に寄与している。

4) 社外取締役に対する支援体制

・社外取締役への支援体制（事前ブリーフィング、業務執行取締役との情報共有セッション、経営層の合宿型

研修サマーセッションへのオブザーバー参加、国内外事業所視察等）は適切になされている。

(2) 2024年度の取組方針と対応

1） 「中期経営計画2026」

2024年度 取組方針 対応

・「中期経営計画2026」につき、定期的な進

捗報告及び本部長による本部報告を継続す

ると共に、取締役会以外の場も活用しつ

つ、「長期ビジョン」、「事業ポートフォ

リオ」、「DX推進」や「人材」についての

議論を深める。

・「投融資案件の進捗については、従来の

報告に加え、頻度や方法について見直す

等の改善を図る。

・2024年度の取締役会では、中期経営計画の進捗、人事施策

の進捗、DX推進活動等につき、年間計画に定例議題として

組み込み、十分な審議時間を確保。執行への権限委任に伴

う議題数の減少・報告事項の整理統合により創出できた時

間をこれら重要事項の定例議題に充て、各進捗状況を取締

役会で定期的にモニタリングするとともに、課題・対応状

況・今後の方向性等について議論を深めた。

・取締役会以外の場を活用し、中計の解像度向上及びNext

Stage（企業価値２倍成長）の早期達成に向けた議論（サ

マーセッション）並びに検討中プロジェクトや人事施策の

取組状況等につき、社外取締役へ積極的に共有（情報共有

セッション）。

・取締役会で決議した投融資案件のフォローアップも適時適

切に実施（必要に応じて情報共有セッションでの報告や取

締役会での報告も実施）。

2) 監査等委員会設置会社への移行

2024年度 取組方針 対応

・監査等委員会設置会社への移行に伴い、

業務執行取締役に重要な業務執行の決定

の一部を権限委任すべく、ボードアジェ

ンダの見直しを行う。

・移行後も不断に見直しを行うと共に、社

外取締役間の情報格差が生じぬよう、従

前の情報共有の仕組みを継続し、必要に

応じて改善を図る。

＜取締役会での審議＞

・執行への権限委任に伴う議題数の減少・報告事項の整理統合

により、経営判断のスピード化及び議論の質の向上を一定程

度図ることができた。

＜社外取締役間の情報格差対応＞

・従前の情報共有の仕組みを継続し、検討中プロジェクトや人

事施策の取り組み状況、投資家との対話状況や投資家からの

コメント等を積極的に共有。

・監査等委員と監査等委員ではない社外取締役の意見交換会を

複数回実施し、監査等委員会の活動状況等を社外取締役間で

共有。
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(3) 2025年度の取組方針

1) 中長期戦略、経営資源の配分等に関する取締役会等での議論の継続

・監査等委員会設置会社への移行に伴う権限委任による議題数の減少等により創出できた時間を活用し、「中

期経営計画2026」達成及びNext Stage（企業価値２倍成長）に向けた、中長期戦略、経営資源の配分等につ

いて継続的に議論していく。

・議論にあたっては、執行側と社外取締役との現状認識・情報のギャップを踏まえたコミュニケーションや説

明を行うことに留意し、議事外の場も利用して、議論をより充実させる。

・取締役会で議論をより深めるべきと考える具体的なテーマや論点を積極的に提案・提言し、取締役会におけ

る議論の深化を図る。

2）監督機能の高度化に向けた社外取締役への情報提供の工夫

・事前ブリーフィングや議事外での活発な意見交換は維持しつつ、取締役会がより大所高所からの本質的な議

論の場となるよう、取締役会における議題設定や情報・資料の粒度に工夫を加える。

・社外取締役が、執行側の事案や課題に対する認識の共有・意見交換を自由に行い、取締役会でのモニタリン

グの議論につなげられるよう、従来の情報共有の仕組み（社外取締役会議や監査等委員と監査等委員ではな

い社外取締役の意見交換会等）を引き続き継続しつつ、必要に応じて改善を図る。

2) 取締役会の諮問機関（指名委員会、報酬委員会）

当社は、取締役会の諮問機関として以下を設置しております。当社は2025年６月18日開催予定の第22回定時株

主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」を提案してお

り、当該議案が原案どおり承認可決された場合、両委員会の委員は以下のとおりとなる予定です。なお、当該定

時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。

指名委員会 報酬委員会

役割

取締役候補者・執行役員候補者の選任に関する

基準・方法の審議及び提案、並びに候補者選任

案の審議

取締役・執行役員の報酬水準、評価・報酬に関

する諸制度の審議及び提案

委員

独立社外取締役３名、業務執行取締役１名 独立社外取締役３名、業務執行取締役１名

定塚 由美子（委員長/独立社外取締役）

朱 殷卿（独立社外取締役）

亀岡 剛（独立社外取締役）

植村 幸祐（代表取締役 社長）

朱 殷卿（委員長/独立社外取締役）

亀岡 剛（独立社外取締役）

定塚 由美子（独立社外取締役）

植村 幸祐（代表取締役 社長）

● 2024年度の活動状況

当社は、2024年度は、指名委員会を合計７回、報酬委員会を合計９回開催し、指名委員会及び報酬委員会共に、

各委員の出席状況は以下のとおりです。

氏名
指名委員会 出席状況

（全７回）

報酬委員会 出席状況

（全９回）

齋木 尚子 ７回 ９回

朱 殷卿 ７回 ９回

亀岡 剛 ７回 ９回

藤本 昌義 － ９回

植村 幸祐 ７回 －
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● 2024年度における各委員会の主な審議内容

主な審議内容

指名委員会

経営幹部の継承を鑑みた役員のモニタリング

2025年度取締役候補者、執行役員の選定

2025年度 取締役のスキルマトリックス

指名委員会 2024年度活動報告及び2025年度活動計画

報酬委員会

2024年度 取締役（社外を除く）及び執行役員の業績連動報酬（短期）算出に用いる業績目標額

などの設定

2023年度 取締役（社外を除く）及び執行役員の業績連動報酬（中長期）のうち、ESG関連指標

の評価方法及び進捗評価

次期役員報酬制度

報酬委員会 2024年度活動報告及び2025年度活動計画

3) 監査等委員会

有価証券報告書提出日現在、当社の監査等委員会は、常勤の社内取締役１名及び独立社外取締役３名の、計４

名で構成されています（男性２名、女性２名）。監査等委員会による監査の実効性を確保するため、当社グルー

プの事業に精通した社内取締役を常勤監査等委員としており、係る常勤監査等委員を監査等委員会の委員長とし

ています。

当社は2025年６月18日開催予定の第22回定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役

１名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認可決された場合においても、監査等委員会の構成の

内訳は上記のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される監査等委員会において、

当社グループの事業に精通した社内取締役を常勤監査等委員及び監査等委員会の委員長として選任予定です。

また、当該定時株主総会終結時点の監査等委員のうち３名は、以下のとおり財務及び会計に関する相当程度の

知見を有しています。

・常勤の社内取締役である真鍋佳樹氏は、当社において、主計、経理、財務の責任者などの要職を歴任しており、

財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

・独立社外取締役である鈴木智子氏は、公認会計士として、監査法人において従事後、公認会計士事務所を開設

され長年監査業務に従事し、財務及び会計に関する高い専門性を有しております。

・同じく独立社外取締役である武田和彦氏は、ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）において、経営企

画管理・経理などの職務を担当し、その主要子会社においてCFOの要職を歴任するなど、財務及び会計に関する

相当程度の知見を有しております。
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● 監査の体制

(注) １ シニア・オーディター

・監査等委員会の監査の実効性を担保するため、「シニア・オーディター」を２名設置。

・シニア・オーディターは、当社グループの事業及び業務に精通し、財務・経理、リスク管理等の知見を

有する者であり、監査等委員と同等の視点から監査等委員会の職務を補完・サポートする。

・シニア・オーディターは、監査等委員会の指示に従い職務を遂行する。

・シニア・オーディターの人事評価・異動については、監査等委員会との協議を経ることで、監査の

独立性を担保。

２ 監査部から監査等委員会へのレポートラインの設定

・監査等委員会は監査部から、定期的に監査状況の報告を受ける。

・監査等委員会は、監査部に対して報告・調査を求め、また、必要に応じて具体的指示が可能。

３ 内部統制委員会から監査等委員会へのレポートラインの設定

・内部統制委員会は、社長管下の業務執行機関であり、内部統制システムの整備・運用状況の全体俯瞰と

定期的なモニタリングを実施し、各種委員会と連携して、社内制度・体制などに関する課題抽出と対応

策の検討、担当部署への指示・改善を行う。

・監査等委員会は内部統制委員会から、定期的に業務執行における内部統制システムの整備・運用状況の

報告を受ける。

その他、監査等委員会・監査部・会計監査人の三者間では、定期的に面談し、それぞれの監査状況や意見交換

などを行い、連携を図ります。
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④ 業務執行機関

当社は、最高経営責任者である社長管下の業務執行機関として以下を設置しております。

1) 経営会議

業務執行取締役及び営業本部長やコーポレートの責任者などから構成され、当社グループの経営政策、経営戦

略及び経営管理事項を全社的視野並びに中長期的な観点から審議・決裁を行います。経営会議は原則月２回の頻

度で開催するほか、必要に応じ開催します。

2024年度は合計27回開催し、メンバーは計13名（男性10名、女性３名）で構成されておりました。また、2024

年度は、主に「中期経営計画2026」における事業投資や人事施策等の進捗確認、マクロ環境や為替・カントリー

リスクなどに関する報告、その他重要な営業・コーポレート案件などについて、議論・検討しました。

なお、2025年度の経営会議は、計12名（男性９名、女性３名）で構成されております。

2) 投融資審議会

業務執行取締役やコーポレートの責任者などから構成され、重要な投融資案件（投融資保証案件、与信案件な

ど）を全社的な視野に立って審議・決裁を行います。投融資審議会は原則月２回の頻度で開催しており、2024年

度は合計21回開催しました。

3) 人事審議会

業務執行取締役やコーポレートの責任者などから構成され、重要な人事事項を全社的な視野に立って審議・決

裁を行います。人事審議会は、原則月２回の頻度で開催しており、2024年度は合計20回開催しました。
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4) 社内委員会

企業価値向上のため、組織横断的に取り組むべき経営事項を推進する社長管下の業務執行機関として、以下の

社内委員会を設置しており（有価証券報告書提出日現在）、各社内委員会で議論された内容は、取締役会や経営

会議に定期的に報告されます。また、各委員会の開催頻度と2024年度の回数は以下のとおりです。

役割
開催頻度
（2024年度
開催回数）

内部統制委員会

当社グループの内部統制体制の維持・高度化を図るための方針

の策定並びに内部統制体制及び運用状況、全社的な観点からの

リスクのモニタリングを行います。

原則、四半期に１回

（計４回）

コンプライアンス
委員会

コンプライアンスを徹底するための基本方針や施策などの検

討・策定を行います。

原則、四半期に１回

（計４回）

サステナビリティ
委員会

サステナビリティ チャレンジに基づき、脱炭素社会の実現及び

サプライチェーン上の人権尊重を中心に、各種方針、施策の検

討・策定を行います。

原則、四半期に１回

（計４回）

安全保障貿易管理
委員会

当社グループを取り巻く安全保障貿易に関わる変化への迅速な

対応及び適切な貿易管理体制の構築を行います。

年次開催に加え、

必要に応じて招集

（計２回）

品質管理委員会

マーケットインの視点での事業展開(BtoCビジネス)、企業価値

向上に向けた全社横断的な品質管理体制の構築・整備、施策の

検討・策定を行います。

原則、四半期に１回

（計４回）

DX推進委員会

デジタルを活用して事業モデル・人材・業務プロセス面での改

革を進め、事業の変革・競争力強化を通じて、企業価値の向上

を実現することを目的として、DX推進の全体像を把握し、進

捗・取り組み状況を共有・効果を検証します。

原則、月１回

（計11回）

情報・ITシステム
セキュリティ委員会

企業価値向上に向けた全社の情報資産及びITシステムのセキュ

リティに関する課題の設定・取り組み方針の策定・対応策の実

行を推進すると共に、DX推進加速に応じた、デジタルデータ及

びITを活用するビジネス内で発生するリスクの所在・重要度を

把握し、対策を協議します。

原則、半期に１回

（計２回）

また、特定テーマの実務・取り組みにつき組織横断的に議論・検討する「事業継続マネジメント検討部会」及

び「開示検討部会」を設置しております。当社の企業価値向上に資する体制を構築していくため、今後も継続的

に、必要な見直しを行い、体制の高度化を図ってまいります。
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⑤ 取締役に関する事項

1) 取締役の員数

当社は、当社の取締役は12名以内（うち、監査等委員である取締役は５名以内）とする旨、定款に定めており

ます。

2) 取締役の選任決議要件

当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出

席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない旨、定款に定めております。

⑥ 株主総会決議に関する事項

1) 株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとしている事項

● 自己の株式の取得

当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって市場取引などにより自己の株式を取得す

ることができる旨、定款に定めております。これは、財務政策などの経営諸施策を機動的に遂行することを目的

とするものであります。

● 取締役の責任免除

当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役（取締役であった者及び監査役であった者を含む）による

会社法第423条第１項の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる

旨、定款に定めております。これは、取締役が善意にして、かつ重大な過失がないことを前提としたもので、職

務の遂行にあたり期待される役割を効率的かつ有効に発揮できるようにするためであります。

● 剰余金の配当など

当社は、会社法第459条第１項の規定に基づき、剰余金の配当などを取締役会の決議によって行うことを可能と

する旨、定款に定めております。

2) 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を

有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会の

円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

⑦ 株主・投資家との対話

当社は、株主・投資家に対し、経営方針や持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けた取り組みについて、

適切な情報を適時に提供すると共に、分かりやすい言葉・論理で明確に説明し、皆様からの意見を経営へ報告・

反映するなど、建設的な対話を行うことを基本方針としております。

また、当社では株主・投資家をはじめとするステークホルダーへ公平かつ適切な情報開示を行うため、フェ

ア・ディスクロージャー・ルールの趣旨に則り、社内規程として、インサイダー取引防止規程のほか、法令・規

則の遵守、透明性、適時性、公平性、継続性、機密性を基本原則とする情報開示規程を定め、これらを遵守する

と共に、各役職員への徹底を図っております。
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1) 株主・投資家への情報提供

国内外の株主・投資家の皆様に対して公正かつ平等に情報発信を行うことを基本とし、中期経営計画や決算内

容については、取締役会での決議後速やかにTDnetや当社ウェブサイトにて公表しております。また、当社の経営

理念・ビジョン、事業活動、ビジネスモデルなどについて理解を深めていただくべく、統合報告書、ステークホ

ルダーとのコミュニケーション誌の発行、事業説明会や統合報告書説明会、個人株主説明会の開催、個人投資家

説明会への参加、当社ウェブサイトにおける関連情報の開示など、積極的な情報提供を行っております。

2) 株主・投資家との対話における体制及び取り組み

代表取締役社長及びCFOを中心とする経営層は、投資家との個別面談やスモールミーティング、各種説明会にお

いて、メインスピーカーとして登壇しております。また、対話の中で得た株主・投資家からの見解・意見をIR専

任組織が適宜社内に共有しております。

なお、当社を投資対象とする投資家層は広まっており、新規・既存及び国内外問わず、属性を検証した上で、

説明会や面談などを通じて対話を深化させ、企業価値向上を目指しております。また、米国にIR活動に従事する

駐在員を配置し、ステークホルダーとのつながりを強化することに注力しております。

＜株主や投資家との対話の主なテーマ・関心事項＞

・「中期経営計画2026」及び長期ビジョン

・PBR１倍超に向けた取り組み

・株主還元方針

・サステナビリティに対する考え方及び取り組み

・人材戦略

・監査等委員会設置会社への移行による変化

・株主総会議案関連

・投資家側の投資方針及び投資対象への期待、要望事項

＜2024年度 対話実施状況＞

内容 当社対応者 参加者 回数

株主総会

代表取締役会長、代表取締役社

長、CFO、社内外取締役/監査役、

執行役員

株主 １

決算説明会
代表取締役社長、CFO、

執行役員

機関投資家・

アナリスト
４

個人株主・投資家説明会
代表取締役社長、CFO、

執行役員、IR専任組織

個人株主・

個人投資家
５

スモールミーティング
代表取締役社長、CFO、

社外取締役、執行役員

機関投資家・

アナリスト
５

事業説明会 CFO、執行役員
機関投資家・

アナリスト
２

国内外IR・SR面談

代表取締役社長、CFO、

社外取締役、執行役員、

IR専任組織、米国駐在員（IR専

従）

株主・

機関投資家・

アナリスト

465

(面談出席社数)

＜詳細＞

各IRイベント

https://www.sojitz.com/jp/ir/meetings/
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⑧ 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備・運用状況

1) 基本的な考え方

当社は、「双日グループ企業理念」に基づき、規程・組織・体制などの内部統制システムを整備し、会社法及

び会社法施行規則を踏まえ、2024年６月18日の取締役会にて、「当社グループの業務の適正を確保するための体

制の整備に関する基本方針」を以下のとおり決議しております。

1. 当社及び子会社の取締役及び

使用人の職務の執行が法令及び

定款に適合することを確保する

ための体制

• 当社は、「双日グループコンプライアンス・プログラム」にコンプ

ライアンス徹底のための手順を定めるとともに、「双日グループ・コ

ンプライアンス行動基準」を策定し、当社グループの役職員による法

令及び定款並びに社内規程遵守を徹底する。

• 当社は、当社グループにおける関連諸法令の遵守の徹底を図るた

め、コンプライアンス委員会を中心に、コンプライアンス体制の整備

を促進するとともに、当社内各部署の職務分掌及び当社グループ会社

における主管者を明確にする。

• 当社は、反社会的勢力とは取引を含む一切の関係を持たず、不当

な要求には、法的対応を含め、毅然とした態度で臨み、当社グループ

において、その徹底を図る。

• 当社は、法令及び会計基準に適合した財務諸表の作成手順などを

社内規程に定め、当社グループの連結財務報告の適正性を確保する。

• 当社は、他の業務執行部門から独立した組織として監査部を設置

する。監査部は、当社グループの経営諸活動及び業務管理などが法令

及び社内規程に準拠し、適正に遂行されていることを内部監査し、検

証する。

2. 当社取締役の職務の執行に係

る情報の保存及び管理に関する

体制

• 当社は、取締役会議事録及び稟議決裁書など、当社取締役の職務の

執行に係る重要文書につき、「取締役会規程」及び文書や情報の管理

に関する社内規程に従い、保存期間及び保存責任部署を定めて管理す

る。

3. 当社及び子会社の損失の危険

の管理に関する規程その他の体

制

• 当社は、当社グループの損失に結びつく社内外の様々なリスクを識

別・分類し、それぞれについての社内規程ないし対応手順と主管部署

を定め、当社グループの損失発生を防ぐと共に発生時の損失極小化を

図る。また、その実効性を不断に確認・改善するとともに、事業環境

の変化に伴って当社グループに新たなリスクが生じる場合には、速や

かに対応する。

• 当社は、自然災害、テロ、戦争、犯罪、暴動、感染症など、外的要

因により発生する不測の事態に対する方針及び体制についての社内規

程を定め、危機管理を行う。

• 当社は、当社グループ会社の事業内容や規模に応じて、規程の導

入や、必要なリスク管理体制の整備を義務付けることにより、リスク

を適切にコントロールする。
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4. 当社及び子会社の取締役の職

務の執行が効率的に行われるこ

とを確保するための体制

• 当社は、当社の取締役、執行役員の役割分担を明確にするととも

に、社内各部署の職務分掌、指揮命令系統、権限及び意思決定の手続

につき社内規程などに定める。

• 当社は、取締役会で決議すべき重要事項を「取締役会規程」に定

め、その他の重要事項の決定については業務執行取締役に委任し、経

営会議の他、審議会あるいは委員会などの業務執行機関を設置する。

また、業務執行取締役から取締役会に報告すべき事項を定め、取締役

会によるモニタリングが効果的に行われる体制とする。

• 当社は、当社グループ会社の管理運営体制を統轄する部署を設置

し、当社グループの経営の効率性を確保し、グループ経営を推進す

る。

• 当社の取締役会、又は経営会議などで決定された当社グループの経

営方針は、速やかに当社グループ内に通知し、口頭及び文書による方

法も加えて、当社グループ役職員に周知する。

• 当社は、連結ベースでの経営計画を策定し、経営目標及び経営指標

を当社グループで共有する。

5. 当社及び子会社からなる企業

集団における業務の適正を確保

するための体制

• 当社は、「グループ経営基本規程」などのグループ経営に関する社

内規程において、当社グループ会社を主管する主管者を必ず定めるこ

ととし、当社グループ会社に対し重要事項に関する事前協議を求める

ほか、当社への年度事業報告及び営業活動報告を含む定期的な報告を

義務付ける。

• 当社監査部は、当社グループ会社の内部監査を実施し、業務の適正

を検証する。
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6. 当社監査等委員会の監査が実

効的に行われることを確保する

ための体制

(1)監査等委員会の職務を補助する体制

• 当社は、監査等委員会の職務を補助する使用人として、当社グル

ープの事業及び業務に精通し、財務・経理、リスク管理などの知見を

有する者を配置する。同使用人は監査等委員会の指示に従い職務を遂

行するものとし、その評価、異動に際し、監査等委員会との協議を経

るものとする。

(2)監査等委員会への報告に関する体制

• 当社取締役及び業務執行責任者は、会社に著しい損害を及ぼすお

それのある事実を発見した場合は、直ちにこれを監査等委員会に報告

しなければならない。

• 当社グループの内部通報制度の担当部署は、当社グループの役職

員からの内部通報の状況について、コンプライアンス委員会などを通

じて、定期的に監査等委員会に報告する。

• 当社監査部は、監査等委員会に対して内部監査に係る報告を定期

的に行う。

• 監査等委員会は、必要に応じて、会計監査人、当社取締役もしく

はその他の者に対して報告を求めることができる。

• 当社は、内部通報制度など（監査等委員会などへの報告も含む）

を通じて報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をした

ことを理由として不利な取扱いを行わない。

(3)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するた

めの体制

• 当社は、監査等委員の職務の遂行に必要な費用を支出する。

• 監査等委員会が選定した監査等委員は、当社経営会議その他の重

要な会議に出席して重要事項の審議ないし報告状況を直接認識できる

体制とする。

• 当社代表取締役は、監査等委員会と定期的に会合を持ち、会社が

対処すべき課題、監査等委員会の監査の環境整備状況、監査上の重要

課題などについて意見交換を行う。
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2) 整備・運用状況

● 内部統制システム全般

社長管下の業務執行機関である内部統制委員会が、内部統制システムの整備及び運用状況のモニタリングを実

施し、内部統制体制の維持・高度化を図っております。

（運用状況の概要）

内部統制委員会は、内部統制システム全般の整備・運用状況を俯瞰し、定期的なモニタリングを通じて、社内

制度・体制などに関する全社的な課題の抽出と対応策の検討、担当部署への指示、改善を行っております。また、

金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制評価の進捗を監督し、財務報告の信頼性の確保に取り組んでお

ります。

内部統制委員会は当期に４回開催し、その内容を取締役会に報告しております。

なお、個々の分野での具体的な施策については、社長管下の各委員会（コンプライアンス委員会、サステナビ

リティ委員会、安全保障貿易管理委員会、品質管理委員会、DX推進委員会、情報・ITシステムセキュリティ委員

会）・各種検討部会（開示検討部会、事業継続マネジメント検討部会）において取り組んでおります。

● コンプライアンス

「双日グループコンプライアンス・プログラム」にコンプライアンス徹底のための手順を定めると共に、「双

日グループ・コンプライアンス行動基準」を策定し、当社グループ役職員の拠りどころとなる世界共通の判断基

準を示しております。

また、チーフ・コンプライアンス・オフィサー（CCO）を委員長とするコンプライアンス委員会を中心に、各グ

ループ会社及び海外拠点において、それぞれコンプライアンス責任者やコンプライアンス委員会を設置するなど、

グループ全体が連携して法令・企業倫理遵守を推進する体制を構築しております。

コンプライアンス違反の防止や早期発見に向けては、CCO及び社外弁護士へのホットライン（内部通報制度）、

委員会事務局につながる相談窓口及び24時間365日活用できる多言語対応の「双日エシックスホットライン」をグ

ループ役職員に周知するほか、当社ホームページ内にコンプライアンスに関する問い合わせ窓口を設置し、社外

からの通報を受ける体制を整えております。

加えて、腐敗行為を防止するために、「双日グループ腐敗行為防止規程」及び「双日グループ腐敗行為防止要

領」を制定し、グループ会社においても、これに準じた規程を導入しております。

国内外の制裁・輸出規制違反リスクについては、「双日グループ制裁対応・輸出管理基本方針」を制定し、リ

スクに対応する体制を構築しております。

また、世界各国で事業展開をするにあたり、税務コンプライアンスの遵守、税務コストの適正化及び税務当局

との関係に関する「双日グループ税務ポリシー」を定め、適時適切な納税義務の履行に努めております。

その他、法令遵守はもとより、あらゆるハラスメントの存在しない、良好な就業環境を維持・継続するためにe

ラーニングを含む研修などのプログラムを整備して実施しております。

（運用状況の概要）

コンプライアンス委員会で策定した活動計画に基づき、コンプライアンス事案に関する再発防止策の協議や

行動基準の実践に向けた当社グループ会社に対する支援・指導を継続的に行っております。

当期における具体的な活動は以下のとおりです。

・コンプライアンス委員会の開催（４回）

・CCOによる本部長及び当社グループ会社社長との面談

・グループ会社コンプライアンス担当者連絡会の定期開催

・海外拠点コンプライアンス担当者との定期連絡会議開催

・ハラスメント防止、腐敗行為防止などの重要課題に関する研修・セミナー・説明会の実施

・新入社員向け、キャリア入社社員向け、海外赴任者向けなど各種研修の実施

・飲酒に起因する不祥事に関する注意喚起レターの発出

・リスクベース・アプローチによる個別の国内事業会社へのコンプライアンス体制強化支援

（調査協力、カスタマイズ型の研修の実施など）
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特に、安全保障貿易管理に関しては、安全保障貿易管理委員会で策定した活動計画に基づき、委員会事務局

が制裁・輸出規制違反防止のための活動及び当社グループ会社に対する支援・指導を行っております。

当期における具体的な活動は以下のとおりです。

・安全保障貿易管理委員会の開催（２回）

・新入社員向け、キャリア入社社員向け、海外赴任者向けなど、各種研修の実施

・海外拠点の現地安全保障貿易管理関連規程の改定・制定を支援

・安全保障情勢の変化（米中関係、ミャンマー情勢、ロシア・ウクライナ情勢など）に伴う制裁強化など

に呼応した対応支援

● リスク管理

事業運営において晒される様々なリスクに対処するため、リスク管理に関する諸規程を定めて管理・運用し、

継続的なリスク管理体制の高度化を図っております。

また、内部統制の基本的な考え方である３線モデル（第１線：営業本部、第２線：コーポレート、第３線：内

部監査）における第１線、及び第２線のリスクマネジメント力の強化を進めております。

（運用状況の概要）

当社グループでは、全社的なリスク管理については、社長管下の業務執行機関である内部統制委員会が、事

業環境の変化を勘案のうえ、全社を俯瞰し、主要なリスクを特定、重要性の評価を行った上で、リスク対応方

針の協議・決定をしております。この他、個々のリスクに関しては、関係するコーポレートの各部署が各種社

内規程を整備し、運用の徹底を図っております。また、社内委員会における全社横断的な観点からのモニタリ

ングを通じて、各々のリスクの特性に応じたきめ細かな対応を図っております。

これらの運営状況については、内部統制委員会がモニタリングし、定期的に経営会議及び取締役会に報告し

ております。

また、事業環境の変化などに伴い、グループ内でのリスク認識や取り組みの強化、新たなリスク領域への対

応が必要となった場合などは、適宜、経営に報告の上、対処しております。第１線、第２線のリスクマネジメ

ント力の強化を目的として、2025年４月において、全社的なリスク管理に関する諸規程の改定を行っておりま

す。

さらに、世界情勢の変化や地政学リスクの高まりなどを受け、個々のリスクをサプライチェーン全体で捉え、

突発的なリスク発現時の影響度合いの把握や、機動的な対応を通じた、レジリエンス（回復力）強化に取り組

んでおります。当期は、地政学リスク、災害リスクそれぞれについてシナリオを策定し、営業本部・コーポレ

ートとの対話並びに経営会議での議論を通じて、リスク発現時の対応策を確認しております。

不測の事態に対しては、「双日グループ危機管理基本方針書」において、平常時及び発生時の危機管理体制

を定めております。また、「危機管理運営要領」にて、発生時の具体的な体制と役割を定め、安全確保のため

の役職員の安否及び物的被害の確認と報告などの初期対応や、被害拡大を防ぐために、危機の発生している地

域及びその状況に応じた適時適切な判断を行うことができる体制を整えております。

こうした取り組みも含む、当社グループ内のルール・ガイドラインの新設・変更、注意事項などの主要情報

をまとめた「内部統制通信」の配信、組織ごとにリスクポイントをチェックする自己点検の実施などを通じ、

当社グループ社員へリスク対応の重要性について意識の浸透を図っております。

その他、グループ役職員のリスク感度を向上させるべく、多種のリスク管理研修を通じた恒常的な教育・啓

蒙活動を実施しております。

● 業務執行体制

当社は、「経営の監督及び意思決定」と「業務執行」の分離による権限と責任の明確化、及び業務執行の迅速

化を実現するため、執行役員制度を導入しております。また、社内規程などを整備することにより、各意思決定

機関、各役位・職位、各部署の権限の内容・範囲、業務分掌や意思決定プロセスなどを明確化しております。

最高経営責任者である社長を議長とし、執行役員を構成メンバーとする経営会議においては、当社グループの

経営及び執行に係る重要事項を全社的視野並びに中長期的な観点で審議、決裁しております。さらに、社長管下

には、重要な投融資案件を審議・決裁する投融資審議会、重要な人事事項を審議・決裁する人事審議会、組織横

断的な視点で取り組むべき事項を推進する複数の社内委員会を設置しております。
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当社は、取締役会から業務執行取締役への権限委任を進めることで、意思決定のさらなる迅速化を図ると共に、

取締役会においては中長期的な経営戦略、及びそれに影響を及ぼす重要な事項に関する議論を深めるべく、2024

年６月18日開催の第21回定時株主総会における承認をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

また、「グループ経営基本規程」、「グループ経営運営規程」にて当社グループの経営管理体制について定め

るとともに、子会社ごとの各種規程の整備を行うことなどによって、グループ経営の効率化及びグループ企業価

値の最大化を図っております。

（運用状況の概要）

当社は、27名（有価証券報告書提出日現在）の執行役員を任命しております。また、取締役会規程をはじめと

する社内規程類の内容について絶えず検討を行い、定期的に見直しを行っております。なお、経営会議をはじめ

とする各種会議体・社内委員会の役割・開催頻度などは、87～88ページをご参照ください。

監査等委員会設置会社への移行に伴い取締役会から業務執行取締役への権限委任を行っております。取締役会

においては、より重要な議案に審議時間を割けるよう、期初に取締役会の年間スケジュール及び定例議案を確定

し、議案数や時間の平準化に努めるとともに、複数の報告のうち関連性のあるものは１つの議題にまとめるなど、

効率的な運営に努めております。

● グループ会社経営管理

「グループ経営基本規程」、「グループ経営運営規程」に定めた当社グループの経営管理体制に基づき、主管

責任者（営業本部長又は担当本部長）の下、各グループ会社が体制の整備を行っております。また、各社の体制

整備状況については、定期的にモニタリングを行っております。

加えて、当社取締役は、主管者又は当社がグループ会社に派遣した取締役、監査役などを通じ、グループ会社

の経営状況を把握するものとしております。

（運用状況の概要）

主管者は、グループ連結会社の社長に対し、中期経営計画、経営目標及び経営課題などに関する期待役割を

提示し、社長は期待役割に対する取組方針を主管者に明示しております。グループ会社からは年度事業報告・

月次営業活動報告などの定期的な報告を取得、また当社が派遣した取締役や監査役などを通じ、適正な経営基

盤やガバナンスの整備及び運用などに対する経営監督を行っております。また、個社運営上での重要事項につ

いては当社への事前協議を求め、グループ会社の重要な業務執行について適切に管理しております。

この他、グループ経営を推進するために、グループ経営方針に基づいた個社各種規程の整備の実施や、グル

ープ会社の役職員向け研修などにおいて、当社グループの経営理念、方針の浸透に努めております。

当社監査部は当社取締役会で決議した監査計画に基づき、社長の管轄のもと、グループ会社の監査を実施し、

組織体のガバナンス・リスク管理・内部統制が適切に機能しているかを検証すると共に、損失の未然防止や問

題解決に向け、実効性のある改善提案を実施しております。また、監査結果は社長のほか、監査等委員会へも

定期的に報告を行っております。

さらに、グループ会社におけるガバナンス強化の一環として、各グループ会社における取締役会の実効性向

上のために、「取締役会運営ガイダンス」を策定し、各社の取締役会の運営状況のモニタリングを実施、経営

会議及び取締役会に対し、定期報告を行っております。

また、新任のグループ会社取締役・監査役向けには、外部専門家を招いて毎年研修を実施しております。

● 情報の保存及び管理

取締役会議事録などの重要文書をはじめとする職務執行に係る文書の取扱いについては、取締役会規程及び文

書保存規程などに基づき責任部署が法定保存期間に応じて適切に管理すると共に、必要に応じて閲覧に供せる体

制としております。また、職務執行に係る情報については、その重要性・秘匿性に応じた区分や管理方法を規程

に定め、運用状況のモニタリングなどを実施、さらにはCISOを議長とする情報・ITシステムセキュリティ委員会

を定期的に開催し、情報セキュリティに係る体制を強化しております。
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（運用状況の概要）

職務執行に関わる情報については、規程に定める情報の区分や管理方法、保存期間などについて定期的に見

直すと共に、適切な管理の徹底に努めております。なお、当社グループでは、特に厳格な管理が求められる情

報を「特定の管理が必要な情報」として、具体的な管理・運用方法のガイドラインを策定しており、保有状況

の調査や必要な改善指導を継続して行っております。その他、グループ全体のセキュリティガバナンス強化に

取り組んでおり、手口の高度化・巧妙化が進むサイバー攻撃を早期に検知し影響を抑え込むソフトウエアの導

入やセキュリティリスクアセスメントの実施及び改善指導など、セキュリティ対策をグループ全体に展開し、

継続的な強化に努めております。加えて、2025年度にITセキュリティ規程を改定し、パスワードの複雑性の強

度を高くし、アカウント保護の強化を図ります。

なお、情報・ITシステムセキュリティ委員会は当期に２回開催しました。

● 監査等委員会の監査の実効性

（a）監査等委員会の職務を補助する体制

監査等委員会の監査の実効性を担保するため、「シニア・オーディター」を２名配置しております。

シニア・オーディターは、当社グループの事業及び業務に精通し、財務・経理、リスク管理などの知見を有す

る者であり、監査等委員と同等の視点から監査等委員会の職務を補完・サポートするものです。

（運用状況の概要）

シニア・オーディターは、監査等委員会の指示のもと国内外連結子会社などへの往査の同行、内部監査の各

種報告会への出席をはじめ、適切に監査等委員の補助をしております。

（b）監査等委員会への報告に関する体制

監査等委員会への報告体制については、取締役からの報告に加え、内部統制委員会、コンプライアンス委員会

などの各種委員会や監査部などを通じた当社グループに関する事項、連結子会社からの事業報告など、監査に必

要な報告が適宜行われる体制を整備しております。また、監査等委員会への報告者が不利な取扱いを受けないよ

う、関連規程に規定しております。

会計監査については、監査等委員会が会計監査人より監査計画の説明及び定期的な監査実施状況の報告を受け、

相互に情報を共有し、効率的な監査が実施できる体制を構築すると共に、会計監査人が独立性を保持しているか

の監視及び検証を行い、また監査の品質管理状況などについても恒常的に評価しております。

（運用状況の概要）

監査等委員会への報告は適時に行われており、監査等委員と代表取締役との面談、監査等委員と会計監査人

との定期的な面談に加え、三様監査面談（監査等委員、会計監査人、監査部）も実施し、会計監査人、監査部

との連携を一層深めております。

また、国内外連結子会社などに対しては、往査やweb会議システムを活用したリモート監査により十分なコミ

ュニケーションを図り、監査を実施しております。

（c）その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

当社は監査等委員の職務の遂行に必要な費用を支出しております。また、監査等委員会が選定した監査等委員

が、重要な会議へ出席し直接審議や報告状況を認識できる体制とし、当社代表取締役との意見交換も実施してお

ります。

（運用状況の概要）

監査等委員会が選定した監査等委員は、経営会議、投融資審議会、各種社内委員会（内部統制委員会、コン

プライアンス委員会、サステナビリティ委員会、安全保障貿易管理委員会、品質管理委員会、DX推進委員会、

情報・ITシステムセキュリティ委員会）、監査報告会に毎回出席し、監査等委員会に報告すべき事項について

は、監査等委員会において報告しております。

代表取締役との意見交換については、年２回面談を実施し、会社が対処すべき課題、監査等委員会の監査の

環境整備状況、監査上の重要課題などについて意見交換を行っております。
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(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

1) 有価証券報告書提出日現在の役員は下記のとおりです。

男性 7名 女性 4名 (役員のうち女性の比率36.4％)

役職名 氏名
生年月日
（性別）

略歴 任期

所有株式数

（うち、株式報酬

制度に基づく交付

予定株式の数）

(株)

代表取締役
会長

藤本 昌義
1958年１月９日

（男性）

1981年４月 日商岩井株式会社 入社

2005年４月 当社 自動車第三部長

2008年12月 MMC Automotriz S.A. Director President

2012年８月 双日米国会社 兼 米州機械部門長

2014年10月 当社 理事 経営企画担当役員補佐

2015年４月 当社 執行役員

2015年10月 当社 常務執行役員

2016年４月 当社 専務執行役員

2017年６月 当社 代表取締役社長 ＣＥО

2024年４月 当社 代表取締役会長 ＣＥО

2025年４月 当社 代表取締役 会長（現）

(注３)
196,097

(151,277)

代表取締役
社長ＣＥО

植村 幸祐
1968年５月18日

（男性）

1993年４月 日商岩井株式会社 入社

2013年８月 双日米国会社 兼 米州エネルギー・金属部

門長

2015年６月 Sojitz Energy Venture Inc.

Director Senior Vice President

2018年４月 当社 化学本部プロジェクト開発室長

2020年３月 当社 化学副本部長 兼 化学本部プロジェク

ト開発室長

2021年４月 当社 執行役員 化学本部長

2023年４月 当社 執行役員 経営企画担当本部長

2024年１月 当社 執行役員 経営企画、新エネルギー・

脱炭素領域担当本部長

2024年４月 当社 社長 ＣОО

2024年６月 当社 代表取締役 社長 ＣＯＯ

2025年４月 当社 代表取締役 社長 ＣＥＯ（現）

(注３)
46,821

(41,461)

代表取締役
専務執行役員
ＣＦＯ兼

コーポレート管掌

渋谷 誠
1971年６月20日

（男性）

1994年４月 日商岩井株式会社 入社

2014年10月 当社 経営企画部長

2021年４月 当社 執行役員 経営企画、サステナビリテ

ィ推進担当本部長

2023年４月 当社 常務執行役員 ＣＦＯ 兼 М＆Ａ・投

資戦略推進、ＩＲ、サステナビリティ推進、

フィナンシャルソリューション、財務管掌

兼 主計、営業経理担当本部長

2024年４月 当社 専務執行役員 ＣＦＯ

2024年６月 当社 代表取締役 専務執行役員 ＣＦＯ

（現）

(注３)
40,769

(29,509)

取締役
専務執行役員

ＣＤＯ 兼 ＣＩＯ
デジタル推進担当本部長

荒川 朋美
1961年９月16日

（女性）

1985年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社

1998年１月 IBM Asia Pacific Service Corporation

ゼネラルビジネス事業部 小売セグメントエ

グゼクティブ

2015年７月 日本アイ・ビー・エム株式会社 取締役 兼

チーフ・デジタル・オフィサー 兼 執行役

員デジタルセールス事業部長

2021年10月 当社 顧問

2021年12月 当社 執行役員 ＣＤＯ

2023年４月 当社 常務執行役員 ＣＤＯ 兼 ＣＩＯ

兼 デジタル推進担当本部長

2024年４月 当社 専務執行役員 ＣＤＯ 兼 ＣＩＯ

2024年６月 当社 取締役 専務執行役員 ＣＤＯ 兼 ＣＩ

Ｏ（現）

(注３)
24,902

(23,402)
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役職名 氏名
生年月日
（性別）

略歴 任期
所有株式数

(株)

社外取締役 齋木 尚子
1958年10月11日

（女性）

1982年４月 外務省入省

2013年６月 同省国際文化交流審議官

2014年７月 同省経済局長 兼 内閣官房内閣審議官

（内閣官房ＴＰＰ政府対策本部）

2015年10月 同省国際法局長

2017年７月 外務省研修所長

2019年１月 外務省退官

2019年５月 当社 顧問（2020年２月退任）

2020年４月 東京大学公共政策大学院 客員教授

2020年６月 当社 社外取締役（現）

株式会社日本政策投資銀行 社外監査役

2021年６月 株式会社小松製作所 社外取締役（現）

2022年６月 山九株式会社 社外取締役（現）

2023年４月 外務省 参与（現）

2023年６月 株式会社日本政策投資銀行 社外取締役

（現）

(注３) －

社外取締役 朱 殷卿
1962年10月19日

（男性）

1986年４月 モルガン銀行入社

2001年５月 ＪＰモルガン証券 マネジングディレクター

2005年７月 同社金融法人本部長（2007年５月退任）

2007年５月 メリルリンチ日本証券 投資銀行部門

金融法人グループチェアマン

2010年７月 同社投資銀行共同部門長

2011年７月 同社副会長（2013年３月退任）

2013年11月 株式会社コアバリューマネジメント

代表取締役（現）

2021年６月 当社 社外取締役（現）

2022年６月 マネックスグループ株式会社

社外取締役（2025年６月退任予定）

2022年９月 一橋大学大学院経営管理研究科

客員教授（現）

(注３) －

社外取締役 亀岡 剛
1956年10月18日

（男性）

1979年４月 シェル石油株式会社（現出光興産株式会

社）入社

2005年４月 昭和シェル石油株式会社（同上）

理事 近畿支店長

2006年３月 同社執行役員 近畿支店長

2008年11月 同社執行役員 本社販売部長

2009年３月 同社常務執行役員

2013年３月 同社執行役員副社長 石油事業ＣＯＯ

2015年３月 同社代表取締役社長 グループＣＥＯ

2019年４月 出光興産株式会社 代表取締役副会長執行役

員（2020年６月退任）

2020年６月 同社特別顧問（2022年６月退任）

2021年６月 川崎汽船株式会社 社外取締役

2022年４月 学校法人関西学院常任理事・評議員

（2025年３月退任）

2022年６月 株式会社Ｊ－オイルミルズ 社外取締役

（2025年６月退任予定）

2022年９月 当社 顧問（2023年３月退任）

2023年６月 当社 社外取締役（現）

(注３) 1,100
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役職名 氏名
生年月日
（性別）

略歴 任期
所有株式数

(株)

取締役

監査等委員
真鍋 佳樹

1963年６月６日

（男性）

1986年４月 日商岩井株式会社 入社

2012年４月 当社 エネルギー・金属部門コントローラー

室長

2017年７月 当社 米州ＣＦＯ＆ＣＡＯ 兼 双日米国会社

ＣＦＯ＆ＣＡＯ

2019年４月 当社 執行役員 主計、財務、ストラクチャ

ードファイナンス、ＩＲ担当本部長

2021年４月 当社 常務執行役員 主計、営業経理、財務、

ＩＲ担当本部長

2023年４月 当社 専務執行役員 コーポレート管掌

2023年６月 当社 代表取締役専務執行役員 コーポレー

ト管掌

2024年６月 当社 取締役（監査等委員）(現)

(注４)
54,598

(39,798)

社外取締役

監査等委員
山本 員裕

1952年９月27日

（男性）

1975年４月 帝人株式会社入社

2000年４月 同社 経営システム改革推進室長

2001年７月 同社 医薬医療事業管理部長

2008年６月 インフォコム株式会社 取締役 ＣＦＯ

財務経理部・広報・ＩＲ室担当

2010年６月 同社 専務取締役

2011年４月 同社 代表取締役社長 ＣＥＯ

2012年４月 同社 取締役（2012年６月退任）

帝人株式会社 帝人グループ 執行役員

経営企画本部長

2014年４月 同社 帝人グループ 常務執行役員 ＣＦＯ

経理財務・購買本部長

2015年６月 同社 取締役常務執行役員

2016年４月 同社 取締役専務執行役員

2017年４月 同社 代表取締役副社長執行役員 ＣＦＯ

経理・財務管掌 兼 情報戦略管掌

2019年４月 同社 代表取締役副社長執行役員

機能管掌統轄（2020年６月退任）

2020年４月 同社 取締役（2020年６月退任）

2020年６月 同社 顧問（2021年３月退任）

2021年６月 当社 社外監査役

2024年６月 当社 社外取締役（監査等委員）(現)

(注４) －

社外取締役

監査等委員
小久江 晴子

1959年１月17日
（女性）

1981年４月 三井石油化学工業株式会社（現三井化学株

式会社）入社

2006年４月 MITSUI PHENOLS SINGAPORE PTE, LTD.

General Manager

2011年４月 三井化学株式会社 ＳＣＭ推進部長

2013年４月 同社理事 ＣＳＲ部長

2016年４月 同社理事 コーポレートコミュニケーション

部長

2020年４月 同社参事（2021年３月退任）

2020年６月 トッパン・フォームズ株式会社 社外取締役

2021年５月 当社 顧問（2022年１月退任）

2022年６月 当社 社外取締役

2023年６月 株式会社きんでん社外取締役（現）

2024年６月 当社 社外取締役（監査等委員）(現)

(注４) －

社外取締役

監査等委員
鈴木 智子

1973年11月22日
（女性）

1996年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人ト

ーマツ）入所（2005年８月退職）

2003年９月 公認会計士登録

2005年８月 鈴木智子公認会計士事務所 代表（現）

2006年３月 税理士登録

2012年９月 特定非営利活動法人ＮＰＯ 会計税務専門家

ネットワーク 理事

2015年７月 いちごホテルリート投資法人 監督役員

2019年６月 ブルドックソース株式会社 社外取締役

2022年６月 UBE株式会社 社外取締役（監査等委員）

（現）

2023年６月 ヘリオス テクノ ホールディング株式会社

社外監査役（現）

2024年６月 当社 社外取締役（監査等委員）(現)

(注４) 200

計
364,487

(285,447)



― 101 ―

(注) １ 齋木尚子氏、朱殷卿氏及び亀岡剛氏は、社外取締役であります。

２ 山本員裕氏、小久江晴子氏及び鈴木智子氏は、監査等委員である社外取締役であります。

３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025

年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時

株主総会終結の時までであります。

５ 当社は、株式会社東京証券取引所に対して、齋木尚子氏、朱殷卿氏、亀岡剛氏、山本員裕氏、小久江晴子氏

及び鈴木智子氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。

６ 所有株式数は、株式報酬制度に基づき退任後に交付される予定の株式の数（有価証券報告書提出日現在）及

び持株会を通じた保有を含めて表示しております。
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2) 当社は2025年６月18日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を

除く。）７名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決され

ますと、当社の役員の状況は以下のとおりになる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取

締役会の決議事項の内容（役職名等）も含め記載しております。

男性 7名 女性 4名 (役員のうち女性の比率36.4％)

役職名 氏名
生年月日
（性別）

略歴 任期

所有株式数

（うち、株式報酬

制度に基づく交付

予定株式の数）

(株)

代表取締役
会長

藤本 昌義
1958年１月９日

（男性）
1) に記載のとおり (注３)

196,097
(151,277)

代表取締役
社長ＣＥО

植村 幸祐
1968年５月18日

（男性）
1) に記載のとおり (注３)

46,821
(41,461)

代表取締役
専務執行役員
ＣＦＯ兼

コーポレート管掌

渋谷 誠
1971年６月20日

（男性）
1) に記載のとおり (注３)

40,769
(29,509)

取締役
専務執行役員

ＣＤＯ 兼 ＣＩＯ
デジタル推進担当本部長

荒川 朋美
1961年９月16日

（女性）
1) に記載のとおり (注３)

24,902
(23,402)

社外取締役 朱 殷卿
1962年10月19日

（男性）
1) に記載のとおり (注３) －

社外取締役 亀岡 剛
1956年10月18日

（男性）
1) に記載のとおり (注３) 1,100

社外取締役 定塚 由美子
1962年３月19日

（女性）

1984年４月 労働省（現厚生労働省） 入省

2014年５月 内閣官房 内閣人事局 内閣審議官

2016年６月 厚生労働省 社会・援護局長

2018年７月 同省 大臣官房長

2019年７月 同省 人材開発統括官

2020年８月 同省 退官

2021年６月 東急不動産ホールディングス株式会社

社外取締役（現）

清水建設株式会社 社外取締役（現）

2022年４月 日本司法支援センター 理事

（2025年４月退任）

2023年６月 公益財団法人21世紀職業財団

代表理事（会長）（現）

2024年７月 当社 顧問

（2025年５月退任）

2025年６月 当社 社外取締役（現）

(注３) －
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役職名 氏名
生年月日
（性別）

略歴 任期
所有株式数

(株)

取締役

監査等委員
真鍋 佳樹

1963年６月６日

（男性）
1) に記載のとおり (注４)

54,598

(39,798)

社外取締役

監査等委員
小久江 晴子

1959年１月17日
（女性）

1) に記載のとおり (注４) －

社外取締役

監査等委員
鈴木 智子

1973年11月22日
（女性）

1) に記載のとおり (注４) 200

社外取締役

監査等委員
武田 和彦

1959年11月10日
（男性）

1983年４月 ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会

社） 入社

2001年10月 ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケ

ーションズ株式会社

バイスプレジデント 経理担当

2006年４月 ソニーNEC オプティアーク株式会社 執行役

員 CFO

2008年８月 ソニー・ヨーロッパ シニアバイスプレジデ

ント 経営管理・経理担当

2013年10月 ソニー株式会社 バイスプレジデント 総合

管理部門長

2015年６月 同社 執行役員 コーポレートエグゼクティ

ブ 経営企画管理・経理担当

2018年１月 同社 執行役員 コーポレートエグゼクティ

ブ 経営企画管理・経理担当・CIO

2018年７月 同社 執行役員

ソニー・インタラクティブエンタテインメ

ント 副社長兼 CFO

（2021年６月退任）

2022年６月 三菱マテリアル株式会社 社外取締役 監査

委員長（現）

2025年３月 当社 顧問

（2025年５月退任）

2025年６月 当社 社外取締役（監査等委員）(現)

(注５) 500

計
364,987

(285,447)

(注) １ 朱殷卿氏、亀岡剛氏及び定塚由美子氏は、社外取締役であります。

２ 小久江晴子氏、鈴木智子氏及び武田和彦氏は、監査等委員である社外取締役であります。

３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026

年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４ 監査等委員である取締役の真鍋佳樹氏、小久江晴子氏、鈴木智子氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主

総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５ 監査等委員である取締役の武田和彦氏の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月

期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６ 当社は、株式会社東京証券取引所に対して、朱殷卿氏、亀岡剛氏、定塚由美子氏、小久江晴子氏、鈴木智子

氏及び武田和彦氏を独立役員とする独立役員届出書を提出する予定です。

７ 所有株式数は、株式報酬制度に基づき退任後に交付される予定の株式の数（定時株主総会終結時点）及び持

株会を通じた保有を含めて表示しております。
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（ご参考）有価証券報告書提出日現在の執行役員は次のとおりです。

執行役員名 氏名 職名

* 会長 藤本 昌義

* 社長 植村 幸祐 ＣＥＯ

専務執行役員 尾藤 雅彰
株式会社メタルワン

代表取締役副社長執行役員

専務執行役員 山口 幸一
米州総支配人

兼 双日米国会社社長兼 双日カナダ会社社長

* 専務執行役員 渋谷 誠 ＣＦＯ 兼 コーポレート管掌

* 専務執行役員 荒川 朋美
ＣＤＯ 兼 ＣＩＯ

兼 デジタル推進担当本部長

常務執行役員 高濱 悟 関西支社長

常務執行役員 橋本 政和 航空・社会インフラ本部長

常務執行役員 村井 宏人
アジア・大洋州総支配人兼 双日アジア会社社長

兼 シンガポール支店長

常務執行役員 守田 達也
ＣＣＯ 兼 ＣＩＳＯ

兼 法務、内部統制統括担当本部長

常務執行役員 中尾 泰久 ビジネスイノベーション推進担当本部長 兼 経済安全保障担当

常務執行役員 弓倉 和久 財務担当本部長

常務執行役員 河西 敏章
株式会社 ＪＡＬＵＸ

代表取締役社長

執行役員 岡村 太郎 中東・アフリカ総支配人

執行役員 遠藤 友美絵 広報、ＩＲ・サステナビリティ推進担当本部長

執行役員 金武 達彦 自動車本部長

執行役員 新高 辰彦

欧州総支配人

兼 双日欧州会社（ＢＶ）社長

兼 パリ支店長 兼 ワルシャワ出張所長

兼 双日欧州トレードホールディングス社長

執行役員 松浦 修 金属・資源・リサイクル本部長

執行役員 西川 健史 エネルギー・ヘルスケア本部長

執行役員 畑田 秀夫 生活産業・アグリビジネス本部長

執行役員 岡田 勝紀

中国総代表

兼 双日中国会社董事長

兼 双日上海会社董事長 兼 総経理 兼 双日大連会社董事長

兼 双日広州会社董事長

兼 双日香港会社董事長 兼 双日深圳会社董事長

執行役員 小田 人史 リスク管理担当本部長

執行役員 前田 兼治 化学本部長

執行役員 中澤 瑞枝 主計、営業経理担当本部長

執行役員 小倉 茂 人事担当本部長

執行役員 三井田 砂理 リテール・コンシューマーサービス本部長

執行役員 松永 貴裕 経営企画、ＥＸ事業戦略、Ｍ＆Ａ・投資戦略推進担当本部長

(注) *印の執行役員は、取締役を兼務しております。
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② 社外取締役に関する事項

当社の社外取締役は６名（うち、監査等委員である取締役は３名）であります（有価証券報告書提出日現

在）。当社は2025年６月18日開催予定の第22回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員

である取締役を除く。）７名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議

案が原案どおり承認可決された場合においても、社外取締役の内訳は６名（うち、監査等委員である取締役は３

名）となる予定です。

1) 社外取締役の選任及び独立性に関する基準

当社は、社外取締役の実質的な独立性を重視し、会社法及び金融商品取引所が定める独立役員の要件に加え

独自の社外取締役の独立性基準を策定し、社外取締役全員がこの基準を満たしていることを確認しておりま

す。

（ご参考）社外取締役の選任及び独立性に関する基準

＜社外取締役の選任基準＞

当社は、社外取締役の選任にあたっては、企業経営者、政府機関出身者など産業界や行政分野における豊富な

経験を有する者、世界情勢、社会・経済動向、企業経営に関する客観的かつ専門的な視点を有する者などを対象

として、広範な知識と高い見識を持ち、かつ、人格に優れ、心身共に健康である者を複数名、選任しておりま

す。また、多様なステークホルダーの視点を事業活動の監督に取り入れる視点から、ジェンダー、年齢、国際性

等の多様性にも留意しております。

＜社外取締役の独立性基準＞

金融商品取引所が定める独立性基準に加え、以下のいずれの基準にも該当していないことを確認の上、独立性

を判断しております。

1. 当社の大株主（総議決権の10％以上の議決権を保有する者）又はその業務執行者

2. 当社の主要借入先（直近事業年度の借入額が連結総資産の2％を超える当社の借入先）又はその業務執行者

3. 当社の主要取引先（当社との取引額が、直近事業年度における当社の年間連結収益の2％を超える取引先）又は

その業務執行者

4. 当社を主要取引先（当社との取引額が、直近事業年度における相手方の年間連結収益等の2％を超える取引先）

とする者又はその業務執行者

5. 当社から役員報酬以外に、個人として過去３事業年度の平均で年間1,000万円を超える金銭その他の財産を

得ている弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等（ただし、当該財産を得ている者が法人、組合等の

団体である場合は、当社から得ている財産が過去３事業年度の平均で年間1,000万円又は当該団体の年間

総収入額もしくは年間連結収益等の2％のいずれか高い額を超える団体に所属する者）

6. 当社から年間1,000万円を超える寄付・助成等を受けている者（ただし、当該寄付・助成等を受けている者が

法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者）

7. 当社の会計監査人又はその社員等として当社の監査業務を担当している者

8. 過去３年間において上記1～7に該当していた者

9. 上記1～8のいずれかに掲げる者（ただし、役員等重要な者に限る）の配偶者又は二親等内の親族

10.当社もしくは当社連結子会社の業務執行者（ただし、役員等重要な者に限る）の配偶者又は二親等内の親族

11.その他、社外取締役としての職務を遂行する上で、一般株主全体との間に恒常的で実質的な利益相反が生じる

等、独立性に疑いが有る者
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2) 社外取締役の当社との利害関係及び当社の企業統治において果たす機能・役割、選任の状況に関する考え方

当社は社外取締役との間に、特別な利害関係はありません。

なお、資本的関係につきましては、各社外取締役の当社株式の保有状況を「① 役員一覧(98～103ページ)」

に記載しております。

＜社外取締役（監査等委員である取締役を除く）＞

氏名 当社との関係
当社の企業統治において

果たす機能・役割、選任理由

亀岡 剛

亀岡剛氏が2020年６月まで代表取締役副会
長執行役員を務めておりました出光興産株
式会社と、直近事業年度における当社との
取引実績は、同社の年間連結売上高の１％
未満、当社の年間連結収益の１％未満で
す。
また、同氏は2022年９月から2023年３月に
かけて当社顧問として報酬を受けておりま
したが、当該報酬額は、当社の「社外取締
役の独立性基準」に定める独立性基準未満
であり、また、同報酬は同氏の有する経
験・見識に基づく当社経営への助言に対す
る対価として支払われたものであり、同氏
の独立性に影響を与えるものではありませ
ん。
以上により、同氏は当社の「社外取締役の
独立性基準」における独立性の要件を満た
しており、同氏の独立性は確保されている
と判断しています。

昭和シェル石油株式会社において代表取締
役社長グループCEOなどを歴任し、出光興
産株式会社との経営統合を実現させるな
ど、経営に関する豊富な経験と高い見識を
有しております。2023年より、当社社外取
締役として業務執行の監督に加え、他業界
での経営経験を踏まえた提言を行ってお
り、さらに2024年からは取締役会議長とし
てリーダーシップを発揮しております。取
締役会における執行への監督機能強化と実
効性向上を通じて、当社の企業価値向上に
貢献することを期待し、選任しているもの
です。

朱 殷卿

特筆すべきことはありません。 JPモルガン証券、メリルリンチ日本証券で
要職を歴任し、M&A戦略や財務・資本政策
に関する見識、金融機関における企業経営
者としての豊富な経験と人脈を有しており
ます。同氏の経験と専門性を活かした的確
な提言は、戦略的な事業投資などを始めと
した当社取締役会における議論活性化につ
ながっております。また、報酬委員会委員
長として、当社の目指す姿の実現を後押し
する役員報酬制度の策定と運用のための議
論を主導しております。独立した立場と客
観的な視点から、経営に対する適切な監督
機能を発揮し、当社のさらなる発展と企業
価値向上に貢献することを期待し、選任し
ているものです。

定塚 由美子

定塚由美子氏は2024年７月から2025年５月
にかけて当社顧問として報酬を受けており
ましたが、当該報酬額は、当社の「社外取
締役の独立性基準」に定める独立性基準未
満であり、また、同報酬は同氏の有する経
験・見識に基づく当社経営への助言に対す
る対価として支払われたものであり、同氏
の独立性に影響を与えるものではありませ
ん。

以上により、同氏は当社の「社外取締役の
独立性基準」における独立性の要件を満た
しており、同氏の独立性は確保されている
と判断しています。

労働省（現厚生労働省）において、厚生労
働省社会・援護局長、大臣官房長、人材開
発統括官などの要職を歴任し、厚生労働行
政における高い見識と、人事・労務及び人
材開発、女性活躍推進など人的資本経営に
関する知見を有しております。同氏の経験
と専門性を活かし、独立した立場と客観的
な視点から経営監督機能を発揮し、当社の
コーポレート・ガバナンス強化と企業価値
向上に貢献することを期待し、選任するも
のです。



― 107 ―

＜監査等委員である社外取締役＞

氏名 当社との関係
当社の企業統治において

果たす機能・役割、選任理由

小久江 晴子

小久江晴子氏が2021年３月まで参事
を務めておりました三井化学株式会
社と、直近事業年度における当社と
の取引実績は、同社の年間連結売上
収益の１％未満、当社の年間連結収
益の１％未満です。

また、同氏は2021年５月から2022年
１月にかけて当社顧問として報酬を
受けておりましたが、当該報酬額は、
当社の「社外取締役の独立性基準」
に定める独立性基準未満であり、ま
た、同報酬は同氏の有する経験・見
識に基づく当社経営への助言に対す
る対価として支払われたものであり、
同氏の独立性に影響を与えるもので
はありません。

以上により、同氏は当社の「社外取
締役の独立性基準」における独立性
の要件を満たしており、同氏の独立
性は確保されていると判断していま
す。

三井化学株式会社に入社後、サプライチェー
ンマネジメント、広報、IR に加え、海外事
業の責任者など豊富な業務を経験し、様々な
ステークホルダーとの対話やサプライチェー
ンに関する高い見識を有しております。ま
た、2022年以降、当社の社外取締役として適
切な役割を果たしていることから、独立した
立場と客観的な視点から適切な監査・監督機
能を発揮し、当社のコーポレート・ガバナン
ス強化と企業価値の向上に貢献することを期
待し、選任しているものです。

鈴木 智子

特筆すべきことはありません。 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トー
マツ）で監査業務に従事後、公認会計士事務
所を開設、加えて、リート投資法人の監督役
員や大手総合化学メーカーにおいて監査等委
員である社外取締役を務めるなどの豊富な経
験で培われた財務及び会計に関する見識、及
び監査業務に関する高い専門性を有しており
ます。また、2024年以降、当社の社外取締役
として適切な役割を果たしていることから、
独立した立場と客観的な視点から適切な監
査・監督機能を発揮し、当社のコーポレー
ト・ガバナンス強化と企業価値の向上に貢献
することを期待し、選任しているものです。

武田 和彦

武田和彦氏が2021年６月まで執行役
員を務めておりましたソニーグルー
プ株式会社と、直近事業年度におけ
る当社との取引実績は、同社の年間
連結売上高の１％未満、当社の年間
連結収益の１％未満です。

また、同氏は2025年３月から2025年
５月にかけて当社顧問として報酬を
受けておりましたが、当該報酬額は、
当社の「社外取締役の独立性基準」
に定める独立性基準未満であり、ま
た、同報酬は同氏の有する経験・見
識に基づく当社経営への助言に対す
る対価として支払われたものであり、
同氏の独立性に影響を与えるもので
はありません。

以上により、同氏は当社の「社外取
締役の独立性基準」における独立性
の要件を満たしており、同氏の独立
性は確保されていると判断していま
す。

ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会
社）において、執行役員 CIO、及びその主要
子会社において副社長兼 CFO等の要職を歴任
し、グローバル企業におけるマネジメント経
験で培われた経営及びコーポレート・ガバナ
ンスに関する見識を有するとともに、財務・
会計に関する豊富な知見を有しております。
同氏の経験と専門性を活かし、独立した立場
と客観的な視点から適切な監査・監督機能を
発揮し、当社のコーポレート・ガバナンス強
化と企業価値の向上に貢献することを期待
し、選任するものです。

③ 責任限定契約の内容の概要

当社は、取締役（業務執行取締役である者を除く。）との間で責任限度額を10百万円又は会社法第425条第１項

に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする責任限定契約を締結しております。
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④ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、当社の取締役及び当社の子会社の取締役、監査役等を被保険者として、役員等賠償責任保険契約を締

結しており、当該保険契約では、被保険者がその会社役員としての業務につき行った行為（不作為を含みます）

に起因して損害賠償請求がなされた場合に、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用などが填補されます。ただし

贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害などは補償対象外とすることにより、役員な

どの職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。保険料は全額当社が負担しております。
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(3) 【監査の状況】

① 監査役監査及び監査等委員会監査の状況

1) 組織・人員

●2024年４月～第21回定時株主総会（2024年６月18日）まで

監査等委員会設置会社への移行前の監査役会設置会社における監査役は社外監査役３名を含む５名であり、

個々の監査役の出席状況は以下のとおりです。

役職名 氏名

2024年４月～６月18日
監査役会
出席状況
（全５回）

2024年４月～６月18日
取締役会
出席状況
（全４回）

常勤監査役 櫛引 雅亮 ５回 (100％) ４回 (100％)

常勤監査役 本田 武弘 ５回 (100％) ４回 (100％)

社外監査役 長沢 美智子 ５回 (100％) ４回 (100％)

社外監査役 山本 員裕 ５回 (100％) ４回 (100％)

社外監査役 亀井 純子 ５回 (100％) ４回 (100％)

●第21回定時株主総会終結（2024年６月18日）以降

個々の監査等委員の出席状況は以下のとおりです。

役職名 氏名

2024年６月18日以降
監査等委員会
出席状況
（全12回）

2024年６月18日以降
取締役会
出席状況
（全11回）

常勤監査等委員 真鍋 佳樹 12回 (100％) 11回 (100％)

社外監査等委員 山本 員裕 12回 (100％) 11回 (100％)

社外監査等委員 小久江 晴子 12回 (100％) 11回 (100％)

社外監査等委員 鈴木 智子 12回 (100％) 11回 (100％)

なお、2025年６月18日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって、山本員裕氏は辞任し、武田和彦氏が社外

監査等委員に就任します。

2) 監査等委員会の活動状況

● 監査等委員及び監査等委員会の活動状況：

監査等委員会は、監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準、監査実施計画及び業務分担に基づき、以

下の主な活動内容に示す方法などにより監査を実施し、経営に対する監視・監査を行っております。

監査等委員会は、会計監査人より監査計画の説明及び定期的な監査実施状況の報告を受けることで、効率的

な監査を実施すると共に、会計監査人の独立性について監視しております。また、監査部による内部監査計画

を承認し期中には監査実施状況の報告を受けるなど、会計監査人、監査部と連携の上、当社の状況を適時適切

に把握する体制としております。

内部統制委員会からは事務局である内部統制統括部を通じ、定期的に業務執行における内部統制システムの

整備・運用状況の報告を受けレポートラインを構築しております。

国内外連結子会社に対しては、往査やウェブ会議システムを活用したリモート監査により十分なコミュニケ

ーションを図り、監査を実施しております。
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監査等委員会は、2024年度は下記事項に重点を置き監査を行いました。

(1)グループガバナンスの状況

連結経営の視点を踏まえ、当社及び国内外グループ会社の業務執行が社会的責任を常に自覚し、公正かつ適正

な判断の下、責任ある行動に基づいて行われているかを監視・監査する。

(2)グループ・コンプライアンス遵守の状況

グループ全体にコンプライアンス意識の浸透、法令・社内ルールの遵守徹底を促し、企業不祥事など、会社に

著しい損害を及ぼす事象の発生を未然に防止する。

(3)内部統制システム

内部統制システムの整備及び運用の状況を把握し、会計監査人、内部監査及び内部統制を所管する部署、加え

てグループ会社監査役と連携してモニタリングを行い、その有効性を検証する。また、金融商品取引法に定め

る財務報告の信頼性を確保する体制の整備・運用状況についても、広義の内部統制システムの構成要素として

上記と同様にモニタリング及び検証を行う。

(4)投融資を含む資産の健全性や事業経営のフォローアップ体制

社内外の環境が変化する中、グループ全体の事業の収益性と資産の質を維持・確保するため、投融資を含む資

産評価や事業のフォローアップのプロセスを検証し、適時適切な判断がなされているかを監視・監査する。

(5)内部統制システムにおける社内連携

監査等委員会設置会社移行初年度として、内部統制システムを利用した組織的監査の充実を図り、監査部との

コミュニケーションを強化するとともに、内部統制委員会からも内部統制システムの整備・運営状況の定期報

告を受けることで、監査の質と効率性の向上を目指す。

監査役・監査等委員の主な活動内容 開催頻度
分担

常勤 社外

取締役会の諮問委員会への出席（指名委員会、報酬委員会） 適時 － 〇

重要会議、社内委員会への出席（経営会議、投融資審議会、内部統制

委員会、コンプライアンス委員会、サステナビリティ委員会、安全保

障貿易管理委員会、品質管理委員会、DX推進委員会、情報・ITシステ

ムセキュリティ委員会）

適時 〇 △

(注１)

業務執行取締役との面談 年２回 〇 ○
(注２)

監査等委員でない社外取締役との面談 年２回 〇 〇

営業本部長、職能担当本部長、海外総支配人・総代表との面談 年１回 〇 △

国内外のグループ会社への往査(リモート監査を含む) 年41社 〇 △

グループ会社常勤監査役との連絡会開催 年２回 〇 －

会計監査人の監査計画、監査報告会、期中コミュニケーションなどの

出席、面談

(監査役)

年４回

(監査等委員)

年10回(注３)

〇 〇

監査報告会への出席、内部監査の講評会の出席

(監査役)

年10回

(監査等委員)

年34回(注３)

〇 －

重要な決裁書類の閲覧 四半期ごと 〇 －

〇印は担当を示し、△は部分的担当あるいは任意の担当を示しております。
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(注) １ 社外監査等委員（2024年6月18日までは社外監査役）は、投融資審議会にオブザーバーとして出席

しました。

２ 社外監査等委員は、原則として１名以上が出席しました。

３ (監査役)は、2024年４月から６月18日までに監査役により実施された回数、(監査等委員）は６月

18日以降監査等委員より実施された回数を示しております。
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● 監査等委員会の活動状況：

監査等委員会は、原則として毎月１回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。当事業年度に

おいては、監査等委員会を12回開催しており、１回当たりの所要時間は約２時間でした。

監査等委員会における主な決議事項、協議事項、報告事項は以下のとおりです。

決議事項、協議事項、

報告事項
具体的内容

監査方針、監査計画

監査方針については、当社を取り巻く事業環境や内部統制システムの構築・運用

の状況にも留意の上、重要性、適時性その他必要な要素を考慮して策定しており

ます。

監査計画については、監査対象、監査の方法及び実施時期を適切に選定し作成し

ており、監査上の重要課題については、重点監査項目として設定しております。

会計監査人の評価

会計監査人との面談、及び主計部、営業経理部、内部統制統括部、監査部からの

会計監査活動に関する意見聴取に加え、監査等委員会で定める会計監査人評価基

準に照らし、会計監査人の独立性、専門性を確認し評価を行っております。

監査上の主要な検討

事項（KAM）(注)

監査上の主要な検討事項（KAM）については、会計監査人と協議を行うと共にその

監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。その内容

については、当社の事業リスクとの整合性の有無や、より多角的な視点からの検

討について会計監査人と意見交換を行いました。

監査等委員会実効性

評価

監査等委員会の実効性を高めるべく、監査等委員会の頻度や運営状況、審議内容

の適正、取締役・会計監査人・監査部との連携、報告体制のあり方などについて

アンケート形式で自己評価を行い、監査等委員会監査手法の見直しや今後の監査

計画の改善に向けて議論いたしました。

常勤監査等委員に

よる監査活動状況

常勤監査等委員は、重要書類の閲覧のほか、重要会議に出席し必要に応じて意見

を述べています。また、監査環境の整備と社内の情報収集と分析に積極的に取り

組み、社外監査等委員に対しては、監査等委員会の場で経営会議など重要会議の

出席報告、業務執行取締役、営業本部長、職能担当本部長などとの面談報告、国

内外のグループ会社への往査結果の報告を行っております。

経営執行責任者との

面談

監査等委員は、業務執行取締役、海外総支配人・総代表、営業本部長、職能担当

本部長との面談を半期に一度程度実施しています。2024年度は全27回実施し、う

ち24回について社外監査等委員は１名以上が出席しました。

往査

監査等委員は、国内外のグループ会社及び拠点への往査を積極的に行い、事業現

場の状況把握に努めています。往査先の選定にあたっては、資産の状況や事業活

動などの定量面に加え、当該会社を取り巻く事業環境や内部統制システムの運用

状況、リスク評価などの定性面も選定基準に取り入れています。

ウェブ会議システムを活用したリモート監査も行うことで状況に応じた往査を実

施し、その結果、海外11か国23社、国内18社の当社グループ会社の経営執行責任

者などと面談を行い、往査結果を業務執行取締役に報告しています。なお、社外

監査等委員の１名以上が海外6か国18社、国内11社の往査・視察に参加していま

す。

監査部からの報告

常勤監査等委員は、監査講評会への出席や監査報告会への出席により、内部監査

の状況を適宜把握しております。また監査等委員会では、内部監査計画を承認し

その進捗状況を監査部長から定期的に報告を受けています。

三様監査面談

常勤監査等委員は、会計監査人からの定期報告に加えて、会計監査人、監査部と

の間で三様監査面談を四半期ごとに実施し、それぞれの監査状況の共有や意見交

換などを行っています。

(注) Key Audit Matters
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（ご参考）会計監査人との報告会、連携状況

内容
(2024年度実績)

概要
4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

10
月

11
月

12
月

1
月

2
月

3
月

監査計画
監査及び期中レビュー

計画概要説明
●

四半期

ディスカッション

第１、第３四半期

のディスカッション
● ●

監査レビュー

の進捗報告

期中レビューの

進捗概要報告
● ●

監査報告
会社法・金融商品取引法

監査の結果概要報告
● ●

内部統制

監査報告

内部統制監査結果の

概要報告
●

三様監査面談
会計監査人・監査部・

常勤監査等委員の情報共有
● ● ● ●

情報・意見交換

会計監査人の品質管理

体制・独立性や監査の

新しい手法・課題、

KAMに関する情報・意見

交換

● ● ● ● ●

② 内部監査の状況

当社は、他の業務執行部門から独立した組織として監査部を設置しています。監査部39名（有価証券報告書提

出日現在）は、営業部、コーポレート、連結子会社を主たる対象とし、当社グループの経営諸活動及び業務管理

等が法令及び社内規程に準拠し、適正に遂行されていることを内部監査し、検証します。

監査部による内部監査の実施状況は、以下のとおりです。

・監査部は、監査の年度運営方針、重点項目及び年間スケジュールなどを付した年度監査計画を立案し、当該計

画に基づき内部監査を実施。

・監査時は、組織体のガバナンス・リスク管理・内部統制が適切に機能しているかを検証すると共に、損失の未

然防止や問題解決に向け、実効性のある改善提案を実施。

・監査後は、監査対象組織につき、監査結果の表明、問題点についての意見交換、改善策の協議のため、監査部

は、監査講評会（出席者：監査対象組織の社長、コーポレート各部の責任者、常勤監査等委員など）を開催。

監査講評会終了後には、内部監査報告書を作成し、監査報告会（代表取締役、常勤監査等委員、その他社長が

必要と認めた者で構成）へ提出。

・監査での指摘事項について、監査対象組織より３ヶ月後、６ヶ月後に改善状況の報告を受けると共に、フォロ

ーアップ監査により改善状況を確認。

また、内部監査の実効性を確保するための当社取り組みは以下のとおりです。

・監査部の年度監査計画は、監査等委員会の決議を取得し、経営会議及び取締役会に報告。

・監査部は、内部監査結果を、代表取締役社長のみならず、取締役会及び監査等委員会に対しても、定期的に報

告。

・監査部長、常勤監査等委員及びその補助者は、定期的に会合を持ち、各々の監査活動における気づきや課題等

のタイムリーな共有、及び意見交換を実施。

・監査部、監査等委員会、会計監査人の３者間では、四半期に一度、各々の監査結果の共有及び意見交換を目的

とした報告会を実施。

・監査部の組織業績の審議及び評価、並びに監査部長の個人評価には、監査等委員会との協議を必要とし、監査

の独立性を確保。
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③ 会計監査の状況

a) 監査法人の名称

有限責任 あずさ監査法人

b) 継続監査期間

22年

なお、現任の監査人である有限責任 あずさ監査法人の前身の１つである監査法人朝日会計社は、1969年より当

社の前身である日商岩井株式会社の財務諸表監査業務を行っています。

c) 業務を執行した公認会計士

杉浦 宏明、富田 亮平、引敷林 嗣伸

d) 監査業務に係る補助者の構成

公認会計士15名、その他50名

e) 監査等委員会による監査法人の評価及び選定方針・理由

監査等委員会は、監査等委員会が定めた会計監査人評価基準に照らし、会計監査人との面談などを通じ、品

質管理、外部機関による検査結果、監査チームの独立性・専門性・メンバー構成、監査報酬、監査の有効性・

効率性、監査等委員・経営者などとのコミュニケーション、グループ監査などの観点を総合的に勘案し、会計

監査人を評価の上、会計監査人を選定しております。

係る方針に基づき、有限責任 あずさ監査法人を当社の会計監査人として再任することを監査等委員会にて決

定いたしました。

f) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監

査等委員である取締役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。

また、監査等委員会は、会計監査人の職務遂行状況などを総合的に判断し、会計監査人が適正な監査を遂行

することが困難であると認められる場合には、監査等委員会での決議により、株主総会に提出する会計監査人

の解任又は不再任に関する議案の内容を決定する方針です。
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④ 監査報酬の内容等

a）監査公認会計士等に対する報酬

(単位：百万円)

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬

非監査業務に
基づく報酬

監査証明業務に
基づく報酬

非監査業務に
基づく報酬

提出会社 425 13 453 3

連結子会社 331 3 360 3

計 756 17 813 6

当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、合意された手続業務であります。

b）監査公認会計士等と同一のネットワーク（KPMGグループ）に対する報酬（aを除く）

(単位：百万円)

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬

非監査業務に
基づく報酬

監査証明業務に
基づく報酬

非監査業務に
基づく報酬

提出会社 － 10 6 17

連結子会社 605 84 760 100

計 605 95 766 118

当社における非監査業務の内容は、非財務情報に係る保証業務などであります。

また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務などであります。

c）その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

当社の重要な連結子会社である双日米国会社はDeloitte & Touche LLPに対して、マリンフーズ(株)は有限責

任監査法人トーマツに対して、Thai Central Chemical Public Co., Ltd.はDeloitte Touche Tohmatsu Jaiyos

Audit Co., Ltd.に対して、監査証明業務に基づく報酬を支払っております。

d）監査報酬の決定方針

監査日数等を勘案し、会社法第399条第１項及び第３項に規定する監査等委員会の同意を得た上で決定してお

ります。

e）監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会は、会計監査人の監査計画の

内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行

った結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項及び第３項の同意を行っております。
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(4) 【役員の報酬等】

① 役員区分毎の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

(単位：百万円)

役員区分
支給人員
（名）

基本報酬 業績連動報酬

合計金銭
(注２)

金銭(短期) 株式(中長期)
(注３,４)

取締役 11 317 135 223 676

（うち社外取締役） （5） （50） ‐ ‐ （50）

監査役 5 26 ‐ ‐ 26

（うち社外監査役） （3） （8） （8）

監査等委員である取
締役

4 75 ‐ ‐ 75

（うち社外取締役） （3） （35） （35）

(注) １ 百万円未満は切り捨てて表示しております。

２ 当社は、2024年６月18日開催の第21回定時株主総会決議に基づき、同日付で監査役会設置会社から監査等

委員会設置会社に移行しております。期末日現在の人員数は、取締役７名、監査等委員である取締役４名

であります。取締役の報酬等の総額には、2024年６月18日開催の定時株主総会終結の時をもって任期満了

により退任した取締役２名の報酬等の額、及び監査等委員会設置会社への移行に伴い新たに監査等委員で

ある取締役に就任した取締役２名の移行前の期間における報酬等の額を含んでおります。監査役の報酬等

の額は、監査等委員会設置会社への移行前の期間についてのものであります。

３ 2024年度における取締役の個人別の報酬等の額は、監査等委員会設置会社への移行前後のいずれにおいて

も、役員報酬ポリシー、基本報酬（固定報酬）の役位別基本報酬、業績連動報酬（短期）の算定方法、及

び業績連動報酬（中長期）の算定方法に基づき、各評価指標の目標額等を含め、後述の決定方針に整合す

ることを取締役会で確認したため、当該方針に沿うものであると判断しております。

４ 業績連動報酬（中長期）は、BIP信託を用いた株式報酬制度であり、上記株式報酬の総額は、2024年度に

退任が決まっている対象者を含めて、BIP信託に関する株式交付ポイントの付与に係る2024年度の費用計

上額です。

② 決議の内容

当社取締役の報酬の限度額などは、以下のとおり決議されています。

地位 報酬の種類 報酬限度額
株主総会

決議

当該決議時点

の員数

取締役（監査等

委員である取締

役を除く。）

取締役（社

外取締役を

除く。）

基本報酬 金銭
年額 720百万円

2024年

６月18日
４名業績連動

報酬

金銭（短期）

株式（中長期）

対象者：

・国内非居住者を除く

・執行役員を含む

当社が

拠出する

金員の上限

３事業年度を対象

3,600百万円

取締役などに

交付する

当社株式等

の数の上限

３事業年度を対象

150万ポイント

（150万株に相当）

社外

取締役
基本報酬 金銭 年額 60百万円

2024年

６月18日
３名

監査等委員である取締役 基本報酬 金銭 年額 160百万円
2024年

６月18日
４名
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③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

当事業年度の報酬総額が１億円以上である役員の氏名、役員区分及び報酬額の内訳は、以下のとおりです。

(単位：百万円)

氏名 役員区分 会社区分

基本報酬 業績連動報酬

合計
金銭

金銭
（短期）

株式
（中長期）

藤本 昌義 取締役 提出会社 84 46 89 221

植村 幸祐 取締役 提出会社 63 42 87 193

(注) １ 百万円未満は切り捨てて表示しております。

２ 業績連動報酬（中長期）は、BIP信託を用いた株式報酬制度であり、上記株式報酬の総額は、

BIP信託に関する株式交付ポイントの付与に係る2024年度の費用計上額です。
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④ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

1) 役員報酬ポリシー

当社は、取締役の中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的に、会社業績との連動

性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬制度とすることを基本方針としております。この基本方針のもと、

当社の企業理念、価値創造モデル、2030年に目指す姿、そして2024年４月からスタートした「中期経営計画

2026」の実現に向けた報酬制度とするため、2024年３月22日開催の取締役会にて、取締役と執行役員に対する報

酬制度として、「役員報酬ポリシー」（当社における取締役等の個人別の報酬等の内容に係る決定方針）を決議

しております。その内容は、以下のとおりです。

基本的な考え方

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。以下同じ。）及び執行役員（以下総称して役
員という。）の報酬に関する基本的な考え方は、以下２点を踏まえたものとする。
・双日が掲げる「２つの価値」、すなわち「双日が得る価値」、及び「社会が得る価値」の創
造・提供の実現に向け、持続的成長と中長期的な企業価値向上を強く推し進めるためのイン
センティブとなる制度とする。

・2030年に目指す姿「事業や人材を創造し続ける総合商社」を強く推し進める制度とする。

基本方針

・短期的な業績だけでなく、中長期的な業績・企業価値向上と連動性の高い制度であること。
・デジタル社会において、また、ESG経営を推進する中で、新たに創出・提供する価値と連動す
るものであること。

・当社の株主価値と連動したものであること。
・グローバルに競争力を有する人材を確保・維持できる報酬水準であること。
・報酬の決定プロセスは、透明性・客観性の高いものであること。

報酬体系

◆報酬水準
基本方針に則り、各役員の職責に応じて魅力的と感じる水準とする。なお、報酬水準の設定
にあたっては、他総合商社や第三者による国内上場企業の経営者報酬サーベイ、及び従業員
給与水準等を勘案する。また、外部環境の変化に応じて適宜見直しを行う。

◆報酬構成
基本報酬と業績連動報酬に大別し、中長期の業績連動報酬はペイフォーミッション、すなわ
ち当社の企業理念の実現、及び「２つの価値」の創造・提供を加味したものとする。
- 基本報酬（固定報酬） ：職責に応じて役位ごとに決定する金銭報酬
- 業績連動報酬（短期） ：単年度の会社業績や中期経営計画の進捗度に連動する金銭報酬
- 業績連動報酬（中長期） ：中期経営計画の達成度や企業価値向上(ESGや株価)に連動する

株式報酬（注）
◆報酬比率
［役員（社外取締役を除く。）］
全体に占める基本報酬比率を職責に応じて40～64％程度へ引き下げ、業績連動報酬比率を引
き上げる。

基本報酬 業績連動報酬(短期) 業績連動報酬(中長期)

40～64％ 20～22％ 16～40％

［社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）］
基本報酬100％とする。取締役会議長、指名及び報酬委員会委員長には別途手当を支給する。

◆報酬の支給時期
- 基本報酬 ：月例で支給する。
- 業績連動報酬（短期） ：毎年１回、一定の時期に支給する。
- 業績連動報酬（中長期） ：株式交付時期は退任後とする。（注）

業績連動報酬の
決定方法

目標達成度、中期経営計画の進捗度、及び個人の業績等への貢献度に基づき決定する。

報酬の没収等
(クローバック、
マルス条項）

重大な会計の誤り、不正による決算の事後修正が取締役会で決議された場合、また、役員によ
る非違行為等が取締役会で確認された場合、業績連動報酬の支給制限、又は受け取った報酬の
返還を求めることができる。

報酬ガバナンス
役員の個人別の報酬額は、社外取締役を委員長とし、社外取締役が過半数を占める報酬委員会
での審議を経て、取締役会で決定する。なお、監査等委員である取締役の報酬額は、監査等委
員である取締役の協議により決定する。

(注) 株式報酬は、取締役の退任後、受益者要件を満たしていることを確認した上で、株式交付１ポイントにつき当社

株式１株として、累積株式交付ポイント数に応じて当社株式の交付等を行います。受益者要件は、株式報酬制度

としての主旨を達成するために必要と認められる要件を設定しています。
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2) 2025事業年度の取締役の報酬制度

役員報酬ポリシーに基づき、2025年度における取締役の報酬制度の概要を次のとおり定めております。

● 報酬の種類

取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く）の報酬は、基本報酬（固定報酬）、業績連動報酬

（短期）及び業績連動報酬（中長期）によって構成します。社外取締役の報酬は、基本報酬（固定報酬）のみ

とします。ただし、社外取締役が取締役会議長、指名委員会委員長、又は報酬委員会委員長の職に就く場合は、

基本報酬（固定報酬）に加え、所定の手当を金銭で毎月支給します。

● 基本報酬

基本報酬（固定報酬）は、職責に応じて役位ごとに決定する金銭報酬であり、年俸制とし、役位別に定めた

基本報酬額の12分の１を毎月支給します。

● 短期業績連動報酬

業績連動報酬（短期）は、単年度の会社業績や中期経営計画の進捗度に連動する金銭報酬であり、所定の役

位にある取締役を対象に、役位別の標準報酬額（全ての評価指標につき、目標達成率が100％であった場合の報

酬額を指します）を基準として、連結当期純利益、連結当期純利益進捗度（中期経営計画期間中（2024～2026

年度）の連結当期純利益の進捗度を指します）、ROE、基礎的営業キャッシュ・フロー及び基礎的営業キャッシ

ュ・フロー進捗度（中期経営計画期間中（2024～2026年度）の基礎的営業キャッシュ・フローの進捗度を指し

ます）を評価指標とし、評価指標ごとの目標達成度に基づき定められる金銭を支給します。

評価指標ごとの目標達成度は、評価指標ごとの目標額等と実績値を比較して算出し、評価指標ごとの目標額

等は、事業年度ごとに、その期首にあたる毎年４月又は５月を目処として、報酬委員会の審議を経て、取締役

会決議により定めます。業績連動報酬（短期）の具体的な算定方法は、後記のとおりとし、事業年度終了後、

毎年７月に支給します。

なお、2024年度の業績連動報酬（短期）の算定で使用した評価指標毎の目標額など及び実績は、後記の「報

酬の構成」のとおりです。

なお、2025年度の業績連動報酬（短期）の算定で使用する目標額等は、以下のとおりです。

評価指標 目標額等

1.連結当期純利益（単年度の目標達成度） 1,200億円

2.連結当期純利益（中期経営計画の累計目標額（3,600億円）の進捗度） 2,306億円

3.ROE 12.0％

4.基礎的営業キャッシュ・フロー（単年度の目標達成度） 1,500億円

5.基礎的営業キャッシュ・フロー（中期経営計画の累計目標額（4,500億円）の進捗度） 2,852億円

(注) 2025年度は1,200億円相当の連結当期純利益（単年度）を見込むものの、米国関税影響△50億円を考慮

して見通しを1,150億円としておりますが、業績連動報酬（短期）の算定で使用する目標額は連結当期

純利益を1,200億円とし、それに伴い他の評価指標も対外公表値と異なる目標値を設定しております。
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● 中長期業績連動報酬

業績連動報酬（中長期）は、中期経営計画の達成度や企業価値向上（ESGや株価）に連動する株式報酬であ

り、所定の役位にある取締役を対象に、事業年度ごとに、役位別の標準報酬額及び基準株価に基づき算出され

る基準ポイントを付与し、３事業年度の終了ごとに、累積した基準ポイントに対し、評価指標ごとの目標達成

度に基づき算出される係数を乗じることで株式交付ポイントを計算し、対象取締役の退任時に、所定の事由を

全て充足することを条件として、累積した株式交付ポイントをもとに計算される当社の株式及び金銭を支給し

ます。

株式交付ポイントの計算において、中期経営計画期間中（2024～2026年度）の評価指標は、連結当期純利益、

株式成長率（対象期間における配当込みTOPIXの成長率に対する当社のTotal Shareholders Return（株主総利

回り。以下「TSR」という。）の割合を指します）及び別途設定するESG評価項目とし、当該評価指標ごとの目

標額等は、報酬委員会の審議を経て、取締役会決議により定めております。

業績連動報酬（中長期）の制度概要及び具体的な算定方法は、後記のとおりです。なお、業績連動報酬（中

長期）の算定で使用する目標額等は、後記の「報酬の構成」のとおりです。

● 報酬の構成

当社は、報酬と業績の連動性をさらに高めると共に、中長期の企業価値向上への取り組み・進捗をより十分

に反映した評価指標の体系とすることを企図して、2024年度より、取締役（社外取締役及び監査等委員である

取締役を除く）及び執行役員の報酬比率について、全体に占める基本報酬比率を職責に応じて40～64％程度へ

引き下げ、業績連動報酬比率を引き上げることといたしました。

各指標の目標値は、会社実績と連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬制度とするため、「中期

経営計画2026」の目標を踏まえて、報酬委員会で審議し、取締役会で決議しております。

＜取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く）及び執行役員の報酬の構成＞

(注) １ 親会社の所有者に帰属する当期純利益を指します。

２ 各指標の実績が目標値の40％未満の場合、当該指標に係る報酬は支給されません。

３ 当社のTSR（Total Shareholders Return：株主総利回り）と配当込みTOPIXとの相対比較で評価を行います。

４ ESG項目の評価方法は「9）業績連動報酬（中長期）の算定方法 2．株式交付ポイントの算定方法（注）３

ESG係数（126ページ）」に記載しています。

● 報酬の減額・不支給・返還請求

当社は、以下に定める場合、取締役の基本報酬（固定報酬）、業績連動報酬（短期）又は業績連動報酬（中

長期）の未払分につき減額又は不支給とし、これらの既払分の全部又は一部につき返還請求することができま

す。

① 重大な会計の誤り、又は不正による決算の事後修正が取締役会で決議された場合

② 故意又は重大な過失による任務懈怠（法令・定款・社内規程への違反、職務執行における善管注意義務・

忠実義務違反などを含むが、これに限られない）により、当社に重大な損害を与えた場合

③ 当社の意思に反して、自己都合により退任した場合（ただし、傷病等やむを得ない事由による自己都合退

任の場合は除く）

④ 正当な理由により、取締役を解任された場合

⑤ 当社の許可なく同業他社に就職した場合
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3) 役員の報酬等の決定方法

取締役の報酬等は、役員報酬ポリシー、基本報酬（固定報酬）の役位別基本報酬額、業績連動報酬（短期）の

算定方法、及び業績連動報酬（中長期）の算定方法につき、各評価指標の目標額等を含め、報酬委員会の審議を

経て、取締役会決議により決定し、当該決定に基づき、個人別の報酬等の額が算出・決定されます。監査等委員

の報酬等は、監査等委員会において協議、決定されます。

報酬委員会は、取締役会の諮問機関として設置されているものであり、取締役・執行役員の報酬水準、評価・

報酬に関する諸制度の審議及び提案を行うことを役割としております。委員は社外取締役を過半数とし、社外取

締役が委員長を務めることとしております。2024年度におきましては、社外取締役３名（朱殷卿取締役、齋木尚

子取締役、亀岡剛取締役）及び業務執行取締役１名（藤本昌義取締役会長）で構成され、朱殷卿取締役が委員長

を務めました。

役員の報酬の決定等に関する、取締役会、報酬委員会の当事業年度の活動内容は次のとおりです。

2024年４月 （報酬委員会）／業績連動報酬（中長期）のうち、ESG関連指標の最終評価について

2024年５月 （報酬委員会）／2024業績連動報酬（短期・中長期）算出に用いる業績目標額等設定について

株主総会以降の報酬委員会構成について

（取締役会） ／2024業績連動報酬（短期・中長期）算出に用いる業績目標額等設定について

2024年６月 （報酬委員会）／2023年度 業績連動報酬（短期）について

（取締役会） ／2023年度 業績連動報酬（短期）について

2024年８月 （報酬委員会）／報酬委員会 2024年度上期活動報告について

2024年９月 （報酬委員会）／業績連動報酬の評価指標進捗について

業績連動報酬ESGの評価方法について

次期役員報酬制度改定について

（取締役会） ／報酬委員会 2024年度上期活動報告について

2024年11月 （報酬委員会）／次期役員報酬制度改定について

2025年１月 （報酬委員会）／次期役員報酬制度改定について

2025年３月 （報酬委員会）／報酬委員会 2024年度活動報告及び2025年度活動方針について
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4) 業績連動報酬（短期）の算定方法

業績連動報酬（短期）は、各事業年度に評価指標ごとに以下①～⑤の算定式を用いて算出された金額の総和と

します。

業績連動報酬（短期）の報酬額 ＝ ①＋②＋③＋④＋⑤

①［(当該事業年度の連結当期純利益÷当該事業年度の連結当期純利益目標額）×465,000×30％×（支給対象

期間における在任月数（注１）÷12）］×役位係数（注２）（注３）

②［(連結当期純利益累計額÷連結当期純利益累計目標額）×465,000×30％×（支給対象期間における在任月

数（注１）÷12）］×役位係数（注２）（注３）

③［(当該事業年度のROE÷当該事業年度のROE目標値）×465,000×20％×（支給対象期間における在任月数

（注１）÷12）］×役位係数（注２）（注３）

④［(当該事業年度の基礎的営業キャッシュ・フロー÷当該事業年度の基礎的営業キャッシュ・フロー目標額）

×465,000×10％×（支給対象期間における在任月数（注１）÷12）］×役位係数（注２）（注３）

⑤［(基礎的営業キャッシュ・フロー累計額÷基礎的営業キャッシュ・フロー累計目標額）×465,000×10％×

（支給対象期間における在任月数（注１）÷12）］×役位係数（注２）（注３）

(注) １ 「在任月数」は、１ヶ月未満を切り捨てて計算します。各支給対象期間中に制度対象者の役位が変

更された場合、役位変更日の属する月については当該月において在任日数が多い役位（在任日数が

同じ場合は変更後の役位）を基準として在任月数を計算します。

なお、取締役を兼務しない執行役員が職務執行期間の途中で新たに取締役に就任し、取締役を兼務

することとなった場合は、当該執行役員兼務取締役の支給対象期間は７月１日から翌年６月末まで

とみなします。

２ 「役位係数」は、以下のとおりです。

（執行役員を兼務する取締役）

役位 代表権あり 代表権なし

取締役 / 会長執行役員CEO 100.0 －

取締役 / 会長執行役員 86.0 79.6

取締役 / 副会長執行役員 51.0 46.2

取締役 / 社長執行役員CEO 100.0 －

取締役 / 社長執行役員COO 91.4 －

取締役 / 副社長執行役員 67.1 61.7

取締役 / 専務執行役員 51.0 46.2

取締役 / 常務執行役員 42.6 38.1

取締役 / 執行役員 － 30.8

３ １万円単位は、四捨五入により計算します。

４ 「連結当期純利益累計額」は、中期経営計画期間中（2024～2026年度）における終了事業年度ごと

の連結当期純利益の合計額を指し、「連結当期純利益累計目標額」は当該各終了事業年度における

連結当期純利益目標額の合計額を指します。

５ 「基礎的営業キャッシュ・フロー累計額」は、中期経営計画期間中（2024～2026年度）における終

了事業年度ごとの基礎的営業キャッシュ・フローの合計額を指し、「基礎的営業キャッシュ・フロ

ー累計目標額」は当該各終了事業年度における基礎的営業キャッシュ・フローの目標額の合計額を

指します。
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６ 各指標の目標達成度（上記①～⑤の下線部）の上限値は1.50（目標額等に対し150％）、下限値は

0.40（同40％）とし、0.40(同40％)未満の場合は当該指標に係る報酬は不支給とします。

７ 任期途中にて退任し、又は死亡した場合の評価指標ごとの実績額などの扱いは以下のとおりです。

・連結当期純利益は、その時点で開示済みの四半期決算報告における連結四半期純利益の額を１年間

の連結当期純利益の額に換算（例：2024年度第１四半期決算が開示済みの場合、当該第１四半期決

算における上記連結四半期純利益の額を４倍）した額とします。

・基礎的営業キャッシュ・フローの実績額の扱いも連結当期純利益と同様とします。

・ROEは、その時点で開示済みの四半期決算報告における連結四半期純利益の額を１年間の連結当期純

利益に換算（同上）した額とし、その時点で開示済みの四半期決算報告における自己資本で除して

計算します。

なお、役位ごとの業績連動報酬（短期）の上限額は、以下のとおりです。

（単位：百万円）

役位

評価指標別上限額

① ② ③ ④ ⑤ 合計 ① ② ③ ④ ⑤ 合計

代表権あり 代表権なし

取締役 /

会長執行役員CEO
21 21 14 7 7 70 － － － － － －

取締役 /

会長執行役員
18 18 12 6 6 60 17 17 12 6 6 58

取締役 /

副会長執行役員
11 11 8 4 4 38 10 10 7 4 4 35

取締役 /

社長執行役員CEO
21 21 14 7 7 70 － － － － － －

取締役 /

社長執行役員COO
20 20 13 7 7 67 － － － － － －

取締役 /

副社長執行役員
15 15 10 5 5 50 13 13 9 5 5 45

取締役 /

専務執行役員
11 11 8 4 4 38 10 10 7 4 4 35

取締役 /

常務執行役員
9 9 6 3 3 30 8 8 6 3 3 28

取締役 /

執行役員
－ － － － － － 7 7 5 3 3 25



― 124 ―

5) 業績連動報酬（中長期）の制度概要

2024年６月18日開催の第21回定時株主総会において、当社は、取締役及び執行役員（社外取締役、監査等委員

である取締役及び国内非居住者を除き、以下「取締役等」という。）を対象に、当社の中長期的な業績の向上と

企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、会社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高

い役員報酬制度として、業績連動型株式報酬等の報酬制度（以下「本制度」という。）の継続及び一部内容の改

定を決議しております。

本制度は取締役等の会社業績への中長期的な貢献をその累計の職務執行期間に応じて評価することを目的とし

ており、取締役等の退任後に交付される株式総数等が最終確定することを企図しております。

本制度は、BIP信託を用いた株式報酬制度です。BIP信託は、欧米の業績連動型株式報酬（Performance Share）

及び譲渡制限付株式報酬（Restricted Stock）と同様に、役位や業績指標の達成度等に応じて当社株式及び当社

株式の換価処分金相当額の金銭（以下「当社株式等」という。）並びに当社株式等に生じる配当金を取締役等に

交付及び給付（以下「交付等」という。）する仕組みです。（下図ご参照）

① 当社は、本制度の一部改定に関して、2024年６月18日開催の第21回定時株主総会において承認を得てい

ます。

② 当社は、信託契約の変更の合意に基づき、①の株主総会決議で承認を受けた範囲内で金銭を拠出し、受

益者要件を充足する取締役などを受益者とする信託の信託期間を延長します。

③ 当社は、本制度の継続にあたり、株式交付規程を一部改定します。

④ 本信託は、信託管理人の指図に従い、信託契約の変更時に信託財産内に残存する金銭及び②で拠出され

た金銭を原資として当社株式を当社（自己株式処分）又は株式市場から取得します。信託期間の延長後

に本信託が取得する株式数は、①の株主総会の承認決議の範囲内とします。

⑤ 本信託内の当社株式に対する配当は、他の当社株式と同様に行われます。

⑥ 本信託内の当社株式については、信託期間を通じ、議決権を行使しないものとします。

⑦ 信託期間中、役位に応じて、毎年、取締役等に基準ポイントを付与し、対象期間の終了後、累積ポイン

トに評価指標の達成率などを乗じて株式交付ポイントを決定します。一定の受益者要件を満たす取締役

などは、退任後に、累積された株式交付ポイント（以下「累積株式交付ポイント数」といいます。）の

うち一定の割合に相当する当社株式の交付を受け、残りの累積株式交付ポイント数に相当する株式数の

当社株式については、信託契約の定めに従い、納税資金に充当する目的で換価した上で換価処分相当額

の金銭を受領し、あわせて本信託内の当社株式に関して⑤で支払われていた配当についても、配当基準

日における累積株式交付ポイント数に応じた金銭を受領します。

⑧ 信託期間中の各事業年度の業績目標の未達成などにより、信託期間満了時に残余株式が生じた場合、信

託契約の変更及び追加信託を行うことにより本制度又はこれと同種の新たな株式報酬制度として延長後

の本信託をさらに継続利用するか、又は、本信託から当社に当該残余株式を無償譲渡し、取締役会決議

により消却を行う予定です。

⑨ 本信託の終了時に、受益者に分配された後の残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した信託費用

準備金の範囲内で当社に帰属する予定です。また、信託費用準備金を超過する部分については、当社及

び取締役等と利害関係のない団体への寄附を行う予定です。
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6) 業績連動報酬（中長期）の算定方法

基準ポイント及び株式交付ポイントの算定は以下のとおり算定します。

1．基準ポイントの算定式

・基準ポイント ＝ （930,000×支給対象期間における在任月数（注１）÷12×役位係数（注２））（注３）

×0.9÷前提株価（注４）

ただし、対象期間の最終事業年度に係る基準ポイントは、次のとおりです。

・基準ポイント ＝ ［(930,000×支給対象期間における在任月数÷12×役位係数）（注３）×0.9÷前提株価］

＋［(930,000×最終事業年度に係る職務執行期間の在任月数÷12×役位係数）（注３）×

在任期間調整係数（注５）÷前提株価］

(注) １ 「在任月数」は、１ヶ月未満を切り捨てて計算します。各支給対象期間中に制度対象者の役位（取締

役が執行役員を兼務する場合においては執行役員の地位をいう。以下同じ。）が変更された場合、

役位変更日の属する月については当該月において在任日数が多い役位（在任日数が同じ場合は変更

後の役位）を基準として在任月数を計算します。

なお、取締役を兼務しない執行役員が職務執行期間の途中で新たに取締役に就任し、取締役を兼務

することとなった場合は、当該執行役員兼務取締役の支給対象期間は７月１日から翌年６月末まで

とみなします。

２ 「役位係数」は、以下のとおりです。

（執行役員を兼務する取締役）

役位 代表権あり 代表権なし

取締役 / 会長執行役員CEO 100.0 －

取締役 / 会長執行役員 86.0 79.6

取締役 / 副会長執行役員 26.6 24.0

取締役 / 社長執行役員CEO 100.0 －

取締役 / 社長執行役員COO 91.4 －

取締役 / 副社長執行役員 39.2 36.1

取締役 / 専務執行役員 26.6 24.0

取締役 / 常務執行役員 19.4 17.2

取締役 / 執行役員 － 12.0

３ １万円単位は、四捨五入により計算します。

４ 2024年７月（信託期間の延長が行われた場合には、延長時の前月）の東京証券取引所における当社株

式の終値の平均値（小数点以下切り捨て）

５ 在任期間調整係数は、以下のとおりです。

要件 係数

①対象期間中において３年間継続して制度対象者であった者（見込みの者を含む。） 0.3

②対象期間中において２年間継続して制度対象者であった者（見込みの者を含み、上

記①に該当する者を除く。）
0.2

③上記①②以外の者 0.1

2．株式交付ポイントの算定方法

株式交付ポイント＝（A）＋（B）＋（C）

（A）累積基準ポイント×40％×連結当期純利益係数（注１）

（B）累積基準ポイント×40％×株式成長率係数（注２）

（C）累積基準ポイント×20％×ESG係数（注３）

(注) 株式交付ポイントは、(A)及び(B)に係る部分と、(C)に係る部分を分けて算定するものとし、それぞれ１未

満のポイントは切り捨てます。
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(注) １ 連結当期純利益係数

・対象期間における連結当期純利益累計額の目標に対する達成度に応じて下表のとおり算定します。

連結当期純利益とは、親会社の所有者に帰属する当期純利益をいいます。

・達成度（％） ＝ （連結当期純利益累計額÷3,600億円）×100（小数点第２位切り捨て）

達成度 連結当期純利益係数

40％以下 60％

40％超 100％未満 達成度×66.7％＋33.3％

100％以上 150％未満 達成度×200％－100％

150％以上 200％

２ 株式成長率係数

・対象期間における配当込みTOPIXの成長率に対する当社のTSRの割合に応じて下表のとおり算定しま

す。

・当社のTSRは次のとおり算出します。

TSR（％） ＝ (B＋C)÷A×100（小数点第２位切り捨て）

A：2024年１～３月の東京証券取引所における当社株式終値の平均株価

B：2027年１～３月の東京証券取引所における当社株式終値の平均株価

C：2024年度から2026年度までの１株当たりの配当額の累計額

・配当込みTOPIX成長率は、次のとおり算出します。

配当込みTOPIX成長率（％）＝E÷D×100（小数点第２位切り捨て）

D：2024年１～３月の配当込みTOPIXの平均 (*)

E：2027年１～３月の配当込みTOPIXの平均 (*)

*「配当込みTOPIXの平均」は、日本取引所グループが公表する「3-1株価指数＆株価平均（年月末・

日別）第一部 配当込みTOPIX」を参照します。

・当社株式成長率 ＝ 当社TSR÷配当込みTOPIX成長率×100（小数点第２位切り捨て）

当社株式成長率

(当社TSRの対配当込みTOPIX比）
株式成長率係数

40％以下 60％

40％超 110％未満 当社株式成長率×57.1％＋37.1％

110％以上 150％未満 当社株式成長率×250％－175％

150％以上 200％

３ ESG係数

・以下３つの項目を報酬委員会が定性・定量で評価し、各評価項目の評価点数の累計でESG係数を算出

します。

なお、累計評価点数の上限は60点とし、下限は18点とします。

ESG係数（％） ＝ 対象期間中の各事業年度の累計評価点数 ÷ 30×100

ESG項目 評価指標 評価基準

脱炭素

①自社の直接的なエネルギーの

使用量の削減

②一般炭・原料炭・石油権益の削減

2024年３月末時点からの削減状況

社会課題

２つの価値を念頭に置いた社会課題へ

の取り組み状況

①循環型社会の形成への取り組み

②エッセンシャルインフラ開発・

サービスの提供

③国内地域創生への取り組み

左記の全社及び各本部の取り組み状況

ヒト

①多様性

②挑戦

③風通し

①女性本社外経験割合

②、③ 2023年11月実施の社員意識調査の挑

戦指数・風通し指数の伸び・改善度



― 127 ―

(注) 任期途中にて退任し、又は死亡した場合の扱いは以下のとおりです。

・当該制度対象者が支給対象期間の途中で退任（傷病等やむを得ない事由による自己都合退任を含

め、それ以外の自己都合退任を除く。）し、国内非居住者となる人事異動が発令され、又は死亡

した場合は、当該退任日、当該発令日又は当該死亡日に基準ポイントをそれぞれ付与します。

・対象期間の最終事業年度に対応する各制度対象者の支給対象期間が終了する前に、当該制度対象

者が退任し、国内非居住者となる旨の人事異動が発令され、又は死亡した場合は、当該退任日、

当該発令日又は当該死亡日に当該制度対象者が保有する当該対象期間に係る累積基準ポイントを、

当該制度対象者の保有する当該対象期間に係る株式交付ポイントとみなします。

なお、役位ごとの株式交付ポイントの上限数は、以下のとおりです。

（単位：千ポイント）

役位

代表権あり 代表権なし

(A) (B) (C)
(A)+(B)

+(C)
(A) (B) (C)

(A)+(B)

+(C)

取締役 / 会長執行役員CEO 90 90 45 225 - - - -

取締役 / 会長執行役員 77 77 39 193 72 72 36 180

取締役 / 副会長執行役員 24 24 12 60 22 22 11 55

取締役 / 社長執行役員CEO 90 90 45 225 - - - -

取締役 / 社長執行役員COO 82 82 41 205 - - - -

取締役 / 副社長執行役員 36 36 18 90 33 33 17 83

取締役 / 専務執行役員 24 24 12 60 22 22 11 55

取締役 / 常務執行役員 18 18 9 45 16 16 8 40

取締役 / 執行役員 - - - - 11 11 6 28

取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く）及び執行役員が国内非居住者である期間中は、

これらの者に対して、本制度に基づく基準ポイント及び株式交付ポイントは新たに付与されませんが、前述

の基準ポイント及び株式交付ポイントの算定式を用いて算出した相当の金銭を支給します。

7) 監査等委員である取締役の報酬制度

監査等委員である取締役の報酬については、取締役の職務執行を監査するという役割に鑑みて、業績連動報酬

は導入せず、基本報酬（金銭）のみとし、金額は監査等委員である取締役の協議により決定します。

8) 役員の報酬等の決定方法

取締役の報酬等は、役員報酬ポリシー、基本報酬（固定報酬）の役位別基本報酬額、業績連動報酬（短期）の

算定方法、及び業績連動報酬（中長期）の算定方法につき、各評価指標の目標額等を含め、報酬委員会の審議を

経て、取締役会決議により決定し、当該決定に基づき、個人別の報酬等の額が算出・決定されます。監査等委員

である取締役の報酬等は、監査等委員である取締役の協議により決定されます。

報酬委員会は、取締役会の諮問機関として設置されているものであり、取締役（監査等委員である取締役を除

く）及び執行役員の報酬水準、評価・報酬に関する諸制度の審議及び提案を行うことを役割としております。委

員は社外取締役を過半数とし、社外取締役が委員長を務めることとしております。



― 128 ―

(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、以下

のとおり区分しております。

純投資目的である投資株式：キャピタルゲインなどの獲得を目的として保有する株式

純投資目的以外の目的である投資株式：純投資目的である投資株式以外の株式

② 純投資目的以外の目的である投資株式

1) 株式の保有方針及び議決権の行使

〔「中期経営計画2026」における株式の保有方針〕

政策保有株式として引き続き保有する上場株式については、従前どおり毎年個別の銘柄ごとに受取配当金や

関連する収益が資本コスト（WACC）を上回っているかを定量的に検証すると共に、当社企業価値の向上に寄与

しているかといった定性面についても精査し、保有意義の見直しを行っております。検証の結果、保有意義が

認められる銘柄については、継続して保有し、保有による効果・便益を追求します。保有意義が希薄化した銘

柄については、一定期間内での改善を目指す、あるいは、改善が見込めない銘柄については売却を検討しま

す。なお、保有意義の見直しは、取締役会及び経営会議にて個別の銘柄ごとに行っております。

（参考）

単体保有株式の連結資本合計比率の実績は以下のとおりです。

＜単体ベース、上場株式・非上場株式の保有状況＞

2022/３末
実績

2023/３末
実績

2024/３末
実績

2025/3末
実績

①単体保有株式 帳簿価額(億円） 1,187 765 799 761

上場株式(億円） 988 553 562 525

非上場株式(億円) 200 212 237 236

②連結資本合計(億円) 7,639 8,766 9,556 10,076

③連結資本合計比(％)（①÷②） 16％ 9％ 8％ 8％

(注) 上場株式については、各時点における株価を反映しております。

〔議決権の行使〕

上場株式の保有意義を踏まえ、当社と投資先企業双方の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に適うか否

かを基準に、議決権を行使することとし、議決権の行使状況を会社として把握する体制としております。
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2) 銘柄数及び貸借対照表計上額

銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(百万円)

非上場株式 126 23,657

非上場株式以外の株式 27 52,520

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

銘柄数
（銘柄）

株式数の増加に係る取得
価額の合計額(百万円)

株式数の増加の理由

非上場株式 7 1,904

事業機会や機能・経験の獲得、取引関
係の維持・強化などを目的として株式
を取得したため、株式数が増加してお
ります。

非上場株式以外の株式 3 1,811

事業機会や機能・経験の獲得、取引関
係の維持・強化などを目的として株式
を取得したため、株式数が増加してお
ります。

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

銘柄数
（銘柄）

株式数の減少に係る売却
価格の合計額(百万円)

非上場株式 6 475

非上場株式以外の株式 4 421
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3) 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄毎の株式数、貸借対照表計上額などに関する情報

特定投資株式

銘柄

当事業年度 前事業年度
保有目的、業務提携等の概要、

定量的な保有効果(注１)
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無
(注２)

株式数(株) 株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

日本発条㈱
13,199,462 13,199,462

自動車及び金属・資源・リサイクルにおける
事業機会や機能・経験の獲得、金属製品や二
輪部品等の取引関係の維持・強化などを目的
として保有しております。

有
21,198 19,759

㈱ニチリン
1,144,000 1,144,000

金属・資源・リサイクルにおける事業機会や
機能・経験の獲得、金属原料等の取引関係の
維持・強化などを目的として保有しておりま
す。

無
4,095 4,381

ＡＮＡホールデ
ィングス㈱

1,413,600 1,413,600
航空・社会インフラにおける事業機会や機
能・経験の獲得、ボーイング社製民間航空機
等の取引関係の維持・強化などを目的として
保有しております。

無
3,900 4,537

日本空港ビルデ
ング㈱

845,000 845,000
航空・社会インフラ、リテール・コンシュー
マーサービスにおける事業機会や機能・経験
の獲得、国内外空港運営等の取引関係の維
持・強化などを目的として保有しておりま
す。

無

3,474 5,010

山崎製パン㈱
1,199,544 1,199,544

生活産業・アグリビジネスにおける事業機会
や機能・経験の獲得、製パン原材料等の取引
関係の維持・強化などを目的として保有して
おります。

有
3,454 4,703

シンフォニアテ
クノロジー㈱

308,400 308,400
航空・社会インフラにおける事業機会や機
能・経験の獲得、航空機等の取引関係の維
持・強化などを目的として保有しておりま
す。

有
1,844 999

㈱トクヤマ
648,420 648,420 化学における事業機会や機能・経験の獲得、

工業塩、ソーダ灰等の取引関係の維持・強化
などを目的として保有しております。

無
1,808 1,760

スカイマーク㈱
3,009,900 -

航空・社会インフラにおける事業機会や機
能・経験の獲得、ボーイング社製民間航空機
等の取引関係の維持・強化などを目的として
取得しました。

無
1,556 -

㈱日清製粉グル
ープ本社

886,805 886,805
生活産業・アグリビジネスにおける事業機会
や機能・経験の獲得、小麦製品等の取引関係
の維持・強化などを目的として保有しており
ます。

有
1,534 1,861

㈱ＡＤＥＫＡ
561,400 561,403 化学における事業機会や機能・経験の獲得、

添加剤等の取引関係の維持・強化などを目的
として保有しております。

有
1,509 1,809

昭和産業㈱
500,000 500,000

生活産業・アグリビジネスにおける事業機会
や機能・経験の獲得、小麦製品等の取引関係
の維持・強化などを目的として保有しており
ます。

有
1,417 1,750

日本精化㈱
540,700 540,700 化学における事業機会や機能・経験の獲得、

化粧品素材等の取引関係の維持・強化などを
目的として保有しております。

有
1,081 1,384

Braskem S.A.
3,659,062 3,705,962 化学における事業機会や機能・経験の獲得、

グリーンポリエチレン等の取引関係の維持・
強化などを目的として保有しております。

無
1,073 2,868

㈱大阪ソーダ
580,510 116,102

化学における事業機会や機能・経験の獲得、
特殊樹脂等の取引関係の維持・強化などを目
的として保有しております。なお、株式分割
のため株式数が増加しております。

有
942 1,121

㈱ニップン
419,064 419,064

生活産業・アグリビジネスにおける事業機会
や機能・経験の獲得、小麦製品等の取引関係
の維持・強化などを目的として保有しており
ます。

有
909 994
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銘柄

当事業年度 前事業年度
保有目的、業務提携等の概要、

定量的な保有効果(注１)
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無
(注２)

株式数(株) 株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

㈱ジャパンイン
ベストメントア
ドバイザー

400,000 400,000
航空・社会インフラにおける事業機会や機
能・経験の獲得、航空機関連等の取引関係の
維持・強化などを目的として保有しておりま
す。

無
729 431

PT.Nippon
Indosari
Corpindo Tbk

61,949,750 89,309,350
生活産業・アグリビジネスにおける事業機会
や機能・経験の獲得、小麦製品等の取引関係
の維持・強化などを目的として保有しており
ます。

無
529 1,007

北越コーポレー
ション㈱

256,500 256,500 化学における事業機会や機能・経験の獲得、
漂白剤等の取引関係の維持・強化などを目的
として保有しております。

有
313 493

テイカ㈱
225,096 225,096

化学、金属・資源・リサイクルにおける事業
機会や機能・経験の獲得、顔料、金属原料等
の取引関係の維持・強化などを目的として保
有しております。

有
300 342

関西ペイント㈱

108,831 104,580
化学における事業機会や機能・経験の獲得、
溶剤等の取引関係の維持・強化などを目的と
して保有しております。なお、取引先持ち株
会による取得により株式数が増加しておりま
すが、定量・定性両面を精査して保有意義の
見直しを行っております。

無

232 227

Archean
Chemical
Industries
Limited

123,053 123,053 化学における事業機会や機能・経験の獲得、
工業塩等の取引関係の維持・強化などを目的
として保有しております。

無
112 150

PicoCELA㈱

1,264,500 －
エネルギー・ヘルスケアにおける通信デバイ
スの販売等を通じた通信サービス事業の開拓
を目的として保有しております。なお、2025
年１月16日付にて上場したため、当事業年度
より記載しております。

無

107 －

㈱トーア紡コー
ポレーション

271,000 271,000 化学における事業機会や機能・経験の獲得、
繊維原料等の取引関係の維持・強化などを目
的として保有しております。

有
106 122

群栄化学工業㈱
27,800 27,800 化学における事業機会や機能・経験の獲得、

フェノール等の取引関係の維持・強化などを
目的として保有しております。

有
82 107

クニミネ工業㈱
76,000 76,000

金属・資源・リサイクルにおける事業機会や
機能・経験の獲得、金属原料等の取引関係の
維持・強化などを目的として保有しておりま
す。

有
78 80

Green Earth
Institute㈱

150,000 150,000
化学における事業機会や機能・経験の獲得、
バイオマス由来の化学品製造技術を活用した
新規事業機会の獲得などを目的として保有し
ております。

無
64 85

㈱ ア ル フ ァ ク
ス・フード・シ
ステム

172,100 172,100 自動車におけるOrionStar Robotics製の配
膳・案内ロボットの販売体制構築、販売拡大
などを目的として保有しております。

無
60 78

日本精鉱㈱

- 43,400
金属・資源・リサイクルにおける事業機会や
機能・経験の獲得、金属原料等の取引関係の
維持・強化などを目的として保有しておりま
したが、当事業年度に保有株式を全て売却し
ております。

無

- 108

TAYO
ROLLS LIMITED

- 307,341
エネルギー・ヘルスケアにおける鉄鋼用ロー
ル製品の輸出販売を目的に保有しておりまし
たが、同社再建計画の承認に伴い当社保有分
も含む既存株式が失効されております。

無
- 50
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(注) １ 定量的な保有効果の記載については、取引先との取扱数量などの情報を含むため、困難であります。一方で、

全ての銘柄において、保有により実現している収益が資本コストを上回っていることは確認済みです。なお、

保有の合理性を検証した方法につきましては、「1）株式の保有方針及び議決権の行使」をご参照ください。

２ 当社の株式の保有の有無は、2025年３月31日付の当社株主名簿にて確認できる範囲で記載しております。

みなし保有株式

該当する銘柄はありません。

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

区分

当事業年度 前事業年度

銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計
上額の合計額

(百万円)

銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計
上額の合計額
(百万円)

非上場株式 － － 1 30

非上場株式以外の株式 － － － －

区分

当事業年度

受取配当金の
合計額(百万円)

売却損益の
合計額(百万円)

評価損益の
合計額(百万円)

非上場株式 0 △4 －

非上場株式以外の株式 － － －

④ 当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当する銘柄はありません。

⑤ 当事業年度の前４事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変

更したもの

該当する銘柄はありません。
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第５ 【経理の状況】

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)

第１条の２第１号に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第312条の規定により、国

際会計基準(以下「IFRS会計基準」という。)に準拠して作成しております。

本報告書の連結財務諸表等の金額については、百万円未満を切り捨てて表示しております。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しており

ます。

本報告書の財務諸表等の金額については、百万円未満を切り捨てて表示しております。

２ 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度(2024年４月１日から2025年３月31日ま

で)の連結財務諸表並びに事業年度(2024年４月１日から2025年３月31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ

監査法人により監査を受けております。

３ 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組及びIFRS会計基準に基づいて連結財務諸表等

を適正に作成することができる体制の整備について

当社は、以下の通り連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組及びIFRS会計基準に基づいて連結財務諸

表等を適正に作成することができる体制の整備を行っております。

① 会計基準等の内容を適切に把握し、また会計基準等の変更などについて的確に対応するため、公益財団法人財務

会計基準機構への加入、専門的知識を有する団体が主催するセミナーへの参加、会計専門誌の定期購読などを行っ

ております。また、社団法人日本貿易会へ加入し情報交換を行うとともに、会計基準等の変更などに際しては、同

会を通して意見発信を行っております。

② IFRS会計基準に基づく適正な連結財務諸表を作成するため、IFRS会計基準に準拠したグループ会計方針書及びグ

ループ会計処理ガイダンスを作成し、これらに基づきグループで統一的な会計処理を行っております。また、国際

会計基準審議会が公表するプレスリリースや基準書を随時入手し、最新の基準の把握及び当社グループへの影響の

分析を行い、適時これらを更新しております。
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

①【連結財政状態計算書】

(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度末
(2024年３月31日)

当連結会計年度末
(2025年３月31日)

資産

流動資産

現金及び現金同等物 30 196,275 192,299

定期預金 13,139 6,883

営業債権及びその他の債権 6 826,972 899,822

デリバティブ金融資産 33(9) 5,444 4,014

棚卸資産 7 288,302 275,871

未収法人所得税 11,403 3,711

その他の流動資産 13 104,736 190,913

小計 1,446,273 1,573,516

売却目的で保有する資産 18 16,248 1,605

流動資産合計 1,462,521 1,575,122

非流動資産

有形固定資産 8 234,340 259,230

使用権資産 35 97,547 90,729

のれん 9(1) 132,597 151,306

無形資産 9(2) 92,170 113,884

投資不動産 10 9,982 8,700

持分法で会計処理されている投資 11 616,145 642,236

営業債権及びその他の債権 6 87,955 95,742

その他の投資 12 130,905 134,637

デリバティブ金融資産 33(9) 1,223 364

その他の非流動資産 13 10,003 5,551

繰延税金資産 32(1) 11,478 9,744

非流動資産合計 1,424,351 1,512,130

資産合計 2,886,873 3,087,252
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(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度末
(2024年３月31日)

当連結会計年度末
(2025年３月31日)

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務 14 663,135 596,546

リース負債 35 19,340 19,729

社債及び借入金 15 164,138 199,725

デリバティブ金融負債 33(9) 4,682 3,437

未払法人所得税 8,900 8,838

引当金 16 3,955 6,227

その他の流動負債 17 104,482 151,072

小計 968,635 985,578

売却目的で保有する資産に
直接関連する負債

18 4,815 －

流動負債合計 973,450 985,578

非流動負債

リース負債 35 85,749 82,849

社債及び借入金 15 742,566 886,748

営業債務及びその他の債務 14 9,671 12,606

デリバティブ金融負債 33(9) 555 2,828

退職給付に係る負債 31(1) 24,114 23,279

引当金 16 44,599 39,082

その他の非流動負債 17 12,445 8,709

繰延税金負債 32(1) 38,093 37,954

非流動負債合計 957,795 1,094,057

負債合計 1,931,245 2,079,636

資本

資本金 19 160,339 160,339

資本剰余金 19 96,448 96,782

自己株式 19 △21,915 △45,701

その他の資本の構成要素 199,190 190,096

利益剰余金 19 490,013 567,439

親会社の所有者に帰属する持分合計 924,076 968,956

非支配持分 31,550 38,659

資本合計 955,627 1,007,616

負債及び資本合計 2,886,873 3,087,252
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②【連結純損益計算書】

(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度
(自2023年４月１日
至2024年３月31日)

当連結会計年度
(自2024年４月１日
至2025年３月31日)

収益 20

商品の販売に係る収益 2,299,715 2,388,732

サービス及びその他の販売に係る収益 114,933 120,982

収益合計 2,414,649 2,509,714

原価 △2,088,694 △2,162,921

売上総利益 325,955 346,793

販売費及び一般管理費 21 △241,464 △269,903

その他の収益・費用

固定資産除売却損益 22 2,077 △531

固定資産減損損失 23 △4,983 △918

関係会社整理益 24 8,073 17,253

関係会社整理損 23,25 △3,980 △2,343

その他の収益 14,379 11,717

その他の費用 23,26 △12,327 △12,871

その他の収益・費用合計 3,240 12,306

金融収益

受取利息 27 11,928 14,866

受取配当金 27 5,545 7,375

その他の金融収益 27 684 744

金融収益合計 18,158 22,987

金融費用

支払利息 27 △24,006 △26,509

金融費用合計 △24,006 △26,509

持分法による投資損益 11 43,615 49,627

税引前利益 125,498 135,300

法人所得税費用 32(2) △22,437 △21,101

当期純利益 103,060 114,199

当期純利益の帰属：

親会社の所有者 100,765 110,636

非支配持分 2,294 3,562

計 103,060 114,199

１株当たり当期利益

基本的１株当たり利益(円) 28 450.97 513.74

希薄化後１株当たり利益(円) 28 450.97 513.74
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③【連結純損益及びその他の包括利益計算書】

(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度
(自2023年４月１日
至2024年３月31日)

当連結会計年度
(自2024年４月１日
至2025年３月31日)

当期純利益 103,060 114,199

その他の包括利益

純損益に振り替えられることのない項目

FVTOCIの金融資産 29 17,619 △6,346

確定給付制度の再測定 29 152 408

持分法で会計処理されている
投資におけるその他の包括利益

11,29 485 2,538

純損益に振り替えられることのない
項目合計

18,257 △3,399

純損益にその後に振り替えられる
可能性のある項目

在外営業活動体の換算差額 29 39,232 △1,014

キャッシュ・フロー・ヘッジ 29 △627 △2,510

持分法で会計処理されている
投資におけるその他の包括利益

11,29 13,359 △831

純損益にその後に振り替えられる
可能性のある項目合計

51,964 △4,356

税引後その他の包括利益 70,222 △7,756

当期包括利益 173,283 106,443

当期包括利益の帰属：

親会社の所有者 168,317 103,239

非支配持分 4,965 3,203

計 173,283 106,443
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④【連結持分変動計算書】

(単位：百万円)

注記
番号

親会社の所有者に帰属する持分

資本金 資本剰余金 自己株式

その他の資本の構成要素

在外営業活動体
の換算差額

FVTOCIの
金融資産

キャッシュ・
フロー・ヘッジ

2023年４月１日残高 160,339 147,601 △31,058 54,559 70,939 13,139

当期純利益

その他の包括利益 50,394 17,995 △1,262

当期包括利益 － － － 50,394 17,995 △1,262

自己株式の取得 19 △14 △42,725

自己株式の処分 19 △478 473

自己株式の消却 △51,396 51,396

配当金 19

支配が継続している子会社
に対する親会社の持分変動

2,786

非支配持分に付与された
プット・オプション

その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替

△9,361

株式報酬取引 34 735

その他の増減

所有者との取引等合計 － △51,152 9,143 2,786 △9,361 －

2024年３月31日残高 160,339 96,448 △21,915 107,740 79,573 11,876

注記

番号

親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 資本合計

その他の資本の構成要素

利益剰余金
親会社の所有者
に帰属する持分

合計
確定給付制度の

再測定
その他の資本の
構成要素合計

2023年４月１日残高 － 138,638 422,193 837,713 38,863 876,576

当期純利益 100,765 100,765 2,294 103,060

その他の包括利益 424 67,551 67,551 2,671 70,222

当期包括利益 424 67,551 100,765 168,317 4,965 173,283

自己株式の取得 19 △42,739 △42,739

自己株式の処分 19 △5 △5

自己株式の消却 － －

配当金 19 △29,504 △29,504 △3,017 △32,521

支配が継続している子会社
に対する親会社の持分変動

2,786 △14,683 △11,896 △9,843 △21,739

非支配持分に付与された
プット・オプション

1,472 1,472 1,472

その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替

△424 △9,786 9,786 － －

株式報酬取引 34 735 735

その他の増減 △15 △15 581 566

所有者との取引等合計 △424 △6,999 △32,945 △81,953 △12,278 △94,232

2024年３月31日残高 － 199,190 490,013 924,076 31,550 955,627
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(単位：百万円)

注記
番号

親会社の所有者に帰属する持分

資本金 資本剰余金 自己株式

その他の資本の構成要素

在外営業活動体
の換算差額

FVTOCIの
金融資産

キャッシュ・
フロー・ヘッジ

2024年４月１日残高 160,339 96,448 △21,915 107,740 79,573 11,876

当期純利益

その他の包括利益 △2,690 △3,630 △1,537

当期包括利益 － － － △2,690 △3,630 △1,537

自己株式の取得 19 △7 △23,989

自己株式の処分 19 △201 203

配当金 19

支配が継続している子会社
に対する親会社の持分変動

1

非支配持分に付与された
プット・オプション

その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替

△1,273

株式報酬取引 34 543

その他の増減 36

所有者との取引等合計 － 333 △23,786 38 △1,273 －

2025年３月31日残高 160,339 96,782 △45,701 105,088 74,669 10,339

注記

番号

親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 資本合計

その他の資本の構成要素

利益剰余金
親会社の所有者
に帰属する持分

合計
確定給付制度の

再測定
その他の資本の
構成要素合計

2024年４月１日残高 － 199,190 490,013 924,076 31,550 955,627

当期純利益 110,636 110,636 3,562 114,199

その他の包括利益 460 △7,397 △7,397 △358 △7,756

当期包括利益 460 △7,397 110,636 103,239 3,203 106,443

自己株式の取得 19 △23,997 △23,997

自己株式の処分 19 1 1

配当金 19 △31,721 △31,721 △3,137 △34,859

支配が継続している子会社
に対する親会社の持分変動

1 △804 △802 3,942 3,140

非支配持分に付与された
プット・オプション

△2,357 △2,357 △2,357

その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替

△460 △1,734 1,734 － －

株式報酬取引 34 543 543

その他の増減 36 △62 △26 3,100 3,073

所有者との取引等合計 △460 △1,696 △33,211 △58,359 3,905 △54,454

2025年３月31日残高 － 190,096 567,439 968,956 38,659 1,007,616
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⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度
(自2023年４月１日
至2024年３月31日)

当連結会計年度
(自2024年４月１日
至2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益 103,060 114,199

減価償却費及び償却費 42,034 44,133

固定資産減損損失 4,983 918

金融収益及び金融費用 5,848 3,522

持分法による投資損益(△は益) △43,615 △49,627

固定資産除売却損益(△は益) △2,077 531

法人所得税費用 22,437 21,101

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) △57,489 △55,792

棚卸資産の増減(△は増加) 48,044 11,977

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) 36,020 △65,296

その他の資産及び負債の増減 △22,434 △36,615

退職給付に係る負債の増減(△は減少) 7 △212

その他 30(4) △9,378 △16,831

小計 127,440 △27,991

利息の受取額 11,053 13,530

配当金の受取額 40,759 35,974

利息の支払額 △26,092 △26,161

法人所得税の支払額 △40,973 △12,039

営業活動によるキャッシュ・フロー 112,187 △16,688

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △27,093 △43,364

有形固定資産の売却による収入 4,327 4,099

無形資産の取得による支出 △4,122 △3,540

短期貸付金の増減(△は増加) 1,071 △6

長期貸付けによる支出 △9,812 △8,735

長期貸付金の回収による収入 5,239 4,055

子会社の取得による収支(△は支出) 30(2) △37,632 △41,121

子会社の売却による収支(△は支出) 30(3) 26,088 4,797

投資の取得による支出 △62,681 △23,207

投資の売却による収入 37,022 14,563

その他 30(5) 80,022 △1,646

投資活動によるキャッシュ・フロー 12,429 △94,106

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの
増減(△は減少）

30(6) △21,243 50,243

長期借入れによる収入 30(6) 291,528 419,598

長期借入金の返済による支出 30(6) △332,428 △282,358

社債の発行による収入 30(6) － 1,129

社債の償還による支出 30(6) △10,000 △10,000

リース負債の返済による支出 30(6) △17,769 △16,833

非支配持分株主への子会社持分売却による収入 － 620

非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 △22,020 △811

非支配持分株主からの払込による収入 991 3,484

自己株式の売却による収入 65 121

自己株式の取得による支出 19 △42,675 △23,989

配当金の支払額 19 △29,504 △31,721

非支配持分株主への配当金の支払額 △3,127 △3,093

その他 30(6) △340 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △186,523 106,388

現金及び現金同等物の減少額 △61,907 △4,405

現金及び現金同等物の期首残高 30(1) 247,286 196,275

現金及び現金同等物に係る換算差額 10,895 549

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △119

現金及び現金同等物の期末残高 30(1) 196,275 192,299
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【注記事項】

１ 報告企業

双日株式会社(以下「当社」という。)は日本に所在する企業であります。当社の連結財務諸表は2025年３月31日

を期末日とし、当社及び子会社(以下「当社グループ」という。)、並びに当社グループの関連会社及び共同支配企

業に対する持分により構成されております。当社グループは総合商社として、物品の売買及び貿易業をはじめ、国

内及び海外における各種製品の製造・販売やサービスの提供、各種プロジェクトの企画・調整、各種事業分野への

投資、並びに金融活動などグローバルに多角的な事業を行っております。

２ 作成の基礎

(1) 連結財務諸表がIFRS会計基準に準拠している旨の記載

当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号）

第１条の２第１号に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第312条の規定により、国

際会計基準（以下「IFRS会計基準」という。）に準拠して作成しております。

(2) 測定の基礎

連結財務諸表は「注記3 重要性のある会計方針」にて別途記載している場合を除き、取得原価を基礎としてお

ります。

(3) 機能通貨及び表示通貨

連結財務諸表は当社の機能通貨である日本円で表示しております。日本円で表示しているすべての財務情報は

百万円未満を切り捨てております。

(4) 見積り及び判断の利用

IFRS会計基準に準拠した連結財務諸表の作成において、経営者は会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び

費用の報告額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定を用いております。実際の結果はこれらの見積りと異なる場

合があります。

見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直しております。会計上の見積りの見直しによる影響は、見積り

を見直した会計期間及び将来の会計期間において認識しております。

前連結会計年度及び当連結会計年度における重要な会計上の見積り及び判断の利用は以下の通りであります。

① イギリス領・北海における石油ガス権益に関する有形固定資産の評価

エネルギー・ヘルスケアセグメントに含まれる連結子会社Sojitz Energy Development Ltd.ではイギリス

領・北海において石油ガス権益に関する有形固定資産を保有しております。

有形固定資産については、減損の兆候がある場合には回収可能価額を見積もることが求められており、回収

可能価額が帳簿価額を下回っている場合には当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を認識

することが求められております。なお、回収可能価額は処分コスト控除後の公正価値と使用価値のいずれか高

い方として算定しております。詳細は「注記3 重要性のある会計方針(9)非金融資産の減損」をご参照くださ

い。

前連結会計年度及び当連結会計年度における当該資産に関する減損テストにおいて、回収可能価額は、割引

将来キャッシュ・フローに基づく評価技法を用いた処分コスト控除後の公正価値を使用して算定しており、当

該公正価値のヒエラルキーはレベル３に分類しております。処分コスト控除後の公正価値の測定に用いる将来

キャッシュ・フローは、経営者が作成した事業計画を基礎として見積もられ、将来の資源価格、生産量の前提

となる可採埋蔵量及び開発計画の実行可能性といった主要な仮定を使用しております。また、処分コスト控除

後の公正価値の測定に用いる割引率の見積りにおいては、計算手法及びインプットデータの選択に当たり、評

価に関する高度な専門知識を必要としております。

前連結会計年度における減損テストにおいて、主に長期市況見通しの下落により、従来事業計画で想定して

いた将来キャッシュ・フローが見込めなくなり、回収可能額である7,451百万円まで減損したことから、減損損

失△3,379百万円を認識しております。

また、当連結会計年度末における当該有形固定資産の残高は6,530百万円であり、当該有形固定資産の減損テ

ストの結果、当連結会計年度において当該有形固定資産に係る減損損失を計上しておりません。
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② 台湾洋上風力発電事業に関連する投資及び金融資産の評価

当社グループは、子会社及び中間持株会社を通じて台湾洋上風力発電事業を営む会社（以下、事業会社）に

対して投資及び融資をしております。

(a) 台湾洋上風力発電事業に関する投資の評価

前連結会計年度における事業会社への追加拠出の結果、前連結会計年度末において「持分法で会計処理さ

れている投資」には、事業会社に出資する中間持株会社への投資が13,373百万円含まれております。

持分法を適用する投資については、減損の兆候があると認められた場合に回収可能価額を見積もり、回収

可能価額が帳簿価額を下回っている場合には当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を認

識することが求められております。詳細は「注記3 重要性のある会計方針(9)非金融資産の減損」をご参照く

ださい。

前連結会計年度末において、中間持株会社に対する投資の回収可能価額は、処分コスト控除後の公正価値

を用いて算定しており、処分コスト控除後の公正価値の見積りにおいては、事業計画の基礎となる追加工事

費用や完工までの期間の見通し及び割引率といった主要な仮定を使用しております。

処分コスト控除後の公正価値を用いて中間持株会社への投資の回収可能価額を見積もった結果、回収可能

価額が帳簿価額を上回ったことから、前連結会計年度において当該投資に対する減損損失を計上しておりま

せん。

(b) 台湾洋上風力発電事業に関する融資の評価

前連結会計年度末において、「営業債権及びその他の債権」には、当社の子会社から中間持株会社に対す

る融資が10,518百万円含まれており、償却原価で測定する金融資産に分類しております。償却原価で測定す

る金融資産の減損の認識に当たり、当該金融資産にかかる予想信用損失に対して貸倒引当金を認識すること

が求められております。期末日時点で金融商品の信用リスクが当初認識以降に著しく増大していない場合、

期末日後12ヶ月以内に発生する可能性がある債務不履行から生じる予想信用損失に基づいて貸倒引当金を算

定し、一方で、期末日時点で金融商品の信用リスクが当初認識以降に著しく増大している場合には、当該金

融商品の予想存続期間にわたり発生する可能性のある全ての債務不履行から生じる予想信用損失に基づいて

貸倒引当金を算定することが求められております。詳細は「注記3 重要性のある会計方針(10)金融商品」を

ご参照ください。

前連結会計年度末における当該金融資産における予想信用損失の見積りは、事業会社の事業計画及び同事

業から生じるキャッシュ・フローにより影響を受けており、事業計画の基礎となる追加工事費用や完工まで

の期間の見通し及び割引率を主要な仮定として使用しております。なお、中間持株会社に対する金融資産の

信用リスクについて、当初認識時から著しい増加は生じていないと判断しており、期末日後12ヶ月以内に発

生する可能性がある債務不履行から生じる予想信用損失を測定した結果、前連結会計年度末において当該金

融資産に関する貸倒引当金を計上しておりません。

なお、当連結会計年度末においては洋上風力発電所が商業運転を開始したことにより、同事業に関連する投

資の処分コスト控除後の公正価値の見積り及び当該金融資産の予想信用損失の見積りの不確実性が低下したた

め、会計上の見積り及び判断の利用について重要性は無いものと判断しております。
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③ 豪州における中古車卸売・小売事業に関するのれんの評価

当連結会計年度末において、自動車セグメントに含まれる豪州における中古車卸売・小売事業に関するのれ

んの金額は8,441百万円であります。こののれんは、双日株式会社がAlbert Automotive Holdings Pty Ltdの支

配を獲得した際に生じたものであります。

のれんについては、減損の兆候がある場合又は少なくとも年次で、のれんを含む資金生成単位グループの回

収可能価額を見積もることが求められており、回収可能価額が帳簿価額を下回っている場合には、当該資金生

成単位グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し減損損失を認識することが求められております。なお、

回収可能価額は処分コスト控除後の公正価値と使用価値のいずれか高い方として算定しております。詳細は

「注記3 重要性のある会計方針(9)非金融資産の減損」をご参照ください。

当該のれんについての処分コスト控除後の公正価値の見積りの不確実性が高まったことから、当連結会計年

度において、会計上の見積りについて重要性があるものと判断しております。のれんの減損テストにおいては、

のれんを含む資金生成単位グループにおける回収可能価額として、処分コスト控除後の公正価値を用いており

ます。処分コスト控除後の公正価値の測定に用いる将来キャッシュ・フローは、経営者が作成した事業計画を

基礎として見積もっており、小売事業の店舗拡大、売上総利益率の改善及び卸売事業の売上成長率といった主

要な仮定を使用しております。また、処分コスト控除後の公正価値の測定に用いる割引率の見積りにおいては、

計算手法及びインプットデータの選択に当たり、評価に関する高度な専門知識を必要としております。

処分コスト控除後の公正価値を用いて当該のれんの回収可能価額を見積もった結果、回収可能価額が帳簿価

額を上回ったことから、当連結会計年度において当該のれんに対する減損損失を計上しておりません。

④ その他の重要な会計上の見積り及び判断の利用

連結財務諸表上で認識する金額に重大な影響を与える会計方針の適用に際して行う重要な判断に関する情報

は、次の注記に含めております。

・注記3(1)－連結の基礎

・注記3(14)－顧客との契約から生じる収益

翌連結会計年度において重要性がある修正をもたらすリスクのある、見積り及び仮定の不確実性に関する情

報は、次の注記に含めております。

・注記16－引当金

・注記23－減損損失

・注記31－従業員給付

・注記32－繰延税金及び法人所得税費用

・注記33(6)－金融商品の公正価値

当社グループは、資産又は負債の公正価値を測定する際に、入手可能な限り、市場の観察可能なデータを用

いております。公正価値は、用いられる評価技法へのインプットに基づいて、次の３つのレベルに区分されま

す。

レベル１：測定日において当社グループがアクセスできる同一の資産又は負債に関する活発な市場における

相場価格（無調整）

レベル２：レベル１に含まれる相場価格以外の直接に又は間接に観察可能なインプット

レベル３：観察可能でないインプット

公正価値を測定する際の仮定に関する詳細な情報は、次の注記に含めております。

・注記10－投資不動産

・注記23－減損損失

・注記33(6)－金融商品の公正価値

(5) 会計方針の変更

当社グループは、当連結会計年度より強制適用となった基準書及び解釈指針を適用しております。適用による

当社グループへの重要な影響はありません。
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３ 重要性のある会計方針

以下に記載されている会計方針は、これらの連結財務諸表において表示されているすべての期間について継続的

に適用されており、当社グループに首尾一貫して適用されております。

(1) 連結の基礎

① 子会社

子会社とは当社グループが支配している企業であります。企業への関与により生じる変動リターンに対する

エクスポージャーまたは権利を有し、かつ、企業に対するパワーによりそのリターンに影響を及ぼす能力を有

している場合、当社グループはその企業を支配しております。当社グループが他の企業の議決権の過半数を所

有している場合には、そのような所有が支配を構成していないことが明確に立証できる場合を除いて、支配が

存在すると判断し、子会社に含めております。また、当社グループが保有する議決権が半数以下の場合であっ

ても、他の投資企業との合意等により、その企業の財務及び経営方針を支配していると判断される場合には、

子会社に含めております。

子会社の財務諸表は、支配獲得日から支配喪失日までの期間、連結財務諸表に含まれます。子会社が採用す

る会計方針が当社グループの会計方針と異なる場合には、必要に応じて当該子会社の財務諸表に調整を加えて

おります。

また、連結財務諸表には、子会社の所在する現地法制度及び事業の特性等により決算日を当社の決算日と同

じ日とすることが実務上不可能であるため、当社の決算日と異なる日を決算日とする子会社の財務諸表が含ま

れております。連結財務諸表の作成に用いる子会社の財務諸表を当社と異なる決算日で作成する場合、その子

会社の決算日と当社の決算日の間に生じた重要な取引又は事象の影響については調整を行っております。当社

グループの連結財務諸表に含まれる当該子会社の決算日は主に12月31日であり、当社の決算日との差異は３ヶ

月を超えることはありません。

支配が継続する子会社に対する当社グループの持分変動については資本取引として会計処理しております。

非支配持分の調整額と対価の公正価値との差額は、当社の所有者に帰属する持分として資本に直接認識してお

ります。

一方、子会社に対する支配を喪失した場合には、当社グループは、子会社の資産及び負債、子会社に関連す

る非支配持分及びその他の資本の構成要素の認識を中止しております。支配の喪失から生じた利得又は損失は、

純損益で認識しております。支配喪失後においても、当社グループが従前の子会社に対する持分を保持する場

合には、その持分は支配喪失日の公正価値で測定しております。

② 関連会社及び共同支配企業

関連会社とは、当社グループがその財務及び経営方針に対して重要な影響を有しているものの、支配または

共同支配をしていない企業であります。当社グループが他の企業の議決権の20％以上50％以下を保有する場合、

当社グループは当該他の企業に対して重要な影響力を有していると推定しております。

当社グループが保有する議決権は20％未満であるものの、役員の派遣及び株主間出資協定書等により、重要

な影響力が認められると判断される場合には、関連会社に含めております。

共同支配企業とは、当社グループを含む複数の当事者が取決めに対する契約上合意された支配を共有し、関

連性のある活動に関する意思決定に際して、支配を共有する当事者の一致した合意を必要としており、かつ、

当社グループが当該取決めの純資産に対する権利を有している企業をいいます。
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関連会社及び共同支配企業への投資は、IFRS第５号「売却目的で保有する非流動資産及び非継続事業」に従

い売却目的で保有する資産に分類されるものを除き、持分法を適用して会計処理しております(以下「持分法適

用会社」という。)。持分法適用会社に対する投資は、持分法適用後の帳簿価額から減損損失累計額を控除した

額をもって計上しており、帳簿価額には取得時に認識したのれんが含まれております。

連結財務諸表は、重要な影響力又は共同支配の獲得日から喪失日までの持分法適用会社の純損益及びその他

の包括利益の変動に対する当社グループの持分を含めておりますが、当社グループの持分がゼロにまで減少し

た後の追加的な損失の計上及び負債の認識は、法的義務もしくは推定的義務が生じている範囲又は持分法適用

会社に代わって支払う金額の範囲でのみ行っております。

持分法適用会社が採用する会計方針が当社グループの会計方針と異なる場合には、必要に応じて当該持分法

適用会社の財務諸表に調整を加えております。

また、連結財務諸表には、他の株主との関係等により決算日を当社の決算日と同じ日とすることが実務上不

可能であるために決算日が異なる持分法適用会社に対する投資が含まれております。当該持分法適用会社の決

算日は主に12月31日であり、持分法適用会社の決算日と当社の決算日の間に生じた重要な取引又は事象の影響

については調整を行っております。

③ 企業結合

企業結合は取得法を用いて会計処理しております。当社グループはのれんを取得日時点で公正価値測定した

移転された対価及び被取得企業に対する非支配持分の認識額が、取得日時点において通常公正価値により測定

された識別可能な取得資産及び引受負債の正味の金額を超過した額として測定しております。これら差額が負

の金額である場合には、即時に純損益で認識しております。当社グループは、非支配持分を公正価値で測定す

るか、又は識別可能な純資産の認識金額の比例持分で測定するかを個々の取引ごとに選択しています。負債又

は持分証券の発行に関連するものを除いて、企業結合に関連して当社グループに発生する取引コストは発生時

に費用処理しております。

④ 連結上消去される取引

連結グループ内の債権債務残高及び取引、並びに連結グループ内取引によって発生した未実現損益は、連結

財務諸表作成に際して消去しております。

(2) 外貨換算

① 外貨建取引の換算

外貨建取引は、取引日における為替レートで各社の機能通貨に換算しております。

期末日における外貨建貨幣性項目は、期末日の為替レートで機能通貨に換算しております。

貨幣性項目の為替換算差額は、発生する期間の純損益で認識しております。

外貨建ての取得原価により測定する非貨幣性項目は、取引日の為替レートで機能通貨に換算しております。

外貨建ての公正価値により測定する非貨幣性項目は、当該公正価値の算定日における為替レートで機能通貨

に換算しております。非貨幣性項目の為替換算差額は、非貨幣性項目に係る利得又は損失をその他の包括利益

に認識する場合には、当該利得又は損失の為替部分はその他の包括利益に認識し、非貨幣性項目に係る利得又

は損失を純損益に認識する場合には、当該利得又は損失の為替部分は純損益で認識しております。

② 在外営業活動体の換算

在外営業活動体の資産及び負債は、取得により発生したのれん及び公正価値の調整額を含め、期末日の為替

レートで表示通貨に換算しております。また、在外営業活動体の収益及び費用は、為替レートが著しく変動し

ている場合を除き、期中の平均レートで表示通貨に換算しております。

為替換算差額はその他の包括利益で認識しております。当社グループの在外営業活動体が処分される場合、

当該在外営業活動体に関連した為替換算差額の累計額は処分時に純損益に振り替えております。

なお、当社グループは、IFRS第１号「国際財務報告基準の初度適用」の免除規定を採用し、移行日に存在し

ていた累積換算差額を利益剰余金に振り替えております。
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(3) 現金及び現金同等物

現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価格の変動リ

スクを負わない取得日から３ヶ月以内に満期日又は償還期限の到来する短期投資からなっております。

(4) 棚卸資産

棚卸資産は、取得原価と正味実現可能価額のうちいずれか小さい額で測定しております。

棚卸資産の取得原価は、購入原価、加工費及び棚卸資産が現在の場所及び状態に至るまでに発生したその他の

コストのすべてを含んでおり、主として平均法に基づいて算定しております。代替性がない棚卸資産は個別法に

基づいて算定しております。

なお、トレーディング目的で取得した棚卸資産については、売却コスト控除後の公正価値で測定し、公正価値

の変動を純損益で認識しております。

(5) 有形固定資産

当社グループは、有形固定資産の当初認識後の測定について原価モデルを採用しており、取得原価から減価償

却累計額及び減損損失累計額を控除した価額をもって計上しております。

取得原価には、資産の取得に直接関連するコストが含まれております。有形固定資産の重要な構成要素につい

て、異なる費消が行われる場合、それぞれ別個の有形固定資産項目として会計処理をしております。

有形固定資産は、各構成要素の見積耐用年数にわたり、主として定額法により減価償却を行っております。有

形固定資産の見積耐用年数は、主として次のとおりであります。

建物及び構築物 ２～80 年

機械装置及び運搬具 ２～40 年

工具器具備品 ２～24 年

減価償却方法、耐用年数及び残存価額は期末日において見直しを行い、必要に応じて改定しております。

(6) のれん及び無形資産

① のれん

のれんは取得価額から減損損失累計額を控除した価額をもって計上しております。

② 無形資産

当社グループは無形資産の当初認識後の測定について原価モデルを採用しており、取得原価から償却累計額

及び減損損失累計額を控除した価額をもって計上しております。

個別に取得した無形資産は、当初認識時に取得原価で測定しております。企業結合で取得した無形資産の取

得原価は、取得日時点の公正価値としております。自己創設無形資産については、資産認識の要件を満たすも

のを除き、関連する支出は発生時に費用処理しております。資産の認識基準を満たす自己創設無形資産は、認

識基準を最初に満たした日以降に発生する支出の合計額を取得原価としております。

耐用年数を確定できる無形資産は、主にソフトウエア、鉱業権、顧客関連資産であります。これらは鉱業権

を除き、見積利用可能期間にわたって定額法により償却し、鉱業権については、主として見積埋蔵量に基づく

生産高比例法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、見積利用可能期間を概ね

５年としております。

耐用年数を確定できる無形資産の償却方法、耐用年数及び残存価額は期末日において見直しを行い、必要に

応じて改定しております。

耐用年数を確定できない無形資産は、主に企業結合により取得したフランチャイズ権であり、これらについ

ては償却を行っておりません。当該資産の耐用年数を確定できないものと判断する事象又は状況が引き続き存

在しているか否かについて、期末日に見直しを行っております。
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(7) 投資不動産

投資不動産とは、賃料収入又はキャピタル・ゲイン、もしくはその両方を得ることを目的として保有する不動

産であります。通常の営業過程で販売するものや、商品又はサービスの製造・販売、もしくはその他の管理目的

で使用する不動産は含まれておりません。

当社グループは投資不動産の当初認識後の測定について原価モデルを採用しており、取得原価から減価償却累

計額及び減損損失累計額を控除した価額をもって計上しております。

減価償却については、見積耐用年数にわたり、主として定額法により減価償却を行っており、見積耐用年数は、

主として２年～80年であります。減価償却方法、耐用年数及び残存価額は期末日において見直しを行い、必要に

応じて改定しております。

(8) 借入コスト

意図した使用又は販売が可能となるまでに相当の期間を要する資産に関して、その資産の取得、建設又は生産

に直接起因する借入コストは、当該資産の取得原価の一部として資産化しております。その他の借入コストはす

べて、発生した期間に費用として認識しております。

(9) 非金融資産の減損

当社グループは期末日において、資産が減損している可能性を示す兆候があるか否かを判定し、減損の兆候が

存在する場合には当該資産の回収可能価額を見積っております。のれん及び耐用年数の確定できない無形資産に

ついては毎期、さらに減損の兆候がある場合には都度、減損テストを実施しております。個別資産又は資金生成

単位の帳簿価額が回収可能価額を超過する場合には、当該資産は回収可能価額まで減額し、減損損失を認識して

おります。

回収可能価額は、個別資産又は資金生成単位の処分コスト控除後の公正価値と使用価値のいずれか高い金額と

しております。公正価値は市場参加者間の秩序ある取引において成立し得る価格を合理的に見積もって算定して

おります。使用価値は、貨幣の時間価値及び個別資産又は資金生成単位に固有のリスクに関する現在の市場の評

価を反映した税引前の割引率を用いて、見積将来キャッシュ・フローを割引いて算定しております。当該キャッ

シュ・フローの見積りは、過去の実績を反映した予算を基礎とした事業計画に基づくものであり、当該事業計画

は原則として５年を限度としております。なお、当社グループは、使用価値及び公正価値の算定上の複雑さに応

じて外部専門家を適宜利用しております。

過年度にのれん以外の資産について認識した減損損失については、期末日において、認識した減損損失がもは

や存在しない又は減少している可能性を示す兆候があるか否かを判定しております。このような兆候が存在する

場合には、回収可能価額の見積りを行い、当該回収可能価額が資産の帳簿価額を上回る場合には、帳簿価額を回

収可能価額まで増額し、減損損失の戻入れを認識しております。のれんについて認識した減損損失は、以後の期

間において戻入れておりません。

なお、持分法適用会社に対する投資の帳簿価額の一部を構成するのれんは区分して認識しないため、個別に減

損テストを実施しておりません。持分法適用会社に対する投資が減損している可能性が示唆されている場合には、

投資全体の帳簿価額について回収可能価額を帳簿価額と比較することにより単一の資産として減損テストを行っ

ております。
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(10)金融商品

① 金融資産

金融資産は当該金融商品の契約条項の当事者になった場合に当初認識を行い、金融資産からのキャッシュ・

フローに対する契約上の権利が消滅した場合、又は金融資産のキャッシュ・フローを受け取る契約上の権利を

譲渡し、当該金融資産の所有に係るリスクと経済価値のほとんどすべてが移転している場合において、金融資

産の認識を中止しております。

当社グループでは、通常の方法による金融資産の売買において、償却原価で測定する金融資産及びFVTOCIの

負債性金融商品については決済日に認識及び認識の中止をしており、それ以外の金融資産については取引日に

認識及び認識の中止をしております。

当初認識された金融資産については償却原価で測定する金融資産、FVTOCIの負債性金融商品、FVTOCIの資本

性金融商品及びFVTPLの金融資産に分類しております。

当社グループでは営業債権の一部について、手形の割引等の方法により流動化を行っております。しかし、

当該流動化債権の中には、債務者が支払を行わない場合に、当社グループに遡及的に支払義務が発生するもの

があり、このような流動化債権については、リスクと経済価値のほとんど全てが移転しているとはみなされな

いことから認識の中止を行っておりません。

(a) 償却原価で測定する金融資産

次の条件が共に満たされる金融資産を償却原価で測定する金融資産に分類しております。

・契約上のキャッシュ・フローを回収するために資産を保有することを目的とする事業モデルの中で資産が保

有されている

・金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フローが所定の

日に生じる

償却原価で測定する金融資産は、当初認識時に公正価値により測定し、その取得に直接起因する取引コスト

を加算して測定しております。また、当初認識後は実効金利法に基づく償却原価で測定しております。

(b) FVTOCIの負債性金融商品

次の条件が共に満たされる金融資産をFVTOCIの負債性金融商品に分類しております。

・契約上のキャッシュ・フローの回収及び金融資産の売却の両方を達成することを目的とした事業モデルの中

で資産が保有されている

・金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フローが所定の

日に生じる

FVTOCIの負債性金融商品は、当初認識時に公正価値にその取得に直接起因する取引コストを加算して測定し

ております。また、当初認識後は公正価値で測定し、その事後的な変動をその他の包括利益として認識してお

ります。ただし、公正価値の事後的な変動のうち、実効金利法に基づく金融収益、為替換算差額及び減損損失

は純損益に認識しております。その他の包括利益として認識した金額は、認識を中止した場合、その累積額を

純損益に振り替えております。

(c) FVTOCIの資本性金融商品

売買目的ではない資本性金融商品への投資については、当初認識時に、その公正価値の事後的な変動をその

他の包括利益に表示するという取消不能な選択を行うことが認められており、当社グループでは取引関係の維

持・強化を目的として保有する資本性金融商品について、その保有目的に鑑み当該指定を行っております。

FVTOCIの資本性金融商品については、当初認識時に公正価値にその取得に直接起因する取引コストを加算し

て測定しております。また、当初認識後は公正価値で測定し、その事後的な変動をその他の包括利益として認

識しております。その他の包括利益として認識した金額は、認識を中止した場合、もしくは公正価値が著しく

低下した場合にその累積額を利益剰余金に振り替えており、純損益には振り替えておりません。なお、配当に

ついては純損益として認識しております。
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(d) FVTPLの金融資産

上記以外の金融資産はFVTPLの金融資産に分類しております。FVTPLの金融資産は、当初認識時に公正価値に

より測定し、その取得に直接起因する取引コストは、発生時に純損益で認識しております。また、当初認識後

は公正価値で測定し、その事後的な変動を純損益として認識しております。

なお、重大な金融要素を含まない営業債権は、当初認識時に取引価格で測定しております。

② 金融資産の減損

当社グループは、償却原価で測定する金融資産、FVTOCIの負債性金融商品、リース債権、契約資産及び金融

保証契約について、予想信用損失に対する貸倒引当金を認識しています。

期末日時点で金融商品の信用リスクが当初認識以降に著しく増大していない場合、期末日後12ヶ月以内に発

生する可能性がある債務不履行から生じる予想信用損失（12ヶ月の予想信用損失）に基づいて貸倒引当金を算

定しております。一方、期末日時点で金融商品の信用リスクが当初認識以降に著しく増大している場合には、

当該金融商品の予想存続期間にわたり発生する可能性のあるすべての債務不履行から生じる予想信用損失（全

期間の予想信用損失）に基づいて貸倒引当金を算定しております。ただし、営業債権及び契約資産については、

常に全期間の予想信用損失に基づいて貸倒引当金を算定しております。信用リスクが当初認識以降に著しく増

大しているか否かの判定にあたっては、外部・内部の信用格付の変動や期日経過の情報などの入手可能で合理

的かつ裏付け可能な情報を考慮しております。予想信用損失は、契約上のキャッシュ・フローと回収可能なキ

ャッシュ・フローとの差額に基づいており、見積りに際しては、過去の貸倒実績、発行者又は債務者の財政状

態並びに将来予測に関する入手可能で合理的かつ裏付け可能な情報を含んでおります。

発行者又は債務者の重大な財務的困難や期日経過を含む契約違反など、金融資産の全体または一部分を回収

することができない、または回収が極めて困難であると判断した場合に債務不履行であると判断しておりま

す。信用減損の証拠については、発行者又は債務者の重大な財務的困難や期日経過を含む契約違反などの事象

を用いて判断しています。また、報告日時点で信用減損の証拠がある金融資産については、個別に予想信用損

失を見積り、貸倒引当金を算定しております。一方、信用減損の証拠がない金融資産については、内部の信用

格付に基づいて信用リスクの特性が類似する金融資産ごとにグルーピングを行い、集合的に予想信用損失を見

積り、貸倒引当金を算定しております。

金融資産の全体または一部分を回収するという合理的な予想を有していない場合には、当該金額を貸倒引当

金と相殺して帳簿価額を直接減額しています。

③ 金融負債

金融負債は、当該金融商品の契約条項の当事者になった場合に当初認識をしており、その当初認識時にFVTPL

の金融負債及び償却原価で測定する金融負債に分類しております。

金融負債は、金融負債が消滅した時、すなわち、契約中に特定された債務が免責、取消し又は失効となった時

に認識を中止しております。

(a) 償却原価で測定する金融負債

FVTPLの金融負債以外の金融負債は、償却原価で測定する金融負債に分類しております。償却原価で測定す

る金融負債は、当初認識時に公正価値からその発行に直接起因する取引コストを減算して測定し、当初認識

後は実効金利法に基づく償却原価で測定しております。

また、１年以内に期限が到来する金融機関からの借入金残高については、長期コミットメントライン契約に

よる借換の能力があるものとして、当該未使用残高を上限に非流動負債として分類しております。

(b) FVTPLの金融負債

FVTPLの金融負債は、当初認識時に公正価値により測定しております。また、当初認識後は公正価値で測定

し、その事後的な変動を純損益として認識しております。
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④ デリバティブ及びヘッジ会計

当社グループでは、為替変動リスク、金利変動リスク及び商品価格変動リスクをヘッジするために、先物為

替予約取引、金利スワップ取引、商品先物・先渡取引などのデリバティブ取引を行っております。

デリバティブは公正価値で当初認識しており、公正価値の事後的な変動は次のとおり処理しております。

(a) 公正価値ヘッジ

当社グループでは、主として確定約定並びに在庫商品に係る公正価値の変動リスクをヘッジする目的で、

商品先物・先渡取引をヘッジ手段とした公正価値ヘッジを行っております。また、固定利付借入金の公正価

値変動リスクをヘッジする目的で金利スワップ取引をヘッジ手段とした公正価値ヘッジを行っております。

公正価値ヘッジにおいてヘッジ手段であるデリバティブの公正価値変動は純損益として認識しておりま

す。また、ヘッジされたリスクに対応するヘッジ対象の公正価値の変動については、ヘッジ対象の帳簿価額

を修正して、純損益として認識しております。

(b) キャッシュ・フロー・ヘッジ

当社グループでは、主として変動利付借入金の金利に係るキャッシュ・フロー変動リスクをヘッジする目

的で金利スワップ取引をヘッジ手段としたキャッシュ・フロー・ヘッジを行っております。また、外貨建確

定約定及び予定取引に係るキャッシュ・フローの変動リスクをヘッジする目的で為替予約取引等をヘッジ手

段としたキャッシュ・フロー・ヘッジを行っております。

キャッシュ・フロー・ヘッジにおいてヘッジ手段であるデリバティブの公正価値変動のうち有効なヘッジ

と判定される部分は、その他の包括利益として認識し、累積額はその他の資本の構成要素に含めておりま

す。

その他の資本の構成要素に累積された金額は、ヘッジ対象である取引が純損益に影響を与える会計期間に

おいて、純損益に振り替えております。ただし、予定取引のヘッジがその後において非金融資産又は非金融

負債の認識を生じさせるものである場合には、その他の資本の構成要素に累積された金額を当該非金融資産

又は非金融負債の当初の帳簿価額に直接含めて処理しております。なお、非有効部分は、直ちに純損益に認

識しています。

ヘッジ手段が失効、売却、終結又は行使された場合、ヘッジがヘッジ会計の要件を満たしていない場合及

びヘッジ指定を取り消した場合には、ヘッジ会計を将来に向けて中止しております。予定取引の発生がもは

や見込まれない場合には、その他の資本の構成要素に累積された金額を、即時に純損益に振り替えておりま

す。

(c) 在外営業活動体に対する純投資のヘッジ

当社グループでは、在外営業活動体に対する純投資に係る為替相場の変動リスクをヘッジする目的で為替

予約取引及び外貨建て借入金をヘッジ手段とした在外営業活動体に対する純投資のヘッジを行っておりま

す。

在外営業活動体に対する純投資のヘッジにおいては、キャッシュ・フロー・ヘッジと同様に会計処理を行

い、デリバティブ及び借入金等のデリバティブ以外のヘッジ手段の公正価値変動のうち有効なヘッジと判定

される部分はその他の包括利益として認識し、累積額はその他の資本の構成要素に含めております。その他

の包括利益に認識したヘッジの有効部分は、在外営業活動体の処分時にその他の資本の構成要素から純損益

に振り替えております。

(d) ヘッジ指定されていないデリバティブ

デリバティブの公正価値の変動は純損益として認識しております。

⑤ 金融資産と金融負債の相殺

金融資産と金融負債は、認識した金額を相殺する法的に強制力のある権利を有しており、かつ、純額で決済

する又は資産の実現と負債の決済を同時に実行する意図を有している場合に、相殺して純額で表示しておりま

す。
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(11)引当金

引当金は、過去の事象の結果として現在の債務(法的債務又は推定的債務)を有しており、当該債務を決済する

ために経済的便益を有する資源の流出が生じる可能性が高く、当該債務の金額について信頼性のある見積りが可

能である場合に認識しております。

貨幣の時間的価値の影響に重要性がある場合、当該負債に特有のリスクを反映させた現在の税引前の割引率を

用いて割引いた金額で引当金を計上しております。

(12)売却目的で保有する非流動資産

当社グループが資産入れ替えの一環として、資産又は処分グループを売却するという意思決定を行ったことや、

保有方針を変更した結果、非流動資産又は処分グループが、継続的使用ではなく、主に売却取引により回収され

る場合、当該資産又は処分グループを売却目的保有に分類しております。

売却目的保有へ分類するためには、現状で直ちに売却することが可能であり、かつ、その売却の可能性が非常

に高いことを条件としており、経営者が当該資産又は処分グループの売却計画の実行を確約し、１年以内で売却

が完了する予定である場合に限られております。

売却目的保有に分類する直前に、資産又は処分グループの構成要素を当社グループの会計方針に従って再測定

しております。売却目的保有に分類した後は、帳簿価額と売却コスト控除後の公正価値のうちいずれか低い方の

金額で測定しております。

処分グループの減損損失はまずのれんに配分し、その後残りの資産に比例的に配分しております。売却目的保

有として当初分類した資産又は処分グループの減損損失及びその後の再測定により発生する損益は純損益として

認識しております。

売却目的保有に分類した有形固定資産、無形資産及び投資不動産について減価償却又は償却を行っておりませ

ん。

子会社に対する支配の喪失を伴う売却計画を確約している場合、売却後にその子会社に対する非支配持分を当

社グループが保持するかどうかにかかわらず、その子会社のすべての資産及び負債を売却目的保有に分類してお

ります。

(13)資本

① 資本金及び資本剰余金

当社が発行する資本性金融商品は、資本金及び資本剰余金に計上しております。また、その発行に直接起因す

る取引コストは資本剰余金から控除しております。

② 自己株式

自己株式を取得した場合には、取得原価で認識し、資本から控除して表示しております。また、その取得に直

接起因する取引コストは、資本剰余金から控除しております。

自己株式を売却した場合には、受取対価を資本の増加として認識しております。
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(14)顧客との契約から生じる収益

当社グループは、以下の５ステップアプローチに基づき、顧客への財又はサービスの移転との交換により、そ

の権利を得ると見込む対価を反映した金額で収益を認識しております。

ステップ１：顧客との契約を識別する。

ステップ２：契約における履行義務を識別する。

ステップ３：取引価格を算定する。

ステップ４：取引価格を契約における別個の履行義務へ配分する。

ステップ５：履行義務を充足した時点で(又は充足するにつれて)収益を認識する。

当社グループは顧客との契約に含まれる別個の財又はサービスを識別し、これを取引単位として履行義務を識

別しております。当社グループでは、通常の商取引において、仲介業者又は代理人としての機能を果たす場合が

あるため、履行義務の識別にあたっては本人か代理人かの検討を行っており、自らの約束の性質が、特定された

財又はサービスを自ら提供する履行義務である場合には本人と判定しております。一方、それらの財又はサービ

スが他の当事者によって提供されるように手配する履行義務である場合には代理人として判定しております。本

人か代理人かの検討に際しては、下記の指標に基づき総合的に判断しております。

・当社グループが、特定された財又はサービスを提供する約束の履行に対する主たる責任を有している

・特定された財又はサービスが顧客に移転される前、又は顧客へ支配の移転の後に、当社グループが在庫リス

クを有している

・特定された財又はサービスの価格の設定において当社グループに裁量権がある

当社グループが本人に該当する取引である場合には、履行義務を充足する時点、又は充足するにつれて、特定

された財又はサービスと交換に権利を得ると見込んでいる対価の総額で収益を認識しております。また、当社グ

ループが代理人に該当する取引である場合には、履行義務を充足する時点、又は充足するにつれて、特定された

財又はサービスが当該他の当事者によって提供されるように手配することと交換に権利を得ると見込んでいる報

酬又は手数料の金額もしくは対価の純額で収益を認識しております。

当社グループは、収益を、顧客への財又はサービスの移転と交換に企業が権利を得ると見込んでいる対価の金

額で認識しております。当該金額には、消費税や付加価値税等の税務当局の代理で回収した金額は含めておりま

せん。また、顧客との契約における対価に変動対価が含まれている場合には、変動対価に関する不確実性がその

後に解消される際に、認識した収益の累計額の重大な戻入れが生じない可能性が非常に高い範囲でのみ、取引価

格に含めております。取引価格について、変動対価等を含む収益の額に重要性はありません。

当社グループは、契約開始時において、当社グループが約束した財又はサービスを顧客に移転する時点と顧客

が当該財又はサービスに対して支払を行う時点との期間が１年以内となると見込んでいる場合には、約束した対

価の金額に関する重大な金融要素の影響について調整しておりません。

当社グループにおける主要な取引の収益の認識時点は以下のとおりです。

(a) 商品の販売に係る収益

商品の販売に係る収益には、主に卸売、小売、製造・加工を通じた商品の販売、不動産の販売等が含まれ

ております。当社グループでは、引渡、検収、契約上の受渡条件を満たした時点において、顧客が財に対す

る支配を獲得し、当社グループの履行義務が充足されると判断しているため、当該時点で収益を認識してお

ります。

商品の販売に係る収益の対価は、履行義務の充足時点から主として１年以内に受領しており、重大な金融

要素は含んでおりません。
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(b) サービス及びその他の販売に係る収益

サービス及びその他の販売に係る収益には、主にシステム関連、自動車部品品質検査、建物管理等のサー

ビス提供が含まれております。当社グループでは、これらの収益のうち、以下の要件のいずれかに該当する

場合には、サービスに対する支配を一定の期間にわたり移転するため、一定の期間にわたり当社グループの

履行義務が充足されると判断し、履行義務の進捗度に応じて収益を認識しております。進捗度の測定方法は、

顧客に移転する財又はサービスの性質を考慮しております。

・顧客が当社グループの履行によって提供される便益を、当社グループが履行するにつれて同時に受け取っ

て消費する

・当社グループの履行が、資産（例えば、仕掛品）を創出するか又は増価させ、顧客が当該資産の創出又は

増価につれてそれを支配する

・当社グループの履行が、当社グループが他に転用できる資産を創出せず、かつ、当社グループが現在まで

に完了した履行に対する支払を受ける強制可能な権利を有している

また、上記の要件を満たさない場合には、役務提供の完了等により当社グループが顧客から対価の支払を

受ける権利を得た時点で、当社グループの履行義務が充足されると判断しているため、当該時点で収益を認

識しております。

サービス及びその他の販売に係る収益の対価は、履行義務の充足時点から主として１年以内に受領してお

り、重大な金融要素は含んでおりません。

(15)金融収益及び金融費用

金融収益は受取利息、受取配当金及びその他の金融収益から構成されており、その他の金融収益は主に金融商

品売却益及び金融商品評価益が含まれております。受取利息は実効金利法を用いて発生時に認識しております。

受取配当金は当社グループの受領権が確定した日に認識しております。

金融費用は支払利息及びその他の金融費用から構成されており、その他の金融費用には金融商品売却損及び金

融商品評価損が含まれております。

(16)従業員給付

① 退職後給付

(a) 確定給付制度

確定給付制度は、確定拠出制度以外の退職給付制度であります。確定給付制度債務は、制度ごとに区別し

て、従業員が過年度及び当年度において提供したサービスの対価として獲得した将来給付額を見積り、当該

金額を現在価値に割り引くことによって算定しております。制度資産の公正価値は当該算定結果から差し引

いております。

割引率は、当社グループの確定給付制度債務と概ね同じ満期日を有するもので、かつ支払見込給付と同じ

通貨建ての、主として報告日における信用格付けAAの債券の利回りであります。

過去勤務費用は、即時に純損益で認識しております。

当社グループは、確定給付制度から生じるすべての確定給付負債（資産）の純額の再測定を即時にその他

の包括利益で認識しており、直ちに利益剰余金に振り替えております。

(b) 確定拠出制度

確定拠出制度は、雇用主が一定額の掛金を他の独立した企業に拠出し、その拠出額以上の支払について法

的又は推定的債務を負わない退職給付制度であります。確定拠出制度の拠出債務は、従業員が関連するサー

ビスを提供した期間に費用として認識しております。

(c) 複数事業主制度

一部の子会社では確定給付制度に分類される複数事業主による年金制度に加入しております。これらにつ

いては、確定給付の会計処理を行うために十分な情報を入手できないことから、従業員が関連するサービス

を提供した期間に費用として認識する確定拠出制度と同様の処理を行っております。
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② その他の長期従業員給付

退職後給付以外の長期従業員給付に対する債務は、従業員が過年度及び当年度において提供したサービスの

対価として獲得した将来給付額を現在価値に割引くことによって算定しております。

③ 短期従業員給付

短期従業員給付については、割引計算は行わず、関連するサービスが提供された時点で費用として計上して

おります。

賞与については、当社グループが、従業員から過去に提供された労働の結果として支払うべき現在の法的及

び推定的債務を負っており、かつその金額を信頼性をもって見積ることができる場合に、それらの制度に基づ

いて支払われると見積ることができる額を負債として認識しております。

(17)株式に基づく報酬

当社グループは、持分決済型の株式に基づく報酬制度として、取締役等を対象に業績連動型株式報酬等の報酬

制度を導入しております。

持分決済型の株式報酬制度では、受領したサービスを付与日における当社株式の公正価値で測定し、付与日か

ら権利確定期間にわたり費用として認識し、同額を資本剰余金の増加として認識しております。

(18)法人所得税

法人所得税費用は当期税金費用と繰延税金費用から構成されております。これらは、その他の包括利益又は資

本で直接認識する項目から生じる場合、及び企業結合から生じる場合を除き、純損益で認識しております。

当期税金費用は税務当局から還付もしくは税務当局に対する納付が予想される金額で測定され、税額の算定に

使用する税率又は税法は、期末日までに制定もしくは実質的に制定されているものであります。

繰延税金資産及び繰延税金負債は、資産及び負債の帳簿価額と税務基準額との差額である一時差異、税務上の

繰越欠損金及び繰越税額控除について認識しており、期末日における法定税率又は実質的法定税率、及び税法に

基づいて、資産が実現する期又は負債が決済される期に適用されると予想される税率又は税法で算定しておりま

す。以下の場合には、繰延税金資産及び繰延税金負債を認識しておりません。

・将来加算一時差異がのれんの当初認識から生じる場合

・企業結合ではなく、取引日に会計上の利益にも課税所得(欠損金)にも影響を与えず、かつ取引時に、同額の将

来加算一時差異と将来減算一時差異を生じさせない取引における資産又は負債の当初認識から生ずる場合

・子会社、関連会社に対する投資並びに共同支配の取決めに対する持分に係る将来加算一時差異について、解消

する時期をコントロールでき、かつ、予測可能な将来にその差異が解消されない可能性が高い場合

・OECDが公表した第２の柱モデルルールを導入するために制定された税法に係る繰延税金資産及び負債である場

合（IAS第12号「法人所得税」で定められる一時的な例外規定を適用）

繰延税金資産及び繰延税金負債は、当期税金資産と当期税金負債を相殺する法律上強制力のある権利を有して

おり、かつ法人所得税が同一の税務当局によって同一の納税主体に課されている場合又は別々の納税主体である

ものの当期税金資産及び当期税金負債とを純額で決済するか、あるいは資産の実現と負債の決済を同時に行うこ

とを意図している場合に相殺しております。

繰延税金資産は、将来減算一時差異、税務上の繰越欠損金及び繰越税額控除のうち、将来課税所得に対して利

用できる可能性が高いものに限り認識しております。繰延税金資産の帳簿価額は期末日において再検討しており、

繰延税金資産の便益を実現させるだけの十分な課税所得を稼得する可能性が高くなくなった範囲で繰延税金資産

の帳簿価額を減額しております。
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(19)リース

当社グループは、契約の開始時に、当該契約がリース又はリースを含んだものであるかどうかを判定しており

ます。契約が特定された資産の使用を支配する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する場合に、当該契約

はリース又はリースを含んでおります。

① 借手としてのリース

当社グループは、借手のリースについて、リースの開始日に使用権資産とリース負債を認識しております。

リース負債は、リースの開始日における未払リース料総額をリースの計算利子率を用いて割り引いた現在価

値で当初測定し、当初認識後はリース負債に係る金利及び支払われたリース料を反映するようにリース負債の

帳簿価額を増減した金額で測定しております。リースの計算利子率が容易に算定できない場合には、当社グル

ープの追加借入利子率を使用しており、通常、当社グループは、割引率として追加借入利子率を使用しており

ます。リース負債の測定に際しては、リース要素とこれに関連する非リース要素は分離せず、単一のリース構

成要素として認識することを選択しております。

使用権資産は、リース負債の当初測定額に当初直接コストなどを調整した取得原価で当初測定し、当初認識

後は減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額で測定しております。使用権資産の減価償却は、リー

ス期間又は使用権資産の耐用年数のいずれか短い期間にわたって定額法により行っております。リース期間に

ついては、リースの解約不能期間に加えて、行使することが合理的に確実である場合におけるリースの延長オ

プションの対象期間と、行使しないことが合理的に確実である場合におけるリースの解約オプションの対象期

間を含む期間として決定しております。

短期リース及び少額資産のリースに関するリース料については、リース期間にわたり定額法によって費用と

して認識しております。

② 貸手としてのリース

当社グループは、貨車、不動産及び船舶等を賃貸しており、リースの契約日にリースをファイナンス・リー

ス又は、オペレーティング・リースのいずれかに分類しております。原資産の所有に伴うリスクと経済価値の

ほとんどすべてを移転する場合には、ファイナンス・リースに分類し、原資産の所有に伴うリスクと経済価値

のほとんどすべてを移転するものではない場合には、オペレーティング・リースに分類しております。

当社グループが、中間の貸手である場合、サブリースは原資産ではなく、ヘッドリースから生じる使用権資

産を参照して分類しております。なお、ヘッドリースが短期リースである場合、サブリースはオペレーティン

グ・リースに分類しております。

(a) ファイナンス・リース

リース開始日において、ファイナンス・リースに基づいて保有している資産の認識を中止し、正味リース

投資未回収額に等しい金額でリース債権を認識しております。当初認識後は、リース料の受取りに応じて借

手からの債権の回収を認識し、正味リース投資未回収額に対して一定の期間利益率となるように、リース期

間にわたり金融収益を認識しております。

(b) オペレーティング・リース

オペレーティング・リースの対象となっている原資産を連結財政状態計算書に引き続き認識しておりま

す。オペレーティング・リースによるリース料を、定額法又は他の規則的な基礎のいずれかで収益として認

識しております。また、オペレーティング・リースの対象となっている原資産は、保有している同様の資産

と整合的な方法で減価償却を行っております。なお、オペレーティング・リース契約を獲得するために発生

した当初直接コストは対象となる原資産の帳簿価額に加算し、リース期間にわたりリース収益と同じ基礎に

よって費用として認識しております。
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４ 未適用の新たな基準書及び解釈指針

連結財務諸表の承認日までに公表されている主な基準書及び解釈指針の新設又は改訂は以下のとおりであり、当

連結会計年度末(2025年３月31日)において、当社グループはこれらを適用しておりません。適用による当社グルー

プへの影響は検討中であり、現時点では見積ることができません。

基準書 基準名
強制適用時期

(以降開始年度)

当社グループ

適用年度
新設・改訂の概要

IFRS第９号
IFRS第７号

金融商品
金融商品：開示
（2024年12月改訂）

2026年１月１日 2026年３月期
自然依存電力を参照する契約に関

する会計処理の修正

IFRS第18号
財務諸表における表示
及び開示

2027年１月１日 2028年３月期

企業の財務業績の報告を改善し、

企業分析及び比較のためのより良

い基礎を投資者に提供する３つの

新たな要求事項を導入
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５ セグメント情報

(1) 報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取

締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであり

ます。

当社グループは、商品・サービス、機能及び産業領域別の事業本部を置き、各事業本部は、物品の売買及び貿

易業をはじめとして、国内及び海外における各種製品の製造・販売やサービスの提供、各種プロジェクトの企

画・調整、各種事業分野への投資、並びに金融活動などグローバルに多角的な事業を行っております。

各報告セグメントの主な商品・サービスは「第１ 企業の概況 ３ 事業の内容」に記載しております。

「その他」の区分には、ネットワークサービス事業、国内地域法人、物流・保険サービス事業等を含んでおり

ます。

なお、2024年４月１日付にて「航空産業・交通プロジェクト」、「インフラ・ヘルスケア」の一部事業領域を

再編し、「航空・社会インフラ」、「エネルギー・ヘルスケア」、「その他」へ変更しております。これに従い、

前連結会計年度のセグメント情報については、変更後の区分方法により作成しております。

(2) 報告セグメントに関する情報

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は法人所得税費用の計算方法を除き、「注記3 重要性のある

会計方針」における記載と概ね同一であります。

セグメント間の取引は、市場価格を勘案し、一般的取引条件と同様の価格に基づいております。
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前連結会計年度(自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)

(単位：百万円)

報告セグメント

自動車
航空・

社会インフラ
エネルギー・
ヘルスケア

金属・資源・
リサイクル

化学
生活産業・

アグリビジネス

収益

外部顧客からの収益 403,734 52,227 163,224 484,215 559,916 267,828

セグメント間収益 － 16 0 1 4 1

収益合計 403,734 52,243 163,224 484,217 559,920 267,830

売上総利益 60,215 21,252 31,420 48,288 59,681 34,076

持分法による投資損益 1,060 4,151 16,362 19,148 △249 916

当期純利益
(親会社の所有者に帰属)

2,281 6,086 14,020 43,492 14,773 7,464

セグメント資産 290,675 245,913 496,595 533,366 324,872 258,339

(その他の資産項目)

持分法で会計処理されている
投資

8,787 45,072 211,290 252,309 12,215 19,276

資本的支出 8,896 4,386 2,199 12,395 3,378 3,288

報告セグメント

その他 調整額 連結リテール・
コンシューマー

サービス
計

収益

外部顧客からの収益 428,578 2,359,724 54,925 － 2,414,649

セグメント間収益 378 404 164 △568 －

収益合計 428,957 2,360,128 55,089 △568 2,414,649

売上総利益 57,306 312,241 14,274 △560 325,955

持分法による投資損益 1,970 43,360 237 17 43,615

当期純利益
(親会社の所有者に帰属)

13,108 101,226 △493 33 100,765

セグメント資産 533,567 2,683,330 308,944 △105,401 2,886,873

(その他の資産項目)

持分法で会計処理されている
投資

54,345 603,297 12,923 △75 616,145

資本的支出 8,432 42,976 33,257 － 76,234

当期純利益(親会社の所有者に帰属)の調整額33百万円には、当社において発生する実際の法人所得税費用と、

社内で設定している計算方法により各セグメントに配分した法人所得税費用との差異△810百万円、各セグメント

に配分していない全社資産に関わる受取配当金等843百万円が含まれております。

セグメント資産の調整額△105,401百万円には、セグメント間取引消去等△210,137百万円、各セグメントに配

分していない全社資産104,735百万円が含まれており、その主なものは当社における現預金等の余資運用資産及び

有価証券等であります。

資本的支出には、使用権資産に係る金額を含めております。
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当連結会計年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)

(単位：百万円)

報告セグメント

自動車
航空・

社会インフラ
エネルギー・
ヘルスケア

金属・資源・
リサイクル

化学
生活産業・

アグリビジネス

収益

外部顧客からの収益 433,625 74,290 202,338 479,468 587,202 264,344

セグメント間収益 － 18 － － 4 1

収益合計 433,625 74,308 202,338 479,468 587,207 264,345

売上総利益 65,474 26,296 40,899 35,942 65,171 35,081

持分法による投資損益 697 4,445 22,586 17,629 △483 1,174

当期純利益
(親会社の所有者に帰属)

1,571 12,321 22,447 29,186 20,049 6,406

セグメント資産 289,703 373,405 611,560 487,116 309,716 244,131

(その他の資産項目)

持分法で会計処理されている
投資

9,996 47,423 222,979 245,110 12,159 23,011

資本的支出 12,443 6,959 12,876 10,981 2,560 2,548

報告セグメント

その他 調整額 連結リテール・
コンシューマー

サービス
計

収益

外部顧客からの収益 418,920 2,460,188 49,526 － 2,509,714

セグメント間収益 401 425 229 △655 －

収益合計 419,321 2,460,614 49,755 △655 2,509,714

売上総利益 65,201 334,066 13,382 △655 346,793

持分法による投資損益 2,640 48,688 926 12 49,627

当期純利益
(親会社の所有者に帰属)

11,448 103,431 979 6,226 110,636

セグメント資産 586,847 2,902,482 332,865 △148,095 3,087,252

(その他の資産項目)

持分法で会計処理されている
投資

63,970 624,651 17,620 △35 642,236

資本的支出 2,955 51,325 5,885 － 57,210

当期純利益(親会社の所有者に帰属)の調整額6,226百万円には、当社において発生する実際の法人所得税費用

と、社内で設定している計算方法により各セグメントに配分した法人所得税費用との差異5,275百万円、各セグメ

ントに配分していない全社資産に関わる受取配当金等950百万円が含まれております。

セグメント資産の調整額△148,095百万円には、セグメント間取引消去等△234,389百万円、各セグメントに配

分していない全社資産86,294百万円が含まれており、その主なものは当社における現預金等の余資運用資産及び

有価証券等であります。

資本的支出には、使用権資産に係る金額を含めております。
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(3) 製品及びサービスに関する情報

製品及びサービスの区分が報告セグメントと同一であるため、記載を省略しております。

(4) 地域別情報

外部顧客からの収益および非流動資産（金融資産及び繰延税金資産を除く）の地域別情報は次のとおりであり

ます。

① 外部顧客からの収益

収益は、顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自2023年４月１日
至2024年３月31日)

当連結会計年度
(自2024年４月１日
至2025年３月31日)

日本 1,085,096 1,067,899

米州 338,769 393,764

欧州 155,481 151,194

アジア・オセアニア 819,627 879,124

その他 15,674 17,731

合計 2,414,649 2,509,714

② 非流動資産(金融資産及び繰延税金資産を除く)

(単位：百万円)

前連結会計年度末
(2024年３月31日)

当連結会計年度末
(2025年３月31日)

日本 181,134 170,302

米州 183,377 214,238

欧州 28,792 40,696

アジア・オセアニア 182,567 203,294

その他 770 872

合計 576,643 629,403

(5) 主要な顧客に関する情報

前連結会計年度及び当連結会計年度において、当社グループの収益合計のうち10％以上を占める単一の顧客は

ありません。
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６ 営業債権及びその他の債権

前連結会計年度末及び当連結会計年度末における営業債権及びその他の債権の内訳は次のとおりであります。

(単位：百万円)

前連結会計年度末
(2024年３月31日)

当連結会計年度末
(2025年３月31日)

受取手形及び売掛金 555,906 603,294

貸付金 49,318 55,601

その他 309,703 336,668

合計 914,928 995,564

７ 棚卸資産

棚卸資産の内訳は次のとおりであります。

(単位：百万円)

前連結会計年度末
(2024年３月31日)

当連結会計年度末
(2025年３月31日)

商品及び製品 246,975 226,454

販売用不動産 697 4,679

原材料及び貯蔵品等 40,629 44,738

合計 288,302 275,871

１年を超えて販売される予定の
棚卸資産

82 220

また、費用として認識した棚卸資産の評価減の金額は、前連結会計年度及び当連結会計年度においてそれぞれ

4,073百万円及び3,482百万円であります。
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８ 有形固定資産

有形固定資産の取得原価、減価償却累計額及び減損損失累計額の増減は次のとおりであります。

[取得原価]

(単位：百万円)

建物及び
構築物

機械装置
及び運搬具

工具器具備品 土地 建設仮勘定 合計

前連結会計年度期首
(2023年４月１日)

156,921 218,694 17,061 29,187 9,500 431,365

新規取得 7,042 12,506 1,907 74 5,752 27,283

企業結合による取得 6,955 2,437 337 11,923 1,211 22,864

建設仮勘定からの振替 4,288 3,721 968 － △8,978 －

処分 △1,130 △10,128 △1,296 △186 △95 △12,838

売却目的保有への振替による
減少

－ △22,382 － △0 △68 △22,450

為替換算差額 14,241 26,163 1,081 1,470 874 43,831

その他 △2,438 1,176 △280 － △337 △1,880

前連結会計年度末
(2024年３月31日)

185,879 232,189 19,779 42,468 7,858 488,175

新規取得 3,565 13,893 2,671 970 22,371 43,471

企業結合による取得 7,503 1,573 858 176 772 10,884

建設仮勘定からの振替 4,754 6,146 840 － △11,742 －

処分 △4,075 △6,735 △1,644 △526 △99 △13,080

為替換算差額 △2,308 △3,788 △22 △475 △430 △7,025

その他 △317 1,308 121 △477 △150 484

当連結会計年度末
(2025年３月31日)

195,001 244,587 22,605 42,136 18,579 522,909

（注）「その他」には、主に連結範囲の変更による影響が含まれております。
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[減価償却累計額及び減損損失累計額]

(単位：百万円)

建物及び
構築物

機械装置
及び運搬具

工具器具備品 土地 建設仮勘定 合計

前連結会計年度期首
(2023年４月１日)

△79,077 △138,384 △12,907 △5,507 △75 △235,951

減価償却費 △5,819 △10,700 △1,495 － － △18,015

減損損失 △3,634 △660 △10 － － △4,304

処分 892 7,213 1,206 68 － 9,380

売却目的保有への振替による
減少

－ 22,382 － 0 68 22,450

為替換算差額 △7,264 △19,015 △831 △62 △9 △27,183

その他 53 △499 235 － － △210

前連結会計年度末
(2024年３月31日)

△94,849 △139,665 △13,802 △5,500 △16 △253,835

減価償却費 △5,647 △10,994 △1,983 － － △18,625

減損損失 △8 △67 △0 △52 － △128

処分 3,314 2,734 1,267 89 － 7,406

為替換算差額 997 2,282 △22 32 0 3,290

その他 △964 △1,281 △106 573 △7 △1,786

当連結会計年度末
(2025年３月31日)

△97,157 △146,991 △14,648 △4,858 △23 △263,679

（注）「その他」には、主に連結範囲の変更による影響が含まれております。

[帳簿価額]

(単位：百万円)

建物及び
構築物

機械装置
及び運搬具

工具器具備品 土地 建設仮勘定 合計

前連結会計年度末
(2024年３月31日)

91,029 92,523 5,977 36,968 7,841 234,340

当連結会計年度末
(2025年３月31日)

97,844 97,595 7,957 37,278 18,555 259,230

建設中の有形固定資産に関する支出額は、上記の中で、建設仮勘定として記載しております。

減価償却費は連結純損益計算書の「原価」及び「販売費及び一般管理費」に計上しております。
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９ のれん及び無形資産

(1) のれん

① 取得原価、減損損失累計額及び帳簿価額

のれんの取得原価及び減損損失累計額の増減は次のとおりであります。

[取得原価]

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自2023年４月１日
至2024年３月31日)

当連結会計年度
(自2024年４月１日
至2025年３月31日)

期首 90,510 138,582

企業結合による取得 42,688 23,250

子会社の連結範囲からの除外 － △1,586

為替換算差額 5,384 △1,987

期末 138,582 158,258

[減損損失累計額]

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自2023年４月１日
至2024年３月31日)

当連結会計年度
(自2024年４月１日
至2025年３月31日)

期首 △4,779 △5,984

減損損失 － △936

為替換算差額 △1,205 △31

期末 △5,984 △6,952

[帳簿価額]

(単位：百万円)

前連結会計年度末
(2024年３月31日)

当連結会計年度末
(2025年３月31日)

帳簿価額 132,597 151,306
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② 減損テスト

のれんが配分されている資金生成単位については毎期、さらに減損の兆候がある場合には都度、減損テスト

を行っております。資金生成単位に配分されたのれんの帳簿価額が重要なものは次のとおりであります。

(単位：百万円)

前連結会計年度末
(2024年３月31日)

当連結会計年度末
(2025年３月31日)

エネルギー・ヘルスケアセグメント

海外省エネルギーサービス事業(注) 12,513 12,356

リテール・コンシューマーサービス
セグメント

海外業務用食品卸売事業 15,909 15,130

（注）複数の資金生成単位を合計しております。

重要なのれんが配分された資金生成単位の回収可能価額は、経営者によって承認された最長５年間の予測を

基礎とする使用価値または、市場参加者の仮定を反映した予測を基礎とする処分コスト控除後の公正価値に基

づき測定しております。

当該キャッシュ・フローの予測は、過去の実績を反映した予算に基づいております。また、予測の決定に用

いられた主な仮定は当該期間にわたる売上総利益の成長率となっており、売上総利益の成長率はこれらの資金

生成単位が属する国の名目GDP成長率予測等と整合したものとなっております。

重要なのれんが配分された資金生成単位の回収可能価額の算定に用いた税引前の割引率及び最終成長率は次

のとおりであります。

(a) 税引前の割引率

前連結会計年度
(自2023年４月１日
至2024年３月31日)

当連結会計年度
(自2024年４月１日
至2025年３月31日)

エネルギー・ヘルスケアセグメント

海外省エネルギーサービス事業 9.7～15.8％ 8.8～15.2％

リテール・コンシューマーサービス
セグメント

海外業務用食品卸売事業 15.8％ 15.1％

(b) 最終成長率

経営者によって承認された予測の期間を超えたキャッシュ・フローについては企業が営業活動をしている

国もしくは市場の長期平均成長率以下の成長率を用いております。

これらののれんについては、主要な仮定が合理的な範囲で変更されたとしても、それにより当該資金生成

単位の回収可能価額が帳簿価額を下回る可能性は低いと予測しております。
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(2) 無形資産

無形資産の取得原価、償却累計額及び減損損失累計額の増減は次のとおりであります。

[取得原価]

(単位：百万円)

ソフトウエア 鉱業権 顧客関連資産 その他 合計

前連結会計年度期首
(2023年４月１日)

39,234 32,815 32,976 57,923 162,949

新規取得 1,924 2 － 2,142 4,069

企業結合による取得 158 － 8,205 14,970 23,334

処分 △486 △1 － △12,507 △12,995

売却目的保有への振替
による減少

－ △980 － － △980

為替換算差額 487 3,292 3,571 4,211 11,562

その他 3,057 － － △8,925 △5,867

前連結会計年度末
(2024年３月31日)

44,375 35,127 44,754 57,815 182,072

新規取得 2,330 12 － 1,504 3,847

企業結合による取得 900 － 24,913 2,001 27,815

処分 △1,519 － － △5 △1,525

為替換算差額 △90 △1,647 △865 △1,225 △3,828

その他 1,089 △115 － △855 118

当連結会計年度末
(2025年３月31日)

47,086 33,376 68,802 59,234 208,499
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[償却累計額及び減損損失累計額]

(単位：百万円)

ソフトウエア 鉱業権 顧客関連資産 その他 合計

前連結会計年度期首
(2023年４月１日)

△30,627 △28,858 △6,917 △25,711 △92,115

償却費 △2,380 △355 △2,583 △708 △6,027

減損損失 △21 － － △343 △364

処分 412 0 － 12,453 12,865

売却目的保有への振替
による減少

－ 980 － － 980

為替換算差額 △330 △2,910 △895 △1,209 △5,345

その他 79 － － 26 105

前連結会計年度末
(2024年３月31日)

△32,867 △31,143 △10,396 △15,494 △89,901

償却費 △2,375 △452 △3,391 △1,185 △7,404

減損損失 △4 － △696 △3 △704

処分 1,489 － － 3 1,492

為替換算差額 57 1,489 208 67 1,822

その他 24 － － 56 80

当連結会計年度末
(2025年３月31日)

△33,676 △30,106 △14,275 △16,556 △94,615

[帳簿価額]

(単位：百万円)

ソフトウエア 鉱業権 顧客関連資産 その他 合計

前連結会計年度末
(2024年３月31日)

11,507 3,983 34,357 42,320 92,170

当連結会計年度末
(2025年３月31日)

13,409 3,270 54,527 42,677 113,884

前連結会計年度末及び当連結会計年度末における「鉱業権」の帳簿価額のうち重要なものは、豪州の子会社が保

有する炭鉱権益であり、前連結会計年度末及び当連結会計年度末においてそれぞれ3,900百万円及び3,192百万円で

あります。

耐用年数を確定できない資産は、主に「その他」に含まれるフランチャイズ権であり、帳簿価額は前連結会計年

度末及び当連結会計年度末においてそれぞれ10,674百万円及び10,541百万円であります。これらのフランチャイズ

権は企業結合時に取得したものであり、事業が継続する限り基本的に存続するため、耐用年数を確定できないと判

断しております。

なお、前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、重要な自己創設無形資産はありません。

償却費は、連結純損益計算書の「原価」及び「販売費及び一般管理費」に計上しております。
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10 投資不動産

(1) 投資不動産の取得原価、減価償却累計額及び減損損失累計額の増減、並びに帳簿価額及び公正価値

投資不動産の取得原価、減価償却累計額及び減損損失累計額の増減、並びに帳簿価額及び公正価値は次のとお

りであります。

[取得原価]

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自2023年４月１日
至2024年３月31日)

当連結会計年度
(自2024年４月１日
至2025年３月31日)

期首 13,773 16,028

新規取得 1,611 －

取得後支出による増加 163 109

企業結合による取得 644 －

処分 △346 △174

棚卸資産・有形固定資産との振替 28 △607

為替換算差額 582 484

その他 △429 －

期末 16,028 15,839

（注）「その他」には、主に連結範囲の変更による影響が含まれております。

[減価償却累計額及び減損損失累計額]

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自2023年４月１日
至2024年３月31日)

当連結会計年度
(自2024年４月１日
至2025年３月31日)

期首 △5,657 △6,045

減価償却費 △778 △749

減損損失 △1 －

処分 327 51

棚卸資産・有形固定資産との振替 8 0

為替換算差額 △307 △396

その他 362 －

期末 △6,045 △7,138

（注）「その他」には、主に連結範囲の変更による影響が含まれております。
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[帳簿価額及び公正価値]

(単位：百万円)

前連結会計年度末
(2024年３月31日)

当連結会計年度末
(2025年３月31日)

帳簿価額 9,982 8,700

公正価値 10,133 8,850

公正価値は、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額及び「不動産鑑定評価基準」を参考に当

社グループで測定した金額であります。これらは、主に市場公開価格や取引事例法、DCF法により測定しておりま

す。

公正価値は、用いられる評価技法により３つのレベルに区分され、その内容は「注記2 作成の基礎 （4）見積り

及び判断の利用」に記載しております。投資不動産については、公正価値ヒエラルキーレベル３に区分されます。

(2) 投資不動産に関する損益

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自2023年４月１日
至2024年３月31日)

当連結会計年度
(自2024年４月１日
至2025年３月31日)

賃貸収益 4,302 4,657

賃貸費用 △3,242 △3,417

利益 1,060 1,240

賃貸収益は連結純損益計算書の「サービス及びその他の販売に係る収益」及び「その他の収益」に計上しており

ます。

賃貸費用は賃貸収益に対応する費用であり、連結純損益計算書の「原価」、「販売費及び一般管理費」及び「そ

の他の費用」に計上しております。
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11 持分法適用会社に対する投資

(1) 持分法で会計処理されている投資、持分法による投資損益及び持分法によるその他の包括利益

持分法で会計処理されている投資、持分法による投資損益及び持分法によるその他の包括利益の内訳は次のと

おりであります。

[持分法で会計処理されている投資]

(単位：百万円)

前連結会計年度末
(2024年３月31日)

当連結会計年度末
(2025年３月31日)

共同支配企業への関与 114,077 129,146

関連会社への関与 502,068 513,089

持分法で会計処理されている投資 616,145 642,236

[持分法による投資損益]

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自2023年４月１日
至2024年３月31日)

当連結会計年度
(自2024年４月１日
至2025年３月31日)

共同支配企業への関与 21,458 15,525

関連会社への関与 22,157 34,102

持分法による投資損益 43,615 49,627

[持分法によるその他の包括利益]

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自2023年４月１日
至2024年３月31日)

当連結会計年度
(自2024年４月１日
至2025年３月31日)

共同支配企業への関与 1,302 6,816

関連会社への関与 12,542 △5,109

持分法によるその他の包括利益 13,844 1,707
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(2) 共同支配企業

① 重要な共同支配企業

当社グループの持分法適用会社であるエルエヌジージャパン㈱は重要な共同支配企業に該当します。

当社グループは同社を通じて、アジア・オセアニア・中東地域において大規模LNG事業に参画しております。

同社は上場しておりません。

同社の要約財務諸表と、同社に対する当社グループの関与の帳簿価額との調整額は次のとおりであります。な

お、当該要約財務諸表は、当社グループの会計方針に基づき、同社の財務諸表に調整を加え作成しております。

(単位：百万円)
前連結会計年度末
(2024年３月31日)

当連結会計年度末
(2025年３月31日)

所有持分割合 50％ 50％

流動資産 39,673 60,151

非流動資産 294,134 336,770

流動負債 28,444 31,041

非流動負債 129,087 149,991

資本 176,276 215,888

非支配持分 37,611 53,406

非支配持分控除後の資本 138,665 162,481

資本の当社グループの持分 69,332 81,240

のれん及び連結調整 2,107 2,143

関与の帳簿価額 71,440 83,384

上記の流動資産に含まれる現金及び現金同等物は、前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、それぞ

れ15,436百万円及び38,377百万円であります。また、流動負債に含まれる金融負債（営業債務及びその他の債務

並びに引当金を除く）は、前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、それぞれ4,835百万円及び10,078百

万円、非流動負債に含まれる金融負債（営業債務及びその他の債務並びに引当金を除く）は、前連結会計年度末

及び当連結会計年度末において、それぞれ99,793百万円及び115,350百万円であります。

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自2023年４月１日
至2024年３月31日)

当連結会計年度
(自2024年４月１日
至2025年３月31日)

売上総利益 20,814 29,429

減価償却費及び償却費 △117 △90

受取利息 418 833

支払利息 △1,033 △3,304

法人所得税費用 △8,787 △13,419

当期純利益 16,096 18,914

その他の包括利益 2,190 15,003

当期包括利益 18,287 33,918

当社グループの持分：

当期純利益 8,048 9,457

その他の包括利益 1,095 7,501

当期包括利益 9,143 16,959

当社グループが受け取った配当金 4,000 5,000
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② 個々に重要性のない共同支配企業

個々に重要性のない共同支配企業に対する当社グループの関与の帳簿価額、当期純利益、その他の包括利益及

び当期包括利益に対する持分は次のとおりであります。

(単位：百万円)

前連結会計年度末
(2024年３月31日)

当連結会計年度末
(2025年３月31日)

関与の帳簿価額 42,636 45,762

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自2023年４月１日
至2024年３月31日)

当連結会計年度
(自2024年４月１日
至2025年３月31日)

当社グループの持分：

当期純利益 13,409 6,068

その他の包括利益 207 △685

当期包括利益 13,616 5,382
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(3) 関連会社

① 重要な関連会社

当社グループの持分法適用会社である㈱メタルワンは重要な関連会社に該当します。

当社グループは鉄鋼製品分野において、日本最大規模の鉄鋼総合商社である同社を通じ、鉄鋼製品の国内外の

顧客基盤と流通ネットワークの拡充を図るとともに、当社で取り組むエネルギー関連事業や海外事業などでの協

業や連携強化を通じて、鉄鋼製品取引を一層拡大させ、グローバル・バリューチェーンを展開・構築していきま

す。

同社は上場しておりません。

同社の要約財務諸表と、同社に対する当社グループの関与の帳簿価額との調整表は次のとおりであります。な

お、当該要約財務諸表は、当社グループの会計方針に基づき、同社の財務諸表に調整を加え作成しております。

(単位：百万円)

前連結会計年度末
(2024年３月31日)

当連結会計年度末
(2025年３月31日)

所有持分割合 40％ 40％

流動資産 828,612 803,201

非流動資産 233,175 240,888

流動負債 515,323 507,379

非流動負債 68,673 69,677

資本 477,791 467,033

非支配持分 40,323 41,534

非支配持分控除後の資本 437,468 425,499

資本の当社グループの持分 174,987 170,199

のれん及び連結調整 3,981 3,981

関与の帳簿価額 178,968 174,181

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自2023年４月１日
至2024年３月31日)

当連結会計年度
(自2024年４月１日
至2025年３月31日)

売上総利益 138,650 138,151

当期純利益 34,756 28,845

その他の包括利益 21,761 △4,634

当期包括利益 56,517 24,211

当社グループの持分：

当期純利益 13,902 11,538

その他の包括利益 8,704 △1,853

当期包括利益 22,607 9,684

当社グループが受け取った配当金 16,606 14,010
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② 個々に重要性のない関連会社

個々に重要性のない関連会社に対する当社グループの関与の帳簿価額、並びに当期純利益、その他の包括利益

及び当期包括利益に対する持分は次のとおりであります。

(単位：百万円)

前連結会計年度末
(2024年３月31日)

当連結会計年度末
(2025年３月31日)

関与の帳簿価額 323,099 338,908

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自2023年４月１日
至2024年３月31日)

当連結会計年度
(自2024年４月１日
至2025年３月31日)

当社グループの持分：

当期純利益 8,254 22,564

その他の包括利益 3,838 △3,255

当期包括利益 12,092 19,309
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12 その他の投資

前連結会計年度末及び当連結会計年度末におけるその他の投資の内訳は次のとおりであります。

(単位：百万円)

前連結会計年度末
(2024年３月31日)

当連結会計年度末
(2025年３月31日)

償却原価で測定する金融資産 828 811

FVTPLの金融資産 9,395 11,772

FVTOCIの金融資産 120,681 122,054

合計 130,905 134,637

13 その他の流動資産及びその他の非流動資産（非金融資産）

前連結会計年度末及び当連結会計年度末におけるその他の流動資産及びその他の非流動資産（非金融資産）の内

訳は次のとおりであります。

(単位：百万円)

前連結会計年度末
(2024年３月31日)

当連結会計年度末
(2025年３月31日)

前渡金 79,040 163,832

その他 35,700 32,632

合計 114,740 196,465

14 営業債務及びその他の債務

前連結会計年度末及び当連結会計年度末における営業債務及びその他の債務の内訳は次のとおりであります。

(単位：百万円)

前連結会計年度末
(2024年３月31日)

当連結会計年度末
(2025年３月31日)

支払手形及び買掛金 529,678 481,066

預り金及び受入保証金 77,112 60,971

その他 66,016 67,114

合計 672,807 609,153
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15 社債及び借入金

(1) 社債及び借入金の内訳

社債及び借入金の内訳は次のとおりであります。

(単位：百万円)

前連結会計年度末
(2024年３月31日)

当連結会計年度末
(2025年３月31日)

平均利率 返済期限

短期借入金 120,169 114,522 3.35％ －

コマーシャル・ペーパー － 65,000 0.59％ －

１年内償還予定の社債 9,998 － － －

１年内返済予定の長期借入金 33,969 20,202 2.43％ －

社債(１年内償還予定のものを除く) 51,925 53,035 － －

長期借入金(１年内返済予定のもの
を除く)

690,641 833,712 1.80％
2026年 ４月～
2053年 10月

合計 906,704 1,086,473

「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。金利変動リスクを回

避する目的で、金利スワップ等のデリバティブ取引を利用している借入金についてはデリバティブ取引に基づく利

率にて算定しております。なお、社債については「(2)社債の明細」に記載しております。

当社グループは、資金調達の機動性及び流動性確保の補完機能を高めるため、当連結会計年度末において円貨

1,000億円（未使用）及び25.75億米ドル（11.54億米ドル使用）の長期コミットメントライン契約を有しておりま

す。

なお、一部の銀行借入等に係る契約では、財務制限条項により連結純資産水準等の一定の財務内容の維持が求め

られております。当該条項につきましては、必要とされる水準を維持するようにモニタリングしております。
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(2) 社債の明細

(単位：百万円)

会社名 銘柄 発行年月日
前連結会計年度末
(2024年３月31日)

当連結会計年度末
(2025年３月31日)

利率 担保 償還期限

提出会社
第30回

無担保社債
2014年
６月16日

9,998
(9,998)

－ 1.48％ なし
2024年
６月14日

提出会社
第34回

無担保社債
2017年
６月１日

9,980 9,986 0.72％ なし
2027年
６月１日

提出会社
第35回

無担保社債
2018年
３月８日

9,976 9,982 0.61％ なし
2028年
３月８日

提出会社
第36回

無担保社債
2019年
11月27日

9,966 9,971 0.47％ なし
2029年
11月27日

提出会社
第37回

無担保社債
2020年
９月14日

9,961 9,967 0.56％ なし
2030年
９月13日

提出会社
第38回

無担保社債
2021年
５月27日

9,957 9,962 0.55％ なし
2031年
５月27日

連結子会社 その他の社債

2022年
７月１日～
2025年
３月３日

2,083 3,164
4.95％～

9.2％
なし

2035年
６月23日～
2045年
３月３日

合計 － －
61,924
(9,998)

53,035 － － －

(注) 前連結会計年度末のうち、下段( )内の金額は１年内償還予定の金額であります。
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16 引当金

引当金の増減内訳は次のとおりであります。

(単位：百万円)

資産除去債務 その他の引当金 合計

期首(2024年４月１日) 46,074 2,479 48,554

期中増加額 760 3,044 3,805

期中減少額(目的使用) △4,180 △374 △4,555

期中減少額(戻入れ) － △505 △505

割引計算の期間利息費用 1,507 － 1,507

割引率の変更 △1,946 － △1,946

為替換算差額 △1,319 △46 △1,366

その他 △177 △5 △182

期末(2025年３月31日) 40,719 4,591 45,310

「その他」には、主に連結範囲の変更による影響が含まれております。

また、資産除去債務は、主に石炭、石油ガスの採掘設備等の撤去費用に関するものであります。これらの費用は

主に１年以上経過した後に支払われることが見込まれておりますが、将来の事業計画等により影響を受けます。

17 その他の流動負債及びその他の非流動負債（非金融負債）

前連結会計年度末及び当連結会計年度末におけるその他の流動負債及びその他の非流動負債（非金融負債）の内

訳は次のとおりであります。

(単位：百万円)

前連結会計年度末
(2024年３月31日)

当連結会計年度末
(2025年３月31日)

前受金 71,696 108,783

その他 45,231 50,999

合計 116,927 159,782
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18 売却目的で保有する資産及び直接関連する負債

売却目的で保有する資産及び直接関連する負債の内訳は次のとおりであります。

(単位：百万円)

前連結会計年度末
(2024年３月31日)

当連結会計年度末
(2025年３月31日)

売却目的で保有する資産

営業債権及びその他の債権 － 3

有形固定資産 0 －

無形資産 0 －

持分法で会計処理されている投資 11,296 724

その他 4,951 876

合計 16,248 1,605

売却目的で保有する資産に
直接関連する負債

営業債務及びその他の債務 34 －

その他 4,780 －

合計 4,815 －

前連結会計年度末において、売却目的保有に分類した資産及び直接関連する負債のうち主なものは、金属・資

源・リサイクルセグメントに含まれるインドネシアの一般炭炭鉱に関する持分法で会計処理されている投資を保有

する子会社、及びカナダのモリブデン鉱山事業に関する子会社であります。これらは、当連結会計年度末に売却完

了しております。
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19 資本

(1) 資本管理

当社は企業価値の向上のため、財務体質の健全性と調達構造の安定性を維持し、持続的な成長の実現により自

己資本(注１)を積み上げ、財務基盤を拡充することを基本方針としております。

また、当社はリスクアセット自己資本倍率(注２)を主な指標として、一定のストレスシナリオ下においても１

倍以内となるようにコントロールしており、この指標は経営者に定期的に報告され、モニタリングされておりま

す。

(注１)自己資本は、資本のうち親会社の所有者に帰属する持分です。

(注２)リスクアセット自己資本倍率とは、リスクアセット(資産の価値が毀損するリスクを評価し、その

大きさを金額に換算したもの)の自己資本に対する倍率です。

前連結会計年度末及び当連結会計年度末におけるリスクアセット自己資本倍率の水準は次のとおりでありま

す。

前連結会計年度末
(2024年３月31日)

当連結会計年度末
(2025年３月31日)

リスクアセット自己資本倍率 0.6倍 0.7倍
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(2) 発行可能株式総数、発行済株式総数及び自己株式数

(単位：株)

前連結会計年度
(自2023年４月１日
至2024年３月31日)

当連結会計年度
(自2024年４月１日
至2025年３月31日)

発行可能株式総数(普通無額面株式) 500,000,000 500,000,000

発行済株式総数(普通無額面株式)

期首残高 250,299,900 225,000,000

期中増減 △25,299,900 －

期末残高 225,000,000 225,000,000

自己株式数(普通無額面株式)

期首残高 19,482,980 6,996,191

期中増減 △12,486,789 7,174,524

期末残高 6,996,191 14,170,715

(注１) 前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、フジ日本㈱が当社の株式(普通無額面株式)をそれぞ

れ40,000株保有しておりますが、持分法適用会社であるため、自己株式数(普通無額面株式)には含まれ

ておりません。

(注２) 前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、自己株式数には役員報酬BIP信託に係る信託口が所有

する当社株式がそれぞれ886,140株及び1,320,504株が含まれております。

(注３) 前連結会計年度において、2023年３月31日開催の取締役会決議に基づき、当社の保有する自己株式につ

いて、2023年４月７日に15,299,900株の消却を実行いたしました。また、2023年９月22日開催の取締役

会決議に基づき、当社の保有する自己株式について、2023年９月29日に10,000,000株の消却を実行いた

しました。

(注４) 前連結会計年度において、2023年３月31日開催の取締役会決議に基づき、2023年４月10日から2023年９

月29日までの期間に自己株式9,789,300株を取得しております。また、2024年２月22日開催の取締役会決

議に基づき、2024年２月26日から2024年３月31日までの期間に自己株式3,226,800株を取得しておりま

す。

(注５) 当連結会計年度において、2024年２月22日開催の取締役会決議に基づき、2024年４月１日から2024年４

月５日までの期間に自己株式773,200株を取得しております。また、2024年９月27日開催の取締役会決議

に基づき、2024年10月１日から2025年３月24日までの期間に自己株式6,500,000株を取得しております。
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(3) 剰余金

① 資本剰余金

資本剰余金は、主として資本準備金から構成されております。

② 利益剰余金

利益剰余金は、利益準備金及び未処分の留保利益から構成されております。

なお、利益剰余金には、IFRS会計基準への移行日における在外営業活動体の換算差額累計額が含まれており

ます。

(4) 配当

① 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(百万円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2023年６月20日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 15,065 65.00 2023年３月31日 2023年６月21日

2023年10月31日
取締役会

普通株式 利益剰余金 14,439 65.00 2023年９月30日 2023年12月１日

2024年６月18日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 15,322 70.00 2024年３月31日 2024年６月19日

2024年５月１日
取締役会

普通株式 利益剰余金 16,398 75.00 2024年９月30日 2024年12月１日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(百万円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2025年５月１日
取締役会

普通株式 利益剰余金 15,911 75.00 2025年３月31日 2025年６月２日

③ 配当の基準日及び効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
の見込み額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2025年５月１日
取締役会

普通株式 利益剰余金 17,271 82.50 2025年９月30日 2025年12月１日

(注) 配当金の総額については、2025年４月30日現在の自己株式を除いた発行済株式数により算定された見込み額であ

り、最終的な中間配当金総額は配当基準日における当該株式数に１株当たり82円50銭を乗じた金額となります。
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20 収益

(1) 収益の分解

当社グループは、「自動車」、「航空・社会インフラ」、「エネルギー・ヘルスケア」、「金属・資源・リサ

イクル」、「化学」、「生活産業・アグリビジネス」、「リテール・コンシューマーサービス」の７つの事業本

部を基本として組織が構成されており、当社の取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績の評価をするために、

定期的に検討を行う対象としております。これらの事業本部に加え、ネットワークサービス事業、国内地域法人、

物流・保険サービス事業等を含む「その他」で計上する収益を「収益」として表示しております。

前連結会計年度及び当連結会計年度における事業本部別の収益は「注記5 セグメント情報 (2) 報告セグメン

トに関する情報」に記載のとおりであります。なお、製品及びサービスの区分は事業区分と同一であります。

(2) 顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債

顧客との契約から生じた債権は、「営業債権及びその他の債権」に含まれている受取手形及び売掛金が該当し

ます。前連結会計年度末及び当連結会計年度末における、契約資産及び契約負債の額、並びに前連結会計年度及

び当連結会計年度における、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益の額に重要性はありません。なお、

契約資産は「営業債権及びその他の債権」に、また契約負債は「その他の流動負債」及び「その他の非流動負

債」にそれぞれ含めております。

(3) 残存履行義務に配分した取引価格

前連結会計年度末及び当連結会計年度末において残存する履行義務に配分した取引価格及び収益を認識すると

見込んでいる時期は以下のとおりであります。

(単位：百万円)

１年以内 １年超５年以内 ５年超 合計

前連結会計年度末
(2024年３月31日)

130,948 185,092 265,939 581,979

当連結会計年度末
(2025年３月31日)

224,727 235,458 92,837 553,022

当連結会計年度末において残存する履行義務に配分した取引価格のうち、当連結会計年度末以降における状況

の変化により契約解消となる事が見込まれる181,045百万円は、上表に含まれておりません。また、当該状況の変

化に伴う翌連結会計年度以降の純利益への影響に重要性はありません。

残存履行義務に配分した取引価格に変動対価が含まれている場合には、変動対価に関する不確実性がその後に

解消される際に、認識した収益の累計額の重大な戻入れが生じない可能性が非常に高い範囲でのみ、取引価格に

含めております。

なお、当社グループは実務上の便法を適用しているため、当初の予想残存期間が１年以内の契約については、

上表に含めておりません。

(4）顧客との契約の獲得又は履行のためのコストから認識した資産

前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、顧客との契約の獲得又は履行のためのコストから認識した

資産の額に重要性はありません。なお、認識すべき資産の償却期間が１年以内である場合には、実務上の便法を

適用し、契約の獲得の増分コストを発生時に費用として認識しております。
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21 販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費の内訳は次のとおりであります。

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自2023年４月１日
至2024年３月31日)

当連結会計年度
(自2024年４月１日
至2025年３月31日)

従業員給付費用 △128,102 △142,958

旅費及び交通費 △6,905 △7,746

賃借料 △5,277 △5,382

減価償却費及び償却費 △25,977 △29,030

販売手数料 △5,048 △5,425

業務委託費 △18,302 △20,149

運賃及び荷造費 △7,537 △8,057

広告宣伝費 △5,955 △6,276

その他 △38,359 △44,877

合計 △241,464 △269,903

22 固定資産除売却損益

固定資産除売却損益の内訳は次のとおりであります。

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自2023年４月１日
至2024年３月31日)

当連結会計年度
(自2024年４月１日
至2025年３月31日)

有形固定資産売却益 1,686 272

無形資産売却益 141 34

投資不動産売却益 793 －

固定資産売却益合計 2,622 307

有形固定資産売却損 △140 △460

無形資産売却損 △4 △0

固定資産売却損合計 △144 △460

有形固定資産除却損 △362 △339

無形資産除却損 △37 △38

固定資産除却損合計 △399 △377

固定資産除売却損益合計 2,077 △531
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23 減損損失

減損損失の資産種類別の内訳は次のとおりであります。減損損失は主に連結純損益計算書の「固定資産減損損

失」及び「関係会社整理損」に計上しております。

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自2023年４月１日
至2024年３月31日)

当連結会計年度
(自2024年４月１日
至2025年３月31日)

有形固定資産 △4,304 △128

使用権資産 △289 △84

のれん － △936

無形資産 △364 △704

投資不動産 △1 －

持分法で会計処理されている投資 － △749

その他 △22 △788

合計 △4,983 △3,393

固定資産減損損失 △4,983 △918

関係会社整理損 － △1,742

その他の費用 － △732

合計 △4,983 △3,393

減損損失のセグメント別の内訳は次のとおりであります。

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自2023年４月１日
至2024年３月31日)

当連結会計年度
(自2024年４月１日
至2025年３月31日)

自動車 △294 △124

航空・社会インフラ － △2

エネルギー・ヘルスケア △3,664 △734

金属・資源・リサイクル △878 △329

化学 － △1,141

生活産業・アグリビジネス － △936

リテール・コンシューマーサービス △135 △93

その他 △10 △31

合計 △4,983 △3,393
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前連結会計年度において認識した減損損失のうち主なものは、エネルギー・ヘルスケアセグメントに含まれるイ

ギリス領・北海において石油ガス権益を保有する連結子会社Sojitz Energy Development Ltd.の有形固定資産に係

るものであり、減損損失△3,379百万円を認識しております。詳細につきましては「注記2 作成の基礎（4）見積り

及び判断の利用」に記載しております。
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24 関係会社整理益

関係会社整理益で認識した金額は、前連結会計年度及び当連結会計年度において、それぞれ8,073百万円及び

17,253百万円であります。

なお、上記関係会社整理益のうち、支配の喪失を伴う子会社の売却等から生じた利益は、当連結会計年度におい

て7,172百万円であり、このうち従前の子会社に対して保持している残余持分を支配喪失日の公正価値で測定したこ

とによる利益に重要性はありません。また、前連結会計年度に認識したこれらの利益に重要性はありません。

25 関係会社整理損

関係会社整理損の内訳は次のとおりであります。

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自2023年４月１日
至2024年３月31日)

当連結会計年度
(自2024年４月１日
至2025年３月31日)

関係会社売却損等 △3,978 △598

減損損失 － △1,742

貸倒引当金繰入額 △2 △3

合計 △3,980 △2,343

前連結会計年度において、「関係会社売却損等」にはエネルギー・ヘルスケアセグメントにおける米国ガス火力

発電事業の売却に伴う損失が含まれております。

26 為替差額

純損益に認識された為替差額は、前連結会計年度及び当連結会計年度において、それぞれ△4,540百万円及び△

4,297百万円であり、連結純損益計算書の「その他の費用」に計上しております。なお、当該金額には為替リスクの

ヘッジを目的として行った通貨関連デリバティブから生じた損益を含めております。
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27 金融収益及び金融費用

金融収益及び金融費用の内訳は次のとおりであります。

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自2023年４月１日
至2024年３月31日)

当連結会計年度
(自2024年４月１日
至2025年３月31日)

金融収益

受取利息

償却原価で測定する金融資産 11,224 14,609

FVTPLの金融資産 655 110

リース債権 48 145

受取利息合計 11,928 14,866

受取配当金 5,545 7,375

その他の金融収益 684 744

金融収益合計 18,158 22,987

金融費用

支払利息

償却原価で測定する金融負債 △22,078 △23,743

リース負債 △1,867 △2,422

デリバティブ 1,343 1,164

引当金に係る期間利息費用 △1,403 △1,507

支払利息合計 △24,006 △26,509

金融費用合計 △24,006 △26,509

前連結会計年度及び当連結会計年度における受取配当金は、主にFVTOCIの金融資産からの配当金によるもので

す。

上記のほか、商品関連デリバティブの評価損益を、前連結会計年度及び当連結会計年度において、連結純損益計

算書の「商品の販売に係る収益」に純額でそれぞれ1,429百万円及び1,171百万円計上しております。

また、通貨関連デリバティブの評価損益を、前連結会計年度及び当連結会計年度において、連結純損益計算書の

「その他の費用」及び「その他の収益」に純額でそれぞれ△1,254百万円及び814百万円計上しております。
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28 １株当たり利益

(1) 基本的１株当たり利益及び希薄化後１株当たり利益

前連結会計年度
(自2023年４月１日
至2024年３月31日)

当連結会計年度
(自2024年４月１日
至2025年３月31日)

基本的１株当たり利益 (円) 450.97 513.74

希薄化後１株当たり利益 (円) 450.97 513.74

(2) 基本的１株当たり利益及び希薄化後１株当たり利益の算定の基礎

前連結会計年度
(自2023年４月１日
至2024年３月31日)

当連結会計年度
(自2024年４月１日
至2025年３月31日)

基本的１株当たり利益及び希薄化後
１株当たり利益の計算に使用する利益

親会社の所有者に帰属する利益
(百万円)

100,765 110,636

親会社の普通株主に帰属しない
金額 (百万円)

－ －

基本的１株当たり利益の計算に
使用する利益 (百万円)

100,765 110,636

利益調整額

関連会社の発行する新株予約権
に係る調整額 (百万円)

－ －

希薄化後１株当たり利益の計算に
使用する利益 (百万円)

100,765 110,636

基本的１株当たり利益及び希薄化後
１株当たり利益の計算に使用する
普通株式の加重平均株式数

基本的１株当たり利益の計算に
使用する普通株式の加重平均
株式数 (千株)

223,441 215,354

希薄化性潜在的普通株式の影響
(千株)

－ －

希薄化後１株当たり利益の計算に
使用する普通株式の加重平均
株式数 (千株)

223,441 215,354
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29 その他の包括利益

その他の包括利益の各内訳項目ごとの組替調整額及び税効果額は次のとおりであります。

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自2023年４月１日
至2024年３月31日)

当連結会計年度
(自2024年４月１日
至2025年３月31日)

FVTOCIの金融資産

当期発生額 19,614 △4,754

税効果調整前 19,614 △4,754

税効果額 △1,994 △1,592

FVTOCIの金融資産 17,619 △6,346

確定給付制度の再測定

当期発生額 145 580

税効果調整前 145 580

税効果額 6 △171

確定給付制度の再測定 152 408

純損益に振り替えられることのない持
分法で会計処理されている投資におけ
るその他の包括利益

当期発生額 1,287 3,636

税効果調整前 1,287 3,636

税効果額 △802 △1,097

持分法で会計処理されている投資
におけるその他の包括利益

485 2,538

在外営業活動体の換算差額

当期発生額 43,169 △3,830

組替調整額 △1,400 828

税効果調整前 41,769 △3,001

税効果額 △2,536 1,987

在外営業活動体の換算差額 39,232 △1,014

キャッシュ・フロー・ヘッジ

当期発生額 △1,279 △2,615

組替調整額 6 △1,194

税効果調整前 △1,272 △3,809

税効果額 645 1,299

キャッシュ・フロー・ヘッジ △627 △2,510

純損益にその後に振り替えられる可能
性のある持分法で会計処理されている
投資におけるその他の包括利益

当期発生額 14,283 △678

組替調整額 △1,415 △145

税効果調整前 12,867 △824

税効果額 491 △6

持分法で会計処理されている投資
におけるその他の包括利益

13,359 △831

その他の包括利益合計 70,222 △7,756
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30 キャッシュ・フロー情報

(1) 現金及び現金同等物

現金及び現金同等物の内訳及び連結財政状態計算書との関係は次のとおりであります。

(単位：百万円)

前連結会計年度末
(2024年３月31日)

当連結会計年度末
(2025年３月31日)

現金及び預金(預入期間が３ヶ月を
超える定期預金を除く）

196,275 192,299

連結財政状態計算書における
現金及び現金同等物

196,275 192,299

連結キャッシュ・フロー計算書に
おける現金及び現金同等物

196,275 192,299

(2) 子会社の取得による収支

新たに子会社となった会社に関する支配獲得時の資産及び負債の主な内訳並びに支払対価と取得による収支の

関係は次のとおりであります。

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自2023年４月１日
至2024年３月31日)

当連結会計年度
(自2024年４月１日
至2025年３月31日)

支配獲得時の資産の内訳

流動資産 103,773 39,516

非流動資産 103,717 17,447

支配獲得時の負債の内訳

流動負債 54,841 35,502

非流動負債 57,304 5,058

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自2023年４月１日
至2024年３月31日)

当連結会計年度
(自2024年４月１日
至2025年３月31日)

支払対価 △81,738 △46,531

支配獲得時の資産のうち
現金及び現金同等物

44,106 5,410

(差引)子会社の取得による収支 △37,632 △41,121
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(3) 子会社の売却による収支

株式の売却により子会社でなくなった会社に関する支配喪失時の資産及び負債の主な内訳並びに受取対価と売

却による収支の関係は次のとおりであります。

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自2023年４月１日
至2024年３月31日)

当連結会計年度
(自2024年４月１日
至2025年３月31日)

支配喪失時の資産の内訳

流動資産 12,623 22,343

非流動資産 48,719 1,529

支配喪失時の負債の内訳

流動負債 3,105 8,036

非流動負債 18,976 3,607

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自2023年４月１日
至2024年３月31日)

当連結会計年度
(自2024年４月１日
至2025年３月31日)

受取対価 36,523 10,019

支配喪失時の資産のうち
現金及び現金同等物

△10,434 △5,221

(差引)子会社の売却による収支 26,088 4,797

(4) 営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」には、前連結会計年度及び当連結会計年度において、連結純

損益計算書における関係会社整理益の調整がそれぞれ△8,073百万円及び△17,253百万円含まれております。

(5) 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」には、前連結会計年度において、主に航空機関連取引による

回収が含まれております。
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(6) 財務活動に係る負債の変動

財務活動に係る負債の変動は以下の通りであります。

前連結会計年度(自2023年４月１日 至2024年３月31日)

(単位：百万円)

社債 借入金
コマーシャル・

ペーパー
リース負債

前連結会計年度期首
(2023年４月１日)

71,634 777,070 35,000 71,409

キャッシュ・フローを伴う変動 △10,000 △27,142 △35,000 △17,769

連結範囲の変更 － 66,854 － 6,175

為替換算差額 246 27,758 － 4,339

新規リース － － － 44,396

その他 43 240 － △3,461

キャッシュ・フローを伴わない変動 289 94,853 － 51,449

前連結会計年度末
(2024年３月31日)

61,924 844,780 － 105,090

当連結会計年度(自2024年４月１日 至2025年３月31日)

(単位：百万円)

社債 借入金
コマーシャル・

ペーパー
リース負債

当連結会計年度期首
(2024年４月１日)

61,924 844,780 － 105,090

キャッシュ・フローを伴う変動 △8,870 122,483 65,000 △16,833

連結範囲の変更 － 9,274 － 4,711

為替換算差額 △48 △6,915 － △707

新規リース － － － 13,215

その他 30 △1,184 － △2,897

キャッシュ・フローを伴わない変動 △17 1,174 － 14,322

当連結会計年度末
(2025年３月31日)

53,035 968,437 65,000 102,578
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31 従業員給付

(1) 退職後給付

① 採用している退職給付制度の概要

当社は、退職給付制度として確定拠出年金制度及び退職一時金制度並びに前払退職金制度を設けておりま

す。

国内子会社は、主に確定給付型の制度として、企業年金基金制度及び退職一時金制度を設けております。ま

た、一部の在外子会社においても確定給付型の制度を設けております。

これらの制度における給付額は、従業員の役割等級や給与水準等に基づき算定されております。

なお、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。

② 確定給付制度

(a) 確定給付負債(資産)の純額

前連結会計年度及び当連結会計年度における確定給付負債(資産)の純額の増減は次のとおりであります。

(単位：百万円)

確定給付制度債務
の現在価値

制度資産の公正価値 確定給付負債(資産)の純額

2023年４月１日残高 31,160 △8,581 22,578

当期勤務費用 2,176 － 2,176

利息費用(収益) 629 △202 426

再測定 14 △160 △145

過去勤務費用及び清算損益 32 － 32

為替換算差額 1,434 △446 988

事業主による制度への拠出 － △291 △291

給付支払額 △3,023 692 △2,330

企業結合及び処分の影響額 △253 697 443

その他 60 △27 33

2024年３月31日残高 32,232 △8,320 23,911

当期勤務費用 1,843 － 1,843

利息費用(収益) 438 △228 210

再測定 △731 151 △580

過去勤務費用及び清算損益 33 － 33

為替換算差額 △289 51 △238

事業主による制度への拠出 － △230 △230

給付支払額 △2,770 697 △2,073

企業結合及び処分の影響額 43 － 43

その他 43 △6 36

2025年３月31日残高 30,841 △7,884 22,956
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(b) 制度資産

前連結会計年度末における制度資産の構成項目は以下のとおりであります。

(単位：百万円)

活発な市場における
公表市場価格があるもの

活発な市場における
公表市場価格がないもの

株式 0 484

債券 8 6,348

現金及び現金同等物 435 －

生命保険の一般勘定 － 710

その他 － 333

合計 444 7,876

当連結会計年度末における制度資産の構成項目は以下のとおりであります。

(単位：百万円)

活発な市場における
公表市場価格があるもの

活発な市場における
公表市場価格がないもの

株式 412 －

債券 8 5,524

現金及び現金同等物 41 －

生命保険の一般勘定 － 1,788

その他 － 109

合計 461 7,422

(c) 重要な数理計算上の仮定

前連結会計年度末
(2024年３月31日)

当連結会計年度末
(2025年３月31日)

割引率 2.4％ 2.8％

予想昇給率 2.9％ 2.7％

(d) 確定給付制度債務の感応度分析

(単位：百万円)

前連結会計年度末
(2024年３月31日)

当連結会計年度末
(2025年３月31日)

割引率が0.5％低下した場合の
確定給付制度債務の増加額

1,773 1,367

割引率が0.5％上昇した場合の
確定給付制度債務の減少額

△1,197 △985

(e) 確定給付制度の満期構成に関する情報

前連結会計年度末及び当連結会計年度末における確定給付制度債務の加重平均支払期間は、それぞれ9.7年

及び9.4年であります。

(f) 翌年度における制度資産への拠出額

翌連結会計年度における当社グループの制度資産に対する予想拠出額は264百万円であります。
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③ 確定拠出制度

前連結会計年度及び当連結会計年度において認識した確定拠出制度に関する費用の合計額は、それぞれ2,408

百万円及び3,066百万円であります。

④ 複数事業主制度

前連結会計年度及び当連結会計年度において認識した確定拠出制度として処理している複数事業主制度に関

する費用の合計額は、17百万円及び282百万円であります。

(2) 従業員給付費用

前連結会計年度及び当連結会計年度において費用として認識した従業員給付費用の合計額は、それぞれ154,963

百万円及び175,064百万円であり、これらは連結純損益計算書の「原価」及び「販売費及び一般管理費」に計上し

ております。
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32 繰延税金及び法人所得税費用

(1) 繰延税金

① 繰延税金資産及び繰延税金負債の構成要素

前連結会計年度末及び当連結会計年度末における繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の構成要素は次のと

おりであります。

(単位：百万円)

前連結会計年度末
(2024年３月31日)

当連結会計年度末
(2025年３月31日)

繰延税金資産

貸倒引当金 3,210 3,135

税務上の繰越欠損金 17,551 17,692

その他の投資 11,504 8,355

退職給付に係る負債 5,024 4,851

有形固定資産、無形資産及び
投資不動産

775 712

リース負債 26,773 26,330

その他 32,211 33,919

繰延税金資産合計 97,052 94,996

繰延税金負債との相殺 △85,574 △85,251

繰延税金資産計上額 11,478 9,744

繰延税金負債

有形固定資産、無形資産及び
投資不動産

△33,172 △34,422

その他の投資 △22,176 △23,130

使用権資産 △25,442 △24,915

その他 △42,875 △40,736

繰延税金負債合計 △123,667 △123,205

繰延税金資産との相殺 85,574 85,251

繰延税金負債計上額 △38,093 △37,954

繰延税金資産の純額 △26,614 △28,209
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② 繰延税金資産及び繰延税金負債の増減内容

繰延税金資産及び繰延税金負債の増減内容は次のとおりであります。

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自2023年４月１日
至2024年３月31日)

当連結会計年度
(自2024年４月１日
至2025年３月31日)

繰延税金資産の純額の期首残高 △19,432 △26,614

繰延税金費用 4,432 △1,350

その他の包括利益に係る法人所得税 △5,512 2,146

連結範囲の変更 △6,229 △2,499

その他 127 108

繰延税金資産の純額の期末残高 △26,614 △28,209

③ 繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金

連結財政状態計算書において繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金(繰越

期限別内訳)は次のとおりであります。

(単位：百万円)

前連結会計年度末
(2024年３月31日)

当連結会計年度末
(2025年３月31日)

将来減算一時差異 218,540 187,841

税務上の繰越欠損金

繰越期限１年以内 3,949 2,267

繰越期限１年超５年以内 11,690 17,171

繰越期限５年超 32,282 32,832

税務上の繰越欠損金合計 47,922 52,271

繰越税額控除

繰越期限１年超５年以内 998 1,470

繰越税額控除合計 998 1,470

④ 繰延税金負債を認識していない子会社等に対する投資に係る一時差異

前連結会計年度末及び当連結会計年度末において繰延税金負債を認識していない子会社等に対する投資に係

る将来加算一時差異の合計額は、それぞれ155,970百万円及び162,149百万円であります。これらは当社グルー

プが一時差異を解消する時期をコントロールでき、かつ予測可能な期間内に当該一時差異が解消しない可能性

が高いことから、繰延税金負債を認識しておりません。
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(2) 法人所得税費用

① 法人所得税費用の内訳

法人所得税費用の内訳は次のとおりであります。

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自2023年４月１日
至2024年３月31日)

当連結会計年度
(自2024年４月１日
至2025年３月31日)

当期税金費用 △26,869 △19,751

繰延税金費用

一時差異等の発生と解消 △6,093 △7,229

繰延税金資産の回収可能性の評価 10,524 5,769

税率の変更 1 109

繰延税金費用合計 4,432 △1,350

法人所得税費用合計 △22,437 △21,101

従前は未認識であった税務上の欠損金又は過去の期間の一時差異から生じた便益のうち、当期税金費用の減

額のために使用した額は、前連結会計年度及び当連結会計年度において、それぞれ12,335百万円及び7,572百万

円であり、これらは当期税金費用に含めております。

なお、当連結会計年度より、経済協力開発機構（OECD）が公表した第２の柱モデルルールを導入するために

制定された税法により発生する法人所得税を連結純損益計算書における「法人所得税費用」にて認識しており

ます。当連結会計年度において認識した金額に重要性はありません。

② 法定実効税率の調整

法定実効税率と法人所得税費用の負担率との調整表は次のとおりであります。

前連結会計年度
(自2023年４月１日
至2024年３月31日)

当連結会計年度
(自2024年４月１日
至2025年３月31日)

法定実効税率 30.6％ 30.6％

(調整)

繰延税金資産の回収可能性の
評価による影響

△8.4％ △4.3％

受取配当金の影響 1.4％ 0.3％

持分法による投資損益の影響 △8.7％ △10.6％

海外子会社の適用税率の差異 △4.2％ △4.0％

特定外国子会社等合算所得 0.1％ 0.8％

外国源泉税 1.3％ 1.3％

税率変更による繰延税金資産の修正 0.0％ △0.1％

その他 5.8％ 1.6％

法人所得税費用の負担率 17.9％ 15.6％

当連結会計年度における法定実効税率は、日本における法人税、住民税及び事業税に基づき、30.6％と算定

しております。
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33 金融商品

(1) 金融商品の分類

金融商品の分類ごとの内訳は次のとおりであります。

(単位：百万円)

前連結会計年度末
(2024年３月31日)

当連結会計年度末
(2025年３月31日)

金融資産

償却原価で測定する金融資産

現金及び現金同等物・定期預金 209,414 199,182

営業債権及びその他の債権 690,434 726,920

その他の投資 828 811

償却原価で測定する金融資産合計 900,676 926,914

FVTPLの金融資産

その他の投資 9,395 11,772

デリバティブ金融資産 6,667 4,379

FVTPLの金融資産合計 16,063 16,151

FVTOCIの金融資産

その他の投資 120,681 122,054

FVTOCIの金融資産合計 120,681 122,054

金融資産合計 1,037,421 1,065,120

金融負債

償却原価で測定する金融負債

営業債務及びその他の債務 672,807 609,153

社債及び借入金 888,110 1,064,742

償却原価で測定する金融負債合計 1,560,917 1,673,895

FVTPLの金融負債

デリバティブ金融負債 5,238 6,265

FVTPLの金融負債合計 5,238 6,265

金融負債合計 1,566,156 1,680,161
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(2) 金融商品に関するリスク管理の基本方針

当社グループは総合商社として、物品の売買及び貿易業をはじめ、国内及び海外における各種製品の製造・販

売やサービスの提供、各種プロジェクトの企画・調整、各種事業分野への投資、並びに金融活動などグローバル

に多角的な事業を行っております。これらの事業は性質上、様々なリスクにさらされており、当社グループでは、

リスクをリスク項目ごとに分類・定義した上で、リスクの性質に応じた管理を行っております。

(3) 信用リスク管理

当社グループは、多様な商取引により国内外の多数の取引先に対して信用供与を行っており、信用リスクを負

っております。当社グループは、当社のリスク管理規程に従い、営業債権及び貸付金について、信用供与を行っ

ている取引先ごとに信用格付けを付与することで取引先ごとの取引限度を設定し、信用供与額を取引限度に収め

ることにより信用リスクをコントロールしております。また、取引先の信用状態に応じて必要な担保・保証など

の保全措置を講じると共に、債権査定制度により、当社グループが営業債権を有する取引先の中から一定の基準

により査定先を抽出した上で、その信用状態と当社グループの債権、保全などの状況を点検することで、信用リ

スクの状況把握と個別貸倒引当金算定の厳格化に努めております。なお、当社グループは、特定の相手先に対す

る過度に集中した信用リスクを負っておりません。

デリバティブ取引の利用にあたっては、信用リスクを最小限にするため、取引の相手先を国際的に認知された

格付機関による信用度の高い金融機関などに限定し、デリバティブ契約相手の契約不履行による信用リスクの極

小化に努めております。

① 信用リスクに対する最大エクスポージャー

保証債務を除き、保有する担保及びその他の信用補完を考慮に入れない場合の当社グループの信用リスクに

対する最大エクスポージャーは連結財政状態計算書における金融資産の減損後の帳簿価額となっております。

保証債務に係る信用リスクの最大エクスポージャーは、前連結会計年度末及び当連結会計年度末においてそれ

ぞれ43,963百万円及び48,726百万円であります。
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② 金融資産の総額での帳簿価額及び貸倒引当金の増減

単純化したアプローチを適用している「営業債権及びその他の債権」の総額での帳簿価額は次のとおりであり

ます。

前連結会計年度末(2024年３月31日)

(単位：百万円)

信用減損金融資産ではない
金融資産

信用減損金融資産 合計

営業債権及びその他の債権（注） 586,064 59,862 645,927

（注）単純化したアプローチを適用している「営業債権及びその他の債権」には、主に受取手形及び売掛金が含まれ

ております。

当連結会計年度末(2025年３月31日)

(単位：百万円)

信用減損金融資産ではない
金融資産

信用減損金融資産 合計

営業債権及びその他の債権（注） 627,878 63,186 691,065

（注）単純化したアプローチを適用している「営業債権及びその他の債権」には、主に受取手形及び売掛金が含まれ

ております。

信用減損金融資産ではない金融資産の総額での帳簿価額には、主に内部の信用格付における評価が正常先に

相当する債権等が含まれております。また、信用減損金融資産の総額での帳簿価額には内部の信用格付におけ

る評価が貸倒懸念先及び破産更生先の債権等が含まれております。

なお、前連結会計年度及び当連結会計年度において、貸倒引当金の変動に影響を及ぼす総額での帳簿価額の

著しい変動はありません。

単純化したアプローチを適用している「営業債権及びその他の債権」に係る貸倒引当金の増減は、次のとお

りであります。

前連結会計年度(自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)

(単位：百万円)

信用減損金融資産
ではない

金融資産に係る
貸倒引当金

信用減損金融資産
に係る貸倒引当金

合計

IFRS第９号に基づく2023年４月１日残高 472 52,235 52,707

信用減損金融資産に係る貸倒引当金への振替 △0 0 －

増加 140 296 437

減少(目的使用) △0 △1,215 △1,216

減少(戻入れ) △78 △8 △87

その他(注) 208 5,346 5,555

IFRS第９号に基づく2024年３月31日残高 741 56,654 57,396

(注）「その他」には、主に為替変動による影響が含まれております。
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当連結会計年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)

(単位：百万円)

信用減損金融資産
ではない

金融資産に係る
貸倒引当金

信用減損金融資産に
係る貸倒引当金

合計

IFRS第９号に基づく2024年４月１日残高 741 56,654 57,396

増加 25 1,382 1,407

減少(目的使用) △6 △81 △87

減少(戻入れ) △209 △221 △430

その他(注) △6 39 32

IFRS第９号に基づく2025年３月31日残高 543 57,773 58,317

(注）「その他」には、主に為替変動による影響が含まれております。

一般的なアプローチを適用している「営業債権及びその他の債権」等の総額での帳簿価額は、次のとおりであ

ります。

前連結会計年度末(2024年３月31日)

(単位：百万円)

12ヶ月の
予想信用損失

全期間の予想信用損失

合計
著しい信用リスクの

増大があった
金融資産

信用減損金融資産

営業債権及びその他の債権（注） 112,825 81 7,580 120,486

（注）一般的なアプローチを適用している「営業債権及びその他の債権」には、主に貸付金が含まれております。

当連結会計年度末(2025年３月31日)

(単位：百万円)

12ヶ月の
予想信用損失

全期間の予想信用損失

合計
著しい信用リスクの

増大があった
金融資産

信用減損金融資産

営業債権及びその他の債権（注） 119,112 107 5,864 125,084

（注）一般的なアプローチを適用している「営業債権及びその他の債権」には、主に貸付金が含まれております。

貸倒引当金を12ヶ月の予想信用損失で測定している金融資産の総額での帳簿価額には、内部の信用格付にお

ける評価が正常先に相当する債権等が含まれております。

貸倒引当金を全期間の予想信用損失で測定している金融資産のうち、著しい信用リスクの増大があった金融

資産の総額での帳簿価額には、内部の信用格付における評価が要注意先に相当する債権等が含まれており、信

用減損金融資産の総額での帳簿価額には、内部の信用格付における評価が貸倒懸念先及び破産更生先の債権等

が含まれております。

なお、前連結会計年度及び当連結会計年度において、貸倒引当金の変動に影響を及ぼす総額での帳簿価額の

著しい変動はありません。
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一般的なアプローチを適用している「営業債権及びその他の債権」等に係る貸倒引当金の増減は、次のとお

りであります。

前連結会計年度(自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)

(単位：百万円)

12ヶ月の
予想信用損失

全期間の予想信用損失

合計
著しい信用リスクの

増大があった
金融資産に係る
貸倒引当金

信用減損
金融資産に係る
貸倒引当金

IFRS第９号に基づく2023年４月１日残高 45 0 4,242 4,287

著しい信用リスクの増大があった
金融資産に係る貸倒引当金への振替

△0 0 － －

増加 5 － 450 456

減少(目的使用) △0 － △193 △193

減少(戻入れ) △0 － △457 △458

その他(注) 3 △0 1,079 1,082

IFRS第９号に基づく2024年３月31日残高 52 0 5,121 5,174

(注）「その他」には、主に為替変動による影響が含まれております。

当連結会計年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)

(単位：百万円)

12ヶ月の
予想信用損失

全期間の予想信用損失

合計
著しい信用リスクの

増大があった
金融資産に係る
貸倒引当金

信用減損
金融資産に係る
貸倒引当金

IFRS第９号に基づく2024年４月１日残高 52 0 5,121 5,174

増加 34 － 25 59

減少(目的使用) △0 － △407 △407

減少(戻入れ) △8 － △444 △452

その他(注) △1 △0 △242 △243

IFRS第９号に基づく2025年３月31日残高 77 0 4,053 4,130

(注）「その他」には、主に為替変動による影響が含まれております。
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(4) 流動性リスク管理

当社グループは、事業資金を金融機関からの借入金又は社債発行などにより調達しております。このため、金

融市場の混乱や、格付会社による当社グループの信用格付けの大幅な引下げなどの事態が生じた場合には、資金

調達が制約され、支払期日にその支払を実行できなくなる可能性があります。これに対し、資金調達の機動性及

び流動性確保の補完機能を高めるため、円貨1,000億円（未使用）及び25.75億米ドル（11.54億米ドル使用）の長

期コミットメントライン契約を有し、当該コミットメントライン契約の参加取引行をはじめとした各金融機関と

良好な関係を維持しております。

① 非デリバティブ金融負債

非デリバティブ金融負債の期日別内訳は次のとおりであります。なお、リース負債は「注記35 リース」に

記載しております。

前連結会計年度末(2024年３月31日)

(単位：百万円)

１年以内 １年超５年以内 ５年超 合計

営業債務及びその他の債務 663,073 4,524 5,209 672,807

社債及び借入金 200,537 413,720 323,762 938,019

合計 863,611 418,244 328,971 1,610,827

当連結会計年度末(2025年３月31日)

(単位：百万円)

１年以内 １年超５年以内 ５年超 合計

営業債務及びその他の債務 596,438 6,280 6,433 609,153

社債及び借入金 232,763 561,283 335,217 1,129,264

合計 829,202 567,564 341,651 1,738,417

上記のほか保証債務が、前連結会計年度末及び当連結会計年度末においてそれぞれ43,963百万円及び48,726百

万円あります。
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② デリバティブ

デリバティブの期日別内訳は次のとおりであります。

前連結会計年度末(2024年３月31日)

(単位：百万円)

１年以内 １年超５年以内 ５年超 合計

通貨関連デリバティブ

キャッシュ・インフロー 394,318 52,422 － 446,740

キャッシュ・アウトフロー △395,263 △52,690 － △447,953

小計 △944 △267 － △1,212

金利関連デリバティブ 796 635 △146 1,286

商品関連デリバティブ 1,424 － － 1,424

合計 1,276 367 △146 1,498

当連結会計年度末(2025年３月31日)

(単位：百万円)

１年以内 １年超５年以内 ５年超 合計

通貨関連デリバティブ

キャッシュ・インフロー 274,233 25,553 － 299,786

キャッシュ・アウトフロー △275,017 △26,767 － △301,784

小計 △783 △1,214 － △1,997

金利関連デリバティブ 130 △295 △901 △1,066

商品関連デリバティブ 1,179 △79 － 1,100

合計 526 △1,588 △901 △1,963
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(5) 市場リスク管理

当社グループは、貿易業や事業投資を通じた外貨建の取引などに伴う為替変動リスク、資金の調達や運用など

に伴う金利変動リスク、営業活動における売買契約・在庫商品などに伴う商品価格変動リスク、並びに上場有価

証券の保有などに伴う株価変動リスクなどの市場リスクにさらされております。当社グループは、これらの市場

リスクを商品の売買残高などの資産・負債のマッチングや、先物為替予約取引、商品先物・先渡取引、金利スワ

ップ取引などのヘッジ取引によって極小化に努めております。

① 為替変動リスク

1) 為替変動リスクの内容及び管理方針

当社グループは、外貨建の輸出入取引・外国間取引を主要な事業活動として行っており、その収益・費用

などは主に外国通貨による受払いとして発生する一方、当社グループの連結決算上の報告通貨が日本円であ

ることから、外国通貨の対日本円での為替変動リスクにさらされております。この為替変動リスクに伴う損

失の発生又は拡大を未然に防ぐために、先物為替予約などのヘッジ策を講じております。

2) 為替変動リスクの感応度分析

前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、当社グループが保有する金融商品の米ドルに対する為

替レートがそれぞれ１％円高になった場合における、税引前利益及びその他の包括利益(税効果調整前)に与

える影響額は次のとおりであります。なお、当該分析は他のすべての変数が一定であると仮定しておりま

す。

当該分析には機能通貨建ての金融商品、外貨建て収益及び費用の換算並びに在外営業活動体の資産及び負

債の換算による影響額は含まれておりません。

(単位：百万円)

前連結会計年度末
(2024年３月31日)

当連結会計年度末
(2025年３月31日)

税引前利益

米ドル 642 363

その他の包括利益

米ドル 593 276
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② 金利変動リスク

1) 金利変動リスクの内容及び管理方針

当社グループは、営業債権などによる信用供与・有価証券投資・固定資産取得などのため金融機関からの

借入又は社債発行などを通じて資金調達を行っております。資産・負債を金利感応度の有無により分類し、

金利感応度のある資産と負債との差額を金利ミスマッチ金額と捉え、固定・変動調達比率を調整することで

金利変動リスクを管理しております。

2) 金利変動リスクの感応度分析

前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、当社グループが保有する金融商品の金利が１％上昇し

た場合における、税引前利益に与える影響額は次のとおりであります。なお、当該分析は他のすべての変数

が一定であると仮定しております。

当該分析では、期末における金利の変動による影響を受ける金融商品の正味残高に１％を乗じて影響額を

算定しております。なお、変動金利付金融商品（金利スワップ取引による調達金利の固定化及び変動化を加

味しております。）の他、現金及び現金同等物、受取手形及び売掛金、支払手形及び買掛金等についても金

利の変動による影響を受ける金融商品として取り扱っております。

(単位：百万円)

前連結会計年度末
(2024年３月31日)

当連結会計年度末
(2025年３月31日)

税引前利益 △665 △703
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③ 商品価格変動リスク

1) 商品価格変動リスクの内容及び管理方針

当社グループは、様々な事業分野において多岐に亘る商品を取扱っており、相場変動などによる商品価格

変動リスクにさらされております。取扱い商品については、社内組織単位ごとにポジション(ロング・ショー

ト)限度額とMax Loss Amount（MLA）を設定の上、ポジション・損失管理を行うと共に、損切りルール(評価

額を含む損失額がMLAの90％に抵触した場合、MLAの範囲内に収めるべく速やかにポジションを解消するルー

ル)を設定し運用しております。各商品ポジションに関しては、モニタリングの上、本部別に増減内容の分析

を行うなど、適正水準にコントロールするための施策を行っております。

2) 商品価格変動リスクの感応度分析

前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、当社グループが保有する金属関連デリバティブの商品

価格が１％下落した場合における、税引前利益に与える影響額は次のとおりであります。その他の商品価格

変動リスクが税引前利益に与える影響額に重要性はありません。なお、当該分析は他のすべての変数が一定

であると仮定しております。

(単位：百万円)

前連結会計年度末
(2024年３月31日)

当連結会計年度末
(2025年３月31日)

税引前利益 △309 △306

④ 株価変動リスク

1) 株価変動リスクの内容及び管理方針

当社グループは、市場性のある有価証券を保有しており、市場価格の変動リスクにさらされております。

保有する上場株式については、受取配当金や関連する収益が資本コスト（WACC）を上回っているかを定量的

に検証するとともに、当社企業価値の向上に寄与しているかといった定性面についても精査し、個別銘柄ご

との保有意義見直しを継続していく方針です。

2) 株価変動リスクの感応度分析

前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、当社グループが保有する上場株式の株価が１％下落し

た場合における、その他の包括利益(税効果調整前)に与える影響額は次のとおりであります。なお、当該分

析は他のすべての変数が一定であると仮定しております。

(単位：百万円)

前連結会計年度末
(2024年３月31日)

当連結会計年度末
(2025年３月31日)

その他の包括利益 △716 △650
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(6) 金融商品の公正価値

金融商品の公正価値は、次のとおりであります。

公正価値は、用いられる評価技法により３つのレベルに区分され、その内容は「注記2 作成の基礎 (4)見積り

及び判断の利用」に記載しております。

① 償却原価で測定する金融資産及び金融負債

(単位：百万円)

前連結会計年度末
(2024年３月31日)

当連結会計年度末
(2025年３月31日)

帳簿価額 公正価値 帳簿価額 公正価値

金融資産

営業債権及びその他の債権

受取手形及び売掛金 544,413 544,317 579,592 579,571

合計 544,413 544,317 579,592 579,571

金融負債

営業債務及びその他の債務

支払手形及び買掛金 529,678 529,678 481,066 481,066

社債及び借入金

社債(１年内償還予定の社債を含
む)

61,924 60,655 53,035 50,882

長期借入金(１年内返済予定の長期
借入金を含む)

724,610 707,957 853,915 821,478

合計 1,316,213 1,298,291 1,388,017 1,353,427

上記の公正価値の算定方法は次のとおりであります。

(a)受取手形及び売掛金

一定の期間ごとに区分した債権ごとに、その将来キャッシュ・フローを、期日までの期間及び信用リスク

を加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。

(b)支払手形及び買掛金

一定の期間ごとに区分した債務ごとに、その将来キャッシュ・フローを、期日までの期間及び信用リスク

を加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。

(c)社債及び長期借入金

社債については、主に市場価格に基づき算定しております。

長期借入金については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現

在価値により算定しております。

これらの償却原価で測定する金融資産及び金融負債については、公正価値ヒエラルキーレベル２に区分され

ます。

なお、非支配持分に付与されたプット・オプションは上表に含まれておりません。当該負債を「その他の流

動負債」及び「その他の非流動負債」に含めており、前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、それ

ぞれ合計3,245百万円及び5,584百万円計上しております。当該公正価値はいずれも帳簿価額と近似しておりま

す。
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② 公正価値で測定する金融資産及び金融負債

1) 公正価値ヒエラルキーのレベル別分析

次の表は連結財政状態計算書において公正価値で測定している金融資産及び金融負債について、測定を行

う際に用いたインプットの重要性を反映した公正価値ヒエラルキーのレベルごとに分析したものとなってお

ります。なお、非経常的に公正価値で測定している金融資産及び金融負債は含めておりません。

前連結会計年度末(2024年３月31日)

(単位：百万円)

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

経常的な公正価値測定

金融資産

その他の投資

FVTPLの金融資産 － 388 9,007 9,395

FVTOCIの金融資産 71,667 － 49,014 120,681

デリバティブ金融資産 320 6,347 － 6,667

資産合計 71,987 6,735 58,021 136,745

金融負債

デリバティブ金融負債 △238 △4,999 － △5,238

負債合計 △238 △4,999 － △5,238

当連結会計年度末(2025年３月31日)

(単位：百万円)

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

経常的な公正価値測定

金融資産

その他の投資

FVTPLの金融資産 － 449 11,322 11,772

FVTOCIの金融資産 65,086 － 56,968 122,054

デリバティブ金融資産 324 4,054 － 4,379

資産合計 65,410 4,504 68,290 138,205

金融負債

デリバティブ金融負債 △343 △5,845 △76 △6,265

負債合計 △343 △5,845 △76 △6,265
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上記の公正価値の算定方法は次のとおりであります。

(a)その他の投資

上場株式については、取引所の価格によっており、公正価値ヒエラルキーレベル１に区分されます。

非上場株式については、割引将来キャッシュ・フローに基づく評価技法、類似会社の市場価格に基づく

評価技法、純資産価値に基づく評価技法、その他の評価技法を用いて算定しており、公正価値ヒエラルキ

ーレベル３に区分されます。非上場株式の公正価値測定に当たっては、割引率、評価倍率等の観察可能で

ないインプットを利用しており、必要に応じて一定の非流動性ディスカウント、非支配持分ディスカウン

トを加味しております。非上場株式の公正価値の評価方針及び手続の決定はコーポレートにおいて行って

おり、評価モデルを含む公正価値測定については、個々の株式の事業内容、事業計画の入手可否及び類似

上場企業等を定期的に確認し、その妥当性を検証しております。

(b)デリバティブ金融資産及びデリバティブ金融負債

主な種類別の公正価値の算定方法は以下の通りです。

通貨関連デリバティブ

為替予約取引、直物為替先渡取引、通貨オプション取引及び通貨スワップ取引については、期末日の先

物為替相場に基づき算出しております。

金利関連デリバティブ

金利スワップについては、将来キャッシュ・フローを満期日までの期間及び信用リスクを加味した利率

で割り引いた現在価値により算定しております。

商品関連デリバティブ

商品先物取引については、主に期末日現在の取引所の最終価格により算定しております。商品先渡取

引、商品オプション取引及び商品スワップ取引については、一般に公表されている期末指標価格に基づい

て算定しております。また、電力関連デリバティブについては発電量や価格見通しを踏まえた将来キャッ

シュ・フローの割引現在価値により算定しております。

なお、デリバティブ金融資産及びデリバティブ金融負債については、公正価値ヒエラルキーレベル１に区

分される商品先物取引及び公正価値ヒエラルキーレベル３に区分される電力関連デリバティブを除き、公正

価値ヒエラルキーレベル２に区分されます。
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2) 公正価値ヒエラルキーレベル３に区分される経常的な公正価値測定

経常的に公正価値で測定している主な金融資産及び金融負債のうち公正価値ヒエラルキーレベル３に区分

されるものの増減は次のとおりであります。

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自2023年４月１日
至2024年３月31日)

当連結会計年度
(自2024年４月１日
至2025年３月31日)

その他の投資 その他の投資

FVTPLの
金融資産

FVTOCIの
金融資産

合計
FVTPLの
金融資産

FVTOCIの
金融資産

合計

期首残高 10,306 50,434 60,741 9,007 49,014 58,021

利得又は損失合計

純損益 33 － 33 △111 － △111

その他の包括利益 － 845 845 － 999 999

購入 2,251 1,748 3,999 2,560 8,212 10,773

売却・決済 △3,774 △4,554 △8,328 △21 △683 △704

その他 190 539 729 △113 △575 △688

期末残高 9,007 49,014 58,021 11,322 56,968 68,290

純損益に認識した利得又は損失は連結純損益計算書において「その他の金融収益」に含めております。純

損益に認識した利得又は損失合計のうち、連結会計年度末において保有する金融商品に係るものは、前連結

会計年度及び当連結会計年度においてそれぞれ346百万円及び△111百万円であります。

その他の包括利益に認識した利得又は損失は連結純損益及びその他の包括利益計算書において「FVTOCIの

金融資産」に含めております。

また、上記のほか、当連結会計年度においてデリバティブ金融負債が76百万円増加しておりますが、これ

は主に企業結合による取得によるものであります。
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(7) FVTOCIの金融資産

当社グループでは、取引関係の維持・強化を目的として保有する資本性金融商品に対する投資について、その

保有目的に鑑み、FVTOCIの金融資産に指定しております。

① 主な銘柄ごとの公正価値

FVTOCIの金融資産に指定した資本性金融商品に対する投資の内、活発な市場がある主な銘柄ごとの公正価値

は次のとおりであります。

前連結会計年度末(2024年３月31日)

(単位：百万円)

銘柄 金額

日本発条㈱ 19,759

日本空港ビルデング㈱ 5,010

山崎製パン㈱ 4,703

ＡＮＡホールディングス㈱ 4,537

㈱ニチリン 4,381

Braskem S.A. 2,868

NIKE, Inc. 2,845

ＤＭ三井製糖ホールディングス㈱ 1,974

㈱日清製粉グループ本社 1,861

㈱ＡＤＥＫＡ 1,809

当連結会計年度末(2025年３月31日)

(単位：百万円)

銘柄 金額

日本発条㈱ 21,198

㈱ニチリン 4,095

ＡＮＡホールディングス㈱ 3,900

日本空港ビルデング㈱ 3,474

山崎製パン㈱ 3,454

シンフォニアテクノロジー㈱ 2,213

ＤＭ三井製糖ホールディングス㈱ （注） 2,139

NIKE, Inc. 1,898

㈱トクヤマ 1,808

スカイマーク㈱ 1,556

（注）ＤＭ三井製糖ホールディングス㈱は、2025年４月１日付で、ＤＭ三井製糖㈱へ商号を変更しております。
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② 受取配当金

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自2023年４月１日
至2024年３月31日)

当連結会計年度
(自2024年４月１日
至2025年３月31日)

期中に認識を中止した投資 112 597

期末日現在で保有する投資 5,433 6,752

合計 5,545 7,349

③ 期中に認識を中止したFVTOCIの金融資産

当社グループでは、定期的なポートフォリオの見直しやリスクアセットの管理等を目的として、FVTOCIの金

融資産の売却を行っており、その売却日における公正価値及び売却に係る累積利得(税引前)は次のとおりであ

ります。

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自2023年４月１日
至2024年３月31日)

当連結会計年度
(自2024年４月１日
至2025年３月31日)

売却日における公正価値 9,645 2,071

売却に係る累積利得 2,210 902

④ 利益剰余金への振替額

当社グループでは、FVTOCIの金融資産の公正価値の変動による累積利得又は損失は、投資を処分した場合、

もしくは公正価値が著しく低下した場合に利益剰余金に振り替えることとしております。利益剰余金へ振り替

えたその他の包括利益の累積利得(税引後)は、前連結会計年度及び当連結会計年度において、それぞれ9,361百

万円及び1,273百万円であります。
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(8) ヘッジ会計

当社グループは、市場リスクを先物為替予約取引、商品先物・先渡取引、金利スワップ取引などのヘッジ取引

によって極小化に努めております。リスク・エクスポージャーのリスク区分毎のリスク管理方針は、(5)市場リス

ク管理に記載のとおりです。

当社グループでは、ヘッジの開始時においてヘッジ関係並びにヘッジの実施についてのリスク管理目的及び戦

略の公式な指定及び文書化を行っております。当該文書にはヘッジ手段の特定、ヘッジの対象となる項目又は取

引、ヘッジされるリスクの性質、及びヘッジされたリスクに起因するヘッジ対象の公正価値又はキャッシュ・フ

ローの変動に対するエクスポージャーを相殺するに際してのヘッジ手段の有効性の評価方法が含まれておりま

す。これらのヘッジについて、ヘッジの開始時及びヘッジ指定されていた会計期間を通じて実際に極めて有効で

あったか否かを判断するために、ヘッジ対象とヘッジ手段の重要な条件が一致しているか又は密接に合致してい

るかどうかの定性的な評価、及びヘッジ対象とヘッジ手段の価値が同一のリスクにより価値変動が相殺しあう関

係にあることの定量的評価を通じて、ヘッジ対象とヘッジ手段の間の経済的関係の存在を確認しています。

当社グループは、ヘッジの開始時においてヘッジ対象の数量とヘッジ手段の数量に基づいて適切なヘッジ比率

を設定しており、原則として１対１の関係となるように設定しております。ヘッジ関係について有効性が認めら

れなくなったものの、リスク管理目的に変更が無い場合は、ヘッジ関係が再び有効となるようヘッジ比率を再調

整しています。なお、信用リスクによる影響を含め、ヘッジ非有効部分がヘッジ関係に与える影響に重要性はあ

りません。

当社グループが、リスク区分毎のリスク管理戦略に基づき決定した特定のリスク要素をヘッジ対象として指定

する場合は、当該リスク要素はヘッジ対象全体から独立に識別可能な構成要素であり、当該リスク要素の変動に

起因するキャッシュ・フロー又は公正価値の変動が信頼性をもって測定可能なものを指定しております。

① ヘッジ会計の種類

(a) 公正価値ヘッジ

当社グループでは、主として確定約定並びに在庫商品に係る公正価値の変動リスクをヘッジする目的で商

品先物・先渡取引をヘッジ指定しております。また、固定利付借入金の公正価値変動リスクをヘッジする目

的で金利スワップ取引をヘッジ手段とした公正価値ヘッジを行っております。

公正価値ヘッジにおいてヘッジ手段であるデリバティブの公正価値変動は純損益として認識しておりま

す。また、ヘッジされたリスクに対応するヘッジ対象の公正価値の変動については、ヘッジ対象の帳簿価額

を修正して、純損益として認識しております。

前連結会計年度及び当連結会計年度において、ヘッジの非有効金額を認識する基礎として用いたヘッジ対

象の価値の変動はヘッジ手段の公正価値の変動と概ね見合っており、純損益に認識したヘッジの非有効部分

の金額に重要性はありません。

(b) キャッシュ・フロー・ヘッジ

当社グループでは、主として変動利付借入金の金利に係るキャッシュ・フロー変動リスクをヘッジする目

的で金利スワップ取引をヘッジ指定し、また、外貨建確定約定及び予定取引に係るキャッシュ・フローの変

動リスクをヘッジする目的で為替予約取引をヘッジ指定しております。

キャッシュ・フロー・ヘッジにおいてはヘッジ手段に係る利得または損失のうち有効なヘッジと判定され

る部分は、その他の包括利益に認識しております。

前連結会計年度及び当連結会計年度において、ヘッジの非有効金額を認識する基礎として用いたヘッジ対

象の価値の変動はヘッジ手段の公正価値の変動と概ね見合っており、純損益に認識したヘッジの非有効部分

の金額に重要性はありません。また、予定取引の発生が見込まれなくなったために、その他の資本の構成要

素から純損益に振り替えた金額に重要性はありません。

(c) 在外営業活動体に対する純投資のヘッジ

当社グループでは、在外営業活動体に対する純投資に係る為替相場の変動リスクをヘッジする目的で為替

予約取引及び外貨建借入金をヘッジ指定しております。

在外営業活動体に対する純投資のヘッジにおいてはヘッジ手段に係る利得または損失のうち有効なヘッジ

と判定される部分は、その他の包括利益に認識しております。

前連結会計年度及び当連結会計年度において、ヘッジの非有効金額を認識する基礎として用いたヘッジ対

象の価値の変動はヘッジ手段の公正価値の変動と概ね見合っており、純損益に認識したヘッジの非有効部分

の金額に重要性はありません。
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② ヘッジ会計の種類ごとのヘッジ手段の帳簿価額

ヘッジ会計の種類ごとのヘッジ手段の帳簿価額は次のとおりであります。

(単位：百万円)

区分

前連結会計年度末
(2024年３月31日)

当連結会計年度末
(2025年３月31日)

資産 負債(△) 資産 負債(△)

公正価値ヘッジ

通貨関連デリバティブ － － 7 －

金利関連デリバティブ － △60 0 △1,216

商品関連デリバティブ 219 △153 260 △55

公正価値ヘッジ合計 219 △213 268 △1,271

キャッシュ・フロー・ヘッジ

通貨関連デリバティブ 1,549 △1,477 162 △2,842

金利関連デリバティブ 1,253 △53 294 △152

商品関連デリバティブ － △5 106 △183

キャッシュ・フロー・ヘッジ合計 2,802 △1,535 562 △3,177

在外営業活動体に対する純投資のヘッジ － △39 － △17

合計 3,022 △1,788 830 △4,467

上記のデリバティブ契約は、連結財政状態計算書において「デリバティブ金融資産」及び「デリバティブ金

融負債」に計上しています。なお、上記の他に、キャッシュ・フロー・ヘッジ及び在外営業活動体に対する純

投資ヘッジにヘッジ指定している外貨建借入金が前連結会計年度末及び当連結会計年度末においてそれぞれ

34,733百万円及び40,415百万円であり、連結財政状態計算書において「社債及び借入金」に計上しています。

主なヘッジ手段の名目金額及び平均価格は次のとおりであります。

前連結会計年度末(2024年３月31日)

区分 内容 種類 名目金額及び平均価格

キャッシュ・
フロー・ヘッジ

米ドルの為替予約

輸出
名目金額(百万米ドル) 70

平均価格(円/米ドル) 151.44

輸入
名目金額(百万米ドル) 183

平均価格(円/米ドル) 151.38

受取変動/固定支払
金利スワップ

－ 名目金額(百万円) 26,501

公正価値ヘッジ
受取固定/変動支払
金利スワップ

－ 名目金額(百万円) 12,000

米ドルの為替予約のうち主なものは連結会計年度末より１年以内の期間に満期を迎えるものであり、１年

超の期間に満期を迎える米ドルの為替予約に関する純額の名目金額が将来キャッシュ・フローに与える影響

に重要性はありません。また、金利スワップ契約が満期を迎える名目金額は、連結会計年度末より１年以

内、１年超から５年以内及び５年超の期間において、それぞれ4,330百万円、14,232百万円及び19,938百万

円であります。
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当連結会計年度末(2025年３月31日)

区分 内容 種類 名目金額及び平均価格

キャッシュ・
フロー・ヘッジ

米ドルの為替予約

輸出
名目金額(百万米ドル) 30

平均価格(円/米ドル) 149.52

輸入
名目金額(百万米ドル) 97

平均価格(円/米ドル) 149.53

受取変動/固定支払
金利スワップ

－ 名目金額(百万円) 119,125

公正価値ヘッジ
受取固定/変動支払
金利スワップ

－ 名目金額(百万円) 30,000

米ドルの為替予約のうち主なものは連結会計年度末より１年以内の期間に満期を迎えるものであり、１年

超の期間に満期を迎える米ドルの為替予約に関する純額の名目金額が将来キャッシュ・フローに与える影響

に重要性はありません。また、金利スワップ契約が満期を迎える名目金額は、連結会計年度末より１年以

内、１年超から５年以内及び５年超の期間において、それぞれ6,982百万円、101,144百万円及び40,998百万

円であります。

公正価値ヘッジに分類されるヘッジ対象の帳簿価額及び公正価値ヘッジ調整額の累計額は次のとおりであ

ります。

前連結会計年度末(2024年３月31日)

(単位：百万円)

帳簿価額
うち、公正価値ヘッジの

調整累計額 連結財政状態計算書上の
主な表示科目

資産 負債(△) 資産 負債

通貨関連 984 － 156 － （注１）

金利関連 － △11,940 － 59 （注２）

商品関連 2,517 △147 81 △147 （注３）

（注１）「その他の投資」

（注２）「社債及び借入金(非流動)」

（注３）「棚卸資産」、「その他の流動資産」及び「その他の流動負債」

当連結会計年度末(2025年３月31日)

(単位：百万円)

帳簿価額
うち、公正価値ヘッジの

調整累計額 連結財政状態計算書上の
主な表示科目

資産 負債(△) 資産 負債

通貨関連 898 － 121 － （注１）

金利関連 － △28,767 － 1,232 （注２）

商品関連 652 △259 53 △259 （注３）

（注１）「その他の投資」

（注２）「社債及び借入金(非流動)」

（注３）「棚卸資産」、「その他の流動資産」及び「その他の流動負債」
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キャッシュ・フロー・ヘッジ及び在外営業活動体に対する純投資のヘッジに係るその他の資本の構成要素

の計上額は以下のとおりであります。

前連結会計年度末(2024年３月31日)

(単位：百万円)

ヘッジ会計継続部分に係る
その他の資本の構成要素計上額

ヘッジ会計非継続部分に係る
その他の資本の構成要素計上額

キャッシュ・フロー・ヘッジ

通貨関連 4,170 －

金利関連 9,083 －

商品関連 △1,284 －

キャッシュ・フロー・ヘッジ合計 11,968 －

在外営業活動体に対する純投資のヘッジ △4,522 △15,789

当連結会計年度末(2025年３月31日)

(単位：百万円)

ヘッジ会計継続部分に係る
その他の資本の構成要素計上額

ヘッジ会計非継続部分に係る
その他の資本の構成要素計上額

キャッシュ・フロー・ヘッジ

通貨関連 2,601 －

金利関連 9,119 －

商品関連 △1,286 －

キャッシュ・フロー・ヘッジ合計 10,434 －

在外営業活動体に対する純投資のヘッジ △3,637 △16,029

キャッシュ・フロー・ヘッジ及び在外営業活動体に対する純投資のヘッジに係るその他の資本の構成要素

に計上された金額の増減の内訳は以下のとおりであります。なお、ヘッジ手段のオプションの時間的価値及

びヘッジ手段に含まれる先渡要素、外貨ベーシス・スプレッドを除いてヘッジ指定している場合における、

これらのヘッジ手段から除いた金額に重要性はありません。

前連結会計年度(自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)

(単位：百万円)

キャッシュ・フロー・ヘッジ 在外営業活動体に対す
る純投資のヘッジ通貨関連 金利関連 商品関連

当期首残高 △576 12,749 1,055 △15,647

当期発生額 1,184 △210 △2,448 △5,236

組替調整額 1,772 △3,283 32 685

税効果金額 1,790 △172 74 △114

期末残高 4,170 9,083 △1,284 △20,312
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当連結会計年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)

(単位：百万円)

キャッシュ・フロー・ヘッジ 在外営業活動体に対す
る純投資のヘッジ通貨関連 金利関連 商品関連

当期首残高 4,170 9,083 △1,284 △20,312

当期発生額 △1,166 △407 81 617

組替調整額 △1,354 486 △42 35

税効果金額 951 △42 △40 △7

期末残高 2,601 9,119 △1,286 △19,667

③ 連結純損益計算書及びその他の包括利益計算書におけるヘッジの影響

キャッシュ・フロー・ヘッジ及び在外営業活動体に対する純投資のヘッジについて、連結純損益及びその

他の包括利益計算書上、その他の包括利益に計上された金額(税効果考慮前)は次のとおりであります。

前連結会計年度(自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)

(単位：百万円)

その他の
包括利益発生額

その他の包括利益から
当期利益への
組替調整額

組替調整額の
連結純損益及び

その他の包括利益計算
書上の主な表示科目

キャッシュ・フロー・ヘッジ

通貨関連 1,184 1,772 （注１）

金利関連 △210 △3,283 （注２）

商品関連 △2,448 32 （注３）

キャッシュ・フロー・ヘッジ合計 △1,473 △1,478

在外営業活動体に対する純投資のヘッジ △5,236 685

（注１）「収益」、「原価」、「その他の収益」

（注２）「支払利息」

（注３）「収益」

当連結会計年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)

(単位：百万円)

その他の
包括利益発生額

その他の包括利益から
当期利益への
組替調整額

組替調整額の
連結純損益及び

その他の包括利益計算
書上の主な表示科目

キャッシュ・フロー・ヘッジ

通貨関連 △1,166 △1,354 （注１）

金利関連 △407 486 （注２）

商品関連 81 △42 （注３）

キャッシュ・フロー・ヘッジ合計 △1,493 △910

在外営業活動体に対する純投資のヘッジ 617 35

（注１）「収益」、「原価」、「その他の収益」

（注２）「支払利息」

（注３）「収益」
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(9) デリバティブ

デリバティブの種類別の内訳は次のとおりであります。

(単位：百万円)

前連結会計年度末
(2024年３月31日)

当連結会計年度末
(2025年３月31日)

通貨関連デリバティブ △1,210 △1,972

金利関連デリバティブ 1,216 △1,008

商品関連デリバティブ 1,423 1,094

合計 1,429 △1,886

① 通貨関連

(単位：百万円)

種類

前連結会計年度末
(2024年３月31日)

当連結会計年度末
(2025年３月31日)

契約額等 公正価値 契約額等 公正価値

為替予約取引等

米ドル売日本円買 97,421 △1,694 65,820 603

日本円売米ドル買 131,679 1,692 62,040 19

その他 215,428 △1,208 169,717 △2,596

為替予約取引等計 444,530 △1,210 297,578 △1,972

通貨関連デリバティブ合計 － △1,210 － △1,972

ヘッジ指定していない
通貨関連デリバティブ

－ △1,243 － 717

ヘッジ指定している
通貨関連デリバティブ

－ 33 － △2,689

合計 － △1,210 － △1,972

② 金利関連

(単位：百万円)

種類

前連結会計年度末
(2024年３月31日)

当連結会計年度末
(2025年３月31日)

契約額等 公正価値 契約額等 公正価値

金利スワップ取引

受取変動・支払固定 27,223 1,276 119,824 208

受取固定・支払変動 12,000 △60 30,000 △1,216

金利関連デリバティブ合計 － 1,216 － △1,008

ヘッジ指定していない
金利関連デリバティブ

－ 76 － 66

ヘッジ指定している
金利関連デリバティブ

－ 1,139 － △1,075

合計 － 1,216 － △1,008
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③ 商品関連

(単位：百万円)

種類

前連結会計年度末
(2024年３月31日)

当連結会計年度末
(2025年３月31日)

契約額等 公正価値 契約額等 公正価値

商品先物取引

金属

売建 5,373 △93 5,489 63

買建 8,331 158 8,825 139

石油

売建 324 △5 － －

食料

売建 647 20 819 △222

買建 130 △3 13 0

電力

買建 － － 2,326 △76

売建計 6,344 △78 6,309 △158

買建計 8,462 154 11,165 62

商品先渡取引

金属

売建 15,616 △398 13,846 △97

買建 42,179 1,745 39,766 1,288

商品関連デリバティブ合計 － 1,423 － 1,094

ヘッジ指定していない
商品関連デリバティブ

－ 1,362 － 966

ヘッジ指定している
商品関連デリバティブ

－ 60 － 128

合計 － 1,423 － 1,094
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(10) 金融資産の譲渡

当社グループでは営業債権の一部について、手形の割引等の方法により流動化を行っております。当該流動化

債権の一部は、債務者の債務不履行が生じた場合に当社グループに支払い義務が遡及することから、金融資産の

認識の中止の要件を満たさないと判断し認識の中止を行っておりません。

前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、このような譲渡資産を「営業債権及びその他の債権」にそ

れぞれ18,594百万円及び21,730百万円計上するとともに、当該資産の譲渡時に生じた入金額を関連する負債とし

て「社債及び借入金」に計上しております。流動化された譲渡資産は、通常短期間に当初の決済期日が到来する

ため、これらの譲渡資産及び関連する負債の計上額の差異に重要性はありません。なお、当該負債は譲渡資産に

対して支払が行われた場合に決済されることとなりますが、その間、当社グループが当該譲渡資産を利用するこ

とはできません。

(11) 金融資産及び金融負債の相殺

前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、同一の取引相手先に対して認識したデリバティブ金融資産

及びデリバティブ金融負債のうち、強制可能なマスターネッティング契約または類似の契約の対象であるが、金

融資産と金融負債の相殺の要件の一部または全部を満たさないため相殺していない金融商品の内訳は次のとおり

であります。

(単位：百万円)

前連結会計年度末
(2024年３月31日)

当連結会計年度末
(2025年３月31日)

連結財政状態計算書上に表示されている金融資産の金額 6,667 4,379

強制可能なマスターネッティング契約または類似の契約の対象
であるが、金融資産と金融負債の相殺の要件の一部または全部
を満たさないため相殺していない金額

△3,032 △2,396

純額 3,635 1,983

(単位：百万円)

前連結会計年度末
(2024年３月31日)

当連結会計年度末
(2025年３月31日)

連結財政状態計算書上に表示されている金融負債の金額 5,238 6,265

強制可能なマスターネッティング契約または類似の契約の対象
であるが、金融資産と金融負債の相殺の要件の一部または全部
を満たさないため相殺していない金額

△3,032 △2,396

純額 2,205 3,869

金融資産と金融負債の相殺の要件の一部または全部を満たさないため相殺していない金融商品に関する相殺の

権利は、倒産その他の事由により取引先が債務を履行できなくなるなどの特定の状況が発生した場合にのみ強制

力が生じるものであります。
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34 株式に基づく報酬

当社は、取締役及び執行役員（社外取締役及び国内非居住者を除き、以下「取締役等」という。）を対象に、当

社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、会社業績との連動性が高く、

かつ透明性・客観性の高い役員報酬制度である業績連動型株式報酬等の報酬制度を導入しております。

本制度においては、役員報酬BIP（Board Incentive Plan）信託（以下「BIP信託」という。）を用いておりま

す。

BIP信託は役位や業績指標の達成度等に応じて当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭（以下「当社株式

等」という。）並びに当社株式等に生じる配当金を取締役等に交付及び給付する仕組みです。

なお、BIP信託が保有する株式は、自己株式として会計処理しています。また、本制度は持分決済型株式報酬とし

て会計処理しています。

当連結会計年度においては、当連結会計年度を対象として付与されることが見込まれる株式交付ポイントに基づ

き、株式報酬費用を認識しています。なお、当連結会計年度末において信託として保有する株式は1,320,504株で

す。

本制度に関して計上された費用は、前連結会計年度及び当連結会計年度において、それぞれ735百万円及び405百

万円であります。
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35 リース

(1) 借手としてのリース

当社グループは、借手としてオフィスビル等の不動産、機械装置等のリースを行っております。

① 使用権資産の帳簿価額の内訳

使用権資産の帳簿価額の原資産別内訳は次のとおりであります。

(単位：百万円)

前連結会計年度末
(2024年３月31日)

当連結会計年度末
(2025年３月31日)

建物及び構築物 79,067 73,522

機械装置及び運搬具 7,963 5,181

工具器具備品 562 388

土地 9,953 11,636

その他 0 0

使用権資産の帳簿価額合計 97,547 90,729

(単位：百万円)

前連結会計年度末
(2024年３月31日)

当連結会計年度末
(2025年３月31日)

使用権資産の増加額 43,207 10,134

② 借手としてのリースに係る費用、収益、キャッシュ・フロー

借手としてのリースに係る費用、収益、キャッシュ・フローは次のとおりであります。

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自2023年４月１日
至2024年３月31日)

当連結会計年度
(自2024年４月１日
至2025年３月31日)

減価償却費

建物及び構築物 △13,697 △14,710

機械装置及び運搬具 △2,391 △1,589

工具器具備品 △242 △209

土地 △877 △845

その他 △2 △0

減価償却費合計 △17,212 △17,355

リース負債に係る金利費用 △1,867 △2,422

短期リースに係る費用 △4,861 △5,361

少額資産のリースに係る費用 △1,339 △2,083

リース負債の測定に含めていない
変動リース料に係る費用

△11 △8

使用権資産のサブリースによる収益 125 120

リース費用合計（純額） △25,166 △27,112

リースに係る
キャッシュ・アウトフローの合計額

△25,849 △26,710

なお、セール・アンド・リースバック取引から生じた利得又は損失に重要性はありません。



― 226 ―

③ リース負債

リース負債の満期分析は次のとおりであります。

(単位：百万円)

前連結会計年度末
(2024年３月31日)

当連結会計年度末
(2025年３月31日)

１年以内 19,749 17,782

１年超２年以内 14,684 15,193

２年超３年以内 11,823 12,317

３年超４年以内 9,771 11,049

４年超５年以内 8,668 9,233

５年超 47,540 54,322

割引前支払リース料の合計 112,237 119,899

利息相当額 △ 7,147 △17,320

リース負債 105,090 102,578

(2) 貸手としてのリース

当社グループでは、貨車、不動産及び船舶等を賃貸しております。

① リースに係る収益

前連結会計年度及び当連結会計年度におけるオペレーティング・リースに係る収益はそれぞれ12,753百万円

及び15,044百万円であります。これらに含まれる指数又はレートに応じて決まるものではない変動リース料に

係る収益に重要性はありません。

なお、前連結会計年度及び当連結会計年度におけるファイナンス・リースに係る収益の純額に重要性はあり

ません。
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② リース料の満期分析

(a) ファイナンス・リース

ファイナンス・リースに係るリース料債権の満期分析は次のとおりであります。

(単位：百万円)

前連結会計年度末
(2024年３月31日)

当連結会計年度末
(2025年３月31日)

１年以内 914 519

１年超２年以内 328 327

２年超３年以内 159 274

３年超４年以内 97 265

４年超５年以内 83 212

５年超 1,405 4,842

割引前受取リース料の合計 2,988 6,442

未稼得金融収益 △1,084 △3,382

正味リース投資未回収額 1,904 3,060

(b) オペレーティング・リース

オペレーティング・リースに係る受取リース料の満期分析は次のとおりであります。

(単位：百万円)

前連結会計年度末
(2024年３月31日)

当連結会計年度末
(2025年３月31日)

１年以内 4,801 5,215

１年超２年以内 3,488 4,038

２年超３年以内 2,597 3,113

３年超４年以内 1,856 2,198

４年超５年以内 1,158 1,221

５年超 6,124 6,777

受取リース料合計 20,028 22,564
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36 担保

(1) 債務の担保に供している資産

債務の担保に供している資産及び対応する債務の内訳は次のとおりであります。

(単位：百万円)

前連結会計年度末
(2024年３月31日)

当連結会計年度末
(2025年３月31日)

担保提供資産

棚卸資産 22,201 25,618

有形固定資産 31,042 36,264

その他 18,757 15,108

合計 72,000 76,991

対応債務

営業債務及びその他の債務 6,380 10,600

社債及び借入金 30,045 28,416

合計 36,425 39,017

債務の担保に供している資産は上記のほか、連結上消去されている子会社株式があります。

また、当社グループでは輸入金融を利用する際に、銀行に対しトラスト・レシートを差し入れ、輸入商品又は

当該商品の売却代金に対する担保権を付与しております。しかし、輸入取引量が膨大であり、当該担保提供資産

の金額を把握することが実務上困難であることから、上記金額には含めておりません。

(2) 取引保証金等の代用として供している資産

取引保証金等の代用として供している資産の内訳は次のとおりであります。

(単位：百万円)

前連結会計年度末
(2024年３月31日)

当連結会計年度末
(2025年３月31日)

持分法で会計処理されている投資 65,213 63,621

その他の投資 10 10

合計 65,223 63,631

取引保証金等の代用として供している資産は上記のほか、連結上消去されている子会社株式があります。

37 偶発債務

当社グループは、子会社以外の会社の銀行借入等の債務に対して、次のとおり保証を行っております。

被保証先による不履行が生じた際に、当社グループは、保証の履行に応ずる義務があります。

(単位：百万円)

前連結会計年度末
(2024年３月31日)

当連結会計年度末
(2025年３月31日)

債務保証等 43,963 48,726

（注）主として持分法適用会社による金融機関からの借入金に対する保証であります。

38 重要な子会社

当社の重要な子会社は「第１ 企業の概況 ４ 関係会社の状況 (1) 連結子会社」に記載のとおりでありま

す。
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39 企業結合

前連結会計年度及び当連結会計年度における重要な企業結合は以下の通りであります。

(1) DaiTanViet Joint Stock Companyの取得

① 企業結合の概要

当社グループは、前連結会計年度において、DaiTanViet Joint Stock Companyの全株式を取得し、同社に対する

支配を獲得しました。

本取引の概要は以下のとおりであります。

被取得企業の名称 DaiTanViet Joint Stock Company

事業内容
業務用食品、フードサービス向け食材、乳原料等の輸入
卸売事業

企業結合の主な理由

ベトナムにおける製造・物流・小売のバリューチェーン
構築を進める中、同社の買収により、当社グループ会社
と共同で、個人経営の小売店や量販店から中高級ホテル
や飲食店までを網羅する総合食品卸を形成すると共に、
相乗効果による更なるバリューチェーン強化を狙うも
の。

取得日 2023年11月17日

取得した議決権比率 100%

② 取得資産、引受負債及び認識したのれん

(単位：百万円）

項目 金額

対価の公正価値 22,732

取得資産及び引受負債

営業債権及びその他債権 3,554

棚卸資産 11,261

その他の資産 6,622

営業債務及びその他の債務 △6,970

その他の負債 △8,053

取得資産及び引受負債の正味の金額 6,414

非支配持分 －

認識したのれん 16,318

なお、認識したのれんは、当社グループ会社との相乗効果を含む今後の事業展開によって期待される将来の超過

収益力から発生したものであります。

③ 移転された対価の主要な種類ごとの取得日公正価値

(単位：百万円)

項目 金額

現金及び現金同等物 16,023

営業債務及びその他の債務 6,708

対価の公正価値 22,732

上記の対価に関する支払いは連結キャッシュ・フロー計算書上、「子会社の取得による収支」に含まれておりま

す。
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④ 取得関連費用

取得関連費用として、販売費及び一般管理費に286百万円を計上しており、うち52百万円は前連結会計年度にお

いて発生したものです。

⑤ 取得日以降の損益情報及びプロフォーマ損益情報

本企業結合に係る取得日以降の損益及びプロフォーマ損益情報（非監査情報）の連結財務諸表全体に対する影響

に重要性はありません。

(2) SILABA MOTORS, S.A.関連事業の取得

① 企業結合の概要

当社グループは、前連結会計年度において、SILABA MOTORS, S.A.関連事業(SILABA MOTORS, S.A.及び同社が店

舗利用する不動産の保有会社であるPREMIUM PROPERTIES INTERNATIONAL, S.A.)の議決権100％を取得し、同事業に

対する支配を獲得しました。

本取引の概要は以下のとおりであります。

被取得企業の名称 SILABA MOTORS, S.A.関連事業

事業内容 自動車販売事業、アフターサービス、パーツ販売事業

企業結合の主な理由

中南米市場の戦略的重要拠点としてパナマ市場を位置づ
けており、他の中南米市場における自動車関連事業との
ノウハウの共有、人材交流の活性化によるシナジーを追
求し、自動車事業のバリューチェーンの強化・拡大を狙
うもの。

取得日 2024年２月20日

取得した議決権比率 100%

② 取得資産、引受負債及び認識したのれん

(単位：百万円）

項目 金額

対価の公正価値 33,034

取得資産及び引受負債

営業債権及びその他債権 2,556

棚卸資産 5,579

有形固定資産 14,725

その他の資産 13,079

営業債務及びその他の債務 △281

その他の負債 △11,950

取得資産及び引受負債の正味の金額 23,708

非支配持分 △74

認識したのれん 9,400

なお、認識したのれんは、当社グループ会社との相乗効果を含む今後の事業展開によって期待される将来の超過

収益力から発生したものであります。

③ 移転された対価の主要な種類ごとの取得日公正価値

(単位：百万円)

項目 金額

現金及び現金同等物 29,453

営業債務及びその他の債務 3,580

対価の公正価値 33,034

上記の対価に関する支払いは連結キャッシュ・フロー計算書上、「子会社の取得による収支」に含まれておりま

す。
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④ 取得関連費用

取得関連費用として、販売費及び一般管理費に245百万円を計上しており、うち98百万円は前連結会計年度にお

いて発生したものです。

⑤ 取得日以降の損益情報及びプロフォーマ損益情報

本企業結合に係る取得日以降の損益及びプロフォーマ損益情報（非監査情報）の連結財務諸表全体に対する影響

に重要性はありません。

(3) Freestate Electric, LLCの取得

① 企業結合の概要

当社グループは、当連結会計年度において、Freestate Electric, LLCの持分の90％を取得し、同社に対する支

配を獲得しました。

本取引の概要は以下のとおりであります。

被取得企業の名称 Freestate Electric, LLC

事業内容 電気設備工事、保守点検サービス

企業結合の主な理由

電化と脱炭素化に対する顧客ニーズが多様化する中、双
日グループの省エネルギーサービス事業との連携によ
り、電化を含む非化石エネルギーへの転換まで一貫した
サービス提供体制を構築し、エネルギーソリューション
事業強化を狙うもの。

取得日 2024年10月11日

取得した議決権比率 90%

② 取得資産、引受負債及び認識したのれん

(単位：百万円）

項目 金額

対価の公正価値 15,590

取得資産及び引受負債

営業債権及びその他債権 15,042

その他の資産 9,225

営業債務及びその他の債務 △5,859

その他の負債 △8,296

取得資産及び引受負債の正味の金額 10,111

非支配持分 △1,011

認識したのれん 6,490

なお、取得日における非支配持分は取得資産及び引受負債の正味の比例持分にて測定しております。

認識したのれんは、当社グループ会社との相乗効果を含む今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力

から発生したものであります。

③ 移転された対価の主要な種類ごとの取得日公正価値

(単位：百万円)

項目 金額

現金及び現金同等物 15,590

対価の公正価値 15,590

上記の対価に関する支払いは連結キャッシュ・フロー計算書上、「子会社の取得による収支」に含まれておりま

す。
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④ 取得関連費用

当連結会計年度において、取得関連費用として販売費及び一般管理費に272百万円を計上しております。

⑤ 取得日以降の損益情報及びプロフォーマ損益情報

本企業結合に係る取得日以降の損益及びプロフォーマ損益情報（非監査情報）の連結財務諸表全体に対する影響

に重要性はありません。

40 関連当事者

(1) 関連当事者との取引

関連当事者との取引は市場価格を勘案し、一般的取引条件と同様の価格に基づいており、重要な取引はありま

せん。

(2) 経営幹部に対する報酬

当社の取締役に対する報酬額は、前連結会計年度及び当連結会計年度においてそれぞれ720百万円及び676百万

円であります。詳細につきましては「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （４）

役員の報酬等 ① 役員区分毎の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数」に記載してお

ります。

41 重要な後発事象

当社は、2025年５月１日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法

第156条の規定に基づき、以下の通り自己株式取得に係る事項について決議しております。

(1) 取得する株式の種類 : 当社普通株式

(2) 取得する株式の総数 : 2,800,000株を上限とする

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合約1.3％）

(3) 株式の取得価額の総額 : 10,000百万円を上限とする

(4) 取得する期間 : 2025年５月２日～2025年７月31日

(5) 取得する方法 : 東京証券取引所における市場買付

42 連結財務諸表の承認

連結財務諸表の発行は、代表取締役 社長CEO 植村 幸祐 及び代表取締役 専務執行役員CFO 渋谷 誠によって

2025年６月16日に承認されております。
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(2) 【その他】

当連結会計年度における半期情報等

第１四半期
連結累計期間

中間連結会計期間
第３四半期
連結累計期間

当連結会計年度

収益 (百万円) 623,802 1,235,225 1,881,342 2,509,714

税引前中間
(四半期)(当期)純利益

(百万円) 31,822 59,022 98,279 135,300

中間(四半期)(当期)純利益
（親会社の所有者に帰属）

(百万円) 23,044 44,311 76,120 110,636

基本的１株当たり中間
(四半期)(当期)純利益
（親会社の所有者に帰属）

(円) 106.08 203.93 351.59 513.74

第１四半期
連結会計期間

第２四半期
連結会計期間

第３四半期
連結会計期間

第４四半期
連結会計期間

基本的１株当たり四半期純利益
（親会社の所有者に帰属）

(円) 106.08 97.86 147.99 162.93

(注) 第１四半期連結累計期間及び第３四半期連結累計期間に係る財務情報に対するレビュー：無
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

(単位：百万円)

前事業年度末
(2024年３月31日)

当事業年度末
(2025年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 52,519 41,688

受取手形 ※6 7,311 6,213

売掛金 ※3 169,845 ※3 201,418

商品 47,830 32,794

前渡金 11,484 36,597

短期貸付金 ※1,※3 73,090 ※1,※3 95,852

その他 ※3 258,594 ※3 291,923

貸倒引当金 △149 △108

流動資産合計 620,527 706,380

固定資産

有形固定資産

建物 4,524 5,097

土地 8,395 8,395

その他 1,242 1,711

有形固定資産合計 14,162 15,203

無形固定資産

ソフトウエア 7,794 7,439

のれん 491 －

その他 1,270 1,593

無形固定資産合計 9,557 9,033

投資その他の資産

投資有価証券 ※1 87,408 ※1 83,711

関係会社株式 ※1 799,407 ※1 834,004

関係会社出資金等 44,762 51,986

長期貸付金 ※1,※3 87,117 ※1,※3 124,549

固定化営業債権 ※2,※3 70,077 ※2,※3 68,314

繰延税金資産 14,393 14,399

その他 18,606 15,124

貸倒引当金 △66,951 △66,578

投資損失引当金 △10,480 △10,343

投資その他の資産合計 1,044,340 1,115,167

固定資産合計 1,068,060 1,139,404

繰延資産

社債発行費 157 126

繰延資産合計 157 126

資産合計 1,688,744 1,845,911
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(単位：百万円)

前事業年度末
(2024年３月31日)

当事業年度末
(2025年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 ※3,※6 1,256 ※3 2,061

買掛金 ※3 287,150 ※3 262,412

短期借入金 ※3 159,421 ※3 177,345

コマーシャル・ペーパー － 65,000

1年内償還予定の社債 10,000 －

未払法人税等 923 1,420

預り金 ※3 105,624 ※3 83,113

賞与引当金 4,955 5,267

その他 ※3 32,090 ※3 77,884

流動負債合計 601,423 674,505

固定負債

社債 50,000 50,000

長期借入金 525,182 594,770

退職給付引当金 9,195 8,919

株式給付引当金 1,441 1,522

債務保証等損失引当金 3,255 5,049

その他 4,513 5,336

固定負債合計 593,587 665,599

負債合計 1,195,010 1,340,104

純資産の部

株主資本

資本金 160,339 160,339

資本剰余金

資本準備金 152,160 152,160

その他資本剰余金 － 170

資本剰余金合計 152,160 152,331

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 187,817 229,089

利益剰余金合計 187,817 229,089

自己株式 △22,147 △46,104

株主資本合計 478,169 495,655

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 30,809 25,301

繰延ヘッジ損益 △15,244 △15,149

評価・換算差額等合計 15,564 10,151

純資産合計 493,734 505,807

負債純資産合計 1,688,744 1,845,911
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②【損益計算書】

(単位：百万円)
前事業年度

(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

収益 ※2 568,742 ※2 627,625

原価 ※2 508,108 ※2 562,554

売上総利益 60,633 65,071

販売費及び一般管理費 ※1 69,283 ※1 74,159

営業損失（△） △8,650 △9,088

営業外収益

受取利息 ※2 6,073 ※2 8,132

受取配当金 ※2 90,969 ※2 81,592

デリバティブ評価益 － 1,311

その他 ※2 6,991 ※2 8,199

営業外収益合計 104,034 99,236

営業外費用

支払利息 ※2 8,719 ※2 11,179

デリバティブ評価損 1,333 －

為替差損 2,807 3,891

その他 ※2 5,367 ※2 6,420

営業外費用合計 18,228 21,492

経常利益 77,155 68,656

特別利益

固定資産売却益 8 2

関係会社整理益 7,629 12,249

投資有価証券等売却益 13,258 606

貸倒引当金戻入益 3,331 38

特別利益合計 24,228 12,896

特別損失

固定資産除売却損 54 20

減損損失 297 298

関係会社整理・引当損 28,207 9,886

投資有価証券等売却損 39 435

投資有価証券等評価損 1,002 466

特別損失合計 29,601 11,107

税引前当期純利益 71,781 70,444

法人税、住民税及び事業税 △5,552 △3,732

法人税等調整額 △3,554 1,183

法人税等合計 △9,107 △2,548

当期純利益 80,888 72,993
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

その他資本

剰余金

資本剰余金

合計

その他利益

剰余金 利益剰余金

合計繰越利益

剰余金

当期首残高 160,339 152,160 3,343 155,503 184,375 184,375 △31,291 468,927

当期変動額

剰余金の配当 △29,504 △29,504 △29,504

当期純利益 80,888 80,888 80,888

自己株式の取得 △42,725 △42,725

自己株式の処分 110 110 473 583

自己株式の消却 △3,453 △3,453 △47,942 △47,942 51,396 －

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)

当期変動額合計 － － △3,343 △3,343 3,441 3,441 9,143 9,242

当期末残高 160,339 152,160 － 152,160 187,817 187,817 △22,147 478,169

評価・換算差額等

純資産合計その他

有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ

損益

評価・換算

差額等合計

当期首残高 23,632 △10,976 12,656 481,583

当期変動額

剰余金の配当 △29,504

当期純利益 80,888

自己株式の取得 △42,725

自己株式の処分 583

自己株式の消却 －

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
7,176 △4,268 2,908 2,908

当期変動額合計 7,176 △4,268 2,908 12,150

当期末残高 30,809 △15,244 15,564 493,734
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当事業年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

その他資本

剰余金

資本剰余金

合計

その他利益

剰余金 利益剰余金

合計繰越利益

剰余金

当期首残高 160,339 152,160 － 152,160 187,817 187,817 △22,147 478,169

当期変動額

剰余金の配当 △31,721 △31,721 △31,721

当期純利益 72,993 72,993 72,993

自己株式の取得 △23,989 △23,989

自己株式の処分 170 170 32 203

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)

当期変動額合計 － － 170 170 41,272 41,272 △23,957 17,485

当期末残高 160,339 152,160 170 152,331 229,089 229,089 △46,104 495,655

評価・換算差額等

純資産合計その他

有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ

損益

評価・換算

差額等合計

当期首残高 30,809 △15,244 15,564 493,734

当期変動額

剰余金の配当 △31,721

当期純利益 72,993

自己株式の取得 △23,989

自己株式の処分 203

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
△5,507 94 △5,412 △5,412

当期変動額合計 △5,507 94 △5,412 12,072

当期末残高 25,301 △15,149 10,151 505,807



― 239 ―

【注記事項】

(重要な会計方針)

１ 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 売買目的有価証券

時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっております。

(2) 満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)によっております。

(3) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法によっております。

(4) その他有価証券

① 市場価格のない株式等以外のもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法

により算定)によっております。

② 市場価格のない株式等

移動平均法による原価法によっております。

なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第２条第２項により有価証券と

みなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、

持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

２ デリバティブ等の評価基準及び評価方法

(1) デリバティブ

時価法によっております。

(2) 運用目的の金銭の信託

時価法によっております。

３ 棚卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 通常の販売目的で保有する棚卸資産

個別法又は移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

によっております。

(2) トレーディング目的で保有する棚卸資産

時価法によっております。

４ 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法によっております。

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附

属設備及び構築物については、定額法によっております。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっております。

５ 繰延資産の処理方法

社債発行費は、社債の償還までの期間にわたり定額法により償却しております。

６ 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており

ます。

７ 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 投資損失引当金

関係会社等に対する投資損失に備えるため、投資先の財政状態や事業価値等を勘案して会社所定の基準により

個別に設定した損失見込額を計上しております。
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(3) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支払に備えて、支給見込額を計上しております。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給

付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、発生の翌事業年度に費用処理しております。

(5) 株式給付引当金

株式交付規程に基づく取締役及び執行役員への当社株式の交付等に備えるため、当事業年度末における株式給

付債務の見込額に基づき計上しております。

(6) 債務保証等損失引当金

関係会社等に対する債務保証等の偶発債務による損失に備えるため、被保証先の財政状態等を勘案の上、必要

と認められる額を計上しております。

８ 収益の計上基準

当社は、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見

込まれる金額で収益を認識しております。

当社は、顧客との契約に含まれる別個の財又はサービスを識別し、これを取引単位として履行義務を識別して

おります。当社では、通常の商取引において、仲介業者又は代理人としての機能を果たす場合があるため、履行

義務の識別にあたっては本人か代理人かの検討を行っており、自らの約束の性質が、特定された財又はサービス

を自ら提供する履行義務である場合には本人と判定しております。一方、それらの財又はサービスが他の当事者

によって提供されるように手配する履行義務である場合には代理人として判定しております。

当社が本人に該当する取引である場合には、特定された財又はサービスと交換に権利を得ると見込んでいる対

価の総額で収益を認識しております。また、当社が代理人に該当する取引である場合には、特定された財又はサ

ービスが当該他の当事者によって提供されるように手配することと交換に権利を得ると見込んでいる報酬又は手

数料の金額もしくは対価の純額で収益を認識しております。なお、代理人に該当する取引に関連して一時的に当

社へ法的所有権が移転する棚卸資産は、流動資産における「その他」に含めて表示しております。

収益には、主に国内外における商品の販売が含まれております。当社では、引渡、検収、契約上の受渡条件を

満たした時点において、顧客が財に対する支配を獲得し、当社の履行義務が充足されると判断しているため、当

該時点で収益を認識しております。

なお、収益の対価は、履行義務の充足時点から主として１年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでお

りません。

９ ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっております。

なお、振当処理の要件を満たしている為替予約、通貨スワップ及び通貨オプションについては振当処理に、特

例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

外貨建取引の為替変動リスクに対して為替予約取引、通貨スワップ取引、通貨オプション取引を、借入金、貸

付金、利付債券等の金利変動リスクに対して金利スワップ取引、金利キャップ取引、金利オプション取引を、貴

金属、穀物、石油等の商品価格変動リスクに対しては商品先物取引、商品先渡取引等をヘッジ手段として用いて

おります。

(3) ヘッジ方針

当社の事業活動に伴って発生する通貨、金利、有価証券、商品の相場変動リスクを回避するため、社内管理規

程に基づき、主としてデリバティブ取引によりリスクをヘッジしております。
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(4) ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計又は

相場変動を四半期毎に比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しております。ただし、特例

処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。

(表示方法の変更)

前事業年度において、損益計算書にて独立掲記しておりました「関係会社株式等売却益」及び「関係会社等整理・

引当損」は、当事業年度より明瞭性の観点からそれぞれ「関係会社整理益」及び「関係会社整理・引当損」に表示科

目を変更の上、「関係会社株式」及び「関係会社出資金等」等の売却、清算、及び評価等の結果生じた特別利益及び

特別損失をそれぞれに含めて表示をしております。

これらの結果、前事業年度の損益計算書において「関係会社株式等売却益」に表示していた7,629百万円及び「関係

会社等整理・引当損」に表示していた28,207百万円は、当事業年度の損益計算書よりそれぞれ「関係会社整理益」及

び「関係会社整理・引当損」へ同額を組み替えております。

(重要な会計上の見積り)

１ 関係会社株式

(1) 前事業年度末及び当事業年度末の貸借対照表に計上した金額

(単位：百万円)

前事業年度末
(2024年３月31日)

当事業年度末
(2025年３月31日)

799,407 834,004

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

前事業年度末及び当事業年度末の貸借対照表において計上されている関係会社株式は取得原価をもって貸借対

照表価額としておりますが、市場価格のない株式等について、当該株式発行会社の財政状態の悪化により、実質

価額が著しく低下し、かつ回復可能性が十分な証拠によって裏付けられない場合には相当の減額を行い、評価損

を認識しております。また、超過収益力を反映して１株当たりの純資産額に比べて高い価額で取得した市場価格

のない株式等においては、株式発行会社の財政状態の悪化がない場合でも、超過収益力が毀損したことにより、

それを反映した実質価額が著しく低下した場合には、評価損を認識しております。

実質価額の算定においては、株式発行会社の１株当たりの純資産額を基礎として実質価額を算定しております

が、超過収益力を反映して１株当たりの純資産額に比べて高い価額で取得した市場価格のない株式等においては、

外部専門家を適宜利用の上、当該株式発行会社の事業計画を踏まえた割引キャッシュ・フロー法等により実質価

額を算定しております。その結果、実質価額が貸借対照表価額に比べて50％程度以上低下した場合においては実

質価額の著しい低下が生じているものと判断し、実行可能で合理的な事業計画等により、おおむね５年以内に回

復すると見込まれる場合を除き、回復可能性はないものとして評価損を認識しております。また、回復可能性は

毎期見直し、その後の実績が事業計画等を下回った場合など、事業計画等に基づく業績回復が予定通りに進まな

いことが判明したときは、その期末において評価損計上の要否を検討しております。

なお、これらの会計上の見積りは、財務諸表作成時において入手可能な情報に基づき実施しております。
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(3) Albert Automotive Holdings Pty Ltdに対する投資の評価

当事業年度の貸借対照表に計上されている関係会社株式には、自動車セグメントに含まれる、豪州における中

古車卸売・小売事業を営む非上場の子会社であるAlbert Automotive Holdings Pty Ltdに対する投資17,107百万

円が含まれております。

当該投資の評価において、同社が営む中古車卸売・小売事業の超過収益力を反映した実質価額を算定しており

ます。実質価額は、経営者が作成した事業計画を基礎として見積もられ、小売事業の店舗拡大、売上総利益率の

改善及び卸売事業の売上成長率といった主要な仮定を使用しております。また、実質価額の算定に用いる割引率

の見積りにおいては、計算手法及びインプットデータの選択に当たり、評価に関する高度な専門知識を必要とし

ております。

その結果、実質価額が著しく低下していないことから、当事業年度において評価損は計上しておりません。

２ 長期貸付金

(1) 前事業年度末及び当事業年度末の貸借対照表に計上した金額

(単位：百万円)

前事業年度末
(2024年３月31日)

当事業年度末
(2025年３月31日)

87,117 124,549

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

上記のうち、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を貸倒引当金

として計上しております。

(3) 台湾洋上風力発電事業に関連する子会社に対する長期貸付金の評価

当社は、子会社であるStarwind Offshore GmbH（以下「Starwind」という。）及び中間持株会社を通じて台湾

洋上風力発電事業を営む会社（以下「事業会社」という。）に融資をしており、前事業年度の貸借対照表におい

て、Starwindに対する長期貸付金10,473百万円を計上しております。

Starwindは中間持株会社を通じて事業会社に対して融資を行うことのみを目的とする会社であるため、

Starwindに対する融資の評価は、事業会社の事業計画及び同事業から生じるキャッシュ・フローにより影響を受

けます。事業会社の事業計画及び同事業から生じるキャッシュ・フローには追加工事費用や完工までの期間の見

通し及び割引率といった経営者による主要な仮定を使用しております。

前事業年度において、当該融資について個別に回収可能性を検討した結果、貸倒引当金を計上しておりませ

ん。

なお、当連結会計年度において、洋上風力発電所が商業運転を開始したことにより、同事業に関連する子会社

に対する長期貸付金の評価に係る見積りの不確実性が低下したため、会計上の見積りについて重要性は無いもの

と判断しております。

(追加情報)

該当事項はありません。
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(貸借対照表関係)

※１ 担保に供している資産及び担保に係る債務

取引保証金等の代用として供している資産

前事業年度末
(2024年３月31日)

当事業年度末
(2025年３月31日)

投資有価証券
（関係会社株式を含む）

37,150百万円 37,150百万円

短期貸付金 27 28

長期貸付金 253 225

計 37,432 37,404

※２ 固定化営業債権

財務諸表等規則第32条第１項第10号の債権であります。

これらの債権の担保資産処分等による回収見込額は、前事業年度末3,561百万円、当事業年度末2,154百万円

であります。

※３ 関係会社に対する資産及び負債

区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは次のとおりであります。

前事業年度末
(2024年３月31日)

当事業年度末
(2025年３月31日)

短期金銭債権 129,829百万円 169,187百万円

長期金銭債権 108,037 140,528

短期金銭債務 72,568 65,307

４ 保証債務

下記保証債務は、主として関係会社による金融機関からの借入金に対する保証であります。

前事業年度末
(2024年３月31日)

当事業年度末
(2025年３月31日)

債務保証等 172,300百万円 229,780百万円

(注) 上記に含まれる保証予約等の保証類似行為による金額は、前事業年度末2,937百万円、当事業年度末

2,521百万円であります。

５ 受取手形割引高

前事業年度末
(2024年３月31日)

当事業年度末
(2025年３月31日)

輸出手形割引高 25,320百万円 19,557百万円

(うち、関係会社輸出手形割引高) 13,516 6,709

(注) 輸出手形割引高に含まれる輸出貿易信用状取引における銀行間決済未済の銀行買取残高は、前事業年度末

2,437百万円、当事業年度末1,967百万円であります。

※６ 期末日満期手形

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、前事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、前事業年度末残高に含ま

れております。

前事業年度末
(2024年３月31日)

当事業年度末
(2025年３月31日)

受取手形 126百万円 －百万円

電子記録債権 595 －

電子記録債務 4 －
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(損益計算書関係)

※１ 販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費の内訳は次のとおりであります。

なお、販売費及び一般管理費に含まれる販売費のおおよその割合は前事業年度が56％、当事業年度が54％、

一般管理費のおおよその割合は前事業年度が44％、当事業年度が46％であります。

前事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

役員報酬 853百万円 710百万円

従業員給料及び手当 17,787 19,148

従業員賞与 5,116 5,527

賞与引当金繰入額 4,955 5,267

退職金 139 93

退職給付費用 1,258 1,370

福利厚生費 4,548 4,884

旅費及び交通費 2,370 2,673

通信費 609 588

交際費 387 421

消耗品費 154 180

光熱費 141 148

租税公課 1,635 1,457

賃借料 4,211 4,452

減価償却費 2,076 1,991

のれん償却額 255 245

修繕費 1,074 1,215

支払手数料 1,736 1,739

業務委託費 16,677 18,532

貸倒引当金繰入額 62 △63

雑費 3,231 3,572

計 69,283 74,159

※２ 関係会社との取引

前事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

関係会社に対する収益 18,529百万円 20,154百万円

関係会社からの原価 9,639 10,951

関係会社との営業取引以外の取引高 100,938 90,687
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(有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式

前事業年度末(2024年３月31日) (単位：百万円)

区分 貸借対照表計上額 時価 差額

関連会社株式 28,927 112,409 83,481

当事業年度末(2025年３月31日) (単位：百万円)

区分 貸借対照表計上額 時価 差額

関連会社株式 28,927 87,699 58,772

(注) 上記に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

(単位：百万円)

区分
前事業年度末

(2024年３月31日)
当事業年度末

(2025年３月31日)

子会社株式 557,632 599,949

関連会社株式 212,846 205,126

合計 770,479 805,076
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(税効果会計関係)

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前事業年度末
(2024年３月31日)

当事業年度末
(2025年３月31日)

(繰延税金資産)

貸倒引当金 20,546 百万円 20,998 百万円

投資有価証券評価損 43,664 37,829

退職給付引当金 2,978 2,916

繰越欠損金 12,982 12,478

その他 20,553 22,447

繰延税金資産小計 100,724 96,669

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △7,279 △7,163

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △65,468 △62,448

評価性引当額小計 △72,747 △69,611

繰延税金資産合計 27,976 27,058

繰延税金負債との相殺 △13,583 △12,658

繰延税金資産計上額 14,393 14,399

(繰延税金負債)

合併差益 △1,186 △1,211

その他有価証券評価差額金 △11,904 △11,060

その他 △493 △386

繰延税金負債合計 △13,583 △12,658

繰延税金資産との相殺 13,583 12,658

繰延税金資産の純額 14,393 14,399

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳

前事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

法定実効税率 30.6％ 30.6％

（調整）

評価性引当額 △13.7％ △4.1％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △35.4％ △32.4％

特定外国子会社等合算所得 2.8％ 0.5％

関係会社株式に係る税効果未認識差異 0.4％ △0.1％

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.4％ 0.5％

外国税金 2.0％ 2.0％

税制改正による影響 －％ △0.5％

その他 0.1％ △0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △12.7％ △3.6％

３ 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取

扱い」（実務対応報告第42号）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計

処理並びに開示を行っております。
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(重要な後発事象)

連結財務諸表注記「41 重要な後発事象」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しています。
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④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位：百万円)

区分 資産の種類 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期償却額 当期末残高
減価償却
累計額

有形固定資産

建物 4,524 984
1

410 5,097 3,952
(－)

土地 8,395 0
－

－ 8,395 －
(－)

その他 1,242 862
61

332 1,711 5,042
(44)

計 14,162 1,847
62

742 15,203 8,995
(44)

無形固定資産

ソフトウエア 7,794 905
20

1,239 7,439 23,234
(4)

のれん 491 －
245
(245)

245 － 16,223

その他 1,270 802
478

0 1,593 13
(3)

計 9,557 1,707
745

1,486 9,033 39,471
(254)

（注）「当期減少額」の( )内は内書きで、減損損失の計上額を記しております。

【引当金明細表】

(単位：百万円)

当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

貸倒引当金 67,100 1,110 1,524 66,686

投資損失引当金 10,480 383 521 10,343

賞与引当金 4,955 5,267 4,955 5,267

株式給付引当金 1,441 282 201 1,522

債務保証等損失引当金 3,255 3,691 1,896 5,049

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の
買取り・買増し

取扱場所
(特別口座)
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社証券代行部

株主名簿管理人
(特別口座)
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所 ―

買取・買増 手数料 無料

公告掲載方法
電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告
をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。
公告掲載URL https://www.sojitz.com/jp/

株主に対する特典 なし
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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社は、親会社等はありません。

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書及びその添
付書類、有価証券報告書の
確認書

（第21期）
自 2023年４月１日
至 2024年３月31日

2024年６月18日
関東財務局長に提出

(2) 有価証券報告書の訂正報告
書及び確認書

（第21期）
自 2023年４月１日
至 2024年３月31日

2024年７月１日
関東財務局長に提出

(3) 内部統制報告書 （第21期）
自 2023年４月１日
至 2024年３月31日

2024年６月18日
関東財務局長に提出

(4) 半期報告書及び
半期報告書の確認書

（第22期中）
自 2024年４月１日
至 2024年９月30日

2024年11月11日
関東財務局長に提出

(5) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２
（株主総会における議決権行使の結果）の規定に基づく臨時報
告書

2024年６月19日
関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（特定
子会社の異動）の規定に基づく臨時報告書

2024年７月25日
関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（特定
子会社の異動）の規定に基づく臨時報告書

2024年12月25日
関東財務局長に提出

(6) 有価証券届出書及びその添付書類
2024年７月30日
関東財務局長に提出

(7) 発行登録書(社債)及びその添付書類
2024年11月20日
関東財務局長に提出

(8) 訂正発行登録書
2024年12月25日
関東財務局長に提出

(9) 自己株券買付状況報告書 報告期間
自 2024年９月１日
至 2024年９月30日

2024年10月３日
関東財務局長に提出

報告期間
自 2024年10月１日
至 2023年10月31日

2024年11月６日
関東財務局長に提出

報告期間
自 2024年11月１日
至 2024年11月30日

2024年12月３日
関東財務局長に提出

報告期間
自 2024年12月１日
至 2024年12月31日

2025年１月８日
関東財務局長に提出

報告期間
自 2025年１月１日
至 2025年１月31日

2025年２月５日
関東財務局長に提出

報告期間
自 2025年２月１日
至 2025年２月28日

2025年３月６日
関東財務局長に提出

報告期間
自 2025年３月１日
至 2025年３月31日

2025年４月３日
関東財務局長に提出

報告期間
自 2025年５月１日
至 2025年５月31日

2025年６月６日
関東財務局長に提出
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。



独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

2025年６月16日

双日株式会社

取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 杉 浦 宏 明

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 富 田 亮 平

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 引敷林 嗣 伸

＜連結財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる双日株式会社の2024年４月１日から2025年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結財政状態

計算書、連結純損益計算書、連結純損益及びその他の包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー

計算書及び連結財務諸表注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第312条により規定

された国際会計基準に準拠して、双日株式会社及び連結子会社の2025年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終

了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと

認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ

る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責

任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重

要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見

の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

当監査法人は、前連結会計年度の連結財務諸表の監査において監査上の主要な検討事項の一つとした「台湾洋上風力

発電事業に関連する投資及び金融資産の評価」について、洋上風力発電所が商業運転を開始したことにより、同事業に

関連する投資の処分コスト控除後の公正価値の見積り及び金融資産の予想信用損失の見積りの不確実性が低下した結果、

監査上のリスクが低下していると判断した。このため、当監査法人は、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において

当該事項を監査上の主要な検討事項とはしていない。

当連結会計年度の連結財務諸表の監査においては、豪州における中古車卸売・小売事業に関するのれんを含む資金生

成単位グループについての処分コスト控除後の公正価値の見積りの不確実性が高まったことから、「豪州における中古

車卸売・小売事業に関するのれんの評価」を監査上の主要な検討事項とした。



イギリス領イギリス領イギリス領イギリス領イギリス領・・・・・北海における石油ガス権北海における石油ガス権北海における石油ガス権北海における石油ガス権北海における石油ガス権益に関する有形固定資産益に関する有形固定資産益に関する有形固定資産益に関する有形固定資産益に関する有形固定資産の評の評の評の評の評価価価価価

監査上の主要な検討事項監査上の主要な検討事項監査上の主要な検討事項監査上の主要な検討事項監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由の内容及び決定理由の内容及び決定理由の内容及び決定理由の内容及び決定理由 監査上の対応監査上の対応監査上の対応監査上の対応監査上の対応

連結財務諸表の注記事項「２ 作成の基礎(4)見積り及

び判断の利用」に記載のとおり、双日株式会社の当連結

会計年度の連結財政状態計算書において、エネルギー・

ヘルスケアセグメントに含まれるイギリス領・北海にお

ける石油ガス権益を保有する連結子会社Sojitz Energy

Development Ltd.の有形固定資産6,530百万円が計上され

ている。

有形固定資産については、減損の兆候がある場合に回

収可能価額を見積もっている。回収可能価額が帳簿価額

を下回っている場合には当該資産の帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、減損損失を認識している。なお、回収

可能価額は処分コスト控除後の公正価値と使用価値のい

ずれか高い方として算定される。

双日株式会社は、上記権益に関する有形固定資産の回

収可能価額として処分コスト控除後の公正価値を用いて

いる。処分コスト控除後の公正価値の測定に用いる将来

キャッシュ・フローは、経営者が作成した事業計画を基

礎として見積もられるが、将来の資源価格、生産量の前

提となる可採埋蔵量及び開発計画の実行可能性といった

不確実性の高い仮定が含まれているため、これらの経営

者による判断が将来キャッシュ・フローの見積りに重要

な影響を及ぼす。

また、処分コスト控除後の公正価値の測定に用いる割

引率の見積りにおいては、計算手法及びインプットデー

タの選択に当たり、評価に関する高度な専門知識を必要

とする。

以上から、当監査法人は、イギリス領・北海における

石油ガス権益について、有形固定資産の減損損失の認識

の要否に関する判断の妥当性が、当連結会計年度の連結

財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な

検討事項の一つに該当すると判断した。

当監査法人は、イギリス領・北海における石油ガス権益

について、有形固定資産の減損損失の認識の要否に関する

判断の妥当性を評価するため、連結子会社であるSojitz

Energy Development Ltd.の監査人を関与させ、同監査人

への指揮、監督及びその作業の査閲を含め、主として以下

の監査手続を実施した。

(1) 内部統制の評価

有形固定資産の減損テストにおける処分コスト控除後の

公正価値の測定に関連する内部統制の整備状況及び運用状

況の有効性を評価した。

(2) 処分コスト控除後の公正価値の見積りの合理性の評価

● 事業計画に使用されている主要な仮定の適切性を評価

するための以下の検討を実施した。

・ 将来の資源価格について、外部機関が公表した

長期価格予想との比較

・ 生産量の前提となる可採埋蔵量について、過年

度の経営者の仮定との比較、経営者に対する質

問及び外部機関が発行する報告書との比較

・ 生産量の前提となる権益の開発計画について、

経営者に対する質問並びに関連資料の閲覧によ

る合理性及び実行可能性の評価

● 経営者が使用した割引率について、監査人が独自に算

出した割引率との比較による合理性の検討を実施し

た。



豪州における中古車卸売豪州における中古車卸売豪州における中古車卸売豪州における中古車卸売豪州における中古車卸売・・・・・小売事業に関するのれん小売事業に関するのれん小売事業に関するのれん小売事業に関するのれん小売事業に関するのれんの評の評の評の評の評価価価価価

監査上の主要な検討事項監査上の主要な検討事項監査上の主要な検討事項監査上の主要な検討事項監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由の内容及び決定理由の内容及び決定理由の内容及び決定理由の内容及び決定理由 監査上の対応監査上の対応監査上の対応監査上の対応監査上の対応

連結財務諸表の注記事項「２ 作成の基礎(4)見積り及

び判断の利用」に記載のとおり、双日株式会社の当連結

会計年度の連結財政状態計算書において、自動車セグメ

ントに含まれる豪州における中古車卸売・小売事業に関

するのれん8,441百万円が計上されている。こののれん

は、双日株式会社がAlbert Automotive Holdings Pty

Ltdの支配を獲得した際に生じたものである。

のれんについては、減損の兆候がある場合又は少なく

とも年次で、のれんを含む資金生成単位グループの回収

可能価額を見積もっている。回収可能価額が帳簿価額を

下回っている場合には、当該資金生成単位グループの帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を認識して

いる。なお、回収可能価額は処分コスト控除後の公正価

値と使用価値のいずれか高い方として算定される。

双日株式会社は、豪州における中古車卸売・小売事業

に関するのれんを含む資金生成単位グループにおける回

収可能価額として処分コスト控除後の公正価値を用いて

いる。処分コスト控除後の公正価値の測定に用いる将来

キャッシュ・フローは、経営者が作成した事業計画を基

礎として見積もられるが、小売事業の店舗拡大、売上総

利益率の改善及び卸売事業の売上成長率といった不確実

性の高い仮定が含まれているため、これらの経営者によ

る判断が将来キャッシュ・フローの見積りに重要な影響

を及ぼす。

また、処分コスト控除後の公正価値の測定に用いる割

引率の見積りにおいては、計算手法及びインプットデー

タの選択に当たり、評価に関する高度な専門知識を必要

とする。

以上から、当監査法人は、豪州における中古車卸売・

小売事業に関するのれんを含む資金生成単位グループの

減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性が、当連結

会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、

監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。

当監査法人は、豪州における中古車卸売・小売事業に関

するのれんを含む資金生成単位グループの減損損失の認識

の要否に関する判断の妥当性を評価するため、連結子会社

であるAlbert Automotive Holdings Pty Ltdの監査人を関

与させ、同監査人への指揮、監督及びその作業の査閲を含

め、主として以下の監査手続を実施した。

(1) 内部統制の評価

のれんを含む資金生成単位グループの減損テストにおけ

る処分コスト控除後の公正価値の測定に関連する内部統制

の整備状況の有効性を評価した。

(2) 処分コスト控除後の公正価値の見積りの合理性の評価

● 事業計画に使用されている主要な仮定の適切性を評価

するための以下の検討を実施した。

・ 小売事業の店舗拡大について、同社における過

去の出退店実績との比較及び出店候補地に関す

る地理的分析資料の閲覧による合理性及び実行

可能性の評価

・ 小売事業の売上総利益率について、Albert

Automotive Holdings Pty Ltdの監査人が独自に

入手した豪州における中古車ディーラーのベン

チマーク利益率及び同社における過去の実績と

の比較

・ 卸 売 事 業 の 売 上 成 長 率 に つ い て、Albert

Automotive Holdings Pty Ltdの監査人が独自に

入手した外部機関が公表している豪州における

自動車ディーラー関連の市場予測及び豪州のGDP

成長予測との比較

● 経 営 者 が 使 用 し た 割 引 率 に つ い て、Albert

Automotive Holdings Pty Ltdの監査人が属するネッ

トワークファームの評価の専門家を利用し、専門家が

独自に算出した割引率との比較による合理性の検討を

実施した。



その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、

その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の

記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内

容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ

のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤

謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及

び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか

どうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責

任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明

することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利

用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な

監査証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結

論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事

項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表

に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠

に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。



・連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連

結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうか

を評価する。

・連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入

手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲

に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又

は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した

事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止

されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上

回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

＜内部統制監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、双日株式会社の2025年３月31

日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、双日株式会社が2025年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統

制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告

に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統

制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人

の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から

独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十

分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ

いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに

ある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。



・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び

適用される。

・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部

統制報告書の表示を検討する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、内

部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任があ

る。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別し

た内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につい

て報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又

は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

＜報酬関連情報＞

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬

及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の

状況】に記載されている。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以 上

※１ 上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

２ XBRLデータは監査の対象には含まれていません。



独立監査人の監査報告書

2025年６月16日

双日株式会社

取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 杉 浦 宏 明

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 富 田 亮 平

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 引敷林 嗣 伸

＜財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる双日株式会社の2024年４月１日から2025年３月31日までの第22期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損

益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、双日株

式会社の2025年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適

正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である

と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい

て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

当監査法人は、前事業年度の財務諸表の監査において監査上の主要な検討事項とした「台湾洋上風力発電事業に関連

する子会社に対する長期貸付金の評価」について、洋上風力発電所が商業運転を開始したことにより、同事業に関連す

る子会社に対する長期貸付金の評価に係る見積りの不確実性が低下した結果、監査上のリスクが低下していると判断し

た。このため、当監査法人は、当事業年度の財務諸表の監査において当該事項を監査上の主要な検討事項とはしていな

い。

当事業年度の財務諸表の監査においては、Albert Automotive Holdings Pty Ltdに対する投資の評価に係る見積りの

不確実性が高まったことから、「Albert Automotive Holdings Pty Ltdに対する投資の評価」を監査上の主要な検討事

項とした。



AAAAAlllllbbbbbeeeeerrrrrttttt AAAAAuuuuutttttooooommmmmoooootttttiiiiivvvvveeeee HHHHHooooollllldddddiiiiinnnnngggggsssss PPPPPtttttyyyyy LLLLLtttttdddddに対する投資の評に対する投資の評に対する投資の評に対する投資の評に対する投資の評価価価価価

監査上の主要な検討事項監査上の主要な検討事項監査上の主要な検討事項監査上の主要な検討事項監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由の内容及び決定理由の内容及び決定理由の内容及び決定理由の内容及び決定理由 監査上の対応監査上の対応監査上の対応監査上の対応監査上の対応

双日株式会社の当事業年度の貸借対照表に計上されて

いる関係会社株式834,004百万円には、注記事項「（重要

な会計上の見積り）」に記載のとおり、自動車セグメン

トに含まれる、豪州における中古車卸売・小売事業を営

む非上場の子会社であるAlbert Automotive Holdings

Pty Ltdに対する投資17,107百万円が含まれている。

非上場の子会社に対する投資を含む市場価格のない株

式等は取得原価をもって貸借対照表価額とするが、株式

発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下

した場合には、回復可能性が十分な証拠によって裏付け

られる場合を除いて、評価損の計上が必要となる。また、

超過収益力を反映して１株当たり純資産額に比べて高い

価額で取得した株式は、株式発行会社の財政状態の悪化

がない場合でも、超過収益力が毀損したことにより、そ

れを反映した実質価額が著しく低下した場合には、評価

損の計上が必要となる。

双 日 株 式 会 社 は、Albert Automotive Holdings Pty

Ltdに対する投資の評価において、同社が営む中古車卸

売・小売事業の超過収益力を反映した実質価額を算定し

ている。その結果、実質価額が著しく低下していないこ

とから、評価損は計上していない。

中古車卸売・小売事業における超過収益力を反映した

実質価額の見積りは、経営者が作成した事業計画を基礎

として見積もられるが、小売事業の店舗拡大、売上総利

益率の改善及び卸売事業の売上成長率といった不確実性

の高い仮定が含まれているため、これらの経営者による

判断が実質価額の見積りに重要な影響を及ぼす。

また、実質価額の算定に用いる割引率の見積りにおい

ては、計算手法及びインプットデータの選択に当たり、

評価に関する高度な専門知識を必要とする。

以 上 か ら、 当 監 査 法 人 は、Albert Automotive

Holdings Pty Ltdに対する投資の評価損計上の要否に関

する判断の妥当性が、当事業年度の財務諸表監査におい

て特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当する

と判断した。

当監査法人は、Albert Automotive Holdings Pty Ltd

に対する投資の評価損計上の要否に関する判断の妥当性

を評価するため、主に以下の手続を実施した。

(1) 内部統制の評価

関係会社株式の評価損計上の要否の判定に関連する内

部統制の整備状況の有効性を評価した。

(2) 実質価額の妥当性の検討

連結財務諸表の監査報告書において、「豪州における

中古車卸売・小売事業に関するのれんの評価」が監査上

の主要な検討事項に該当すると判断し、監査上の対応に

ついて記載している。

当該記載内容は、個別財務諸表監査における監査上の

対応のうち、Albert Automotive Holdings Pty Ltdに対

する投資の実質価額の妥当性の検討に関する手続と実質

的に同一の内容であることから、具体的な記載を省略し

ている。



その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、

その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載

内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と

財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような

重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要

がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決

定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な

監査証拠を入手する。

・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実

施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付

ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意

を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項

付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、

将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。



・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう

かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事

象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又

は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監

査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されてい

る場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合

理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

＜報酬関連情報＞

報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

※１ 上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
２ XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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１ 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表取締役 社長CEO植村幸祐及び代表取締役 専務執行役員CFO渋谷誠は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び

運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告

に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について（意見書）」に示されている内部統制の基本的枠組み

に準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的

な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止

又は発見することができない可能性があります。

２ 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2025年３月31日を基準日として行われており、評価に当

たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統制）の評価を行っ

た上で、その評価結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しました。

当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及

ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性

に関する評価を行いました。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社について、財務報告の信頼

性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及

び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社、連結子会社117社、及び持分法適用関連会社36社を全社的な内部統

制の評価対象としました。

なお、上記以外の連結子会社及び持分法適用関連会社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判

断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めていません。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、多様な事業領域におけるトレードや事業投資を通じ企業価値向

上を図る特性より、事業規模及び財務報告への影響を測る共通の指標として総資産が適切であると判断し、当該指標を

用いております。具体的には当社及び連結子会社の前連結会計年度の総資産（連結会社間取引消去前）の金額的及び質

的影響並びにその発生可能性を考慮し、当該総資産額合計の概ね２/３に達している19社を「重要な事業拠点」としまし

た。

選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として、経営成績及び財務状態に大き

く関わる、収益、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としました。

さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点を含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生

可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業

務に係る業務プロセスとして、非金融資産の減損、営業債権及びその他債権の評価、棚卸資産の評価などを個別に評価

対象に追加するプロセスとして識別し、財務報告への影響を勘案のうえ、評価対象に追加しています。

３ 【評価結果に関する事項】

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。

４ 【付記事項】

該当事項はありません。

５ 【特記事項】

該当事項はありません。
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１ 【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社代表取締役 社長CEO 植村 幸祐 及び当社最高財務責任者 渋谷 誠 は、当社の第22期(自 2024年４月１日 至

2025年３月31日)の有価証券報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしま

した。

２ 【特記事項】

確認に当たり、特記すべき事項はありません。






